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議 事 日 程（第１号） 平成２４年９月７日（金） 午前１０時 開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 選任第 １号 議会運営委員会委員の補欠選任について 

日程第 ５ 選挙第 １号 大津菊陽水道企業団議会議員の補欠選挙について 

日程第 ６ 議会運営委員会所管事務調査報告について 

日程第 ７ 議会広報編集特別委員会所管事務調査報告について 

日程第 ８ 各常任委員会行政調査報告について 

日程第 ９ 議案第５１号 大津町防災会議条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第５２号 大津町災害対策本部条例の一部を改正する条例について 

日程第１１ 議案第５３号 大津町暴力団排除条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第５４号 訴えの提起について（町営住宅の明け渡し及び延滞家賃の

支払い並びに損害賠償の請求） 

日程第１３ 議案第５５号 平成２４年度大津町一般会計補正予算（第５号）について 

日程第１４ 議案第５６号 平成２４年度大津町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第１５ 議案第５７号 平成２４年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受

託特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１６ 議案第５８号 平成２４年度大津町公共下水道特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１７ 議案第５９号 平成２４年度大津町介護保険特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１８ 議案第６０号 平成２４年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第２

号）について 

日程第１９ 議案第６１号 平成２４年度大津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第２０ 認定第 ２号 平成２３年度大津町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第２１ 認定第 ３号 平成２３年度大津町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第２２ 認定第 ４号 平成２３年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受

託特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第２３ 認定第 ５号 平成２３年度大津町公共下水道特別会計歳入歳出決算の認

定について 
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日程第２４ 認定第 ６号 平成２３年度大津町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第２５ 認定第 ７号 平成２３年度大津町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第２６ 認定第 ８号 平成２３年度大津町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第２７ 認定第 ９号 平成２３年度大津町工業用水道事業会計利益の処分及び決

算の認定について 

                   一括上程、提案理由の説明 

日程第２８ 議案質疑 

議案第５１号                  質  疑 

議案第５２号                  質  疑 

議案第５３号                  質  疑 

議案第５４号                  質  疑 

議案第５５号                  質  疑 

議案第５６号及び議案第５７号          一括質疑 

議案第５８号及び議案第５９号          一括質疑 

議案第６０号及び議案第６１号          一括質疑 

認定第２号                   質  疑 

認定第３号                   質  疑 

認定第４号から認定第９号まで          一括質疑 

日程第２９ 委員会付託 

議案第５１号から議案第６１号まで 

認定第２号から認定第９号まで 

陳情第２号、陳情第３号、陳情第４号 

 

               午前９時５８分 開会 

開議 

○議 長（大田黒英生君） ただいまから、平成２４年第４回大津町議会定例会を開会します。 

 本日の会議を開きます。 

 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規

則第１２０条の規定によって、１番金田俊二君、２番府内隆博君を指名します。 
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   日程第２ 会期の決定 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第２ 会期の決定の件を議題とします。 

 まず、議会運営委員長の報告を求めます。議会運営委員長松永幸久君。 

○議会運営委員長（松永幸久君） おはようございます。ただいまから、議会運営委員会における審議

の経過と結果についてご報告いたします。 

当委員会は、８月３１日午前１１時から委員会Ａ室におきまして、議会運営委員また大田黒議長に

出席を願い、平成２４年第４回大津町議会定例会について審議をいたました。 

まず、町長提出議案１９件について、執行部より大筋の説明があり、その後、請願・陳情の取り扱

いについて協議をいたしました。 

また、議事日程、会期日程、その他の議会運営全般について協議をいたしました。 

認定第２号、平成２３年度大津町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第９号、平成２

３年度大津町工業用水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてまでの８件の決算関係について

は、本日の会議で町長の提案理由の説明のみとし、所管部長の説明は省略することといたしました。 

一般質問については９名ですので、一般質問の１日目を通告者の１番から５番まで、２日目が６番

から９番までの順で行うことになりました。 

委員会については、本定例会は決算認定がありますので４日間行うことになりました。したがって、

会期日程については、議席に配付のとおり、本日から９月２０日までの１４日間といたしました。ま

た、最終日に契約案件、備品購入案件及び人事案件が追加提案される予定であります。 

以上、大田黒議長に答申をいたしました。 

これで、議会運営委員会委員長報告を終わります。議会各位のご協力をよろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） お諮りします。本定例会の会期は、ただいまの答申並びに議席に配付しま

した会期日程（案）のとおり、本日から９月２０日までの１４日間にしたいと思います。ご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月２０日までの１４

日間に決定しました。 

 

   日程第３ 諸般の報告 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第３ 諸般の報告をします。 

去る７月２８日に急逝されました鈴木ムツヨ文教厚生常任委員長の後任に、８月２０日に開かれた

常任委員会において、永田和彦君が委員長に互選されましたので報告します。 

本日の議事日程並びに報告内容については、議席に配付のとおりです。 
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   日程第４ 選任第１号 議会運営委員会委員の補欠選任について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第４、選任第１号、議会運営委員会委員の補欠選任を行います。 

ただいまから名簿を配付いたします。 

お諮りします。議会運営委員会委員の選任ついては、委員会条例第７条第１項の規定によって、お

手元に配付しました名簿のとおり指名したいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員会委員の補欠選任ついて

は、お手元に配付しました名簿のとおり選任することに決定しました。 

 

   日程第５ 選挙第１号 大津菊陽水道企業団議会議員の補欠選挙について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第５、選挙第１号、大津菊陽水道企業団議会議員の補欠選挙を行いま

す。 

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推選に

したいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決

定しました。 

お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。ご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しました。 

大津菊陽水道企業団議会議員に、府内隆博君を指名したいと思います。 

お諮りします。ただいま議長が指名しました府内隆博君を当選人と定めることにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました府内隆博君が大

津菊陽水道企業団議会議員に当選されました。 

ただいま当選されました府内隆博君が議場におられます。会議規則第３３条第２項の規定によって、

当選の告知をいたします。 

 

日程第６ 議会運営委員会所管事務調査報告について 
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○議 長（大田黒英生君） 日程第６、議会運営委員会所管事務調査報告についてを議題とします。 

議会運営委員長から所管事務調査報告の申し出があっておりますので、この際これを許します。 

議会運営委員長松永幸久君。 

○議会運営委員長（松永幸久君） 平成２４年度大津町議会運営委員会の行政調査をご報告いたします。 

委員会は、去る６月２６日、２７日に委員と執行部、事務局で福岡県岡垣町と、同じく福岡県の志

免町の２カ所を研修いたしました。 

まず、岡垣町では、議会運営全般についてでありますが、ここ岡垣町は福岡市、北九州市の中間に

位置し、国道３号線の、あるいはＪＲ鹿児島本線が町を走り、交通網の整備された、また自然の象徴

である三里松原である毎年アカウミガメが産卵に帰ることから、「ウミガメもかえる町」を町のキャッ

チフレーズにしており、人口約３万２千５００人の、面積４８.５１キロ平方メートル、平成２４度の

一般会計予算は９１億７千４００万円で、議会の構成につきましては定数１３人、総務産業・文教厚

生の２委員会で構成されており、平成１９年８月に議会の改革と活性化方策について、議長より議会

運営委員会に諮問がなされ、その後、委員会で調査及び審議がなされ、全員協議会において一定の結

論が得られたので答申をしたとのことでございました。答申は、１、議会予算に関する関するもの、

一つ、議会経費の見直しについて、一つ、開かれた社会づくり、一つ、住民との対話について具体的

な方策を検討し、各委員会ごとに住民懇談会を実施し、実施方法は住民懇談会実施要綱によるとし、

議会事務局職員は事務補佐として公務の参加とし、また各議員は費用弁償、日当及び公務災害は適用

しないとのことでありました。開催の趣旨につきましては、議会と町政を住民がわかりやすく理解す

ること。また住民の意見をきめ細かく聞くことが町議会に期待をされ、政策決定には欠かせないとの

ことで、住民懇談会を実施するとありました。実施内容は、町を３つに分けて、３つの委員会が担当

し、開催案内については議会広報紙に掲載をし、また区長さんに担当委員がチラシを配付するとのこ

とでありました。懇談会の内容は、１、議会活動状況について、２、予算審議の内容について、３、

その他重要と思われる案件について説明をし、実施後、懇談内容を議会広報紙を通じて報告がなされ

ており、町政に対する要望、提言等重要なものにつきましては議長において取りまとめをし、町長へ

文書で報告するとありました。課題としては、１、子育て世代の参加が少ないということと。２、同

じ課題についての意見が大半を占める。３、懇談ではなく一方的な要求になる。４、特定の参加者の

発言が多い。５、回答書の作成に時間と労力を費やすなどの課題もある。今後協議をしながら改善を

図り、町民の皆様へ開かれた議会を目指していきたいということでありました。 

次に、志免町議会を研修いたしましたが、志免町は福岡県の西部に位置し、福岡空港を挟んで福岡

市と接し、面積は８.７キロ平方メートル、人口約４万５千人で、平成２４年度の一般会計は１０５億

円で、議会構成につきましては、議員定数１４名、総務文教、厚生建設の２常任委員会からなり、４

人の女性議員がおりました。副議長及び議運を含めた３つの委員長は女性議員でありまして、当町に

おいても平成２０年に議会基本条例策定検討委員会の設置について議長より諮問がなされ、議運で協

議をし、平成２１年に素案をつくり、１５回の検討を重ね素案を作成、平成２２年に全員協議会にお

いて素案の基に町民との意見交換会を開催し、平成２２年８月に議運にて最終案を作成、９月に議員
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提案にて条例を可決したとのことでありました。余談ではありますが、この可決についても１票差で

可決とのことでありました。議会基本条例のポイントとしては、１つ、町民との意見交換の場として

議会報告会を年１回以上開催する。２つ、請願・陳情は町民からの政策提言と位置付けて、審議にお

いて提案者が希望した場合には参考人として意見を聞く場所を設ける。３、議員間の自由討議の拡大。

４、政策提案の拡大を図るため、町民各種団体などの意見交換の場を設ける。５、議論の論点、争点

を明確にするため、町長が議長に委員長の許可を受けて逆質問することができる反問権の設定等を柱

とした町民の議会の関係強化意思決定機関としての役割を果たすためと位置付けし、議会基本条例を

制定し、その後、平成２３年の２月に初めて議会報告会を開催。内容は平成２２年９月、１２月議会

の報告と平成２４年２月においては２班に分かれて校区ごとの報告会、内容は決算について、町民の

質疑・意見としては、１つ、商工観光に関すること。２、ハード事業に関すること。３、教育に関す

ること。４、地域防災に関すること。５、財政運営に関すること。６、農業振興に関すること等であ

りました。現在はスタートしたばかりなので報告会を重ね、町民の声を聞きながら議会で協議をし、

改善を図っていきたいということでありました。 

以上で、議会運営委員会委員長報告を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） これで、議会運営委員長報告を終わります。 

 

日程第７ 議会広報編集特別委員会所管事務調査報告について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第７、議会広報編集特別委員会所管事務調査報告についてを議題とし

ます。 

議会広報編集特別委員長から所管事務調査報告の申し出があっておりますので、この際これを許し

ます。 

議会広報編集特別委員長荒木俊彦君。 

○議会広報編集特別委員長（荒木俊彦君） 議会広報編集特別委員会の所管事務調査についてご報告を

申し上げます。７月４日、５日、１泊２日で大分県速見郡日出町並びに玖珠郡の九重町の２カ所の研

修を行いました。テーマは、議会広報編集全般についてであります。 

まず日出町でありますが、人口が約２万８,２００人で、議会定数が１６人であります。別府市のベッ

ドタウンとして人口増加が続いて、大津町と似ている町であるということであります。広報特別委員

会は、各常任委員会から２名ずつ選任がなされております。研修先では、広報委員４人の議員が対応

していただいて、日出町の議会報は８８号、大津町が６０号ですので、大分前から発行がなされてお

りますが、昨年の全国広報クリニック、我々も参加しましたが、悪い方の見本でクリニックで酷評さ

れたところでありましたが、今回、それが改善がなされ、とりわけ字数がもうほとんど文字ばっかり

の広報だったのが改善をされ、見出しもわかりやすくまとめられておりました。特徴的なことは、議

会だよりの題字を町内各小・中学校の生徒さんが手書きで題字を書いて、それを表紙に使っていると

いうところです。また、毎回町民の声を半ページを使って掲載がなされております。寄稿者は、広報
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委員が手分けをして頼んでいるそうでありますが、これまで累計で約３００人の町民の方がこの欄に

登場しているそうであります。発行費用は１万部に対して２５２万円でありますが、町内業者に限ら

れるということで、随意契約ということで、大津町に比較して若干費用が高いという状況でありまし

た。 

続いて、九重町ですが、人口が１万６００人、面積は大津町の２.７倍ございます。大きな吊り橋で

有名な町でありますが、観光と農業の町と。しかしながら、年々人口減少に悩んでいるということで

す。議会は、定数が１３人であります。広報の特別委員会の委員長は副議長が務めると。あと、常任

委員会委員長とほかの議員が３人ということでありました。ちなみに、議長は５期在職の女性議員が

務めておられました。こちらは、九重町ということで、観光の町ということで、いろいろパンフレッ

トなんかもつくっている関係からだと思いますが、議会広報も非常にこう印刷技術はあか抜けをして

いると見られます。とりわけこの議会は、夜間議会、これが毎年１２月定例会で行われ、夕方の５時

から一人３０分の一般質問に取り組まれておりました。議会の開かれた議会ということで、やれるこ

とから始めるということで、昨年から年２回の「おでかけ議会」も開催がなされております。議員が

半分に分かれて、町内４カ所に分かれて町民との話し合いをやると。そこで出された意見などを、あ

るいはアンケートを集約して、皆さんの手元にこういうコピーがいってるかと思いますけれども、こ

れはカラーで印刷されておりますけれども、「おでかけ議会」で出された意見とかを特集した特集号が

発行されております。１カ所平均で大体２０人弱の参加者で、参加人数が少ないんではなかろうかと

疑問がありましたが、町内９５％にケーブルテレビが引かれて、議会の本会議の録画を放映している

そうです。大きな広い面積、行政区が１３４もあるということで、もっと細かいところで開いてほし

いという声も多かったそうであります。これに応えて、次回から９カ所で開催するように改善を図っ

ているということでした。議会改革に非常に熱心に取り組まれている様子が伺えたところであります。

全議員から改革について、すぐにするべきこと、できること、あるいは数年以内にやるべきこと、任

期中に実現したいことと、こういった意見を出し合って「おでかけ議会」を具体化されたと。またそ

の様子を議会広報で町民の皆さんにお知らせをしているということで、我が町にも大いに参考になる

のではなかろうかと思います。 

以上で、所管事務調査の報告を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） これで、議会広報編集特別委員長報告を終わります。 

 

日程第８ 各常任委員会行政調査報告について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第８、各常任委員会行政調査報告についてを議題とします。 

各常任委員長から委員会行政調査報告の申し出があっておりますので、この際これを許します。 

経済建設常任委員長坂本典光君。 

○経済建設常任委員長（坂本典光君） おはようございます。ただいまから、平成２４年度経済建設常

任委員会行政調査報告を行います。 
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調査期間は平成２４年７月２４日から２６日までです。研修場所及びテーマは、宮城県柴田町では

地域住宅計画について、岩手県紫波町では資源循環のまちづくりについて、さらに岩手県滝沢村では

まちづくり交付金事業についてです。 

柴田町での研修。宮城県の推定人口は平成２４年８月末で２３２万人、県庁所在地の仙台は１０６

万人、柴田町は３万８千３６６人であります。面積は５３.９８キロ平方メートル、県南のほぼ中央に

位置し、仙台市から南へ２５キロの距離にあります。町の東南端を阿武隈川が流れ、中央を白石川が

流れ、町を二分しています。気候は温暖で、県内では雪の少ない地域です。米が基幹産業ですが、菊

などの栽培が盛んです。伊達騒動を題材にした小説「樅ノ木は残った」とその主人公・原田甲斐の地

元でもあります。鉄道はＪＲが船橋駅と槻木駅の２駅。阿武隈線に東船岡駅があります。国道４号線

が町の中心部を走り、仙台空港や東北自動車道村田インターまで１０キロ、仙台市の通勤都市として、

また内陸工業都市として発展しています。現在、町は４９６戸の公営住宅を管理しています。昭和３

０年代にリコー、トヨタ、ヤマザキ製パンなどの工場を誘致しました。もともと自衛隊の駐屯地もあ

るので人口は急激に増加しました。ほとんどの町営住宅が昭和３５年から６０年ごろに建設されてお

ります。今その建て替えやリニューアルの時期に来ております。高齢者や母子家庭の増加で、町営住

宅の申し込みが急増しています。優良田園住宅「ゆずが丘」は、優良田園住宅の促進に関する法律が

施行されたのを受けて、宮城県建設業協会が中心となって進められた事業です。取り組みのきっかけ

は、農地の荒廃解消、農山間地域の少子高齢化による小学校存続問題解消でありました。ＰＦＩ的事

業手法を使い、民間と行政の得意分野を分担していますが、やはりこの計画自体には無理があるよう

に思います。優良田園住宅法のメリットは、都市計画区域の市街化調整区域で、遊休地がある場合に

この法律で開発が可能となることが最大のメリットですが、事務手続上、通常の開発となんら変わり

はありません。農地法などの関連法などの緩和が必要と言われています。例えば、農業振興地域の中

で農用地解除をする場合、農地法上、建て売りが条件、土地だけの分譲はできないというのがありま

す。 

岩手県紫波町では、この町は人口３万３千９６５人、面積２３９キロ平方メートルであります。岩

手県のほぼ中央、盛岡市と花巻市の中間に位置する北上平野の一角にあります。真ん中を北上川が流

れる田園都市です。畑作、果樹の適地であり、りんご、ぶどう、さくらんぼ、西洋梨ラ・フランスな

どが豊かに産します。日本有数の餅米の産地でもあります。町は循環型社会の構築を担うのは町民一

人一人であり、今の暮らしを見直し変えていくことが何よりも大切であるという思いを込めて、これ

から１００年を視野に入れた新世紀未来宣言を平成１２年に発表しました。平成１３年に紫波町環境

型まちづくり条例を制定しました。百年後の未来を「環境」というキーワードで結びつけた「環境と

福祉の町」を目指しています。それらを具現化するために、ＮＰＯ法人紫波未来研究所があります。

有機資源の１００％循環利活用を目指し、有機資源環境をさらに促進するため、平成１３年度から平

成１６年度にかけて、有機資源循環施設「えこ３センター」を整備しました。この施設では、堆肥製

造、粉炭、木酢液製造、木質ペレットの製造を行っています。木質ペレットを燃料とするシステムを

大津町でも導入したいという委員さんの意見がありました。 
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滝沢村は人口５万４千人、日本で一番人口の多い村です。面積１８２キロ平方メートル、１９７０

年代までは純農村地帯でしたが、盛岡市に隣接する立地条件から宅地開発が進み、人口が増えてきま

した。中核都市を目指す盛岡市との合併も検討されましたが、反対が多く、実現しませんでした。単

独で市を目指すとき、人口要件は満たしますが、国や県の出先機関が５カ所以上という県の条例を満

たしていませんでした。その後、その問題が解決したので、２０１４年の市制移行に向けて進んでお

ります。盛岡大学と岩手県立大学があります。まちづくり交付金事業は、巣子駅周辺の開発整備事業

です。総事業費７億６千８８０万円です。駅前広場、駐車場、アクセス道路整備などの事業でした。 

以上で報告を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 文教厚生常任副委員長源川貞夫君。 

○文教厚生常任副委員長（源川貞夫君） 皆さん、おはようございます。ただいまから平成２４年度文

教厚生常任委員会行政調査報告をいたします。 

視察先は、兵庫県篠山市、京都府亀岡市、京都府長岡京市、それから京都伝統工芸館を視察してま

いりました。期日は、平成２４年の８月７日から８月９日にかけてでございます。テーマといたしま

しては、介護予防事業について、生涯学習推進のまちづくりについて、歴史・文化財保護事業につい

て、この３点についてのテーマでございます。 

まず、兵庫県の篠山市、人口は４万３千２６３人、議員の定数は１８名でございます。兵庫県の中

東部に位置し、篠山盆地と言われるだけあり、四方が山に囲まれ、全面積の７割を山林が占めており

ます。四季を通じて、盆地特有の気候である。平成１７年度以降の人口は減少しております。篠山市

の高齢化率は平成２２年度で２７.６％と県平均、全国平均を５％ほど上回っております。要介護認定

者２千１４０人と認定率１７.４％で、平成２０年から上昇しております。以上のような状況を踏まえ

まして、篠山市では平成１６年度から厚生労働省のモデル事業として、介護予防事業に取り組み、介

護予防によるまちづくりを目指しております。介護予防と普及啓発事業の主なものといたしまして「健

康ささやま２１計画」、これは講演等で高齢化の目指す姿を理解してもらう。それから、基本チェック

リストとスクーリング、生活の不活性化を早期に発見して、悪循環を断ち切ろうと。それから、介護

予防の基本は、健康、生きがい、地域づくり、集まって、動いて、楽しんでということでございます。

それから、通所施設「いきいき塾」これは市内の通所施設１０カ所に実施を委託されております。６

つの地域の日常生活圏内に１から３カ所設置しているのが身近な施設として利用者が多い要素ではな

いかと思われました。 

「いきいき塾」の参加者の変化についてでございますけれども、つまづきそうになることが減った、

運動の習慣ができた、生活に張りができた、また知り合いが増えた、笑うことが増えた、筋力アップ

ができた、立ち上がりやすくなった等々の参加者に変化が出てきて効果が表れているとのことであり

ました。市民に対していかに老後の生き方、健康意識の浸透をさせるのが大切かを学ばせてもらいま

した。欲を言えば、効果・結果について、数字によるデータがあればまだよかったのではないかとい

うふうに思いました。 

次に、京都府亀岡市、ここは人口が大津の３倍ぐらいありますけれども９万３千９４７名、議員定
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数２６名、京都市の北西に隣接しており、京都市へは電車、自動車とも約２０分、大阪市へは約１時

間ぐらいの位置にあり、住宅都市として京都府内３位の人口を有します。豊かな自然環境にも恵まれ、

湯ノ花温泉、保津川下りなどの観光資源も数多くあります。将来都市像を「聖なる水と緑の奏でる知

恵の郷」として生涯学習によるまちづくりを進めておられます。昭和６３年に亀岡市生涯学習都市構

想を取りまとめ、全国に先駆けて生涯学習都市を宣言し、今日まで同都市構想の「人間尊重」という

基本理念に沿った各種施設の展開により、生涯学習都市づくりを推進してまいっております。生涯学

習推進の取り組みといたしまして、生涯学習都市推進会議を昭和６３年の８月から立ち上げ、平成１

２年からは生涯学習推進審議会というのをまた立ち上げまして、現在に至っております。財団法人生

涯学習亀岡財団を設立、平成２２年の３月には設立２０周年を迎え、平成２１年度からは生涯学習施

設「ガレリアかめおか」の指定管理者として、その機能充実と運営の効率化を図るとともに、生涯学

習の推進に果たしていく役割はますます重要になってきております。この「ガレリアかめおか」につ

いて申しますと、生涯学習都市のシンボル施設といたしまして、総事業費２００億円、年間維持管理

費３億８千万円を掛けて、多くの人が集い、学ぶ空間、都市空間という情報交換施設として機能など

を有する全国的に類を見ない複合施設でございます。平成２３年５月には、来館者か７００万人を達

成いたしまた。我が大津町においては、「ガレリアかめおか」のような、このような施設はほしいので

ありますけれども、できなくても今ある施設を有効に利用し、広報・企画等を見習いながら参考にし

ていけたらと思ったわけでございます。 

その主な事業内容を申しますと、生涯学習関連事業の開催及び機会の提供、生涯学習活動の啓発及

び情報提供、亀岡における文化芸術の振興、生涯学習の調査研究、平成１３年度からは生涯学習賞を

設けて、国内だけでなく広く世界で活躍し、貢献された方々を表彰されております。 

次に、同じく京都府の長岡京市です。人口は約８万人ほどです。議員数は２６人、京都盆地の西南

部に位置し、北は日向市、東は京都市、南は大山崎町、西は西山連峰を境に大阪府と接しております。

総面積の約６５％が可住地の平たん部であり、西山山地は近畿圏近郊緑地保全地域に指定され、景観

の保全が図られております。ＪＲ長岡京駅周辺の東部は、村田製作所、パナソニック、三菱電機等の

ハイテク企業、またフォークリフトで有名な日本輸送機、サントリー京都ビール工場が進出しており

ます。長岡京市の歴史は古く、既に弥生時代に農耕が行われており、建国神話に関係のある神を祭る

神社や壮大な古墳が現存しております。６世紀には「弟国宮（おとくにのみや）」、８世紀には「長岡

京」と、二度にわたって都として栄え、近畿地方における産業文化の先進地であった。明治時代も豊

かな土地、美しい自然、貴重な文化財、交通の利便さ等に恵まれて発展をし続けてきております。昭

和２４年に３町が合併、長岡町が誕生し、京都・大阪両都市の衛生都市として立地条件がよいため、

住宅建設、工場の進出が進み、急ピッチで都市化が行われ、昭和４５年には人口が５万人を超え、昭

和４７年に市制を施行しました。昭和６１年には７万５千人、平成２３年５月９日には８万人も突破

しております。本市は、古来より生活環境に恵まれた地であったため、市内の至るところに各時代の

遺跡が存在し、さらに日本の政治・文化・経済の中心であった長岡京（７８４年から７９４年）の都

城跡がほぼ全域を包んでおり、埋蔵文化財包蔵地の数は１２０カ所にも及んでおります。これらの文
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化財を保護するために、昭和５０年７月に文化財保護条例を制定し、昭和５０年の１０月に文化財保

護審議会を設置いたしました。また、埋蔵文化財保護及び急増する発掘調査業務に対応するため、昭

和５７年７月に財団法人長岡京市埋蔵文化財センターを設立いたしました。さらに、昭和６０年の７

月には、長岡京市立埋蔵文化調査センターを開所し、埋蔵文化財の普及及び啓発の一環としてセンター

内に収蔵・展示している遺物等を自由に閲覧できるよう広く市民に開放しておられます。平成２３年

の４月に細川ガラシャ夫人とその父、明智光秀を主役に、波乱に満ちた戦国時代を生きた父子の絆を

テーマとするＮＨＫ大河ドラマを誘致しようと長岡京市を初めとする京都府内６市１町が連携して、

大河ドラマ誘致推進協議会を設立いたしました。この協議会には、熊本県も準会員として名を連ねて

おります。また、熊本県内では加藤清正が主人公の大河ドラマ実現を求める運動が展開されておりま

す。二度にわたって都として栄えたところでありまして、歴史遺産、文化遺産は、我が大津町とは比

較にもならない。しかし、後世に伝承していくことは、また大津町の歴史・文化を知り、学ぶという

ことが大事な事業であることは言うまでもありません。これからは大津町歴史文化伝承館を核といた

しまして、内容の充実、広報活動に、さらに力を入れていかなければならないと感じたわけでござい

ました。 

それから、今回の研修で思ったことは、研修が終わりまして帰るとき、最後の最後まで玄関まで出

て見送っていただきました。それが特に印象に残りました。我が町ではどういうふうにされているか

わかりませんけれども、よろしくお願いいたします。 

以上で終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 総務常任委員長大塚龍一郎君。 

○総務常任委員長（大塚龍一郎君） おはようございます。ただいまから、総務常任委員会の研修報告

をさせていただきます。 

７月２４日から２６日の日程で、長野県長野市におきまして、バイオマス発電設備「いいづなお山

の発電所」について。千曲市におきまして、長野県地方税滞納整理機構の取り組みについて。同じく

千曲市において、長野県人権啓発センターの運営・取り組み等全般についてを研修いたしました。 

まず、バイオマス発電施設「いいづなお山の発電所」について。平成１５年度森のエネルギー推進

事業の補助金２億９千万円、初期投資額７億円で平成１７年度より稼働、５社で構成する組合であり

ます。毎時１千３００キロワットの発電で、場内で２００キロワット使用する以外の電力１千１００

キロワットを中部電力に売電しております。年間１０万５千キロワットの発電で３５０日稼働し、８

７５万キロワットを中部電力に売電しており、おおよそ３千から３千５００軒分を供給していること

になります。焼却する材木の使用料は１日４５トン、年間１万５千トンに当たります。地域の恵まれ

た森林資源を有効に活用した木質バイオ発電力による発電所であります。化石燃料を一切使わない木

製チップだけの燃料で、ボイラー蒸気タービン発電を回している。供給先の一つとして、長野オリン

ピックでも使われましたボブスレー競技場への電力にも使われておりました。焼却後の灰や粉砕物を

利用して特別な肥料をつくり出しております。恵まれた環境を生かした、全てを無駄にしないリサイ

クル事業となっており、木質バイオマス発電は新しいエネルギーの供給源としてこれから注目される
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発電プラントであると思います。しかしながら、採算ベースに乗せるには大変な事業なので、国や県

の助成が必要であるかと思ってわけでございます。 

次に、長野県地方税の滞納整理機構の取り組みについて。地方税の収入未済額を効率的に縮減する

ためには、市町村と県とか共同で滞納整理に当たるのが有効と考えられ、大口困難案件についての滞

納整理業務の共同化を平成２２年１２月に千曲市に広域連合として設立されております。質問、１つ

広域連合が引き受ける滞納事業の基準、または引き受けない基準について伺ったところ、移管基準の

滞納の具体例を基に各市町村が行う滞納整理の方針、計画、実情等を勘案して、各市町村が設定して

いる。また、滞納処分に際し、公的要件を満たしていない等については、移管不可としている。質問

２として、構成団体と違って広域連合だからできる滞納者に対する取り組みについて伺ったところ、

滞納整理が行政不満であっても、機構においては徴収業務に特化しているため、滞納者と適切な距離

感を確保することにより、公正公平な滞納整理を促進することができる。また、市町村間、または県

との重複滞納者について、効率的な滞納整理を行うことができる。質問、３つ、広域連合で公的整理

を行う上で考慮している点や問題点について伺ったところ、適切な債権管理ができていない市町村が

あり、時効完成分については移管不可となる事例がある。また、機構においては、延滞金の完全徴収

を行っているが、市町村において取り扱いが統一されていない。質問３として、滞納整理の広域連合

に対する住民の意見について、また広域連合が設立されて住民の納税意識に変化が表れているかと伺っ

たところ、平成２４年度の移管予告に係る効果率が２２.１％、前年度比４.１％増となっており、自

主納付の意識醸成に貢献していると考えられる。 

平成２３年度活動状況では、引き受け件数で市町村分９９４件で、引き受け滞納額でおおよそ３３

億６千万円、県内分で２２３件で、１億６千万円。徴収実績で７億２千万円ほどである。科目別で見

ると、固定資産税の事案が多くあり、今の景気動向に比例しているように見えるし、他県の自治体で

も見られるように、国民健康保険税の部門でもこれからますます増加しているのではないかと思った

わけでございます。 

次に、長野県人権啓発センターの運営取り組み等全般について。センターは千曲市に平成１２年長

野県立歴史館に開設され、県内の歴史的資料や生活の中に存在する人権問題に焦点を当てた資料の展

示による啓発が行われており、平成２２年に長野県人権政策推進基本方針が策定されております。第

１展示室で、同和問題に関する写真パネルと歴史資料の展示では、郷土の俳人・小林一茶の作品を用

いて、立体映像化された企画があり、第２展示室では様々な人権問題を写真・パネル等で展示され、

差別の体験等の記録もあり、啓発ビデオ・ＤＶＤ・パネル等の貸し出しもあっております。人権学習

会が平成２３年度で管内において４９回、公民館や企業への管外で４４回実施されており、人権相談

１４０件、広報「人権ながの」が年２回発行されておりました。平成２０年、１６歳以上の県民意識

調査で人権は重要である、人権問題に関心はあるかとの問いに、「そう思う」の回答が８５.０％、人

権問題として障がい者のことに関しては６７.５％、高齢者のことに６０.６％、子供のことに５２.

５％、同和問題のことに３４.９％となっており、郷土の先人たちの人権問題に関わられた歩みとその

歴史がよく伝わっている展示企画コーナーが完備されておりました。 
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以上で、総務常任委員会の研修報告を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） これで、各常任委員会の行政調査報告を終わります。 

しばらく休憩いたします。 

午前１０時５２分 休憩 

                    △ 

午前１１時０１分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

   日程第９ 議案第５１号から日程第２７ 認定第９号まで一括上程 

        提案理由の説明 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第９、議案第５１号、大津町防災会議条例の一部を改正する条例につ

いてから、日程第２７、認定第９号、平成２３年度大津町工業用水道事業会計利益の処分及び決算の

認定についてまでの１９件を一括して議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 皆さん、おはようございます。今回の定例会に提案いたしました案件の提案

理由を申し上げます。 

議案第５１号、大津町防災会議条例の一部を改正する条例について及び議案第５２号､大津町災害対

策本部条例の一部を改正する条例についてですが、災害対策基本法の一部が改正されたことに伴い、

条例の一部を改正しようとするものです。 

次に、議案第５３号、大津町暴力団排除条例の一部を改正する条例についてですが、暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、条例の一部を改正しようとする

ものです。 

議案第５１号から議案第５３号につきましては、条例を一部改正するものであり、地方自治法第９

６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものです。 

次に、議案第５４号、訴えの提起についてですが、町営住宅の明け渡し及び延滞家賃の支払い並び

に損害賠償を求める訴えを入居者５人にするもので、訴えの提起については、地方自治法第９６条第

１項第１２号の規定により議会の議決を求めるものです。 

次に、議案第５５号、平成２４年度大津町一般会計補正予算（第５号）についてですが、今回の補

正は既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５億８５９万５千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１１２億３千６５７万７千円とするものです。歳入では、地方交付税１億１３

２万９千円、分担金並びに負担金が９７２万５千円、国庫支出金１千６０９万５千円、県支出金１千

５３９万１千円、繰入金８３３万４千円、繰越金３億５千７５８万４千円、諸収入１３万７千円をそ

れぞれ増額するものです。歳出では、総務費が５億１２７万９千円、衛生費３千６７９万７千円、教

育費１千１７８万９千円、災害復旧費１０３万６千円、予備費２１３万２千円をそれぞれ増額し、民
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生費１１４万９千円、農林水産費４３８万７千円、商工費８０１万円、土木費３千８９万２千円を減

額するものです。 

議案第５６号、平成２４年度大津町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）についてですが、今

回の補正は既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億６千４４９万８千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０億７千９０１万５千円としたものです。歳入では、療養給付費

等の交付金２千２４８万８千円、前期高齢者交付金１億２千３９万１千円、繰越金１億４千４０３万

７千円をそれぞれ増額し、国庫支出金７千３１１万８千円、繰入金４千９３０万円を減額するもので

す。歳出では、後期高齢者支援金等２千５３２万８千円、介護納付金１千１０９万７千円、諸支出金

６千１９５万８千円、予備費６千５４１万５千円、それぞれの増額が主なものです。 

議案第５７号、平成２４年度大津町外４ケ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計補正予算（第

１号）についてですが、今回の補正は既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３４２万５千円としたものです。歳入では、繰越金を２千円

増額し、歳出では予備費を２千円増額するものです。 

議案第５８号、平成２４年度大津町公共下水道特別会計補正予算（第２号）についてですが、今回

の補正は既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６３９万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１４億４千７２３万２千円としたものです。歳入では、繰入金を３千２４６万６千

円減額し、繰越金２千７０９万１千円の増額が主なものです。歳出では、事業費を６３９万円増額す

るものです。 

議案第５９号、平成２４年度大津町介護保険特別会計補正予算（第２号）についてですが、今回の

補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８千７３２万２千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２１億６１０万９千円としたものです。歳入では、国庫支出金８１８万１

千円、支払い基金交付金５９９万６千円、繰越金７千６０４万円をそれぞれ増額し、繰入金２８９万

５千円を減額するものです。歳出では、地域支援事業費２４９万４千円、諸支出金３千１９５万６千

円をそれぞれ増額するものです。 

議案第６０号、平成２４年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第２号）についてですが、今

回の補正は既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４２８万９千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億５千１７１万４千円としたものです。歳入では、繰入金７４０万６千円

を減額し、使用料及び手数料５９万７千円、繰越金７３１万３千円、諸収入３４２万５千円をそれぞ

れ増額するものです。歳出では、事業費４２８万９千円増額するものです。 

議案第６１号、平成２４年度大津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）についてですが、

今回の補正は既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３６１万２千円追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ２億５千８４４万３千円としたものです。歳入では、保険料が１５７万円、

繰入金１４１万２千円を増額し、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金２７９万２千円の増額が主

なものです。 

議案第５５号から議案第６１号までの７議案につきましては、平成２４年度一般会計及び各特別会
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計の補正予算についてですので、地方自治法第２１８条第１項の規定により、議会の議決を求めるも

のです。 

続きまして、認定第２号から認定第８号までの案件は、平成２３年度一般会計・各特別会計及び事

業会計に係る歳入歳出決算の認定についてでございますが、各会計の決算内容につきましては、各常

任委員会でご審議いただくことになっております。一般会計では、歳入総額１３３億７千９９９万９

千円、歳出総額１２９億１７２万５千円、翌年度に繰り越すべき財源、繰越明許費繰越額２千６８万

９千円を差し引きまして、実質収支額４億５千７５８万５千円となっております。大津町国民健康保

険特別会計ほか各特別会計におきましては、歳入総額６９億５千５３３万９千円、歳出総額６５億７

千２７７万７千円でございます。また、大津町工業用水道事業会計の決算では、収入済額６千５０９

万７千円、支出済額４千１１７万６千円となっております。決算の認定につきましては、認定第２号

から認定第９号までは、地方自治法第２３３条第３項及び地方公営企業法第３０条第４項の規定によ

り、議会の認定を求めるものでございます。 

また、監査委員の審査意見書、決算資料及び主要な施策の成果を配付しておりますので、よろしく

お願い申し上げます。 

なお、ここで大津町の平成２３年度の決算状況について簡単にご説明を申し上げます。 

まずは歳入でございますが、大津町の収入の約３２％は、町民の皆さんや企業から納められた町税

によるものです。町税総額は４３億６千６００万円で、昨年より２.２％減、９千８００万円の減額と

なっています。内訳は、個人町民税は３.２％増、３千７００万円の増額となっています。法人町民税

は３３.２％減、１億９千７００万円の減額、固定資産税は１.１％増、２千６００万円の増額となっ

ています。また、繰入金はまちづくり交付金事業と学校建設事業に伴う基金の繰り入れにより５億８

千８００万円の増となり、自主財源は９.３％増、５億２千８００万円の増額となっています。 

一方、依存財源は２９％増、１６億２００万円の増額で、内訳は地方交付税全体で１５.９％の増、

国庫支出金が５５.３％の増、町債が４６％の増となっています。 

次に、歳出でございますが、社会保障費関連が年々増加している状況でございます。特に扶助費の

伸びが大きく１２.８％増、２億３千７００万円の増額となっています。投資的経費はまちづくり交付

金事業と学校建設事業により、普通建設事業が１５０％増、１９億円の増額となっています。町債の

残高につきましては、平成２３年度末で１１８億７千３００万円、前年度比１３億８千９００万円の

増額となっています。これは、まちづくり交付金事業と学校建設事業の起債並びに普通交付税と同様、

地方の財源不足を補うための起債であり、臨時財政対策債の急激な膨らみが影響しています。基金に

つきましては、平成２３年度末の総額は３９億７千万円で、前年度比１億２千万円の減額となってい

ます。財政状況につきましては、全国の類似団体と比較しても健全財政を堅持しており、財政健全化

法に基づく指標につきましても、国が示す早期健全化基準を超えるものではありませんが、今後とも

さらなる健全財政の運営に努めなければならないと考えています。 

以上、簡単でございますが、町の財政状況のご説明とともに提案理由のご説明を申し上げましたが、

ご審議の上、ご議決・ご認定を賜りますようよろしくお願いいたします。 
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なお、各会計の決算の認定以外の議案につきましては、所管部長をして詳細説明をさせていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） おはようございます。 

議案第５１号、大津町防災会議条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。議案集は１

ページから２ページ、説明資料は１ページになります。改正につきましては、災害対策基本法の一部

を改正する法律が平成２４年６月２７日に施行されたため、災害対策基本法の一部が改正されたこと

に伴い、大津町防災会議条例の一部を改正しようとするものであります。 

初めに、法の一部改正の概要につきましてご説明申し上げます。昨年３月１１日に発生しました東

日本大震災の教訓・課題を受け、行うべき防災対策として、国より見直しが行われたものであり、そ

の新たな対策としては、１、大規模広域な災害に対する即応力の強化、２、大規模広域な災害時にお

ける被災者対応の改善、３、教訓伝承・防災教育の強化や多様な主体の参加による地域の防災力の向

上、４、国・地方公共団体の防災会議と災害対策本部の役割の見直し等の必要な措置を講ずるものと

されています。以上の法改正によりまして、条例の一部を改正するものであり、その内容につきまし

ては、防災会議の所掌事務に町長の諮問に応じて大津町の地域に係る防災に関する重要事項を審議す

ること、及び多様な主体の意見が反映されるよう自主防災組織を構成するもの、または学識経験者を

会議の委員として追加することなどの改正を行うものです。 

それでは、説明資料によりご説明させていただきますので、説明資料の１ページをお開き願います。 

改正前で、第２条中「の各号」を削り、第２号から第３号までを下線のとおり改め、第３号を第４

号とするものです。第３条第５項中「の各号」を削り、改正後の第３条第５項第８号については、下

線のとおり新たに追加し、改正前の第８号は第９号に改めるものです。 

戻りまして、議案集の２ページをお願いいたします。附則で、この条例は公布の日から施行すると

しております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第５２号、大津町災害対策本部条例の一部を改正する条例についてご説明いたし

ます。議案集は３ページから４ページ、説明資料は２ページになります。改正につきましては、災害

対策基本法の一部を改正する法律が平成２４年６月２７日に施行されたため、災害対策基本法の一部

が改正されたことに伴い、大津町災害対策本部条例の一部を改正しようとするものであります。法の

一部改正の概要につきましては、先ほど議案第５１号でご説明申し上げましたが、その中で市町村災

害対策本部につきまして、改正前の災害対策基本法では、都道府県災害対策本部と同一の規定で定め

られていたものを市町村防災会議と災害対策本部の所掌事務の見直し、明確化に関連して、新たに法

第２３条の２として別個に規定することになったものです。これまで災害発生時における関係機関間

の連絡調整については、市町村災害対策本部の事務として明記されていなかったため、災害対策基本

法の一部改正後の規定には必要に応じ関係指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関

及び関係指定地方公共機関との連携の確保に努めなければならないと規定されているものであり、改
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正に伴う関係条項の追加により、大津町災害対策本部条例の改正を行うものであります。 

それでは、説明資料でご説明させていただきますので、説明資料の２ページをお開き願います。 

改正前で、第１条中、下線の第２３条第６項を改正後の下線の第２３条の２第８項に改めるもので

す。 

戻りまして、議案集の４ページをお願いいたします。附則で、この条例は公布の日から施行すると

しております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第５３号、大津町暴力団排除条例の一部を改正する条例についてご説明いたしま

す。議案集は５ページから６ページ、説明資料は３ページになります。改正につきましては、暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正が平成２４年８月１日公布されたため、大津町

暴力団排除条例の一部を改正しようとするものです。 

初めに、この法律の一部改正の概要についてご説明申し上げます。最近における暴力団をめぐる情

勢に鑑み、対立抗争及び暴力的要求行為等に伴う市民生活に対する危険を防止するための措置につい

て規定するとともに、国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターが指定暴力

団等の事務所の付近住民等から委託を受けて、当該事務所の使用等の差し止めを請求するための制度

を導入するほか、暴力的要求行為及び準暴力的要求行為の規制等を強化する等の必要があり、その改

正に伴う関係条項の追加により、大津町暴力団排除条例の改正を行うものです。 

それでは、説明資料によりご説明させていただきますので、説明資料の３ページをお開き願います。

改正前で、第３条中、下線の法第３２条の２第１項を改正後の下線の法第２３条の３第１項に改める

ものです。 

戻りまして、議案集の６ページをお願いいたします。附則で、この条例は暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行するとしております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第５４号、訴えの提起について（町営住宅の明け渡し及び延滞家賃の支払い並び

に損害賠償の請求）についてご説明いたします。議案集は７ページから９ページになります。 

初めに、訴えの提起に当たり、これまでの経緯等をご説明申し上げます。議案集の９ページをお開

き願います。記載の町営住宅の入居者５名については、それぞれの家賃の滞納金額合計が４５３万５

千５３５円、督促料、滞納期間、滞納月数の状況は記載のとおりであります。これまで滞納家賃の督

促方法は毎月前月分の滞納者へのはがきによる督促、毎月の催告書、連帯保証人への通知の送付、電

話催告や隣戸訪問を重ねてきております。さらには呼び出しを行い、滞納分の支払い計画の相談をし、

誓約書を取るなど折衝を行い、納付指導を行っております。訴えの提起の相手方の入居者５名に対し、

町営住宅の家賃について、これまでの町からの度重なる支払い督促にもかかわらず、滞納家賃の支払

いに対し、特に支払う意思がなく、多額の家賃滞納があり、他の入居者との公平性を欠くものであり

ます。 

議案集の８ページをお願いいたします。以上、ご説明しましたようなことから、訴えの提起につい
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て、１、相手方、町営住宅入居者５件、２、訴えの提起の理由、相手方は町営住宅の家賃（割増賃料

を含む）を延滞しているため、大津町町営住宅条例第４１条第１項に基づく町営住宅の明け渡し及び

延滞家賃の支払い並びに同条第４項に基づく損害賠償の請求を求めるための訴えの提起を行うもので

す。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） こんにちは。議案第５５号、平成２４年度大津町一般会計補正予算（第５

号）についてご説明申し上げます。別冊の補正予算書の１ページをお開き願います。併せて、別紙補

正予算の概要を参照願います。 

第１条で、既定の予算の総額に５億８５９万５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を１１２億３千

６５７万７千円とするものです。 

今回の補正予算の主なものとしましては、歳入面では普通交付税が交付額の決定により１億１３２

万９千円増額となりました。なお、交付税の財源不足を補う臨時財政対策債の発行可能額は当初予算

より約１億５千万円の増額となりましたが、これにつきましては年度末の財政状況等で判断すること

といたしまして、今回は補正をいたしておりません。平成２３年度繰越額の確定による繰越金は３億

５千７５８万４千円の増額補正となりました。一方、歳出面では繰越額の確定等に伴う財政調整基金

の積み立てが５億円、新しい保育所の負担金に４千６７７万円などであります。 

歳出から先にご説明申し上げます。１５ページをお開き願います。款２、項１、目１３財政調整等

基金費です。平成２３年度繰越額及び普通交付税の確定などが主であります。この積み立てによりま

して、平成２４年度末の財政調整基金の総額は約２１億８千万円になる見込みであります。 

１６ページをお願いいたします。項３、目１戸籍住民基本台帳費は、パスポートの申請・交付事務

等の窓口業務に係るものです。 

１７ページをお願いいたします。款３、項１、目１社会福祉総務費、節２８繰出金は、それぞれの

特別会計の決算に伴うもので、国民健康保険特別会計は基準外繰出の５千万円を減額いたしておりま

す。目２障害者福祉費は、聴覚障害児の補聴器購入に対する３分の２の補助です。目３後期高齢者医

療費の節１９広域連合負担金は、額の確定であります。節２８繰出金は、平成２３年度決算によるも

のであります。 

１８ページをお願いいたします。項２、目１児童福祉総務費です。節８の児童虐待防止事業謝礼と

節１３の児童虐待防止強化事業委託は、県の１０割補助を受けて実施するものであります。同じく節

１３の延長保育促進事業及び保育料収納事務委託と１９ページの目５保育所運営費は、新しい保育所

の開所に伴うものであります。 

２０ページをお願いいたします。款４、項１、目２予防費は、不活化ポリオワクチンの予防接種委

託であります。 

２１ページをお願いいたします。款６、項１、目１農業委員会費、節１９耕作放棄地解消近況対策

事業補助金は、約８０アールの耕作放棄地の活用・再生の補助です。 
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２２ページをお願いいたします。目３農業振興費の鳥獣害防止対策事業補助金は、イノシシ被害を

防ぐため、電気牧柵購入の補助です。目８農地管理費のノートパソコン購入及び水土里情報システム

負担金は、人・農地プラン策定のため、各集落での説明会に利用するものです。目９農業集落排水費

は、特別会計の平成２３年度決算に伴うものです。 

２３ページをお願いいたします。項２、目２林業振興費の節１３里山保全事業委託は、緊急雇用創

出事業により手入れがされていない里山の保全を図るための雑木の伐採などをＮＰＯ法人に委託する

ものです。節１９の補助金で、３、稼げる竹林整備促進事業補助金は、モデル竹林の整備に係るもの

で、経費の２分の１の補助です。４、特用林産物施設化推進事業補助金は、運搬車購入の４割補助で

す。この特用林産物販売拡大推進事業補助金は、宣伝用のパネルやチラシの作成に係る経費の２分の

１を補助するものです。いずれもＮＰＯ法人への補助を予定いたしております。款７、項１、目１商

工総務費の広域連携プロジェクト推進事業負担金は、県北１１市町が連携して観光客の誘致策を調査

するものです。 

２４ページをお願いいたします。目３観光費は、実績に基づく減額です。 

２５ページをお願いいたします。款８、項２、目２道路維持費の護岸雑草処理業務委託は、矢護川

の上中地区です。項３、目２公園緑地費は、清正公道公園のトイレの修繕費です。目３公共下水道費

は、特別会計の繰り越しの確定などによるものです。 

２６ページ、２７ページをお願いいたします。款１０、項２、目１と項３、目１のそれぞれの学校

管理費及び２８ページの項４、目１幼稚園費は、急を要する施設の修繕などであります。項５、目１

社会教育総務費の節１９の補助金は、宮本及び多々良公民館の下水道接続によるトイレの改修と高尾

野公民館の改修に対する補助です。目４文化振興費は、江藤家住宅の入口の小屋の改修に対する補助

であります。 

３０ページをお願いいたします。款１１の災害復旧費は、７月の九州北部豪雨災害に係るものであ

ります。款１３予備費で、財源調整をいたしております。 

続きまして、歳入をご説明いたします。 

１１ページをお願いいたします。款１０、項１、目１地方交付税の増額は、普通交付税の額の決定

によるものです。款１２、項１、目２民生費負担金、款１４、項１、目１民生費国庫負担金及び１２

ページの款１５、項１、目２民生費県負担金、節２の私立保育所負担金と項２、目２民生費県補助金

の節３の延長保育促進事業補助金は、新たな保育所の開業に伴うものです。同じく節３の児童虐待防

止体制強化事業補助金は、同事業の１０割補助であります。節６の障がい者福祉費補助金は、補聴器

購入の補助であります。目４農林水産業費県補助金の節１耕作放棄地解消緊急対策事業補助金は、同

事業の１０割補助になります。節２の市町村マスタープラン策定支援事業補助金は、個別版ＧＩＳの

導入に係る２分の１の補助であります。 

１３ページをお願いします。節５の林業補助金は、いずれも里山の保全などに対するＮＰＯ法人へ

の補助に係るものです。目５商工費県補助金の緊急雇用創出事業補助金は、児童生徒訪問支援事業、

子育て支援事業、住民窓口サービス事業、生活習慣病予防事業、母子健康推進事業、里山保全事業、
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災害復旧事業の賃金等の補助です。項３、目５土木費委託金は、上中地区の矢護川護岸の雑草処理委

託金であります。款１８、項１、目１介護保険特別会計繰入金は、平成２３年度給付費等の精算です。 

１４ページをお願いいたします。款１９の繰越金は、平成２３年度の繰越金です。款２０、項４、

目２雑入で、くまもと地下水財団助成金は、浸透ます設置の増による補助であります。 

人件費等につきましては、３１ページ以下給与費明細書のとおりであります。職員の退職及び申請

等に基づく補正が主であります。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長中尾精一君。 

○福祉部長（中尾精一君） おはようございます。議案第５６号、平成２４年度大津町国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

補正予算書のほうをお願いいたします。今回の補正の主なものは、平成２３年度の特別会計の歳入

歳出の枠の確定に伴う繰越金及び一般被保険者の療養給付費負担金並びに退職者分の療養給付費交付

金の額の決定に伴うものでございます。 

予算書の１ページをお願いします。第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億

６千４４９万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０億７千９０１万５千円と

するものでございます。 

歳入について説明をいたします。予算書の９ページをお願いいたします。款３、項１、目１療養給

付費等負担金の節１現年度分は、国の２４年度交付決定による７千３１１万８千円の減額補正でござ

います。款５、項１、目１療養給付費等交付金の節１現年度分は、社会保険支払基金の２４年度交付

決定による２千２４８万８千円の増額補正でございます。款６、項１、目１前期高齢者交付金の節１

現年度分は、２４年度交付決定により１億２千３９万１千円の増額補正を計上しています。 

１０ページをお願いします。款９繰入金、項１他会計繰入金、目１一般会計繰入金の節２職員給与

費等繰入金で７０万円の増額補正をお願いしておりますが、これは職員の時間外勤務手当でございま

す。節５のその他繰入金で５千万円を減額しておりますが、前年度繰越額が予想を上回ったことによ

り、当初予定していました法定外繰入金５千万円が不要になったものでございます。款１０、項１、

目２その他繰越金は、平成２３年度国保特別会計の歳入歳出の額の確定に伴うもので、前年度繰越金

１億４千４０３万７千円の増額を計上しています。 

次に、歳出についてご説明いたします。１１ページをお願いいたします。款１総務費、項１総務管

理費、目１一般管理費、節３の職員手当等で、時間外勤務手当７０万円の増額補正を行っております。

これは、国保係の職員一人が本年４月から病気療養による長期休暇に入って一人欠員の状態でござい

ます。そのため、残りの職員で仕事をカバーしなければならないということで時間外勤務手当の増額

補正を行ったものでございます。款２保険給付費、項１療養諸費、目１一般被保険者療養給付費及び

目３一般被保険者療養費につきましては、財源の組み替えを行っております。 

１２ページをお願いします。款２、項２高額療養費、目１一般被保険者高額療養費及び目３一般被

保険者高額介護合算療養費につきましても、財源の組み替えを行っております。款３、項１、目１後
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期高齢者支援金の２千５３２万８千円の増額は、平成２４年度負担額の確定によるものでございます。 

１３ページをお願いします。款４、項１、目１前期高齢者納付金につきましては、財源の組み替え

でございます。款５、項１、目１老人保健医療費拠出金も、財源の組み替えでございます。款６、項

１、目１介護納付金の１千１０９万７千円の増額補正は、平成２４年度負担額の確定によるものでご

ざいます。 

１４ページをお願いします。款１１、項１、目３償還金６千１９５万８千円の増額補正は、平成２

３年度の一般被保険者に係る医療費の額の確定に伴う国への療養給付費等負担金の償還金３千４６５

万３千円、退職被保険者に係る医療費の額の確定に伴う社会保険支払基金への返還金２千５８２万９

千円、平成２３年度出産一時金国庫補助金返還分４０万円、平成２３年度特定健康審査精算分、国・

県それぞれ５３万８千円の返還金を計上しています。款１２予備費は、今後予測できない保険給付費

等の経費に対応するため繰越金を財源に６千５４１万５千円の増額補正をお願いしております。 

以上でございます。よろしくお願いします。 

次に、議案第５９号、平成２４年度大津町介護保険特別会計補正予算（第２号）についてご説明申

し上げます。介護保険特別会計の補正予算書をお願いいたします。今回の補正は、平成２３年度介護

保険特別会計の歳入歳出の額の確定及び補助事業に伴う補正の主なものでございます。 

予算書の１ページをお願いします。第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８千

７３２万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１億６１０万９千円とするもの

でございます。 

歳入について説明いたします。８ページをお願いいたします。款３、項１、目１介護給付費負担金、

節２の過年度分２７９万２千円の増額は、平成２３年度分の額の確定によるものです。款３、項２、

目３介護保険事業費補助金、節１の認知症施策総合推進事業補助金として５３８万９千円の増額補正

を行っております。詳細につきましては、歳出でご説明いたします。款４、項１、目１介護給付費交

付金の過年度分２３８万９千円の増額及び目２地域支援事業交付金の過年度分３６０万７千円の増額

は、いずれも実績報告による平成２３年度分額の確定によるものでございます。 

９ページをお願いします。款６、項１、目３その他一般会計繰入金２８９万５千円の減額は、認知

症施策総合推進事業の補助金により既存の予算の一般財源と特定財源の組み替えを行ったことによる

減額でございます。詳細につきましては、歳出でご説明いたします。款８、項１、目１繰越金は、平

成２３年度介護保険特別会計の歳入歳出の額の確定に伴い７千６０４万円の増額補正を計上していま

す。 

次に、歳出について説明いたします。１０ページをお願いいたします。款３、項１、目１介護予防

事業の７６万円の財源組み替え及び目２包括的支援事業の２４９万４千円の増額補正につきましては、

今回補助率１００％の認知症施策総合推進事業を国に申請しましたところ認定を受けましたので、補

助金総額５３８万９千円の補正を行うものでございます。なお、補助金総額５３８万９千円と補正増

額の２４９万４千円の差額２８９万５千円につきましては、既存の予算の特定財源を組み替えたもの

で、その他財源２８９万５千円につきましては、一般会計からの繰入金を減額しております。この認
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知症施策総合推進事業の目的でございますが、現在認知症の入院患者の入院期間が長いときは半年に

もおよび医療費の高騰を招く一因になっており、厚生労働省は長くても２カ月以内の退院を目指して

おります。しかし、２カ月の退院としましても、今現在、それを受け入れる家庭も、地域社会もほと

んど準備ができていないのが現状です。この補助事業は、今後認知症患者が安心して社会生活を営め

るように社会整備を進めるための事業でございます。具体的な施策としましては、１番目に認知症の

人に対して状態に応じたサービスが提供されるように関係機関の連絡調整の支援を行うものです。２

番目に、地域における認知症の人への支援を行う関係者が情報交換や事例検討を行う連絡会議の設置

分です。３番目に、認知症サポート員とネットワークの形成でございます。以上、３点を柱に事業を

進めていく計画でございます。補助事業の概略は以上でございます。 

目２包括的支援事業で、節１報酬１８万２千円の増額補正ですが、認知症サポート員１人分の報酬

でございます。節４共済費の１３万６千円の増額は、非常勤職員の共済費です。節９旅費で１２万６

千円の増額補正ですが、これは認知症中央研修会参加のための職員２人分の研修旅費でございます。

節１１の需用費で８５万６千円の増額補正をお願いしておりますが、消耗品の４０万６千円の増額は、

認知症ガイドブック２千冊の購入が主なものです。燃料費１５万円は、車のガソリン代です。印刷製

本費３０万円は、認知症の啓発用チラシ代でございます。節１２役務費の５万２千円は、郵便料金で

ございます。節１８備品購入費１１１万２千円の増額につきましては、地域包括支援センターの業務

用備品で、相談用血圧計２台、デジタルカメラ１台、プロジェクター１台、認知症タッチパネル１台、

訪問用スピーカー１台をそれぞれ購入予定でございます。節１９負担金補助及び交付金で３万円の補

正額ですが、先ほど旅費で説明しました研修会参加に伴う参加負担金でございます。款５、項１、目

２の償還金で２千３６２万１千円の増額補正ですが、額が確定したことによる国庫支出金と過年度分

返還金でございます。 

１２ページをお願いします。款５、項２、目１一般会計繰出金は、平成２３年度介護給付費等事務

費の確定に伴う町負担分給付費と事務費精算分の合計８３３万５千円を一般会計へ繰り出すものです。

款６、項１、目１予備費で財源調整を行っていますが、今後給付費等の動向に対応してまいります。 

以上、よろしくお願いいたします。 

次に、議案第６１号、平成２４年度大津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）についてご

説明申し上げます。補正予算書をお願いいたします。今回の補正につきましては、平成２３年度後期

高齢者医療特別会計の歳入歳出の決算額の確定に伴うものが主なものでございます。 

予算書の１ページをお願いします。第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３６

１万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億５千８４４万３千円とするもので

ございます。 

歳入について説明いたします。予算書７ページをお願いいたします。款１、項１、目１の特別徴収

保険料で、節１の現年度分を８９万５千円増額しております。また、目２の普通徴収保険料で、節１

の現年度分を６７万５千円増額しております。いずれも保険料率改定に伴う増額分でございます。款

４、項１、目１、節１の事務費繰入金で１９万円増額しておりますが、時間外勤務手当の増額による
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補正でございます。目２の保険基盤安定繰入金で１２２万２千円の増額補正でございますが、これは

額の確定によるものでございます。 

８ページをお願いします。款５、項１、目１繰越金は、平成２３年度後期高齢者医療特別会計の歳

入歳出の額の確定に伴う前年度繰越金６３万円を計上しています。 

次に、歳出について説明いたします。９ページをお願いいたします。款１総務費、項１総務管理費、

目１一般管理費で１９万円の増額補正を行っておりますが、これは時間外勤務手当の増額で、職員１

人が長期休養による欠員状態になっていることによるものでございます。款２、項１、目１後期高齢

者医療広域連合納付金の節１９負担金補助及び交付金の２７９万２千円の増額は、被保険者保険料負

担金及び基盤安定負担金の額の決定によるものでございます。款５、項１、目１予備費は、繰越金を

平成２４年度の精算に備えるため予備費に計上するものでございます。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） こんにちは。 

議案第５７号です。特別会計の補正予算書をお願いします。平成２４年度大津町外４ケ市町村共有

財産管理処分事務受託特別会計補正予算書（第１号）について説明します。議案集は１２ページにな

ります。予算の概要は８ページです。 

予算書の１ページをお願いします。第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２千

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３４２万５千円とするものです。 

７ページをお願いします。歳入からご説明申し上げます。款４、項１、目１の繰越金でございます。

２千円の増額補正は、平成２３年度の歳入歳出予算の確定に伴うものでございます。 

歳出です。８ページになります。補正額の２千円の増額は、款２、項１、目１の予備費で、財源調

整をしております。 

以上、よろしくお願いします。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。午後は１時から再開いたします。 

午前１１時５７分 休憩 

                    △ 

午後 １時００分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） こんにちは。 

議案第５８号、平成２４年度大津町公共下水道特別会計補正予算（第２号）についてご説明申し上

げます。別冊の補正予算書をお願いいたします。また、補正予算の概要は９ページになります。 

今回の補正は、前年度事業の確定に伴う繰越金と一般会計繰入金の補正、事業の前倒しによる事業

費の補正が主なものです。 

予算書の１ページをお願いいたします。第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
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６３９万円を追加し、予算の総額をそれぞれ１４億４千７２３万２千円とするものです。 

７ページの歳入から説明いたします。款３、項１、目１公共下水道費国庫補助金は、事業の前倒し

に伴い補正するものです。款４、項１、目１一般会計繰入金は、前年度事業の確定により減額するも

のです。款５、項１、目１繰越金は前年度事業の確定により増額するものです。款７、項１、目１公

共下水道事業債は、事業の前倒しに伴う起債になります。 

次に、８ページの歳出を説明いたします。款１、項１、目１総務管理費の中で、節３職員手当等は、

申請等による増額になります。目２事業費の中で浄化センターの改築工事を行うために節１３委託料

として計上していた費用を減額し、その分を節１５工事請負費として増額し、また管渠工事の一部を

前倒しして工事するために増額するものです。款２、項１、目１元金は、金額の増減はありませんが

一般会計繰入金及び繰越金の補正に伴い財源を組み替えるものです。 

続きまして、議案第６０号、平成２４年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第２号）につい

てご説明申し上げます。別冊の補正予算書をお願いします。補正予算の概要は１１ページになります。 

今回の補正は、前年度の事業確定に伴う繰越金と一般会計繰入金の補正、落雷と水害により被害を

受けた施設の修繕費の補正が主なものになります。 

予算書の１ページをお願いします。第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４２

８万９千円を追加し、予算の総額をそれぞれ１億５千１７１万４千円とするものです。 

７ページの歳入から説明いたします。款２、項１、目１使用料は、下水道への接続が順調に進んで

おり、当初見込みより増えているため増額するものです。款４、項１、目１一般会計繰入金は、前年

度事業の確定により減額するものです。款５、項１、目１繰入金は、前年度事業の確定により増額す

るものです。款６、項３、目１雑入は、落雷及び水害に伴う建物災害共済金になります。 

次に８ページの歳出を説明いたします。款１、項１、目１総務管理費は、職員の申請に伴う職員手

当等の減になります。目３維持費は、落雷及び水害の発生に伴う被災箇所の修繕料と杉水浄化センター

の擁壁設置工事になります。款２、項１、目１元金は、金額の増減はありませんが一般会計繰入金及

び繰越金の補正に伴い財源を組み替えるものです。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） これで提案理由の説明が終わりました。 

 

   日程第２８ 議案質疑 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第２８、議案質疑を行います。 

まず、議案第５１号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第５２号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第５３号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第５４号を議題とします。本日の会議は公開していますので、個人が特定できるような

発言は慎んでいただきたいと思います。 

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第５５号を議題とします。質疑ありませんか。 

荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 一般会計補正についてお尋ねをします。 

予算書の１９ページの大津保育園費でありますが、給料が減額ということで、ここではどうも職員

が一人お辞めになったようでありますけれども、それの確認と、職員が一人辞めるということであれ

ば、当然ながら人手が足りなくなるということで、これは減額だけしかないので、そこの兼ね合いを

お尋ねしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長併任子育て支援課松永髙春君。 

○教育部長併任子育て支援課（松永髙春君） １９ページの大津保育園費減額の理由につきましては、

議員のおっしゃるとおり職員１人の退職に伴うものでございます。当然退職に伴いまして総務課のほ

うから補充をしていただいております。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 総務課から補充ということは、この目３の欄には人件費としては上がってこ

ないということなのかな。どうでしょう。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 荒木議員のご質疑にお答えいたします。 

保育園の今回の退職に伴います補充ということにつきましては、当初予算に総務管理費のほうで賃

金を計上いたしておりますので、そちらのほうで、既存の賃金でですね、今回対応させていただくと

いうことにしております。いろいろなことで発生した場合に、即対応できるような形でですね、一応

予算を設けておりますので、そちらのほうで対応させていただきたいという形で思っております。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 

金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） ２点ほど質疑いたします。 

まず、予算書の１８ページ、目１児童福祉総務費、委託料、児童虐待防止強化事業委託、今回５４

万円補正してございます。今朝のＮＨＫのニュースあたり見ていると、被災地、福島県でご主人のほ

うが残って山形あたりにお子さんとお母さんが避難していると、そういうようなことで、非常に精神
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的な苦痛を味わって、しまいには子どもの虐待してしまうというようなニュースがあっております。

生活の状況が非常にストレスを感じるということでそういう報道がなされていたんですけれども、私

も非常に重要なことだと思いますけれども、どんな内容で、児童虐待防止、非常にしんどいお母さん

方もおられる、あるいは家庭環境の方もおられるということで、どんな内容かというのを詳しくお聞

きしたい、そのように思います。 

それから、２６ページ、教育総務費、目２事務局費、額はわずかなんですけれども、消耗品費、補

正予算の概要の説明を見ますと、夏休み、冬休み、勉強会、教材ほかと、延べ定数の増ということで、

非常に利用が多かったという、端的に言えばそういうことだろうと思います。私も格差といいますか、

今、学校現場では、昔はできる子、できない子、それから中間層、いろんな子どもたちがいて、中間

層を焦点にあてて教育するということは学校の先生方、できていたと。ところが、今、二極になって

いると。できる子とできない子って。そういう中で、塾に言っている子どもたちは、一般的に言えば

できる子になって、塾にも行けない子どもたちは、やっぱり勉強の内容がわからないということもあっ

ていますというような先生方の意見がありまして、それを補完する役割として町がやっているという

ことは非常に大事なことだと思います。また、学校現場でもそういう形で、できる子、できない子、

できるだけその差を無くしていこうというような取り組みをなされているかと思います。そういった

中で、蒲島県知事は、貧困の連鎖を教育で断ち切ると、そんなことも言っておられます。教育の現場

でそれを条件的に整備することは何かということを考える必要があるなと私自身も思っています。そ

れは、学校現場を見たときに、先生方、非常に多くの子どもたちを抱えて、一人一人を見ていくとい

うことが難しいようなところもあるというふうに聞いています。法的には４０人学級がベースになっ

ていますけれども、全国的に県の条例あたりで今は３５人学級というふうにできていると聞いている

わけです。その辺で、町の取り組みについては大変評価することですけれども、学校現場でもっと、

それ以上に条件を整備する、すなわち学級、１学級の人数を減らしていくという方法も考え得る必要

があるんじゃないかということをお聞きしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長併任子育て支援課松永髙春君。 

○教育部長併任子育て支援課（松永髙春君） まず最初に、虐待防止関係でございます。これは、目的

でございます。先ほど議員がおっしゃったように、気になる児童が急増している、発達障害などによ

る支援を要する児童の育てにくさからの児童虐待の増加も多く見られる、早期発見・早期対処による

対応を行うために、専門職による支援・指導助言を行うことを目的としております。内容は、子ども

たちが虐待により心や体が傷つくことを防ぐための支援・指導・助言でございます。活動の中には、

町子育て支援課、これは私立保育園も含んでおります、及び学校教育課、幼稚園、小・中学校を含む、

からの連絡連携によるもので、随時、また毎月の学校訪問及び個別ケース会議、調査訪問等も含まれ

ております。具体的に申し上げますと、今年はまず研修会の開催を予定しております。幼稚園、保育

園、子育て支援センター、家庭的事業保育者等の研修会を開催し、見守りの視点と児童虐待防止に努

めるということで研修会を予定しております。 

それから、児童福祉関係機関の連絡会議、これは虐待のリスクがあると思われる家庭支援対策とし
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て、精神福祉士、それから社会福祉士等の専門的知識者の連携会議等の講習費を組ませていただいて

おります。連携会議を６回ほど計画をしております。それから訪問調査も計画しております。 

それと、もう一つが大津町児童虐待防止強化事業委託ということで、幼稚園、保育園、子育て支援

センター、家庭的保育室、学校を巡回し、児童虐待防止に努めるために早期発見・早期対応の支援・

指導・助言を行う。また児童福祉関係機関連携会議の該当者の面接及び実態調査も必要に応じて行う

ということで、障がい施設「三気の里」に専門の職員がいらっしゃいますので、そちらのほうに委託

をお願いするようにしております。今までもですね、いろいろこう連携を図りながらやっていただい

たんですが、今回委託を組ませていただいて行うということでございます。 

夏休みの学習支援でございます、勉強合宿でございます。これは、平成２３年度の主要な施策の成

果の１４１ページ、下段にも若干述べさせていただいておりますけれども、今回補正をお願いした理

由でございます。小学校の部についてはですね、募集開始後に去年定員越えとなりまして、受けるこ

とができなかった子どもがたくさん出ました。去年はオークス１カ所でやっておりましたけれども、

今年は各中学校、大津中学校と北中に分かれましてですね、２カ所で実施いたしました。その関係で、

定員、小学部を６０名から１２０人に、倍にいたしました。それでもですね、それ以上にありました

ので、厳正に抽選を行って参加を絞ったところでございます。この目的でございますけれども、休み

前の学期の学習内容に沿って、小学生は国語と算数、中学生は数学と英語を中心に基礎学力の向上を

図るということでございます。長期休みの前半に開催することにより、学習意欲を高め、休み期間中

の規則正しい生活習慣を図る。いろいろ問題も課題もございますけれども、将来的には各小・中学校

単位で、各学校主催でこの企画を実施していただき、指導に当たる教師のほか、その学習支援につい

ては校区の中の人材や高校生ボランティア等に関われる事業として将来は事業展開を図りたいという

ことを考えております。 

それから、後段の部分の質疑については、教育長にお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） 金田議員のご質問にお答えいたします。 

学校教育が担う役割というのはいろいろあるわけですけれども、やっぱり一番重要な部分というの

は学力充実でございます。議員がおっしゃいましたように、現在の町内の小学生・中学生を見まして

も、やはり経済格差が学力格差につながっているなと思われる部分が確かにございます。小学校６年

生で、今、塾等に通っている子どもが大体４割弱です。中学校３年生になりますと６割程度になりま

す。逆に、通ってない、もしかしたら通いたいけれども通えない、そういう子どもたちも小学校、半

数以上はいるということですし、中学校でも４割程度はいるというふうに考えられます。 

そういった子どもたちのために、どこでやっぱり責任をもって子どもたちに力をつけてやらなけれ

ばならないかとなれば、やはり学校だろうというふうに捉えております。ですから、普段の授業の中

で基礎・基本を定着させることに今精いっぱい、それぞれの学校で頑張ってもらっているところです

けれども、なかなか授業の中だけでは定着がおぼつかない子どももいるわけでございます。そういう

子どもについては、やはりどこかの時間で補習とか補充の指導が必要になります。学校もそれぞれ努
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力しまして、特別に希望者だけを対象にしたところでの放課後の学びの時間とか、またはお昼休み等

を通じて学力の実態に応じて担任等が見るとか、さらには町のほうから学習支援指導員というのを大

体学校に少なくとも一人は配置しておりますので、町から配置しています人を中心に補充指導等も今

やっているところでございます。さらには、今年の夏休みを使いまして、町のほうでは先ほど部長が

言いましたような集中学習会を催したわけですけれども、それぞれの学校で、中にはですね、退職さ

れた校長先生とか教職員、町内には何名かいらっしゃいますので、そういうところにお願いをして、

もちろん希望する子どもに限られたものではございましたけれども、学校独自の寺小屋ということで、

主に補充指導、補習に力を入れた取り組みを４日間ぐらいやった小学校もございます。それから中学

校におきましては、高校生にお願いして中学校３年生の受験対策の勉強会、これをこの夏にやった学

校もございます。また、ほかにもそれぞれの学校で地域人材を活用した低学年の基礎学力向上のため

の人材活用、これもだんだんと広がりを見せております。何もやってない学校は、もうほとんどない

ぐらいに町内では今取り組みをしているところでございます。教職員も精いっぱい努力をいたしてお

りますけれども、教職員だけに頼れない部分もございますので、サポートする意味から、そういった

地域の人材の活用にも、今、力を入れているところでございます。 

それから、議員が先ほどおっしゃいましたように、学級編制の一クラス当たりの人数ですね、これ

も大きな意味を持っているというふうに思います。国の標準は現在は小学校１年生は３５人になって

おります。しかし、２年生から６年生までと中学生につきましては、国の標準では一クラスの上限は

４０人でございます。ただ、これも教職員定数と学級編制の基準のこの見直しがなされまして、幾分

弾力運用ができるようになっております。ちなみに、熊本県では小学校の２年生を３５人学級で編制

が可能になっておりまして、３５人になりますと当然クラスが増えまして教職員の配置が多くなるわ

けですけれども、その増加部分は県で見るということになっております。 

それから、熊本市におきましては、平成１６年度から小学校２年生までを３５人学級で編制してお

ります。それから、平成１８年度にはこれを３年生までというふうに上げました。さらには、平成１

９年度から小学校４年生、さらに平成２１年度から中学校１年生までを３５人学級で編制をして、今、

行われているところでございます。財政的に体力のある自治体はよろしゅうございますけれども、そ

うでないところは県が今見てもらっている小学校２年生までが大体いずれの自治体も共通するところ

だと思っております。この人数をですね、私の経験からしますと少なければ少ないほどよいというこ

とでもございません。しかし、やっぱり多すぎると担任一人で子ども一人一人の実態把握は難しゅう

ございますし、個に応じた指導もなかなか徹底できません。子どもたちの数が少ないと、またですね、

教職員の手は届きますけれども、今度は子ども同士の切磋琢磨という部分になりますと、いくらか心

配するところがございますので、２５人から３０人の範囲であれば理想的じゃないかなと私個人とし

ては考えているところでございます。 

以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 大体様子がわかりました。確認のためですけれども、熊本市が平成１８年度３
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年生まで、平成１９年度４年生まで、平成２１年度中学校１年生までとおっしゃいましたと思います。

独自で体力があるところは独自でやれると。その辺の縛りといいますか、県の補助とかないにしろ、

熊本市と同じ大津町、同じ要件で考えれば、そのことを変えていくというのは可能というふうに理解

していいんでしょうか。 

○議 長（大田黒英生君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） お答えいたします。 

学級編制の弾力化の運用ができるようになっております。勝手に大津町が手を挙げて、大津町全学

年、例えば３５人学級にしますとはなかなかできませんので、あくまでも県と相談の上でございます。 

以上です。 

○議 長（大田黒英生君） ほかにありませんか。 

永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 議案第５５号について質疑いたします。 

今回の補正予算、歳入歳出それぞれ５億８５９万５千円ということで、増えたということで、その

中でも財政調整基金等の積み立てというのが５億円ということで、総括、大所高所から見てみれば増

えた分を財調に入れて自由に使えるように柔軟性を持たせたのかなと。あとは、いろいろな組み替え

をやられたのかという思いがします。ただですね、確認をしておきたいのが、補正予算書の概要を見

たときに、その財政調整基金の積み立て根拠というのを書いてあります。その繰越額の確定に伴いと

いう形を書いてありますけれども、このことについて、こういった２分の１を下回らないとか、そう

いったものは一体どこに記述があるのか、またその２分の１という根拠がちょっとわからないんです

よね。その点について確認しておきたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） 永田議員のご質疑にお答えいたします。 

繰り越しに伴います基金の積み立てにつきましては、地財法で２分の１以上を積み立てるというこ

とで定まっておりますので、今回このような積み立てをさせていただきました。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第５６号及び議案第５７号の２件を一括して議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第５８号及び議案第５９号の２件を一括して議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第６０号及び議案第６１号の２件を一括して議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第２号を議題とします。質疑ありませんか。 

荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 平成２３年度の一般会計決算についてお尋ねをいたします。３項目ほどです

ので、簡潔にお願いをしたいと思います。 

第１点目は、８９ページの目１１の地域づくり推進費であります。これは、各行政区のコミュニティ

活動、またはまちおこし大学等関連の予算になりますが、この中で、まず第１点目は地域づくり推進

費で主要な施策の成果で２４ページに成果表が出されております。地域コミュニティの活性化が施策

の柱となって、この事業そのものは大変いいことだと思いますが、以前のミニ特区事業から現在のこ

の事業に変わってきたと思いますが、事業実施地区が目標が３０に対して１９、３分の２以下しか目

標が達成できていない。当初予算が６３０万円に対して半分以上が補正で減額となっているわけです。

つまり、町が当初持っていた構想に対して、大変よい事業だと思うんですけれども、町民はこれに行

政区はあまり興味を示さなかったのではなかろうかと思いますので、応募が少ないということ、なぜ

そうなっているのかというのを、本来この成果表で明らかにしなきゃいけないんですが、そういう反

省点は何ら触れられておりませんので、明らかにしていただきたいと思います。 

同じく、まちおこし大学でありますが、この成果表の２５ページに入れております。施策の柱が協

働によるまちづくりと財政運営となっておりますが、いわゆるまちづくり基本条例に則って協働、町

民との協働によってまちづくりを進めるという趣旨は大変いいと。また、私もこのまちおこし大学の

学生として経験をしてまいりましたが、いろいろ問題がありそうだ、改善する必要があるのではなか

ろうかということでお尋ねをしますが、第１点目は、まちおこし大学が、要するに年度の４月から募

集が始まって、実際にそれが実働を始めるのは９月以降ですよね。４月から始まったのに、予算は実

施されるのに、実際町民が活動できるのは９月から次年度の３月はもうだめですから２月、９、１０、

１１、１２、１、２、実働時間は半年、あるいは半年もないということです。これではですね、町民

が自主的に１年間活動をしたいと思っても企画から、実働から、反省までということ、ここを半年間

でこなさなきゃならんということは、まさに付け焼き刃しかできないわけですね。じゃ一体何のため

の大学なのかということが問われるのではなかろうかと思います。そういう点でですね、継続性が足

りない。本来であれば、予算は３月議会で新年度の予算が可決されるわけですけれども、その前年度

からですね、継続性あるいは計画性をもって、来年はこういうのをやりたいと、そういうのを町民か

らあらかじめ募集をして、それを予算化して、可決をされたら、即実行できるようにするのが、まし

て町民が自分たちでやる大学ですから、そのくらいの計画性を行政はやるべきではなかろうかと思い

ます。 

それから、予算です。５０万６千円です。学部がいくついりましたかね、相当ありますね。まちづ

くり学部登録団体だけでも１２あるわけです。大学ですよ、これで５０万円の予算しかないというこ

とですけど。例えば、県外から一流の講師を呼びたいと。確か聞いたところでは、県外からの講師は

まかりならんと、金がないからだめと。大学と名乗ってですね、県外からの講師がまかりならんとか、
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どうも解せない。それから、当然遠くから呼べば交通費も払ってあげなきゃいけないわけですね。そ

ういう意味で、本当にこれは大学の名に値する予算なのかなということをお尋ねをしたい。 

それから、講師ですね、これもたしか聞いたところでは一人５千円、間違っていたら訂正願いたい

んですけど５千円ぐらいまでしか払っちゃいかんと。そういう意味で、そのせっかく町民がやる気に

なって、しかも協働によるまちづくりですよね。しかし、町民が実際自分たちでやろうとしても、金

はないわけですね。これで行政と町民が本当に対等な立場で大学を開催するのは町民自身なのに、こ

の事業に値する予算、これでは大学と名乗る事業に値しない予算、足りないのではなかろうかという

ことをお尋ねをします。 

次に１１５ページです。ただいま講師謝礼が非常に少なくて、呼びたい講師も呼べないというよう

なことを話しましたが、以前からこの人権教育関係で講師料が高いという指摘をしてまいりましたけ

れども、例えば人権教育啓発費で報償費、こちらは予算が１０５万３千円に対して不用額が１２万２

千円も出ていますね。１２万円も不用額が出るぐらいだったら、まちおこし大学の講師料に、一人１

万円の講師を呼べば１２人も呼べるんですね。そういう意味で、そこは議論をしようとは思いません

ので、この人権教育関係での報償費でお一人当たり、要するに講師料ですね、最高額はいくらだった

のかお尋ねをしたいと思います。 

それから、９７ページです。平成２３年度は県会議員選挙、農業委員会、県知事選挙とありました

が、町の人口がこれまで順調に伸びてくる中で、投票所が非常に不便という地域を二、三聞いており

ます。とても高齢者が歩いていけるようなところではないというようなところもあるみたいです。そ

ういう意味で、投票所の見直しがこの間なされているのかどうか、問題があればどうするのかという

ことについてお尋ねをしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） 荒木議員のご質疑にお答えいたします。 

まず、地域づくり活動支援事業についてでございますが、現在の事業につきましては平成２２年度

から平成２４年度までの３年間の事業の中で、行政区などが行う事業につきましては１５万円を限度

に事業費の２分の１を補助するという形で行っております。平成２３年度の実績としましては６５の

行政区のうち、約３割の１０行政区で実施されております。現在の要綱になってからの３年目では若

干伸びたところではありますけれども、それ以前の３年間の実績に比べますと減少しているのは事実

でございます。要因の一つとしましては、補助率を３分の２から２分の１へ、また補助限度額を２０

万円から１５万円それぞれ下げたことなどが考えられます。また、全体的な減少の理由としましては、

町中心部などでは行政区全体ではなく、組として活動いただいている地域が多いことから、生活環境

の変化などで地域コミュニティが薄れていることなどが考えられます。そのため、この補助要綱の中

では補助率、補助限度額の見直しと併せまして補助対象を行政区だけでなく組も対象にしたところで

あります。 

今後の事業の推進としましては、行政嘱託員会議などで行政区の下の組組織でも取り組めることな

どのＰＲに努めるとともに、また事業の活用について区長さん方にお願いしてまいりたいと思ってお
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ります。 

先に今年の３月に区長さんを対象に行いましたアンケートでは、実施をいただいている行政区から

は補助額あるいは補助率を上げてほしいというご意見もいただいておりますが、全体的な意見としま

しては、現状のままでいいという回答も５割を超えている状況であります。単純に補助率を上げると

いうことだけではなくて、地域が自主的に行えるような対象事業などの検討を進めてまいりたいと思っ

ております。 

まちおこし大学の関係でございますけれども、一つ目は４月から実働できるようにしなければ意味

がないのではないかというお尋ねであります。まちおこし大学の１年間のスケジュールや運営のあり

方などにつきましては、区長会や体育協会など各団体の代表の方々、また公募の方々１７名で構成い

ただいております運営委員会によってご検討いただき、進めております。平成２３年度を見ますと３

月末に平成２２年度の活動報告と併せまして平成２３年度の事業計画をご協議いただいております。

それに基づきまして、年度当初に、議員おっしゃいましたように募集等を行って、８月に始業式が開

催されたというところであります。議員ご指摘の「継続して学科を運営できないか」ということでご

ざいますが、今ご説明しましたように、各団体からの事業計画の提出、運営委員会の審議、そして公

募となりますと、現在のような状況となっております。しかし、あらかじめ継続しての事業計画をお

持ちの団体等につきましては、住民への公募の時期を早めることができないか、また全体的にもう期

間の短縮など工夫ができないかを検証いたしまして、運営委員会にもお諮りしながら、できるだけ長

期間にわたる大学が開かれるように努力してまいりたいと思っております。 

２点目の予算の件でございますけれども、まちおこし大学の予算関係につきましては、人づくり学

部の開設学科コースを運営いただいている各団体には、通常の団体等の活動を通じて得られる専門的

知識や技術などを参加しておられる学科生に対して講師となって教えていただいております。コース

の運営の経費も含めて、団体への謝礼として１回につき報償費５千円をお支払いいたしております。

それ以外では、研修資料用の用紙など事務用品を１団体３千円までとして手当させていただいており

ます。議員お尋ねの講師謝礼としては不足するのではないかというお尋ねでありますが、先ほど申し

ましたように、外部からの講師をお招きするという費用としてお支払いしているものではありません

ので、それを見込んで計画されますと不足する場合も考えられます。現段階では、謝礼の範囲内での

運営をお願いしているところであります。 

また、講師謝礼等の費用を、経費を大学のほうで負担することになりますと、基準の設定の仕方や

他の団体との調整、あるいは団体の活動助成等の区分などの検討が必要になるかと思っております。

運営委員会ともご協議しながら検討しなければならないというふうに考えております。 

以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 荒木議員のご質疑にお答えいたします。 

まず、人権教育啓発費の中で報償額は最高額いくらかにつきましてのご質疑でございますけれども、

内容につきましては人権教育交流支援事業講師謝礼ということでございまして、その事業の実施につ
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きましては各学校の先生が交代で対応されておられる状況でございます。そのうちお一人の最高額に

つきましては年間で学習会の開催が５４回ございまして、その分につきましてが１１万８千８００円

となっております。 

以上でございます。 

それから、選挙費の投票所の見直しが適切にされているかのご質疑でございますけれども、投票区

の見直しにつきましては、選挙管理委員会で検討されております。荒木議員ご承知のように、町内の

投票所は１７カ所ございます。９月１日現在の有権者数は２万５千４４９人ですが、そのうち最小の

投票所は１８８人で、最大の投票所は４千８６４人となっておりまして、平均いたしますと１投票所

当たり１千５００人となりますけれども、このように選挙人の数が大きく違っているところでござい

ます。また中央部の２つの投票所につきましては、行政区が入り乱れているという状況であります。

このような状況を是正するために、前の選挙管理委員会から投票区の見直しに取り組まれ、現在の選

挙管理委員会でも引き続き先進地の事例研究や投票所等の現地確認を行うなど検討されております。

選挙される方々の、今おっしゃいますように利便性、それから期日前投票制度が認知されてきたこと、

選挙経費が削減されてきたことなどいろいろな面から検討されているようでございます。ある程度の

素案ができれば、区長さんをはじめ住民の皆さんからご意見をいただきながら投票区の見直しを行っ

ていく予定であるというふうに聞いております。 

以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 最初に地域づくり活動支援ですが、約半分の方は現状のままでよろしいとい

うことらしいですが、裏を返せばですね、やる気のあるところはやっぱり使い勝手が悪いんですよね。

何もやらないところだったら現状のままでいいと、うちは関係ないということになるのは当然のこと

だと思います。それで、この主要な施策の成果表の中で、この事業は事業報告書を上げなくちゃいけ

ないんですね。しかしこの財源内訳には、一般財源額だけしか表示がされていない。地域でどのくら

いで、どのくらいの事業をやって、これだけの補助金が使われたのかということがわからんわけです

ね。当然これ書き込むべき項目であるかと思います。だから、要するに使い勝手が悪くなったから減っ

たというのが一番だと思います。本当にその地域づくりが大切だ、私は大切だと思います、と思うん

であれば、額を増やせとは言いませんけど、やっぱり補助率ぐらいは上げてやらんとなかなか使い勝

手が悪いのではなかろうかと思います。もう一度お答えいただきたいと思います。 

それから、まちおこし大学についてですが、この事業は協働によるまちづくりと、以前のからいも

大学から、要するに行政が立ち上げていろいろやってきたのがずっと引きずっていると思うんですけ

ど、まちおこし大学もちょっと旧態依然としているんじゃないかと。これが、一つはですね、大学と

いう名前が付くんです。幼稚園じゃないんですよね。小学校でもない。大学というからには、町民が

満足する、町民が望む、例えば講師を呼びたいといえば、一人何万円も出せというわけじゃないんで

す。ところが片やなんですか、人権対策費の中では、公務員はアルバイトしちゃいかんということに

なっているようですが、一人で１１万８千８００万円もの謝礼ということで、事実上これをもらって
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いるんじゃないですか。例えば、講師謝礼５千円でしょう。これを例えば１万円プラス旅費ぐらいや

らなければ、とてもですね、大学の活動には値しないと思うわけです。この事業の目的からして、こ

れで本当にいいんですかということをここでお尋ねをしているわけです。その点についてですね、来

年度に向けてこのまちおこし大学、本当にまちづくりを行政と町民が協働の力でやる方向に改善がで

きるかどうかがかかっていると思いますので、改善策についてお尋ねをしたいと思います。 

それからもう１点は選挙投票所のことです。投票所１７カ所と言われましたが、すでに行政区長さ

んのほうから何とかしてくれという確か要望が出ているはずです。僕が知っている限りは聞いていま

すけど、そういう、特に人口急増地域とかですね、そういう苦情とか変更の要望というのは上がって

いませんでしょうか。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 質疑の関係でお答えしますけれども、まず地域支援事業でございますけれど

も、ミニ特区から５０万円ということでやってきておりましたけれども、その後、地域の区長さん関

係とご相談しましたけれども、これにつきましてアンケートをとりましてですね、大体半分いくかい

かんぐらいの希望もあったわけです。大変区長さんたち、それなりの仕事で大変ご苦労かけておった

なというようなことでございますけれども、そういう意見の中で、地域支援事業を、事業の中身をしっ

かりとやっていただければなということで、例えば物づくりというか、子どもと高齢者と一緒になっ

て地域の中でのつくり物とかいろんなものについてもですね、高齢者とのつながりを大事にしような

と。そういう形で、どこかに展示したりいろいろ、祭りとかイベントで、そういう形の中でしっかり

お願いできればなというような形で、なかなか推進はしておりますけれども、我々のほうの力不足と

いうか、その辺がうまくいかないということで、ミニデイサービス関連等も各公民館でやっておられ

ますけれども、そういう形の中でですね、健康増進に何かためになるようであれば、そういう金も若

干使っていただければなという、そういう使い方の事業の推進がいまいち、ＰＲを我々としてできて

いなかったと。これは「水水」と同じでございますけれども、そういう意味において今後もまたどの

ような形でやっていくかというと、やっぱりこれからの社会は協働社会でございますので、そういう

ものを活用しながらやらせていただければなというふうに思っております。 

それと、まちおこし大学でございますけれども、郷土の会の皆さん、一生懸命再資源とかいろんな

ことやっておられます中で、ボランティア的に自分たちで講演する中で資料代３００円取ったりいろ

いろしてやっておられます。本当に私におきましてもいろんなご注文・ご意見いただいておりますけ

れども、担当のほうにも検討してくれというのは、まちおこし大学の中で各種団体の運営委員さんが

おられます。もちろん私が学長でございますけれども、関係の皆さんの運営委員さんおりますので、

その委員の中でしっかりと、学校の運営についてもしっかりとやっていただければなというような宿

題はやっております。郷土の会にも申したように、いろんな形でやっておられるときには、まちおこ

し大学においてですね、ちゃんとして対応していくような、そういう中から地域のリーダーをしっか

りと育てていくような形を取っていきたい。そちらの方でまちおこし大学のほうでの活動支援をやっ

ていきたいというようなことを話しておりますので、担当のほうにはそういう形でお話をさせていた
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だいております。 

それから、投票の率を上げるためとか、いろんな形で、もうだいぶ前からこれはもう４、５年にな

りますけれども、これにつきましては行政区の問題もございまして、その辺の行政区の問題、いろん

な問題についても嘱託員の皆さんとご相談をしておりますけれども、いろんな課題についてなかなか

もう一歩先へ進めないというような状況でございますので、その辺につきましては役場のたたき台を

出して、関係区長さんたちと、あるいは嘱託員さんと検討をしていただかないと先に進めませんよと

いうような形で今、職員のほうにもそういうような形で、行政区の課題事項あるいは投票区率の問題、

投票の関係についても、今、検討をさせていただいておりますので、今、荒木議員のご指摘のとおり

大変な中、もう一歩進まなくてはどうしようもないということで、行政のほうからのたたき台を出し

たいなというようなことをやっぱりしっかりやっていかなくては、なかなか自分のところは困る、あ

そこはよかばってんここはというような、なかなかその辺の本音で語られるようなことが一歩進んで

きていないような状況でございますので、やはりそこは行政が平等な立場というか、公平な立場の中

でたたき台をつくって嘱託員の皆さんとご相談するような段階をもっていかなくちゃならないという

ような状況ですので、しっかりとその辺のたたき台をつくって提案をしていきたいというふうに考え

ております。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 町長からお答えをいただきましたので、例えば地域づくり推進費で地域の高

齢者のちょっと食事会をするとか、しかし飲食費はだめだとか、いろいろ制限があるわけですね。そ

こはやっぱりコミュニティにつながるということで、当初の目的に合致するかどうかということで、

次年度検討していただきたい。 

それから１点聞きたいのは、このまちおこし大学を改善する問題があると認識をして、来年度です

ね、改善につながるかどうかを、ちょっと最後確認の意味でお尋ねしたい。特に予算関係。 

○議 長（大田黒英生君） 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） 先ほど町長お答えしましたように、まちおこし大学につきましては、各団

体の代表者、また公募委員の方々で構成されております運営委員会でいろいろご審議いただいており

ます。今日ご質疑いただきました件につきましても、運営委員会にお諮りしながら来年度の予算につ

いては検討させていただきたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第３号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第４号から認定第９号までの６件を一括して議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 

   日程第２９ 委員会付託 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第２９、委員会付託を行います。会議規則第３９条第１項の規定によ

り、議案第５１号から議案第６１号まで、認定第２号から認定第９号までをお手元に配付しました議

案委員会付託表（案）、また、会議規則第９２条第１項の規定により、陳情第２号、陳情第３号、陳情

第４号を請願・陳情委員会付託表（案）のとおりそれぞれ所管の委員会に付託します。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日は、これで散会します。 

午後２時０６分 散会 



 

 

 

 
 

本 会 議 
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一  般  質  問 

 

 

９ 番 坂 本 典 光 君     ｐ56～ｐ63 

 

     １．激甚災害について 

(1)先の北部九州豪雨による被害は大津町でも甚大であった。白川の護岸の崩壊、上井

手や下井手の取り出し口（頭首工、樋口）が被害を受けている。田畑の水没、流出、

土砂の堆積、真木、矢護川、平川地区の川の氾濫など数十年に一度の災害であった。

７月３１日に農業災害に対する激甚災害の指定方針を内閣官房が決めた。その後、

公共災も指定方針になった。 

①その決議を受け、町はどのような行動をとっているか。 

②査定はいつ行われるか。 

③復旧事業はいつ着手し、いつ終わるか。 

④国の事業補助は最高９０％で、残りは受益者負担になるが、受益者のみなさんは

理解されているか。 

 

     ２．生後３カ月の赤ちゃんの保育 

(1)人口の減少は日本の国の衰退につながると国民誰もがわかっているが､若い夫婦の

置かれた環境は子育てに適しているとは言えない。 

待機児童の解消のために大津町は県下に先駆けて家庭的保育事業がスタートした。

子育ての町を標榜する大津町にとっては輝かしい一歩である。 

その他に依頼会員が協力会員に子どもを預けるファミリーサポートがある。本来、

子どもが生まれたら、育児休暇をとって１年間くらい母親が育てるのが最も良いの

だが、民間会社で働く者は理屈どおりにはいかない。ここに一例を挙げて考えてみ

たいと思う。あるお母さんが家庭の事情で生後３カ月の赤ちゃんを保育園、家庭的

保育事業施設、ファミリーサポート等に預けたい場合、 

①各施設とも受け入れは可能か。 

②それぞれ費用はどれほどかかるか。 

③そのような相談があったとき町は本人の立場に立って取り組むか。 

 

１２ 番 永 田 和 彦 君     ｐ64～ｐ75 

 

     １．固定資産税と経済効果 

(1)大津町工場設置奨励条例にて、「大津町における工鉱業等の開発を促進するため、町
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内に工場を新設し、又は増設する者に対し町税の不均一課税又は便宜の供与を行い、

もって本町産業の振興を図ることを目的とする｡」とあるが、時代は変わり今や２次

産業は国外へのシフトを強めている。こうした中で、第３次産業就業者数は増加し

続け、全就業者数に占める第３次産業就業者数の比率は、１９年の６７.８％から２

２年には７０.２％にまで高まっている。そこで法令により「固定資産税は、固定資

産に対し、当該固定資産所在の市町村において課することができる」ので３次産業

振興に適用すべきである。地方税法を町発展のため有意義に利用しなければならな

い。 

 

     ２．健康づくりと医療費抑制 

(1)成人が日ごろの不摂生により健康を害し医療の世話になる例は多い。また高齢者の

運動不足による体力低下も介護の可能性を大きくする｡体を害してからの医療行為や

いろんな事後対応はつらいもので､ほとんどが苦痛をともなう。やはり事前対応とし

て各種病気予防や介護予防を進めなければならない｡町が取り組むべきことは時代に

合った健康プログラムを創り上げることとハードの整備である｡各スポーツ大会を発

展させるため運営補助の強化や目標や目的意識を賞品に向けることも､健康で医療費

抑制につながるならば安くつく。運動公園までの遊歩道整備なども多くの町民の方々

自ら健康計画に取り入れると考える｡健康づくりと医療費抑制この２つは合致するも

のである。 

 

１５ 番 荒 木 俊 彦 君     ｐ75～ｐ85 

 

     １．九州北部豪雨災害と立野ダム・白川河川整備計画 

(1)７月１２日豪雨によって特に白川流域は、甚大な被害となった。白川中流域は、県

の管理とされ「河川整備計画」も立てられていない。災害復旧のためにも整備計画

を具体化させる必要があるのではないか。 

  一部には、さっそく立野ダム必要論が持ち出されている。ダム建設が必要と思われ

るか？ダムの必要性・効用についてと、整備計画策定を住民参加、公開で進めるべ

きではないか。 

 

     ２．水害被災者対策のあり方 

(1)被災者への税や保育料などの減免は、対象者すべてにフォローされているか。 

  農地に関する見舞金・住宅被災者の公共住宅優先入居の特例など、条例・要綱など

見直すべきではないか。 
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     ３．年少扶養控除廃止による増税の影響と子育て支援の拡充 

(1)年少扶養控除廃止による増税の影響（所得税・住民税） 

  子育て世帯の負担増は明らかであり、熊本市なみに保育料を引き下げること。控除

廃止となった中学生までの医療費無料化を求める。 

 

８ 番 月 尾 純一朗 君     ｐ85～ｐ94 

 

     １．加藤清正をＮＨＫ「大河ドラマ」に！ 

(1)加藤清正は豊臣譜代の豪勇、賤ヶ岳７本槍の１人。築城の名人。そして、治水の神

様と称されている。大河ドラマになれば､その経済効果は計り知れない。大津町の見

事な水と緑を創り上げた功績と大恩に報いるため、主体的に取り組んでいく考えは

ないか。 

 

     ２．「生涯学習都市」の宣言を！ 

(1)少子高齢化や人口の減少、国際化、情報化、科学技術の革新、環境問題の顕在化等、

変化する社会の中で自己実現を図り、自己の生活を向上させ、発展させるため、生

涯学習が必要である。 

①大津町は生涯学習都市を宣言する考えはないか。 

②市民ニーズの把握により生涯学習プログラムの充実を図る考えがあるか。 

③拠点となる施設の集約、機能の強化を図る考えはあるか。 

④生涯学習に取り組む、ＮＰＯや市民グループ等の活動を支援し、連携を図る組織

や拠点の設置の考えはないか。 

 

     ３．ミストシャワーの設置で熱中症の予防を！ 

(1)連日の猛暑で子どもたちが悲鳴をあげている。 

①子どもたちを熱中症から守るため、保育園や幼稚園、小中学校等にミストシャワー

を設置する考えはないか。 

②水の町・大津の名を宣揚するため、町民交流センターや中央公園、大津駅や運動

公園等にミストシャワーを設置する考えはないか。 

 

２ 番 府 内 隆 博 君     ｐ94～ｐ100 

 

     １．７月１２日に発生した豪雨について 

(1)これまでに経験したことがない豪雨。 

この言葉を象徴するように、記録的な豪雨で土砂崩れや浸水被害が相次いだ。町で
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も白川、矢護川、平川の河川で氾濫。４１ヘクタールの農地が流木や土砂で埋まっ

ており、上井手などの農業用水の取水口１２カ所が破壊されたり、阿原目では浸水

被害､北部の真木区や古城区でも増水で浸水や家の全半壊など、大きな被害が出た。

こうした災害での区長さんや消防からの行政への災害状況など伝達が正確に伝わっ

たか。また、行政から避難指示や避難場所など確認ができていたか｡早めの避難誘導

など区長さんの判断が今後大切になってくると思う。それと、災害状況を消防団や

区長さんから町に情報が正確に伝わったか、問題はなかったか？ 

(2)大津町洪水、土砂災害マップが活かされたか。土砂災害による被害を防ごうと２０

０１年土砂災害防止法が施行された｡都道府県が急傾斜地など危険箇所を調査し、そ

れに基づいて土砂災害警戒区域を指定。市、町、村は指定区域の危険の周知、警戒

避難体制の整備を進めることになっている。だが県内で指定の基になる調査が済ん

でいるのは約１万３千５００ヶ所のうち３割強しか進んでいない。大津町の調査の

現況はどうなっているか？ 

(3)今回の災害箇所は､指定外での災害が多かったのではないか｡いずれにせよ、記録的

な豪雨が増加傾向にあることはデータで裏付けられており豪雨災害の危険性はこれ

まで以上に高まっていることを踏まえ対策を考えては。 

(4)大津町洪水、土砂災害マップで示した避難場所や避難路で良かったか。増水で行け

なかった場所はなかったか？ 

(5)上井手の氾濫を防ぐための対策で､東山川の水量を調整するため池を引水東原に計画

はできないか？ 

 

     ２．地区担当職員について 

(1)毎年、町から行政区長を通して、ことしの町のしごと（平成２４年度大津町予算概

要）が各町民に配布されますが、町民の方に理解していただくためにも地区担当職

員が出向いて説明した方が行政と町民が一体となる町づくりにつながると思われる

が町の考えを。 

 

１ 番 金 田 俊 二 君     ｐ105～ｐ116 

 

     １．安心・安全のまちづくりについて 

(1)７・１２九州北部地区豪雨災害を教訓として、どのようなまちづくりが必要である

と考えるか。 

①災害対応備品の確保は十分だったのか。 

②避難場所の指定は適切だったのか。 

③川床の整備など国・県と協議して対応しておくべきだったのではないか。 
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④農地災害に対する配慮が必要ではないか。 

⑤文化財への影響はなかったのか。 

 

     ２．人口減少社会が予測される時代のまちづくりのあり方は？ 

(1)中核工業団地のルネサスエレクトロニクスが１年を目途に工場を譲渡するという方

針を出している。 

  大津町はこれまで企業誘致を通して人口の増加を保ってきたが、全国的な人口減少

が予測される今日、これまで通り人口が増えつづけるか疑問である。環境型のまち

づくりや、農業の再生、環境、福祉、林業の復活などを通して、自前で自立したま

ちづくりを考えていく必要があるのではないか。 

 

     ３．教育予算のあり方について 

(1)オークスプラザの雨漏りは以前からつづいている。 

  学校教育現場でも、ガラスが割れたり、雨漏りなど対応が即できるようになってい

ないのではないか。 

予算要望の段階で、現状を基準に予算を決定するのではなく、ある程度年間を通し

て考えられる修繕費､教材費用など柔軟な予算の組み立てが必要ではないか。 

 

 ７番 新 開 則 明 君     ｐ116～ｐ128 

 

     １．災害時の対応を問う 

(1)７・１２大水害における注意報、警戒警報、避難等の情報連絡及び消防団との連携

はスムーズであったか伺う。 

(2)道路の通行不能による迂回路の表示及び通勤通学の対策はあったか伺う。 

(3)復旧される家屋や田､畑の自費の部分と災害復旧対象部分はどうなっているのか伺う。 

 

     ２．町政８年間を問う 

(1)町長が８年間に取り組んで来られた数々の事業の中で町民から高く評価されている

事業はどの部分と思われているか伺う。 

(2)福祉や教育にも前進的な事業が見られるが改善すべき点は考えられるのか伺う。 

(3)多くの事業の中で残されている課題への取り組みが必要と思うがどう対応していく

のか伺う。 

 

     ３．生徒の登・下校を問う 

(1)登・下校する時、保護者の指導と協力が行われている地域はどれくらい見受けられ
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ているか伺う。 

(2)楽善スポーツ店前の交差点の信号機の取り付けはどうなっているのか伺う。 

(3)横断歩道の新設や線引き､消えている白線の修正の必要な調査は行われているのか伺

う。 

 

 ３番 吉 永 弘 則 君     ｐ128～ｐ133 

 

     １．中小企業の育成を 

(1)地域に密着した中小企業を育成するには、中小企業自らが行う研修、開発等の事業

に対して経費の一部助成をできないか｡又､積極的な誘致活動を行うためには企業誘

致課を充実し、増員するような考えがあるのかを伺う。 

 

     ２．職員にまちづくり研修の参加派遣を 

(1)まちづくりのために若手職員をまちづくり先進地への視察､研修に派遣させる考えは

あるか。又、まちづくりのためのアイデア募集を年１～２回実施するような考えが

あるのかを伺う。 

 

     ３．緊急避難場所の再考を 

(1)今回の豪雨による災害で、河川沿いの避難場所が問題視されている。 

  再考し、集落単位での避難所を設置してほしい。 

 

１１ 番 手 嶋 靖 隆 君     ｐ133～ｐ139 

 

     １．高齢化社会における対応策について 

(1)高齢化社会を迎え複雑、多様化する老人の意識に対応するため何か必要で、何か必

要でないのか。その活動の質、向上のため、どうするのか、財源はどれほどかかる

のか､地方分権時代を迎え老人意識にマッチした高齢者活動を十分に生み出す方策が

見られない現状を踏まえて､今後の高齢化社会における環境の整備は自治体の実情に

応じた創意、立案が不可欠に思われる。よって、高齢化に適応した人々の生活意識

の価値観、多様化に対応されるのか、所見を伺います。 

①住民参加型の生涯教育の充実 

②安心して高齢者になるまちづくり（一人暮しの老人対策等） 

③高齢者の就業機会の拡大 

④市民農園の開設 
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     ２．耐震促進計画策定 

(1)改正耐震改修促進法が２００６年１月に施行され､都道府県は計画策定が義務付け

となっているが、市町村においては、熊本県は策定率７８%の進捗状況とのこと。本

町においては、耐震計画はどのように進んでいるのか。また、一戸建住宅の耐震調

査進捗に伴い、耐震改修費補助制度の活用対策はどうなっているのか、取り組みに

ついて伺います。 
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議 事 日 程（第２号） 平成２４年９月１８日（火） 午前１０時 開議 

 

日程第１ 一般質問 

 

               午前９時５８分 開議 

○議 長（大田黒英生君） これから、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は議席に配付のとおりです。 

今回の一般質問者は９名ですので、本日が１番から５番まで、あす１９日が６番から９番の順で行

います。 

 

日程第１ 一般質問 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第１ 一般質問を行います。 

順番に発言を許します。 

坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） おはようございます。坂本典光が一般質問いたします。 

まずは７月１２日の災害で被災された皆様にお見舞い申し上げます。今回起きた水害と比較するた

めに、昭和２８年６月２６日の熊本大水害について調べてみました。このときの災害は、九州北部一

帯にわたっています。気象庁では、特に名前を付けていませんが、土木学会西武支部の調査報告書で

は、昭和２８年西日本水害とされております。６月２５日から２９日にかけて、熊本県、福岡県、佐

賀県、大分県を中心に発生しました。梅雨前線を原因とする集中豪雨による水害であります。熊本で

は、白川大水害または６・２６水害、北九州では北九州大水害など、地域によって様々な呼び名が付

けられているようです。その中でも最も被害が大きかったのは熊本県です。降り始めからの雨量は、

山鹿市で１千３５０ミリメートル、小国町で１千２ミリメートル、阿蘇市の黒川で８８８ミリメート

ルを記録しています。白川水系の８０％を占める阿蘇地域は、阿蘇溶岩を主体とする岩盤の上に火山

灰を多く含む土壌が堆積しております。この土壌は、水によって崩壊しやすく、さらに４月２７日に

阿蘇山が爆発して大量の火山灰が堆積しておりました。それが集中的な豪雨で土石流として白川に流

れ込みました。この水害は、地元では白川大水害と呼ばれるように、白川流域、特に下流の熊本市に

多くの被害が出ました。熊本市内を流れる白川は天井川となっており、熊本市中心部は白川の水面よ

りも低い位置にありました。熊本市では、京町や健軍といった高台を除く全市の７０％が浸水し、市

の中心部では平均で水深２.５メートルに達していたとされております。また、白川の橋梁は１７カ所

市内に設けられておりましたが、長六橋、大甲橋、子飼橋を除いて残らず流出し、上流・中流部でも

七障子橋、代官橋、赤瀬橋以外はことごとく流出しました。特に子飼橋では、至近距離にあった避難

所で避難していた住民４０人が橋もろとも白川に流され死亡しました。熊本市内は、噴火した阿蘇山

の火山灰が混じった大量の泥やよなで市街地などが埋まり、その総量は６００万トンにも及びました。
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また、養老院が倒壊して５２名が一度に圧死するなど、土砂災害による要因が死者を増加させたと言

われております。 

また上流の長陽村、今の南阿蘇村でも土石流によって家屋、道路、鉄道への被害が大きく、孤立し

た村落も出ました。南郷谷では死者・行方不明者が６６人を数えました。熊本県防災情報ホームペー

ジによれば、死者５３７名、負傷者約１千５００名、家屋全壊１千５戸、家屋流出８５０戸、床上浸

水４万９千９８７戸、床下浸水３万９千６戸であります。熊本日々新聞社編、熊本市の百年によれば、

子飼橋と大甲橋は流出を免れたが、橋桁に立木が重なって流を堰き止め、渡鹿の老人ホーム「弘済寮」

が流出した。夜になって子飼橋左岸の堤防が決壊、住宅二百余戸を押し流し、逃げ遅れた人々は立木

にすがって暗夜の白川を有明海まで流されていった。右岸では、一夜塘を超えた濁流が井芹川の水と

一緒になって中心部を洗ったと記されております。ある方が、このときの状況をホームページに載せ

ています。子飼につく、子飼橋はどうなっているのか心配だったので見に行く。子飼橋は流されてい

ないようだ。立木がすごい。何軒もの家がそのままひっかかっていて、立木の山である。子飼橋の端

まで行って驚いた。橋の向こうの大江川の民家が流されて影も形もない。あるものは濁流で、昨日ま

で数十件もあった民家を押し流し、川になって恐ろしい勢いで流れている。白川の流が全く変わって

いる。この光景を目の当たりにして、私は唖然として声も出なかった。ここに住んでいた人たちはど

うなっているだろうか。一瞬のうちに家を流され濁流に飲まれていった人々は、今どうやっているだ

ろうか。思うだけで背筋が凍る思いでした。後でわかったが、ここでは２００戸が流され２００人の

人が死亡している。熊本水害で最も被害の大きいところだった。水害の恐ろしさをいやというほど味

わった。私の７０年の人生のうちで、空襲の惨状とともに最も強烈な印象として残っている光景であ

る。子飼橋が頑強にできており流出しなかったため、立木で流れをせき止められ、水のはけ口がなく

なり、左岸を大きくえぐり取って流れたものと思う。戦前の橋は橋脚の間隔が近いので立木がひっか

かりやすく、犠牲を多くしたと思うと述べております。 

ここで、大津町の被害を見てみます。この当時は昭和の合併前です。大津史によれば死者、瀬田村

１名、錦野村１名、家屋全壊、護川村４戸、大津町３戸、陣内村６３戸、錦野村１１戸、現大津町合

計で８１戸、床上浸水合計２１７戸、田んぼの流出、埋没３７９.７町、畑の流出・埋没８４.８町。

昭和２８年５月下旬ごろから天候は連日のように降雨曇天を繰り返し、６月下旬には既に平均梅雨期

の雨量に達する勢いであった。さらに、６月２５日夜半には豪雨となり、２６日の午後ごろから一挙

に猛威を振るい、県下各地に無惨な爪痕を残すことになった。特に、菊池郡・阿蘇郡内の雨量は６０

０から９００ミリメートルというかつてない雨量を示し、白川をはじめとする各河川や井手はたちま

ち氾濫し、火山灰を交えた濁流は、その岸沿いの地域をひとのみに襲い、特に中島、上町、下町、岩

坂、錦野、外牧、内牧各地区は大惨事をもたらすに至った。当時の午後４時過ぎごろから管内の堤防

を突き破った本流は、たちまち田畑を埋め、家屋を押し流し、ハネ橋、森橋、日暮橋、下戸橋を簡単

に持ち去った。鉄製の代官橋は、築堤が流れ大破、同じ鉄製の七障子橋のみが危険状態ながらも難を

逃れた。県下最大の被害地となり、全滅になった中島地区は、明治３３年７月と同じように全家屋、

全田畑が流出。阿原目地区では、住家、納屋なども流出した。瀬田地区は、水田をはじめ、河川、道
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路、橋梁などが被害を受けたが、大林地区の被害が大であった。中北部では、弥護山に水系を持った

矢護川、峠に発する峠川沿いの家屋・田畑も２６日午後２時ごろには増水が激しく、天の神橋、矢護

橋、馬場橋、猿渡橋なども決壊し、家屋・田畑に冠水したが、白川沿いのような惨事にはならなかっ

た。そのように記されております。 

さて、今回の水害は、熊本・大分だけでなく、八女市、柳川市にも及んでおり、気象庁は九州北部

豪雨と命名しました。記録的な豪雨による土砂災害が多発した阿蘇市では、降り始めから１４日午後

までの３日余りで年間雨量の３割を記録しました。阿蘇市乙姫では１１日から１２日の１１時半まで

の２４時間雨量は５０７.５ミリメートルを観測、平成２４年７月２７日に熊本県災害対策本部が発表

した被害情報は、死者２３名、阿蘇市２１名、南阿蘇村２名、行方不明者２名、住宅被害・全壊１２

５棟、熊本市６１、阿蘇市４４、南阿蘇９、大津町２。半壊１４０棟、熊本市１０４、阿蘇市３０、

大津町２。床上浸水１千９２２棟、熊本市３６２、阿蘇市１３５７、大津町２８。床下浸水１千７４

８棟、熊本市２８３、阿蘇市９８９、大津町４６となっております。雨量で比較すると大差はないよ

うに思いますが、２８年の水害は阿蘇の南郷谷の黒川で大量の雨が降り、今回は北部阿蘇谷の乙姫付

近で集中豪雨があったようです。弥護山の豪雨が牧を流れる矢護川の氾濫を起こし、河川の形状まで

変えてしまいました。大津町の北部に大きな被害が出たのも、今回の水害の特徴でしょうか。白川を

見てみますと、岩戸の里温泉やその下流で護岸が抉られ、阿原目で床上浸水、代官橋が破損、日暮橋

に隣接する道路の陥没が目立ちました。２８年水害のときと同じような川の水量にもかかわらず、こ

れぐらいの被害で済んだのは、先の水害を参考にした対策が生かされていると思います。コンクリー

トの護岸が高くなり、昔みたいな木製の橋から橋脚の間隔が長いコンクリート橋に変わっております。

全半壊６０戸、浸水３６５戸、孤立した住民がヘリコプターで救出された熊本市の龍田陳内は、白川

が大きく蛇行している区間であります。２８年の水害を教訓にするならば、住宅地にするのが適当で

ないように思います。とにかく今回の災害で土砂崩れによる死者が多かったようです。 

北部九州豪雨による被害は、大津町にも甚大でした。先ほど述べたように、白川の護岸の崩壊、上

井手、下井手の取入口が被害を受けています。田畑の水没、流出、土砂の堆積、真木・矢護川・平川

地区の川の氾濫など、数十年に一度の災害でした。７月３１日に農業災害に対する激甚災害の指定方

針を内閣官房が決めました。その後、公共災も指定方針になりました。 

１、その決議を受け、町はどのような行動を取っていますか。 

２、査定はいつ行われますか。 

３、復興事業はいつ着手し、いつ終わりますか。 

４、国の補助事業は最高９０％で残りは受益者負担になりますが、受益者の皆さんは理解されてお

られますでしょうか。 

以上、町長にお尋ねいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） おはようございます。坂本議員の一般質問の災害関係等についてご答弁を申

し上げたいと思います。 
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まずもって、７月１２日の災害関係等におきまして、議員おっしゃるように尊い生命・財産、そし

て被災に遭われた方々に対しまして、心よりご冥福とお見舞いを申し上げたいと思います。議員おっ

しゃるように、議員の過去の災害の報告、あるいは今回の報告について、いつ、何時やってくるかわ

からない災害について、我々も今後ともしっかりと危機管理を持ちながら対策を取っていかなくちゃ

ならないというふうに思っております。まずもって、ご質問の一つ目につきましては、１２日の早朝

より地元選出の坂本代議士をはじめ、田代県議関係が現場を視察され、現地を十分調査をされておる

ようでございます。その後、夕方には松村代議士や江田代議士関連、そしてまた県の東県議関係も視

察においでいただいております。その後、８月１日には民主党第三支部長、あるいは３日には自民党

国会議員、４日には岩本農林副大臣が被害地を調査視察されておりますので、その状況についてしっ

かりと説明をさせていただいております。８月２７日には自民党及び国土交通省や農林水産省、環境

庁、厚生労働省と県や関係市町村との意見交換会を行わせていただいておりますし、今後についても

災害状況等について十分なる対策をお願いしていきたいというふうに思っておりますとともに、その

災害等におきまして、大津町におきましても８月３日までの災害報告あるいは査定というような手順

を踏むために、大津町の職員４名に７月２３日に兼務辞令を出しながら、１１月末までの事務を執っ

ていただくように早急に災害調査報告関係を創り上げながら、国・県のほうに要望書を提出するとい

うような状況であります。そのような作成状況の中で、農業災関係等につきましては６００カ所以上

で１５億円以上の災害が出ていると。また、公共土木施設災害等につきましても、道路関係が１６カ

所、あるいは河川関係が２カ所で計１８カ所で１億３千万円以上の災害等が出ている状況でございま

すので、一刻も早い対応をお願いするために、国のほうも３カ年計画で復旧工事にあたるというよう

な状況になっておりますので、細部については担当部長のほうから説明を申し上げさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 農業災害状況について説明いたします。 

被災した農地の復旧を行う農地災害復旧事業、被災した水路、ため池、農地等の農業用施設の復旧

を行う農業用施設災害復旧事業があります。今回の災害は、ご存じのとおり、相当数にございますの

で、査定の時期については、今、県が取りまとめを行っておりますが、当初９月中下旬になっており

ましたけれども、最新の連絡を受ければ１０月に入ってから始まる、約３カ月程度はかかるのではな

いかと思っております。復旧の時期についてでございますが、現段階では災害査定用の現地調査、査

定設計書の作成を行っている状況でございます。今回の災害は、ご存じのとおり、大津町にも甚大な

被害をもたらしたわけでございます。概算では、町長が申しましたとおり約１５億円を超える被害額

と６００以上の被害箇所がございます。特に今回の災害は、白川・矢護川・平川といった河川の護岸

と、その沿線の被害が大部分を占めており、河川管理者との協議も必要となってきます。すべてが国

庫補助の災害復旧事業に該当するわけではございませんが、災害箇所だけでも相当数に上るものと考

えております。極力早急に復旧事業に着手し、完了したいと考えてはおりますが、今述べましたよう

に被害箇所の多さと、そのほか様々な協議等がございます。完了には一定の期間が必要かと考えられ

ております。ただ、国庫補助の災害復旧事業は、今年度、平成２４年度を含めて３年で完了しなくて
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はなりませんという決まりがございますので、遅くともそれまでには完了しなければなりません。受

益者負担金等についてでございますけれども、災害発生直後から被害調査に回りまして、その取りま

とめを関係区長さんに７月２３日に現地調査、図面等により確認してもらっております。そのときに

受益者負担金が発生しますが、負担割合についてはまだ決まっておりませんと伝えております。新聞

等では、激甚等の９０％という数字が出ておりますけれども、その負担金については災害査定総額を

被害戸数で割った額がいくらになっているかによって、その負担割合が決定しますので、現段階では

いくらとは言えません。負担金が発生することは伝えております。 

以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） おはようございます。坂本議員の一般質問の土木関係についてご説明申し

上げます。 

町道等の公共土木施設における激甚災害の指定につきましては、先の指定されていた農業用施設災

害に引き続き、公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助についての措置などが追加され

た制令が８月１５日に公布施行されております。措置につきましては、公共土木施設等の災害復旧事

業が一定の基準を超えた場合に災害復旧事業の国庫負担率を特別にかさ上げするものです。この措置

が適用される基準ですが、この算定には対象となる１５の事業があり、それには公共土木施設の災害

復旧事業のほかに、公立学校や公営住宅、社会福祉施設などの災害復旧事業や災害関連事業、堆積土

砂排除事業などが含まれます。これら１５の災害復旧事業の地方負担額の合計額が今年度の大津町の

標準税収入に対する割合が５％以上となる場合において国庫負担率のかさ上げ対象となります。今回

の災害に関しましては、大津町の道路等の公共施設災害で補助対象となるものは河川が２カ所と町道

が１６カ所の計１８カ所となっております。工事費の合計額は約１億３千５００万円で、このうち町

の負担額は３分の１の４千５００万円となります。激甚災害の適用を受けるには、先ほど説明しまし

たように、基準である町の標準税収入の５％以上の金額となることが必要ですので、まだまだかなり

の差があるようです。このため、今回の公共施設災害における激甚災害の指定に伴って国庫負担率が

かさ上げされる措置につきましては、公共災の場合は大津町には該当しない可能性が高いものと思わ

れます。 

次に、公共土木施設災害の査定でございますが、日程として９月１０日から１４日まで実施される

第２次査定から始まり、１０月９日から１２日まで実施される第５次査定まで予定されております。

大津町の場合は９月１８日、本日から２１日まで実施される第３次査定と１０月１日から５日まで実

施される第４次査定において受験する予定であり、現在資料作成等の準備を行っているところです。

公共土木施設災害の復旧事業につきましては、査定終了後、準備ができ次第、随時発注をかけていく

計画にしております。工期につきましても、道路工事に関しましては災害件数は多いものの１件当た

りの工事費としてはあまり大きくありませんので、年度内に完了できるものと思っております。また、

河川工事につきましては規模は大きいものもありますが、年度内に終了させるべく努力してまいりた

いと思います。 
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以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） 今後も災害は続くでしょうし、ここで対策をいろいろ打ったからといって、そ

の災害が今後ゼロになるわけではありませんけれども、今回のこの激甚災害の指定について、今、説

明ありましたが、計画的に進めていってもらいたいと思います。 

さて、２問目に入ります。生後３カ月の赤ちゃんの保育というテーマでございますけれども、人口

の減少は日本の国の衰退につながっているということは、これはメディアの報道、そしていろんな評

論家の方々が言われていますように、この点については国民誰もがわかっていると思いますが、先進

国の中、特にヨーロッパではどこでも人口減少は起こっているんですが、ヨーロッパの中ではこの人

口減少をくい止める一つの策として移民を奨励したという国もあります。だから、他民族の方々が多

く入っている地域、イギリスとかフランスもそうだと思うんですが、ドイツもそうですかね、という

ふうな選択をしたところもございますが、しかしながら、やはり民俗によってというわけじゃないで

しょうけれども、やはりそれぞれの価値観の違いが若干ありましょうから、今、うまくいってないよ

うなところも多いようでございます。この点、日本は移民を受け入れるのではなく、自分でやってい

こうというふうな選択というか、暗黙の了解というか、そういうことで進んでいっているようでござ

いますけれども、しかしながらそのためにはそれなりの本当は策があってしかるべきものだと思いま

す。そういうことで、バックにあるんですけれども、若い夫婦の置かれた環境は、子育てに適してい

るとは言えません。待機児童の解消のために、大津町は県下に先駆けて家庭的保育事業がスタートし

ました。子育ての町を標榜する大津町にとっては、輝かしい一歩であります。そのほかに、依頼会員

が協力会員に子どもを預けるファミリーサポートがあります。本来、子どもが生まれたら育児休暇を

取って１年ぐらいは母親が育てるのが最もよいことだと思われますが、しかしながら民間会社で働く

者にとって、なかなか理屈どおりにはいかないものであります。 

ここに一例を挙げて考えてみたいと思います。あるお母さんが家庭の事情で生後３カ月の赤ちゃん

を保育園、家庭的保育業施設ファミリーサポートに預けたいと思った、あるいはそういう状況に置か

れた場合、１、各施設とも受け入れは可能か。２、それぞれ費用はどれぐらいかかるのか。３、その

ような相談があったとき、町は本人の立場になって取り組むか、あるいは取り組んでいらっしゃるか、

お尋ねいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 坂本議員の待機児童及び子育ての大津町としての対応についての質問でござ

いますけれども、町の子育て支援に関する行政施策につきましては、議会の同意と理解をいただき、

県下でも子育てしやすい町として出生や転入者が増加しております。国の人口減とは裏腹に、大津町

では若者の人口増加により町の活性化、将来につながるうれしい状況となっています。その一方で、

保育園の待機児童の増え、解消のための施策が重要課題となり、保育所などの環境整備にも力を入れ

てまいりました。坂本議員言われましたように、熊本県で初めての家庭的保育事業を開始することが

できました。大津町を発祥に、近々熊本市、合志市、菊陽町でも事業が開始されるようで、熊本県職



 62

員や市町村職員が家庭的保育事業の保育者希望の方などが視察にも来庁されておられます。この事業

は、これまでの子育て支援に関する取り組みが住民協働と人材育成につながった成果と地域子育て支

援の出発点と受け止め、未来を担う子どもたちの健全育成に努めてまいりたいと思います。 

これまでにはいろいろな保育関連等につきましても、社会福祉法人の５園の私立の保育園の関係に

つきましても、９０名の定員を１２０名の定員にお願いするという、施設としては経営負担が増加す

る厳しい状況でございますけれども、各園、快く引き受けていただいております。また、その中にお

きましても、各園におきましては、そのためには、いちごや杉水、緑が丘、それぞれ新築・改修をさ

れたり、新たな保育園としていちご保育園を開園しておりますとともに、今回の１０月１日にオープ

ン予定のよろこび園、これは大体県の補助事業で来年の４月オープンする予定でございましたけれど

も、お願いを申し上げ、一刻も早く子育て支援、待機児童の解消を図りたいというようなことで、よ

ろこび園の１０月１日オープンにこぎ着けておるというか、お願いをしておるところであります。も

ちろん町立の大津保育園あるいは幼稚園関連等についても定員増を図りながら、多くの待機児童の解

消に努めておるところでございます。今後についても、まだまだ１０年間はこのような厳しい状況が

続く状況でございますので、待機児童関連等については、しっかりと取り組みをしていきたいという

ふうに思います。もちろん、内容関連等につきましては、担当のほうから説明をさせていただきます。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長併任子育て支援課松永髙春君。 

○教育部長併任子育て支援課（松永髙春君） おはようございます。坂本議員の質疑にお答えします。 

子育て中の家庭において、非常に厳しい経済状況にあることは十分認識しているところでございま

す。子育て支援の充実した町として、子育てが楽しいと思えるような地域社会の形成に努めなければ

なりません。そのためには、行政はもちろんですが、住民、企業の支援・連携は欠かせません。新し

い命が誕生し、母子共に保護を見守るために、産前産後休暇、育児休暇制度が制定されています。産

休については経済的理由や家庭を取り巻く問題等により制度の利用ができなく、妊娠をもって退職せ

ざるを得ない環境もまだあるようです。企業には次世代育成支援対策推進法に基づき、常用雇用者数

に応じて仕事と子育て支援の両立支援の充実や長時間労働の見直し、柔軟な働き方の導入など、事業

主が従業員の子育てのために取り組むことを一般事業主行動計画として定めることが義務づけられて

おります。 

さて、坂本議員の挙げられた一例に基づき答弁させていただきます。地方自治体は、児童福祉法第

２４条により、保育にかける子の保育を義務づけられており、やむを得ない状況においては適切に対

処しなければなりません。まず、最初の３カ月未満の赤ちゃんの預かりについては、私立保育所５園

ともに対応していただいておりますが、大津保育園においては園舎も乳児室としての整備も古いため

にも、お預かりについては生後概ね６カ月、できれば８カ月からでの入所児童の受け入れ希望で行っ

ております。ゼロ歳児保育による費用につきましては、保育所基準等により若干の差がありますが、

概算で計算いたしますと９０人定員民間施設給与等改善費加算１２％保育所で、月１６万９千６３０

円となります。そのうちの国の保育料徴収の基準額は月平均約２万７千円程度です。町の保護者から

の保育料徴収は、国の２万７千円に対しまして１万８千円程度で徴収しております。よって、国・県
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の補助の持ち出しは約４万４千６００円程度と思われます。ゼロ歳児一人に対し年間では５３万５千

２００円程度を大津町の一般財源から支出することとなります。 

３番目の相談があったときの町の対応についてですが、まず仕事に復帰するにあたり、母体の健康

状態と子どもの負担を考えて、育児休暇の取得延長はできないのか、また父親の育児休暇も尋ねます。

このことについては、将来性や企業での環境的に困難なことも十分配慮する必要があると思います。

子育て支援課において、すべての子どもを見ることはできませんので、保護者、家庭や地域の支援が

必要となります。町にはファミリーサポートセンターを開設し、協力会員さんによる預かりと各保育

所による一時預かり事業も展開し、入所までの待機児童等の預かりをお願いしています。相談対応に

ついてですが、保護者等に寄り添って窓口対応に努力しております。しかし、待機児童が多く、保育

所への入所は困難等、すべての方が納得されるわけではなく、大変苦慮しているところでございます。

この例題を通して、保護者の責務と行政の役割の認識と企業の支援の再構築の必要性を感じていると

ころでございます。 

○議 長（大田黒英生君） 坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） この子育てなんですが、昔の大家族制度のころは、家にじいちゃん、ばあちゃ

んがいて、孫ができたらいわゆる子育てを手伝ってくれると。大津町においては、まだその都市化と

いうのも大都市と比べるとまだ農村部というか、そういう感じが残っているから、じいちゃん、ばあ

ちゃんが面倒見てくれるところは多いと思うんですけれども、しかし今、核家族化になったり、それ

からまた大津町の工場あたりに転勤して、そしてよその県から来られて勤めていらっしゃる若いご夫

婦あたりもいっぱいいらっしゃるわけでございます。この子育てについては、私は本来、国の大きな

問題だと思っているんですけれども、なかなかうまくは動いてないようでございます。しかしながら、

その何とかみんなで支えなきゃいかんと。本来は、また退職した年輩者がボランティアで自分の孫だ

けじゃなく、みんなのその子どもさん、幼児を面倒見てあげるというふうなシステムに行かなきゃな

らんのじゃないかと思うんだけれども、やはりそれをやるには国の問題とか、価値観の問題あたりが

ぴしっとしないとなかなか進まないのかなと思っているところでございます。 

この前、私立の保育園だったんですが、その運動会を見に行ったんですが、やはりゼロ歳児が乳母

車に乗せられてきて、そして運動会ですからね、マットを敷いて、それから先のほうにはお母さんが

いて、はいはいの運動会という、そういう光景を目の当たりにしたわけでございます。こうやってやっ

ぱり世の中の若いご夫婦は一生懸命世の中を生きているわけですから、何としてでもですね、町の力

でできるところは応援すべきだなというふうに感じたところでございます。 

そういったことなんですけれども、少なくとも大津町においてはよく頑張っていらっしゃるんじゃ

ないかと思います。今後とも、さらに子育てしやすいまちを目指して邁進していただきたいと思いま

す。 

終わります。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。１０時５５分より再開いたします。 

午前１０時４３分 休憩 
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                    △ 

午前１０時５６分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 通告書に従いまして質問を行います。今回２点質問をいたしております。 

まず最初に、固定資産税と経済効果についてを質問いたします。質問の要点は、町経済の活性化に

より発展を図りたいと。雇用を増やして、福祉や教育も充実させたい。そのために、今、何に取り組

むべきかを町長と議論したいと思います。町長は、３期目の立候補を表明されました。私は、町長に

なるべき資質の最も重要な要素に、経済に対する才覚を持ち合わせているかを求めます。ですから、

今までに町長に対し、様々な経済問題を町長と議論し、政策立案をしてきたつもりであります。そう

した議論によりまして、町長の才能が磨かれ、町の政治がよりよきものとなっていく、私はそう信じ

ます。財源の根拠なき福祉や教育の議論は数多くあります。生産性を示さない議論には、多くの資質

だけが伴います。国の借金１千兆円とも言われます。この１千兆円は、なぜできたのでしょうか。我々

国民として反省をしなければならないと思います。 

さて、経済の及ぼす影響と実態を考えてみたいと思います。まずは、きょうの新聞、きのうの報道

等でありましたが領土問題、こういったものから伺える経済問題の重要性というものがあると私は思

います。実際、きょうの新聞によりますれば、中国の漁船１千隻余りが尖閣の領域に入ってくるので

はないかというような威嚇とも思える、そういった報道がなされております。日本は領土問題におき

まして、北方四島、竹島、そして尖閣、そういったものを抱えておりますが、すべて日本の固有の領

土であると私は認識しているつもりであります。しかしながら、最近になりまして北方四島にロシア

のメドベージェフ大統領あたりが２０１０年１１月１日です、国後島の土を踏みました。そして竹島、

今年の８月１０日に韓国の大統領が上陸しました。尖閣は、今申し述べたとおりであります。なぜ最

近こういうことになっているのかということを考えなければならないと私は思います。今までもその

問題はあったらも関わらず、表に出てこなかった、大げさにならなかったというのは、これは今この

問題が出てくるというのは、日本の国力の低下であります。すなわち経済力の低下でありまして、世

界のＧＤＰ国内総生産ですね、こういったものが１９９５年から２０１０年まで、このＧＤＰが伸び

てないのは日本だけであります。各国、アメリカや中国、ロシア、韓国あたりを見てみますれば、ア

メリカは２倍、中国は８倍、ロシアは５倍、韓国は２倍という形で、各国が経済成長をしております。

今までこういった領土問題あたりも、あまり大げさにならなかったのは、日本の国力が強かったから

だと考えられます。ちなみに、この北方四島や尖閣、竹島を省みてみますれば、竹島あたりは日本の

国力、その技術や経済力をあてにしていたときには、韓国もほとんど何も言わなかったと。中国にい

たしましても、日本の経済力をほしい、技術力をほしい、ロシアもそうであります。すなわち、結論

は単純であります。強い経済が安全保障の基礎であるということがこういったことにより伺えるので

はないかと私は思います。それだけ、経済というものは国を創るものであり、この町で申しますれば、

やはりこの町を活性化させるためには、もちろん教育や福祉といったものは充実させるべきでありま
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す。しかし、その大元の土台となる経済を活性化させなければならないと私は強く感じます。我が大

津町に世界で有名な本田技研工業がありますが、この本田あたりも国外に出て、最近の新聞報道等に

よりますと、インドにエンジン工場を今度新設するということであります。頼もしい限りであります。

ホンダは、実は新興国に対しまして出遅れているということでありまして、新興国のシェアは低いと、

今まで世界市場は先進国が引っ張っていくものだと認識して、アメリカなどヨーロッパ、そういった

もので販売を強化してきたんです。しかしながら、ここにきて新興国の経済の活性化は著しいものが

ありまして、そういったものに対応して、即座に企業として対応をする。このホンダの行動というも

のによりまして、この我が町の本田技研工業も存続をさせられ、そして町のためになる、国のために

なるという、やはりホンダあたりの企業になりますと、日本を守るために国外に出ていくということ

を考えておられると思います。 

では、大津町の経済発展にどう政治は寄与できるかを考えるべきであります。産業構造の現状、こ

れを踏まえまして、政策を町としても立てていかなければならないと思います。 

そこで、この質問の本文に入りますが、大津町工業設置奨励条例がありまして、これによりますと

大津町における鉱工業の開発を促進するため、町内に工場を新設し、または増設するものに対し、町

税の不均一課税または便宜の供用を行い、もって本町産業の振興を図ることを目的とするとあります。

時代は変わりました。２次産業は国外へのシフトを強めているのは、今申し上げました本田技研工業

の例でもわかるとおりであります。こうした中で、第３次産業の就業者数は増加を続けております。

全就業者数に占める第３次産業の比率です、これは１９年度あたりは６７.８％でありましたが、２２

年度には７０.２％にまで高まっております。すなわち第３次産業がこの日本の雇用の受け皿になって

いるというものを強く認識しなければならないと私は思います。 

そこで、法令によりますれば、固定資産税、これは当該固定資産所在の市町村において課すること

ができるのであります。ですから、今まで２次産業に適用してきたそういった固定資産の不均一課税、

または便宜の供用、こういったものを第３次産業のほうにシフトしたらどうかと思います。２次産業

をなくせというわけではありませんが、３次産業のほうが今はそれだけ雇用の受け皿になっていると

いうことは、３次産業に対してそういった固定資産税をはじめとする不均一課税、または町が考え出

す政策として便宜を供用すると、こういったものがあってしかるべきだと私は考えます。地方税法、

こういったものを町発展のために有意義に利用しなければならないと私は考えます。最初に申しまし

たとおり、教育や福祉は充実させなければならない。しかし、財政において打ち出の小槌はありませ

ん。隠れた金、すなわち埋蔵金があるとか、そういったものも町にはありません。財政支出の財源は

天から降ってきません。誰かが負担して、初めて支出できることを強く認識しなければならないと思

います。そういうことで、第３次産業を活性化させることにより、町民が増え、またその町民の方々

がこの町に住んでいただき、またその方々が固定資産税を納めていただく。その大いなる回転と申し

ますか、そういったものを引っくるめて、この政治というものはそれに携わるべきだと私は考えます。

そういった３次産業に対しまして、雇用の受け皿である３次産業に対しまして何らかのそういった町

の便宜、そういったものを行わなければならないと私は思います。今までのこの２次産業に対する、
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先ほど申しました条例は、これはかなり古い条例でありまして、今の時代を反映してないと、そうい

うふうに考えます。町長の所見を伺いたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 永田議員の雇用や産業関連の振興についての地方税法の活用、それに対する

町の条例の改正等についての質問でございますけれども、議員おっしゃるように、大津町におきまし

ては、産業振興を目的に低開発地域の工業開発促進法や農村地域工業導入促進法に基づきまして、大

津町の税特別措置条例により課税免除を行ってきております。平成１７年に低開発地域工業開発促進

法による開発地域の特別措置の廃止を受けて、農村地域工業導入促進法による開発地域との均等を考

慮し、町全域を大津町工業設置条例に基づく大津町税特別措置条例により不均一課税を行ってきたと

ころです。なお、農村地域工業導入促進法による開発地域の適用期限は平成２１年度に終了をしてお

ります。この政策が大津町における製造業の誘致に大きく寄与してきたことは間違いないと考えてお

ります。しかし、今日のリーマンショックをはじめとする様々な要因による日本の製造業は厳しい状

況にありまして、町に立地しています企業も同様に厳しい状況であります。今後の町の活性化、特に

雇用の増加を図るためには、製造業だけでなくあらゆる業種の誘致を行う検討をしなければならない

と考えております。そのための施策として、不均一課税は有効な方法であると認識はしております。

しかし、不均一課税は地方税法の第６条による地方公共団体は、公益その他の理由により必要がある

場合において不均一の課税をすることができるとされていますが、しかしそれは広く住民一般の利益

を増進すると認める場合に限って行うべきものであると考えられております。議員おっしゃるように、

このような状況で今大津町におきましては、大津町税特別措置条例や、あるいは大津町工業設置奨励

条例というものがございまして、それぞれ不均一課税関連等についてもうたってあるわけでございま

すが、そのように大津町の工業等の振興奨励補助金交付要綱もそれぞれの内容をうたっております。

例えば第６条に補助金の対象経費並びに補助金金額が用地購入契約額及び固定資産総額とするとか、

その中で用地取得補助金、取得価格には１００分の２０を生じた額、限度が２億円、施設整備補助金、

その投資した資産額の総額の１００分の１０を限度額といたしまして５千万円、雇用促進補助金とい

うことで１人当たり３０万円をし、限度を３００万円。 

  工場等の振興奨励補助金におきまして、大津町の税特別措置条例第３条による１００分の１.５の固

定資産税減免というようなことをうたってありますけれども、このような内容についても議員おっしゃ

るように、それぞれ改革というか、見直しが必要になってきたのは確かでございます。製造業だけで

なく、我々の大津町におきましても、例えばホテル業関連につきまして、ルートインにおける固定資

産税関連もございますけれども、向こうの会社の固定資産税６００万円近くが入っておりますけれど

も、それと別に入湯税があのホテルからは入ってきております。大体２３年度では２９０万円近くの

入湯税が入ってきておりますので、それぞれのホテルの振興についてどのように検討していくかとい

うことも考えられるんじゃないかなと思いますし、また大津町におけるゴルフ場関連等につきまして

も、大津阿蘇ゴルフ場につきましても、ゴルフ利用税関係等につきましても、阿蘇大津ゴルフ場だけ

でも１千６００万円近くの収入が、利用税が入ってきているというような状況でございますので、そ
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のような全体的な企業の活動状況を見ながら、どのような支援をやっていったら、その施設の利用関

連等が活性化になるかなというようなことも検討しなくちゃならないときではないかなというふうに

思っております。そういう経済状況関連等につきましては、大変ホンダさんをはじめ、大津町の企業

関係については大変厳しい状況でございます。例えばホンダさんにつきましては、議員おっしゃるよ

うに、インドを中心にアジア戦略を練っておられますし、もちろん南アメリカではブラジルを中心に

事業推進を図る方向で、ホンダさんはそのように進んでおられます。しかし、我々としてはそのよう

なインドやブラジルにおける開発技術のノウハウは、やっぱりこの大津町の本田技研の工場で行って

いただければなというふうに思っております。そういう技術、ノウハウが海外に漏れないように、地

元企業関連等にもしっかりと支援をしていかなくちゃならない状況にあるというふうに思っておりま

す。いろんな形で、雇用を確保するためにはそういう施設のほかに福祉施設関連等につきましても、

一つの福祉事業につきましてそれなりの雇用が今後の高齢化社会について、地元の身の回りにおられ

る人々の雇用を確保するためには、一つの施設で１００人近くの雇用がなされるというような状況で

ございますので、我が家から通勤可能な、そういうことを考えると、中小企業関連等についてのそれ

ぞれの税法の軽減関係等も今後検討していかなくちゃならない時期ではないかなというふうに思って

おります。今後についても、議員ご指摘のとおり、十分なる支援をやっていくためには、議会あるい

は町民の皆さんのご理解を得ながら改革推進していかなくちゃならないというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 再度質問いたします。 

最初に町長の答弁をお聞きしながら、今までこうであるからという説明に始まりましたので、今ま

でこうであるからと、今からをつくっていかんといかんじゃないですかと言おうと構えておりました

が、今からを創造していかなければならないというふうなご理解の言葉もありました。私は、ここで

一つのこのまちづくりのきっかけとなってほしいというものが強くありまして、大津町の魅力という

ものは何だろうと。環境面とかで一般質問したときに言いましたけれども、地勢学的優位性は大津町

は兼ね備えていますよと、経済もそうですよということを言ったことがあります。ですから、大津町

は魅力的な土地であるから、やはり産業の活性化のためには公共工事として、それこそ本田技研工業

にもう一本道をつくったらどうかとか、いろんな議論をやってきて、町長は実行をされて、こんな日

本全体が内需も低迷しているときにですね、本田技研工業はこの大津町に残ってくれるというような

朗報が届いたときに、やはり町長と議論して、町長の施策というものは生きていたなと、そういうふ

うに思いました。あの道があるから、本田技研が止まったことではないでしょう。しかし、一因には

なったと思います。そういったことはですね、結局大津町全体のためになるんです。公共工事あたり

は、ケインズの理論で言いますれば、穴を掘ってでも効果は表れますよというような、極論すればで

すね、そういった理解も生まれたりするんですが、そういった今とこれからを考えた施策が必要だと

思います。そのときに大津町の大きな魅力になるのが３次産業に対する、その不均一課税のことを私

は言いましたけれども、いろいろな施策により便宜の供用を行うべきだと、そういうふうに思うんで

す。今の議論の中ではどういったことをしていいかはまだわからない。私もわかりません。それは、
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今から先、創造していかなければならないと、創り上げていかなければならないと思います。しかし

ながら確実に言えることは、今、悪循環に入っていると思うことです。この大津町におきましても人

口は確かに増えております。しかしながら待機児童やいろんなものが増えているということは、共働

きじゃなければそういった文化的生活を享受できないというような形になっております。ですから、

産業は活性化させて、収入を増やしてあげないと、母親はきちんと子どもさんを、そんな保育所あた

りに預けないで自分で抱っこして育てる、これが本当ですから、結局その土台となるものを創り上げ

るものが政治であります。ですから、ここでは、今固定資産税のことを例に出しましたけれども、こ

のことを私、質問するにあたって、小学生・中学生のときの知能指数のテストに似ているなと思いま

した。ブロックが積んでありまして、影になる部分は見えないわけですね、ブロックはいくつあるで

しょうということで、表面だけ数える人は裏のブロックまでは数え切れないという形で、実はそれと

似ているんですね。表面だけ見たら本当のブロックの数はわからない。しかしながら、客観的にちゃ

んと見れば、それは立体的であって、後ろにブロックがなければ成り立たないんだよということがう

かがい知れると思うんですよ。それが知能です。我々のこの大津町の議会の能力、この大津町、町長

が引っ張られるこの執行部の能力ではないでしょうか。そういったところを考えれば、そういった雇

用の受け皿となる企業、これは第３次産業がもう今は多いわけですから、内需としてはそういったも

のを来やすいように我々はそういった土台をつくらなくてはならないということです。それによって

雇用が増えて、ああ、大津町には働くところもある、そして子育てにも、教育も充実しているぞとい

うような魅力ある町を創っていかなければならないと、そういうふうに私は思うわけであります。で

すから、そういった産業力、産業が今、１、２、３というならば、今は３の時代でありますから、そ

ういったものに対して我々はそういった便宜や不均一課税、そういったものを、よりよきものを創り

上げていくことが必要だと私は考えております。そういったことで、この不均一課税といったときに

は、やはり上級の法律と戦わなくてはならない部分は多々あると思います。しかしながら、それと戦

える、そういった幹部の方々はたくさんおられると私は思いますので、私はそれに対してからは私の

ほうがかなり劣ると思います。専門的にそういったものを検討されて、そしてまたどうすればそういっ

た雇用の受け皿となる方々に来ていただけるか。これはですね、最近の新聞あたりで見まして、待機

児童のことでしたけれども、各地方自治体が知恵を絞ってどういうことをしているか。町も遊休地あ

たりを持っております。そういったところにですね、町は無償で土地を提供しますから、あとはお宅

らが出すのは補助金を使ってでも建物を造って、その後は経営のノウハウですと。ですから、この土

地の分はタダで貸しますと。かつて日本が世界を経済的に接見したときに、アメリカが危機を感じて、

それでもアメリカの各州の知事あたりが言った言葉を、私はそれ、全く同じことを聞いたんですね。

私のこの州の土地をタダで貸します、私の個人の土地はやってもいいというんですね。ですから、結

局人が集まらなければ活性化しないということですよ。そういったことをずっと先の先まで考えたと

きに、先ほど知能指数の問題ではないですけれども、隠れた部分というものをきちんと認識してまち

づくりはやっていかなければならないと、私はそういうふうに思いますので、この今の内需だけでは、

先ほど一段目に言いましたけれども、日本はＧＤＰの伸びは１％のまま、１倍のままなんです。伸び
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てないんですね。世界は平均すると２倍に伸びているんです。ですから、内需では到底世界に追いつ

きはしないですけれども、我が大津町としてできることというならば、やはり３次産業ではないかな

と、そういうふうに思います。やはりそこの認識を持って政策にあたらないと、まちづくりというも

のはできていかないと思います。そしてそれがいろんなものに波及していく、いい効果を現す、そう

いうふうに私は考えます。再度、その点について答弁を求めます。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 雇用確保とともに、企業、第３次産業の振興でございますけれども、議員おっ

しゃるように、不均一課税だけを頭に置いておりましたもんですから、そちらばっかり考えておりま

して、どのような課税をやったがいいかというようなことで思っておりましたけれども、しかしやは

り、例えば大津のＪＲ団地でございますけれども、ＪＲさんがもうあれ以上やらないと売れないとか

いうような話を聞いて、排水の問題もつくってありますから、ぜひ今後進めていただくために、今ま

でＪＲさんだけの販売ではとても無理でしょうと。だから、メーカーとかそういうところに一気に売っ

ていただければ、今までの費用の借り貸し関係についても、利子も払わんで一気に終わるでしょうと。

そういうような話の中で、できれば４町５反の土地を無償でくださいと、学校をつくりますと一気に

増えるんじゃないかなというようなお互いの中でご相談する中で、やっぱり一つの転換というか、考

えの発想を変えることによって、あのように大津町の新しい大型団地ができ、素晴らしいものになっ

てきて、そこに若い者の雇用が確保できるような人たちが今住んでおられます。子育てが終わったら、

次どこかに勤めたいというような人たちがたくさんおられるわけでございますので、本当にそういう

人たちを次の就職の機会を与えるためにはどういう産業振興を図っていったらいいのかと。それには

どういう支援をやったがいいかというようなことを考えなくてはならないんじゃないかなというふう

に思います。もちろん、今、大津町における新たな住宅地を探そうとしてもなかなか見つからないよ

うでございますので、この辺につきましても大津町の用途地域の変更を今考えております。そのよう

な中と、それから新たなところには、やっぱりインフラ整備の排水問題等も出てくるようでございま

すので、そのような公設の施設をつくらなくてもいいような新たな場所にそういう場所をつくってい

ければなというふうに思っております。もちろん、学校をつくったから云々じゃなくして、そうでな

いところに、やはり保育園、小学校、高校、あるような場所に新たな地域をつくっていかなくちゃな

らないんじゃないかなというような思いをしております。もちろん、これからは高齢化社会でござい

ますので、身近な近隣の高齢者の皆さんが大津町に来て金を落とす方向、これはどういう観光である

のか、あるいはスポーツ関連等での振興を図る、その辺の関連のホテルや食堂というか、そういう料

理屋関係もしっかりしたものをつくっていかなくちゃならないんじゃないかなというふうに思います。

若い人が多いおかげで、今は焼き肉屋がしっかり繁盛しております。しかし、次の割烹屋とかそうい

うものが大変厳しい状況でありますので、新たな食の町をやっぱりつくることも、ここに住んでおら

れる皆さんの食文化の活性につながるというような形でありますので、いろんな意味におきまして十

分なる支援ができるかを検討を今後やっていかなくちゃならないというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 



 70

○１２番（永田和彦君） １番目のこの質問には、今、町長が答えられた大津町を活性化させたいとい

う思い、お互い一緒であるということは、もう重々承知ではありますが、やはり時代の流れに乗らな

ければ、それはなかなか達成できないだろうということで、３次産業の躍進というものに着目して質

問を集約したつもりであります。これからの町の発展を考えますればどういった形になるのかなと。

もちろん宅地の造成も必要でしょうが、やはりポイントとなるのは、用途地域の変更という言葉を言

われました。これって本当に大切だろうと思います。１次産業を見てみますれば担い手がいない、跡

継ぎがいないという耕作放棄地がたくさん出ているという状況もありますので、総合的に考えて進め

ていただきたい、それが政治であります。町の発展をいい形で、皆様方が住みよい大津町だと言葉に

出して言えるようなまちづくりにしていただきたいと思います。 

２問目に移ります。１問目は経済効果のことを言いました。ただこの２問目に移るときに、町長が

１問目の答弁でおもしろいことを言われました。用途地域の変更と、これは非常に私はこのことにつ

いてはいつも質問しようと思っていた部分でもあるんですね。１次産業あたりの今後の形を考えたと

きに、集約して効率的に生産性を高めるということで、余った土地をどうするかということを考えて

おりました。そういったときにですね、ここ何年か前に藤崎台球場の話があったりとかして、野球場

が大津町に来るならいいなとか思ったこともあります。そういった大規模な施設というものは、やは

り用途地域の変更が可能である大津町においてしかできないのではないかなと。そして、また町の力

と申しますが、先ほど言いましたように、力があればそれにどんどんついてくるんですね。力がない

ところには、県もそういった事業を持ってきません。先ほどそのいろんな領土問題で国力が低下すれ

ば、そういったものも発生するよといったものと同じであります。ですから、私は今回のこの２問目、

健康づくりと医療費の抑制というのにあたりしては、やはりそういった、直接ではないけれども、野

球場がある、運動公園があって、ここでＪリーグが開催されるとか、そういった目的となるような施

設があると、あそこでいい催し物があっているぞと、よし、だったらテレビよりも実際見に行こうじゃ

ないかというような町民の方が増えると思います。この２問目の質問によります健康に対するその関

与というものは、やはり自分のためになる、楽しい、うれしいというものが健康には非常に寄与する

ものだと思うからこの質問をするものであります。この本文を、要旨でありますけれども、その私も

でありますが、非常に恥ずかしいことでありますが、私も酒は相当飲むほうであります。ですから、

日ごろの不摂生によって二日酔いになったりとかどうかすると、二日酔いだけでは収まらず胃腸の調

子が悪いとか、そういったものになる。そして病院にかかる。これは、すごく自己責任を放棄した無

責任な行動であることは重々わかっております。やはりそれは、そのことによって医療費が増えたり

とか、その医療機関に行かなくても薬品を買って飲まなければならないような不摂生をしたりするの

が私でありますから、非常に恥ずかしい面もあります。しかしながら、そういった四角四面に生きる

のじゃなくて、やっぱり楽しく生きたいね。それによって、少々飲み過ぎたというものは許せる範囲

かなと思う部分もあります。そういったところで、じゃどういった、そういった方々が健康に留意す

るためにはどういったものが必要なのと考えます。今、健康に対する意識は非常に高くありますので、

私はよく歩いたり、自転車に乗ったりしますけれども、ご高齢の方々、私よりも年上です、私が５３
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ですから６０代かな、７０代かな、この方はと思う方とよくすれ違って挨拶をします。そのときに思

うんですね。やはり会うのは裏道なんですよ、大津町の。それこそ、車があまり通らない道。大津町

には国道５７号線がありますけれども、あそこの片道二車線を６０キロぐらいの、５０キロですか、

あそこは、５、６０キロでどんどん走っている車の横を歩こうとはやはり思いません。やはり、そう

いったことを考えれば、そういった自ら健康のために体を動かす、そしてそのために、例えばこれで

一例を挙げましたけれども運動公園まで歩いていこうと。Ｊ１、Ｊ２が来ているらしいぞ、それとも

陸上の大会があるらしいよというときにですね、安全な道を通って行くためのプログラムが自分で立

てられるならば、それが一番いいと思います。それが、先ほど申しました野球場とかあるならばもっ

といいと思います。ですから、そういった田園風景の中を、いい空気で、車は絶対通らない、通って

も自転車、気を付けていってくださいよという形で、安全な道ですね、できる限り安全なそういった

遊歩道やランニングコース、そういったものが町の中にできれば、町民自らですね、自分でプログラ

ムを組まれると思うんですよ。よし、きょうは天気がいいから、どこどこまで歩いてみよう、ぐるっ

と回って帰ってこようとか、いろんなことを自分で考えて歩いたりとか、自転車に乗ったりされるは

ずです。ですから、そういった健康プログラムを自ら立てられるような、そういったハードの支援は、

やはり個人ではできませんので、やはり町として、住みよい町の一環としてやったらどうかなと。こ

れが医療費の抑制につながるかどうかは私もはっきりわかりませんが、長い目で見れば、やはりそこ

がポイントになるかなと。私は文教厚生常任委員会の委員でありますので、そういったものを勉強し

に研修に回ったりします。やはり、自主的に健康に留意している方が、やはりその効果・結果という

ものは何か出ているんですね。家の中で閉じこもりが一番、その後、だんだん経年されて寝たきりに

なったりとか、膝が痛い、腰が痛いというものが多いみたいです。やはり町としてもこれからのこの、

これからじゃありませんね、もう既に高齢社会でありますけれども、こういったものに対処するため

に、そういった遊歩道の整備やそういったもののハードの整備。最近では中央公園ができました。あ

そこはラバーをひいてありますので非常に歩き心地がいいということで、うちの母あたりもよく利用

しております。ですから、あれは非常に喜ばれているんですね。ただし、あれは近所の方の問題であ

りまして、もう大津町は広うございますから、周りの方々はなかなか、距離が何キロもある方は利用

がしにくいということであります。ですから、全町的にそういった歩く体系、交通網を、そういった

ものに取り組んではいかがなものかなと思い、この質問をいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 永田議員の健康づくりと遊歩道関連等の関連の質問でございますけれども、

議員おっしゃるように、高齢化社会の中におきまして医療費の抑制はもちろんでございますけれども、

それにつきましては健康づくり事業関連等で保健師や栄養士、看護士や健康運動指導士関連等がそれ

ぞれの教室をつくりながら頑張っておりますし、また体育協会関連等の皆さんが朝から中央公園で新

たなプログラムで取り組んでおられるということで、大変町だけでなく、そういう団体の方も健康の

増進に努めていただいておりますことを感謝申し上げ、今後とも頑張っていただきたいというふうに

思います。もちろん、今おっしゃるように運動公園の拡大関連等につきましてでございますけれども、
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前々から運動公園のＪＲの駅をつくろうというような話も出ておりますけれども、状況としては採算

が合わないというような状況でＪＲのほうからその検討には乗ってきていただいておりませんが、や

はりその辺の条件整備を我々はやらなくちゃならないんじゃないかなというふうに思いますけれども、

おっしゃるように藤崎台の移転の問題も出ておりますし、そこでどのような形で誘致するかというよ

うな問題も来ておりますけれども、なかなかこれまでの財政事情ではなかなかうまくいかないという

のも確かであるし、また遊歩道関係についても、それぞれご質問をこれまでいただいております。そ

ういう中で、我々としては、できれば今後の問題で大きく考えますと３つのルートと申しましょうか、

それぞれの議員さんのほうからもご意見が出ておりましたように、北部地区は弥護山水系と弥護山の

開発ルート、それから中部地区はこの上井手沿いとそれぞれの公園、南部地区は白川水系と重要文化

財、岩戸の里というようなルートを観光ルートと申しましょうか、自動車の通らないような安全ルー

トをやっぱり計画的に進めていかなくちゃならないんじゃないかなと。そういうルート関係の一部と

して運動公園に行く道としてどうだろうかなというようなことも検討の一つではないかなと。そうい

うつながり、地域の全体のつながりのラインをしっかりと今後はやっぱり検討しながら、そのような

観光振興を共にした、あるいはスポーツ振興と、共にした自転車関連の道路をやっぱりつくる、歩道

と併せたところでつくっていくようなことを今後考えていかなくちゃならないんじゃないかなという

ふうに思っております。 

そういうような状況につきましても、今後住民の皆さんの意見を十分聞きながら、財政当局とも相

談しながら、少しでもその計画に乗せながら進んでいけるようなものであれば、そうやっていきたい

なというふうに思っております。もちろん運動公園の東側についてはいろいろとまた話が出てきてい

るようでございます、民間企業の関連で。我々としても、今回、県民体育祭開催いたしましたけれど

も、役員とボランティアと選手関連の駐車場でいっぱいであると。だから、駐車場もまだ応援とか、

そういう方々の駐車場が足らないというような体育協会とかいろんな方面から意見を聞いております。

そういう意味におきまして、今後の振興計画の中に見直しをしながら、その辺の用地関連等について

も検討をしていかなくちゃならない状況ではないかなというようなことで、今、検討をさせていただ

いているというような状況でございますので、今後についてはやっぱり運動公園を主体にしたところ

も今後の活用につないでいかなくちゃならないというふうに考えております。もちろん、健康関連等

につきましては運動公園でもしっかりと頑張って町民の皆さんの健康増進に努めておられるというふ

うに聞いております。毎日大体２００人以上の方が、あるいは３００人近くの方がご利用されておる

というような話を聞いておりますので、今後中央公園についても５０人以上の方が活用されていると

いうような状況でございますけれども、やはり運動をやりたいというような気持ちになる、そのよう

な施設関連等をやっぱりしっかりと町民のニーズに合うようなものをつくっていかなくちゃ家から出

てこられないんじゃないかなというふうに思いますので、そういう意味におきまして、新たな取り組

みを考えていかなくちゃならないということを今検討をさせていただいているところです。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 再度質問いたします。 



 73

この質問の要旨は、１問目に絡めまして住みよい町、住んで楽しい町、そういったものを申し述べ

ましたが、今大問題になっているのは、医療費、社会保障ですね、いろんなものの増大、これの歯止

めがかからないと。これは、人口の分布、年齢別あたりを見てみますれば、やむない部分もあります、

必然的なものですね。しかしながら、我が町を見てみまして、国保・介護あたりで合わせて、特別会

計はもう既に５０億円ですね。そういったものを考えますれば、やはり健康づくりとして位置付けな

くてはならない。しかしながら、医療費も抑制しなければならない、そういった介護費あたりもです

ね、やはりここは医療費の抑制というものに主眼を置いたほうが私はいいと思うんです。今までそう

いった形で、雲をつかむような形でどうなるかわからないというような、先は５年後、１０年後しか

答えが出ないようなものでありましたのでなかなか難しい議論になりますが、実際、過去にも言いま

したかね、グラウンドゴルフが昨今非常に活況でありまして、そのグラウンドゴルフにおきましても

商品がたくさん出るときが多いんですよ。結局、いくつになってもそういった商品が出て、たくさん

集まる大会で１位になりたいとか、そういった、いくつになられても、その中で優勝だとか、ホール

インワンを２回したよ、３回したよというのは、非常に快感があると思います。そういったものはで

すね、やはりその方にとっては非常に肉体的にも、精神的にも有効であると考えられます。実際、中

央公園のほうで体育協会あたりの方々が協力していろんなプログラムや取り組みあたりを提案してく

ださっているということは非常にありがたいことであります。体育協会の皆様方は、非常に真摯な姿

勢で、やはりスポーツマンといいますか、スポーツを嗜んだ方々というのは、非常に言葉も風袋もす

べてが清潔な方々ばっかりで、会長あたりもすらっとしておられてですね、とてもメタボですか、あ

あいったものには無関係な方に見えて、非常にうらやましい限りであります。ですから、ああいった

方々の意見というものをもっともっと取り入れて、健康づくり、その後にくる医療費の抑制、これは

まちづくりのために非常に有効であると私は考えます。ですから、体育協会のほうのそういった取り

組みに対してからはきちんと精査をして、補助金なりなんなり、助成金を受け取っていただき取り組

んでもらうとか、そういったのも手だろうと思いますし、町主催のそういったグラウンドゴルフ、そ

の他諸々の大会というものに、やっぱり意識を持ってもらうために商品あたりをもう少しグレードアッ

プをさせるとか、こういったのも一つは手だろうと思うんですよ。やはり、そういった知恵や工夫を

それに加味して、ひいては医療費の抑制を考えなければならない。最初に私は固定資産税と経済効果

ということを申し上げました。これによって人口を増やしましょうよ、町長ということで、今、我が

町には美咲野団地ができまして、あそこには若いご夫婦、平均年齢は非常に低いということでありま

すが、そういったもので大津町の人口分布というものが非常にバランスの取れたものになってきてい

るんです。ですから、人口を増やすということは、非常にいろんな面で効果が、こういった健康づく

りに取り組むにしても、医療費抑制に取り組むにしても、数字的にも絶対いい効果が出てくると私は

思います。ですから、そういったことを考えて、そういった遊歩道の整備、そういったものはやって

いかなければならないと考えるものであります。医療費抑制と健康づくりというものは、私は合致す

るものだと考えております。健康づくりというものは非常に耳障りがいい。しかしながら、町を創っ

ていく、この町をきちんとした形で、いろんな角度から充実させていくためには、医療費抑制という
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ものを掲げておかなければ前に進まないのかなと、そういうふうに思います。ですから、その充実の

させ方に対しての町長の思いというものがもう少し強く前面に出ないと３期目は危ないですよ、それ

こそ。そういったものを強く言ってほしい。この２期８年間というものはいろんな議論をして、町長

は鍛えられたと思うんですよ。新人さんが今度出るか何か知りませんが、そういった人はまだ子ども

です。全然そういった町のことを知らないような人が出るかもしれませんよ。教育とか、そんなこと、

耳障りのいいことばっかり並べられてもですね、そういったものでは町政はとてもおぼつかないとい

うことですよ。ですから、町長は堂々とそういった健康づくりにも適した町は私はきちんと創り上げ

る。そういったことをぜひ強くアピールするべきじゃないかなと。これは、その選挙のためじゃなく

てですね、今この現在進行形で今取り組むべきものとして掲げるべきではないですかということです。

また、それについて答弁を求めたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 健康づくりにつきまして、大変いろいろと事業をさせていただいております

ことにつきましては、議会をはじめ、町民の皆さんに大変感謝を申し上げたいと思います。もちろん

健康づくりが第一というふうに思ってやってきております。もちろんその中におきまして、医療費の

抑制というような形でやらせていただいておりますけれども、ここのところ、若干横ばい的な状況で

ございますけれども、しかしこれに甘んじることなく何かをやらなくちゃならないというふうに思っ

ております。おっしゃるようにやっぱり老人会の減少もございますし、それは何であるかというよう

な問題もあります。その課題事項関係につきましても、やっぱりその出てこないとか、世話する地域

の人材育成がそこにひっかかっておるんじゃないかなというような思いもしておりますけれども、や

はりいろんな形の景品があれば大きい大会に出るとか、そういう思いですね、これはやっぱり高齢者

の皆さんが外に出て、家から出ていって頑張りたいというか、そういうゲームに参加したいというよ

うな気持ちを引き起こすための、景品だけでなく、ほかにも何かありはしないかなというような検討

を今後進めていくためには、大津町の補助金要項関連等をしっかり見直しながら、今後の政策の転換

というか、補助金をやりながらその地域の人たちが我々行政がしなくちゃならないものを地域の人が

それでやってくれる。そういうような補助金制度をやっぱりつくっていかなくちゃならない。それが

地域の力になるし、共助の精神が生まれてくるんじゃないかなというふうに思っておりますので、そ

ういうことを考えながら、補助金要項等も検討をしていかなくちゃならないというふうに思っており

ます。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 私は、この２問目におきまして医療費抑制というものを強く求めました。こ

れはですね、最初に不摂生のことを言いましたけれども、まじめに生活をして、健康に留意して医療

機関あたりにも全然かからないというような方々と、不摂生をしてやたらと医療機関にお世話になる

方々というものはですね、これは保険税負担両立はいずれも一緒であるという問題があるからです。

まじめにして、医療機関を使わなかったという方は、その保険税両立が下がるかといったら下がらな

いんですね。ですから、結局総合扶助で助け合っているという状況、これを見逃してはいけないとい
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うことです。これは、要点ですね。やはり、これからはまじめにやっている保険税はもう要りません

よぐらいになるならば違うかもしれませんが、やはりそういったテクニックもこれからは求められて

くるかもしれません。そういったことにならないようにそういった不摂生を抑制するような、自ら健

康に留意できるようなまちづくりが求められているとそう思い、この質問をしました。町長におかれ

ましては、そういったものも加味されて町政にあたっていただきたいと思います。終わります。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。午後は１時から再開します。 

午前１１時５５分 休憩 

                    △ 

午後 １時００分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 私は、大津町民の皆さん並びに日本共産党を代表しまして一般質問を行いま

す。 

７月１２日の九州北部豪雨災害がございましたが、被災をされました皆さん方にお見舞いを申し上

げ、また被災者の救助にあたられました消防団の皆さんや各自治会の役員の皆さんに心から敬意を表

したいと思います。とりわけ真木地区では真夜中に高齢者の皆さんを避難誘導されて一命を取り留め

たということで、本当に心から敬意を表したいと思います。 

改めまして私が生まれた年に、いわゆる６・２６の熊本大水害があったわけですが、それから５９

年、私の年と一緒でありますが経っているわけです。今度の７・１２の豪雨災害、我が町で最大の一

級河川であります白川流域は、とりわけ甚大な被害が発生をいたしました。これまで白川がそれほど

危険だというのは、我々の認識になかった点を反省はしておりますが、改めてこの白川の河川管理が

どうなっているかというのを調べる中で、小積橋から下流は国交省の直轄、国が要するに直接管理を

する。ところが、小積橋から上流については、熊本県の管理となっているということでありますが、

今回の７・１２でも国交省が直接管轄しているところは、いわゆる堰の嵩上げ等で基本的に越水はな

かったと言われております。まだ工事が終わっていないところ、一部分では越水があったみたいです

が、ところがご承知のように小積橋上流の龍田陳内地区は、あのような大惨事になったわけでありま

す。それで、国直轄のところは、いわゆる河川整備計画がつくられているそうですが、いわゆるこの

菊陽・大津町白川中流域において、河川整備計画が立てられていないということであります。そこで

きょうお尋ねをするのは、災害復旧に合わせて白川の中流域の我が町を含む河川整備計画をきちんと

立てる必要があるのではないかという点を町長にお尋ねをしたいと思います。 

そして２番目に、今度の水害を千載一遇のチャンスと言わんばかりに、早速立野ダムが必要だと、

そういう議論が持ち出されているようであります。熊本県議会も自民党を中心としてダム推進を進め

る。また９月の、今月の１１日に国交省が立野ダム建設事業の検証に係る検討、報告会みたいなのが

あったらしいですが、我々のところには全く情報も入ってこないし、参加することもできなかったと

いうことで、先日そのコピーをいただきましたが、約１００ページにわたる資料が配られて、それは
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それでいいんですが、この膨大な資料を９月１１日に渡して、関係住民から意見を聞くということで、

大津町では今月の２３日ですか、間は１０日前後しかない期間に、いわゆる河川について素人である

我々一般住民から意見を出せと言われても、土台無理な話であります。つまり、国交省はお前たちの

意見は聞いてやる、しかしもうダムをつくるんだと、帳面消しとしての説明会があるのではなかろう

かと心配をしているところであります。そこで町長は、現在の段階で立野ダムの建設が必要と思われ

るかどうかについてお尋ねをしたいと思います。 

第３点目に、それでは本当に立野ダムの必要性があるのか、あるいは効果はあるのか、そういう点

ですね。自然環境に及ぼす影響等も当然ございますが、このダムを、最初からダムありきでは、我々

も全く情報がないままどんどんつくられていったら大変なことになってしまう。そこで、河川の整備

計画策定を住民参加、また公開の場で進めながら、このダムのことについてもきちんとした検討をす

る、大多数の方が納得するのであればまだ話はわかるわけですけど、ダムをつくってしまったのでは

遅くなってしまうわけです。ご承知のように、熊本では日本一の清流と言われる川辺川のダムが、ま

さに中止に追い込まれました。当初予算が３５０億円のこの川辺川ダムが、最後は４千億円を超えて

も完成の目処すらつかなかったというダムです。また、これから始まります荒瀬ダムの撤去でありま

す、球磨川。現在の試算でも８８億円撤去費用がかかるということであります。一度つくったダムを

壊すとなると、これまた莫大な金がかかるということになってしまいます。 

そういうことで、以上の３点について、まず町長にお尋ねをしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 荒木議員の白川改修と立野ダムの件についてでございますけれども、両方と

も、もう何十年という前からお話が上がっております。白川の水系の計画は、議員おっしゃるように

下流地域については国交省直営でやっておりますけれども、小積橋から上につきましては県の管理の

中で計画がなされておりますけれども、ただずっと前にも、例えば錦野の圃場整備の折りに白川の河

川の１００メーター改修計画というものがありまして、その中で県は錦野地域の圃場整備区域を先行

投資されております。その後、なかなか我々としても河川改修をいろいろとお願いしてきております

けれども、小さな護岸工事関連等は計画的に進められておる状況でございます。もちろん、大々的に

はなされていないというか、これはやっぱり予算があってのことでございますので、この白川水系の

予算関連等については国でございますので、国の管理の下流地域から事業が推進されております。我々

も大きく声を大にして言ったんですけれども、下流から改修しなくてはまずいですというようなこと

で押し切ってこられておる中で、危険箇所の小さなところを改修して護岸工事がなされてきておった

わけでございます。今回の議員おっしゃるように、相当の雨量のために迫井手から下井手、上井手、

馬場上井手関連等の全ての頭首工をはじめ、白川水系の護岸におきまして大変な被害を被っておりま

すので、そのような計画につきましては国が３カ年で改修工事をやるというようなお話であります。

立野ダムにつきましては、それに伴いましてご覧のとおり、白川の幅が相当狭うございます。そうい

う意味におきまして、白川についての安全性、もちろん熊本市が一番でございますけれども、その辺

の安全性を考えられまして、立野ダムの計画がなされておりまして、一時は立野ダム、中止になると
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いうか、凍結をしておったような状況であります。大津町についてもいろんな原石山の問題、いろん

な問題でご相談をしておりましたけれども、その工事道路についてもなかなか先へ進めないというよ

うなことで、議会のほうにもご相談をしてきたわけでございますけれども、しかし今回の災害におき

まして、立野ダムの進行が早くなるんじゃないかなというふうに思っております。もちろん、議員おっ

しゃるように７月１７日に第３回目の立野ダム関係の説明会がありました。もちろん、今後について

は白川ダムの関連につきまして、学識経験者や地域住民関係、地方公共団体の意見を聞きながら、原

案の作成に入っていくというようなことでございますし、事業評価監視委員会あるいは案の決定に対

しては、本町の検討結果の報告をしながら、有識者会議に掛けながら、大臣対応、決定というような

手順で進められるというような話であります。もちろん、原案関係ができる前に地元熊本市と大津町

において住民説明会を開催すると聞いております。そのような中におきまして、我々として必要であ

るかどうかというのは、もちろん安心・安全に生活をしていくためには必要なダムであるというふう

に思っております。これにつきましては、島根県の松田川ダムができております。まだ２年しか経っ

ておりませんけれども、これも立野ダムと同じで、流水専用の流水ダムというようなことになってお

りますので、そのようなところから環境とかいろんな形で検査・調査が行われているような状況であ

ります。もちろん、先の竹田市におきまして稲葉川のダムと、それから蓬莱川のダム、この２カ所が

竹田市を流れておりますけれども、その一方の稲葉川のダムにつきましては完成しておりまして被害

が起きてない。ただし、蓬莱川につきましては凍結されておったような状況の中で、今回大きな被害

を被ったというようなことが報道されておるようでございます。そのような状況の中で、立野ダムの

果たす役割は地域住民の安心・安全のために、ぜひ必要なダムだというふうに思っておりますととも

に、白川改修はそれに合わせた改修工事を先にやっていただくように県のほうにお願いをしているよ

うな状況でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） ダムが必要であると、それが有効であるというのは、この国交省の報告書を

いただいたばかりでは、とても我々は検討することはできません。しかし、ある程度こういう心配が

あるというのは当然指摘することができるわけであります。穴あきダム、私も当初はダムに穴が開い

ているから水がさらさら流れて何の影響もないという国交省の言い分をそのまま信用していたわけで

すけれども、ご承知のようにダムの建設地は高森にいく鉄道ですね、鉄橋のあれより下ですよね。黒

川と白川が合流して、その下流のほうにダム計画地があるわけですけれども、阿蘇谷から大変な落差

があって、外国から言わせると滝みたいな川ですよね。滝みたいな状況になっているところに穴あき

ダムをつくる、これが５メーター角の穴が３つ開くから、そこから水がどんどん流れるから心配ない

と言われておりますが、しかし今度の水害で５メーターを超す岩石も流されたと言われております。

また、万が一ですね、その穴に立木、あるいは土砂がつまる可能性は十分あります。ガードを付ける

とかいろいろ言われているみたいですけれども、もしこの穴３つがふさがってしまったらどうなるか、

これこそ恐ろしいことであります。代継橋付近で１秒間に３千トンの計画水量ということが言われて

おりますが、もし１秒間に３千トン、代継橋で３千トンですから３千トンで計算しますと１時間でこ
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の立野ダム満杯になってしまいます。１万立米ですかね、１千万立米ですね。立野付近ですから、そ

の流量が３分の１であった場合は、いわゆる３時間でこのダムは満杯になってしまう、穴がふさがっ

てしまったらですね。そうすれば、その後、それで雨が止んでくれればいいわけですけれども、その

後も大雨が続き、またダムを超えて放流が始まった場合は、それこそ川辺川で指摘されたように、ダ

ムの放水で洪水が引き起こされかねない、そういう心配もあるわけであります。また、費用の問題で

あります。立野ダムは当初３２年前には四百数十億円で計画が始まって、既に昨年までで４２０億円

を使い果たしております。これからダムをつくるとなると、今の見積もりでは約９８０億円ですかね、

になるだろうと言われています。つまり、これから５００億円以上の税金が投入されるわけです。片

方では金がないから社会保障をどんどん切り捨てる、今の国の政治が続いておりますが、５００億円

あったらですね、白川河川改修は相当立派なものができるんじゃないですかね。ですから、百歩譲っ

てもですね、白川の護岸整備をきちんとやると、川底をさらったり、護岸工事、嵩上げをやったり、

あるいは川幅を広げる、あるいは説明会でもたしか出されているはずですが、湧水地を何カ所もつくっ

ていくということにまず大津町としては、大津町の町長としては最大限の力を注ぐべきではなかろう

かと思うわけであります。なぜかと言いますと、国交省の資料を見ましたら、白川中流部は阿蘇地方

の雨を一気に熊本平野に流す、そういう性質を持っている。そういう性質があるからこそ、洪水対策

が望まれる。しかし、中流部の氾濫を防止することは、下流側へさらに大きな洪水を流下させること

になる。つまり大津や菊陽のこの中流部を氾濫防止をきちんとやったら熊本市が被害を被るから、つ

まり中流部はそこそこしかやらんということを言っているようなものですよね。こんなひどい話はな

いわけです。本来、１級河川ですから下流から上流まで国交省が責任をもってきちんとした計画を立

てなくちゃいかんと私は思うわけです。そういう意味でもう一度お尋ねしますけど、中流域も含めた

きちんとした河川整備計画を早急に住民にちゃんと説明しながら立てるべきではないかと、それを求

めるべきではなかろうかと思いますけど、町長にその点についてもう一度お尋ねをいたします。 

それから、２３日に説明会があるみたいですけど、文化ホールですね。話を聞いてやるから、しか

し国交省の言うことを聞けというようなやり方は、とても許せんと思うわけですよ。君たちは素人だ

と、素人は俺たちの言うことだけ聞いてりゃいいんだというような感じとしか受け取れません。きち

んとした話し合い、説明会を続ける必要があると思うんです。先ほどいいましたように、ダムが本当

に効力がある、必要だと、効力があるということが納得できればですね、多くの人が、それは致し方

ないと思うけど、とても納得できる状況ではありません。昨日、ものすごく白川が濁りました、真っ

黒だったですよ。多分上流で雨が降ったんだと思いますけど、きょうになったら、またさらさらして

いました。穴あきダムのダムの上流はですね、あそこから落ちてきた火山灰、それから滝みたいな川

ですから岩石ががらがらやって、皆さんご存じのとおり、岩と泥と火山灰のよながダムの中にどんど

ん溜まっていくことは明らかであります。もしそうなればですね、白川の水は年から年中濁ってしま

うことは明らかであります。つまり河川環境がきちんと守れないという結果になると思うんですけど、

以上の２点について、再度お尋ねをしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 
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○町 長（家入 勲君） 白川改修、あるいは立野ダム、そしてまた黒川の湧水調整というようなこと

を一緒にして、国のほうは今計画をするというような状況でございますし、その計画の前の段階で住

民の皆さんの意見を聞いたり、いろいろと察していかれるというか、方向を決めていかれるというよ

うな日程であるようでございます。もちろん国の責任でやっていくのが当たり前のことであるし、そ

れは議員のおっしゃるとおり、私のほうもそのようなことで強く申しております。ただそれだけでな

く、大津町におきましては鳥子川がございますので、あの俵山に降った水が、もしも堤が切れた場合

は、あの鳥子をはじめ鳥子川、あるいは森地域に相当な被害があるというようなことで、この前もそ

のような状況等も考慮して白川の改修工事はやってもらわなくては困るというようなことをこの前の

関係市町村の中での意見交換の中で申し上げておるような状況でございます。例えば、上井手の関係

で大久保の調整池がございますけれども、もしあれがなかった場合は、上井手については相当街中を

床上まで上がるような状況にあったじゃないかなという心配もされておるような状況でございますの

で、今後については、議員おっしゃるような心配、それぞれの条項について説明会とか、そういうも

のの中でしっかりと県・国のほうに要望しながら白川改修をしっかりとしたものにやっていただくこ

とをまずこの地域、中流地域については一番望むところでもありますので、今後については国・県に

ついて十分なる意見を申し上げていくというようなことで改修関係の工事を進めていただきたいとい

うふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 白川の護岸工事の改修については、当然きちんとしたものに改修してもらう

というのが、そういうことは当然のことだと思いますし、我々議会としても力を合わせてやっていく

べき問題だと思います。しかしながらですね、ダムとなるとまたこれは変わります。先ほどの環境の

問題、それから上井手の大久保の調整池、これは本当にあれがなかったら町が洪水に遭っていたかも

しれない。それで、調整池については、我々も大いに賛成するわけです。ですから、白川に流れ込む

いろんな支流がございますから、以前高尾野に調整池つくってくれという話もしました。普段、高尾

野というのは水がないところですけど、私の前の水路は１メーター真四角です。秒速３メーターぐら

いで流れるんです。１秒間に３トンの水が上井手に流れ込んでいるんですよ。そういうところがいっ

ぱいあるわけです。ですから、上井手、白川に流れ込む水をそこで緩やかにするためには、調整池は

確かに有効なはずなんですけど、国交省あたりはそういうものは全くやろうとしない。菊陽に、津久

礼に調整池の案があるみたいですけど、田んぼでもあるからなかなかあれですけど、しかしそういう

有効な、ダムをつくらなくても有効な政策はあるはずなんですけど、どうも今の話ではダムが先にあ

る。ダムを前提とした計画、これでは取り返しがつかなくなってしまうということです。ちなみにで

すね、ダムのない１級河川というのは本当に貴重な存在です。それから、世界の阿蘇、観光地が世界

遺産登録の要望も出している。果たして世界遺産にふさわしいダムか。国立公園の北向山、この立野

ダムは高さが９０メーター、試験湛水をすれば、当然そこに水を溜めて北向山の原生林が枯れてしま

うのは、もうわかりきったことであります。ちなみに、球磨川の荒瀬ダムは高さが２５メートルです。

約４倍ですね、４倍の高さです。それほど巨大なダムがあそこにつくられようとしているということ
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です。一度つくって、これは失敗したなんて言ったら、もう取り返しがつかない大変な問題になると

思うわけであります。この問題については非常に水掛け論になる可能性もございますので、私も２３

日の説明会にはぜひ出席をして、機会が得られれば発言をしたいと思っておりますけれども、国土交

通省は国の金を使って膨大な人間を雇って、いろんな資料を持っているわけですけれども、我々はも

う全く金もない、時間もない、人手もない、そういう一般の町民の意見を聞こうとしないというのが

最大の問題ではなかろうかと思います。どうしても必要だというんであれば、我々を納得させるよう

な、そういう説明が本来必要であると、あらゆる疑問に答えると、そういう進め方が改めて求められ

ていると思います。この問題については、また機会を求めたいと思います。 

第２問目に移りたいと思います。大津町でも少なからずこの水害、被害が出ました。全壊が２戸、

半壊１７戸、床上１６戸、床下が４２戸ということであります。大津町は災害救助法はどうも適用外

となったようであります。そこで、被災をされた皆さん方に対して税や保育料などについて減免制度

があるわけですけれども、税にこの制度がきちんと利用されているか、フォローがされているか、そ

の点について、まずお聞きをしたいと思います。せっかく制度があるのに知らなかったという人がな

いようにするべきだと思うわけであります。 

また、農業災害見舞金、以前も質疑をしましたが、それからこの見舞金制度が要綱でつくられてお

りますが、１反未満については全く見舞金が出されないという矛盾を抱えております。さらには、住

宅被災者ですね、今回、家が床上になって、もう住めんとか、あるいは流されたとかいう人に対して

役場の職員、あるいは包括の人たちの大変献身的な努力は大いに評価をするべきだと思うわけです。

その中で、町営住宅の斡旋とかがなされて助かっているわけです。しかしながら例を挙げますが、せっ

かく町営住宅にどうぞ入ってくださいということで決まったと、しかし困ったと。敷金とか家賃をど

うやって払ったらいいんだろうかという心配が私のところにも寄せられました。町には条例でこうい

う災害のときには敷金とか家賃は免除する制度がありますから心配しないでもいいでしょうという話

をしたんですが、しかし条例を見る限りですね、役場の担当職員が、あなたは敷金・家賃は免除にな

りますから安心してくださいとは即言えないわけですね。そういう決まりがないんですもん。するこ

とができるとなっているけれども、こんな不親切なことではいけないと私は思うわけであります。こ

れを改善するべきだと。 

それから、先ほど言いましたように農業災害見舞金の１反未満の見舞金、この点についてまずお尋

ねをしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 今回の水害被害者関係等の救済関連についてのご質問でございますけれども、

議員おっしゃるように、水害被害者対策のあり方については、税や保育料の減免及び対象者へのフォ

ローに、あるいは農地に関する見舞金、住宅被災者の公共住宅優先入居に関する条例、要綱などの見

直しについて行っておりますが、税については大津町税災害減免条例、あるいは大津町国民健康保険

税災害減免条例に基づきましていっております。被災地内を把握されている区長さんと打合せを行い、

現地調査を実施しながら、被災された方々の聞き取りも実施し、漏れないように努めているところで
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もあります。 

次に、保育料の減免については、扶養義務者が被災を受け困難な場合に申請があり、調査の上で大

津町保育所入所児童の費用徴収規則第３条第１項による費用徴収減免措置に基づき減免となります。

災害見舞金及び税の減免との連携を図り、災害者支援に努めていきます。 

次に、大津町農業共済見舞金支給要綱は、見舞金の面積・要件を１千平方メートル以下にも支給さ

せよとのご指摘につきましては、今後検討させていただきたいと考えております。 

なお、今回の災害について、大規模でありますが国の災害普及対策に習い、被害が相当するあると

思われることから、別と大津町独自の農地及び農業用施設小規模災害復旧要綱を検討しておりますの

で、そちらの方法で検討できればと考えております。 

次に、住宅被災者に関しては、公営住宅法第２２条第１項による災害における公営住宅優先入居で

は、収入基準等の入居者資格を満たさない場合は、公営住宅の入居に関しての厳しい要件等がありま

すので、このたびの住居被害に遭われた方については、いち早く生活環境を整えていただくために、

開いている公営住宅を一時使用できるための災害時における町営住宅一時使用に関する要綱を７月に

制定いたしました。一時使用できる期間は６カ月を限度に、同時に住宅被災地に関しては町営住宅の

空き状況を調べ、被災者の体力消耗などの健康面も考慮し、お一人お一人に聞き取り、町営住宅への

入居希望がある方には早いほうで災害発生３日後には入所していただいております。 

細部については、担当部長のほうから説明を申し上げます。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 水害被災者対策で、税の減免についてご説明申し上げます。被害者が納付

すべき当該年度の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する者につきましては、減免

の措置を講ずることが適当である旨の国の事務次官通知があっておりますので、７月末日以降に納期

が到来する分が対象となりますので、固定資産税、住民税及び国民健康保険税とも第２期分以降が対

象となります。町長の答弁にもありましたとおり、７月２４日から固定資産税の減免調査を行いまし

て、ほぼ終了しております。実績といたしましては、固定資産の家屋及び宅地がそれぞれ４５件で、

納税義務者数は４４人で、減免額につきましては５７万６千７００円となっております。また、町民

税、国民健康保険税につきましては、その調査結果を基に、現在調査を実施いたしております。なお、

農地の減免調査につきましては、農政課と現在調査を実施いたしております。被災された方の減免に

つきましては、今後漏れ等がないように確実に進めていきたいと考えております。 

続きまして、被災された方の現在の入居状況についてご説明申し上げます。７月１２日の災害によ

る公営住宅への希望者は５世帯で、真木地区が１世帯、阿原目地区が３世帯、町地区が１世帯となっ

ております。それぞれがあけぼの団地に一時入居していただいております。公営住宅法により、災害

時の入居につきましては、入居状況を満たす必要がありますが、災害時に入居希望者で基準を満たさ

ない世帯があるため、開き住宅の使用が可能となるように、先ほど町長答弁でありましたように、災

害による町営住宅の一時使用に関する要綱を７月に制定しております。このことによりまして、入居

の状況を気にすることなく住宅入所が可能になり、被災者の方に速やかに生活の場を提供し、心身の
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安全を確保できたところでございます。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 農地に関する見舞金ですが、支給要綱で見舞金の額は１千平米当たり５万

円、１耕作者当たり２千平米を限度として１０万円支給しているところです。見舞金の面積要件につ

いては、先ほど町長が述べられたとおりです。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長併任子育て支援課松永髙春君。 

○教育部長併任子育て支援課（松永髙春君） 荒木議員の保育料関連についてのご質問にお答えいたし

ます。 

まずは今回の災害に保育所、それから家庭的保育事業関係においての調査を行いまして、該当者は

ありませんでした。災害見舞いについて、乳幼児のいる借家が半壊したところについては、自宅保育

をされておりましたので、災害後は町営住宅に入居されております。今後において、災害等により減

免の申請があれば、規則に基づいて行なっていきたいと思っております。 

また、減免に関する内規等についても、税の減免等との連携を図りながら、必要性により検討して

いきたいというふうに考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 問題は、罹災証明書を発行、申請されたということでありますが、被災をさ

れた方にいろいろ事情を聞いて、こういう制度が受けられますと、一つの窓口で、いわゆるワンストッ

プで対応できるように改善をするべきだと思うんです。これから地震があるかもしれん、また水害が

あるかもしれんということで、あなたはこっちの制度使います、ある制度ではあっちに行ってくださ

い、こっちに行ってください、申請しなかったらあなたの責任ですよということではあけないと。やっ

ぱり災害を左右するのは、そういうこういう災害があった場合のマニュアルをきちんと定めてワンス

トップで対応ができるように改善を求めておきたいと思います。 

もう１点だけ質問します。総務部長でわかるかと思いますけど、災害救助法は適用外になっており

ますが、被災者生活再建支援法に該当された事例は大津町にはございますでしょうか。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 被災者生活再建支援法につきましてですが、現在、被災された方の状況に

よりまして、今回、その方につきましての対応ができるように、福祉部のほうとも今連携しながら対

応しているところでございますので、該当する方につきましては制度に沿った対応が十分できるよう

に努めてまいりたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 国のこの被災者生活再建支援法、大規模半壊に該当すれば、概ね床上１メー

トルを超えるような床上浸水にあえば大規模半壊と見なすというような過去の事例もあるそうですの

で、そうすれば最低でも５０万円、それから家の修理とか何か必要であれば最高２００万円まで対象

になるそうでありますので、町でも床上浸水のお宅がございます。全壊はまた一目瞭然ですからわか

りますけど、大規模半壊に該当する可能性があればですね、住民の利益を守る立場から適用されるよ
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うにしていただきたい。 

時間がありませんので３問目に移ります。年少扶養控除廃止による増税の影響と子育て支援の拡充

についてお尋ねします。ご承知のように民主党政権３年前、なりものいりで子ども手当が打ち出され

ましたが、いつのまにか３年も経たないうちに子ども手当は事実上なくなってしまいました。子ども

手当が１年ちょっとですかね、一人１万３千円支給された時期がございましたが、ところが同時に年

少扶養控除が廃止になったということで、結局は子ども手当を１万３千円もらったころと比較します

と、子育て世帯にとっては負担増だけが残ってしまったわけです。 

そこで、町の住民税も扶養控除がなくなった反動で約１億円近く収入が、歳入が増えているはずで

す。子どもは社会の宝、町の宝でありますならば、まさに町が総力を上げて子育て世帯の負担を軽減

することは当然のことでなかろうかと思います。 

そこで、一つは保育料を引き下げること。熊本市と比較しますと、とりわけ所得税がかかるか、か

からないか。いわゆる所得の低いほうですね、割と低所得の世帯にとっては、熊本市の保育料と比較

しますと１カ月当たり５千円から６千円ですかね、５、６千円差がございます。年間にすると５千円

だと６万円大津町が高く払わなくてはならないわけです。これは一人の場合ですよ。２人だったらもっ

と差が広がってしまいます。熊本市なみに、とりわけ所得の低い世帯にとって保育料の引き下げを進

めること。それから、中学生の控除廃止もなくなりました。この際、中学校までの医療費の無料化の

ぜひ実現を求めたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 子育て支援関連等、保険医療関連についてのご質問でございますけれども、

はじめに平成２２年、税制改正の年少扶養控除廃止による増税で所得税、住民税の影響についてであ

りますが、この税制改革による町における個人町民税への影響については、平成２４年度予算計上に

おいて税制改正を適用した場合と適用しないで精算した額の差額を出しておりますが、その差額は約

５千６００万円です。なお、当初課税額を比較すると、平成２３年度が１１億７千５００万円、平成

２４年度が１２億８千６００万円ですので、約１億１千万円の増額ですが、これは納税義務者数の増

加約４２０人の他の要因も含まれておりまして、また所得税額につきましても同様に増額となる見込

みです。一方では、これまで地方特別交付金で対応していた子どものための手当の地方負担分の増分

と自動車取得税交付金の減収補てん分がなくなり、地方税の増収分で対応することになったことや、

子育て支援交付金等の国庫補助金が一般財源化され、地方増税分で対応することになりました。平成

２４年度は前年度と比較して大津町では８千万円ほどが負担増となっておりますが、大津町は子ども

も多く、若い世代をこれからも支えていくことが必要なことから、地方税の増税分を超える経費は町

としては子育て関連経費等に措置していることであり、このように地方増税分は貴重な財源でありま

すので、十分検討しながら住民福祉向上のための財源措置を行っていきたいと考えております。 

次に、子育て支援の拡充についてでありますが、大津町の保育料は菊陽町とほぼ同額でありますが、

熊本市や合志市と比較しますと高い階層もあります。子育ての中の家庭において、社会の経済状況及

び出産後の社会復帰により保育所入所の希望者は増加するばかりで、保育料の占める割合は家計の重
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要な部分だと察してはおります。町としても保育料については子育て支援の重要事業であると認識し、

これまで毎年約１億円程度の補助を行いながら保育所整備を行ってきました。しかしながら、議会全

員協議会でも説明しましたが、町の子育て支援の充実と美咲野団地の予想以上の契約増、平成１９年

度からの出生数も増加し、特に０歳から２歳児の保育所希望が増加し、待機児童も増加している状況

です。転入者の増加により、子どもの数が増えることはありがたいことですが、予想以上の増加によ

り、保育所の整備・運営費はもちろん、分離校建設や子どもの医療費の増加、健診や予防事業等の経

費も増加している状況です。今後も待機児童対策はもちろんですが、子育てに夢が持てる町として、

住民の皆さんが安心して子育てできる環境づくりの整備と支援策の充実に努めてまいりますので、ご

理解をいただきたいと思います。 

次に、年少扶養控除廃止となった中学生までの医療費無料化を求めることについてでありますが、

大津町では平成２０年度に小学校６年まで子ども医療の助成を拡大したところであります。菊池郡市

におきましては、合志市が小学６年までの助成で、菊池市と菊陽町が中学３年までの助成となってい

ます。医療費の無料化は、一方で国民健康保険をはじめとして医療給付費の増加や国民健康保険税の

値上げ等をもたらすことも懸念されております。今後熊本県内の助成状況や町の財政状況等を十分に

勘案し、菊池管内で拡大されている市町を参考にしながら慎重に検討していきたいと考えております。

これまでにも中学生に対する医療の無料化等については、負担関連等についてのいろんな形で検討を

させてきておりますので、担当部長のほうから説明をさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長併任子育て支援課松永髙春君。 

○教育部長併任子育て支援課（松永髙春君） 荒木議員の保育料関係についてのご質問にお答えいたし

ます。 

先ほど町長のほうからもございましたけれども、大津町は転入者の増加や、特に０から２歳児の保

育所希望が増加し、保育所の希望が年々増加しております。保育所の整備に対する補助、私立保育所

に対する負担金、それから子どもの医療費の増加、健診や予防事業の経費、そして分離校等の教育費

等も増加している状況でございます。ちなみに、私立保育所に対する負担金を例に挙げますと、平成

２０年度決算で約４億７千７９０万円です。平成２４年度決算見込みですが、今回の新規保育所関連

の補正分も含めて計算を概算いたしますと約７億３千７１０万円となります。４年間で約２億５千９

２０万円の増加。その中で、一般財源は６千５００万円の増加となっております。今後もしばらく増

加していくことを考えますと、熊本市なみの保育料の設定については大変厳しい状況でございます。 

それと、所得税法の年少扶養控除廃止による影響ですが、廃止前により査定をしておりますので、

保護者等の負担は前年度とほぼ同程度と思います。これは、厚生労働省雇用均等児童家庭局長からの

地方自治法第２４５条の４第１項の規定に基づく技術的助言による取り扱いとなっておりますが、以

前は厚生労働省からの通達でしたので、現在は地方自治体の裁量によるものとなり、技術的助言によ

る取り扱いとされていものです。保育料が増額とならないように、扶養控除廃止による影響を遮断し

たものです。この取り扱いにおいては、大津町保育所入所児童の費用徴収規則に明記しておりません

でしたので、早急に追加して整備していきたいと、今、準備しているところでございます。 
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○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 年少扶養控除廃止が影響がないというのは、これはまたおかしな話です。私

の試算では年収４００万円以下の世帯で子どもさんが２人おれば、一人分でですね、所得税住民税で

最低でも５万２千円が増税になるんですよ。子ども手当が１人１万３千円だったのが、今度は児童手

当に減額されました。それで差し引き１０万円以上の負担増になるんです。以前の自公政権時代の児

童手当と比較すれば、確かにあまり変わらんかもしれませんけど、民主党政権が打ち出した、半額で

はありますけど子ども手当時代と比べると負担増になったことは明らかであります。それから、９月

１６日の熊日でアンケート調査がなされております。社会保障についてのアンケートであります。子

育て支援についてどう思うか。ここで、施設の拡充やサービスの向上、こちらが６８.５％の方が保育

所など施設の拡充やサービスの向上を望むと、約７割ですよ。いろいろ金を使ったと言いますけど、

子どもが少ないところは、例えば南阿蘇村はもっと保育料は安いんです。子どもが少なければうんと

金使ってもいい。しかし大津は子どもが多いからそんなに金は使えない。これは相矛盾することです

よ。将来は子どもが減るかもしれない。子どもが多いときはうんと負担をしてもらうというのは、一

貫性がいなんですね。子どもが多ければ、町が子どもに使う財政を減らすというのは、同じ子どもに

対してそれは差を付けることになります。子どもが増えれば、これはうれしい悲鳴として受け止めて、

本当に子育て日本一という看板にふさわしい、それに応える政治が私は求められていると思います。

このことを指摘をしまして、もう時間がございませんので、引き続き保育料の引き下げ、中学校まで

の医療費の無料化、早急に実現をされることを望んで一般質問を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。２時１０分より再開いたします。 

午後１時５９分 休憩 

                    △ 

午後２時１０分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

月尾純一朗君。 

○８番（月尾純一朗君） こんにちは。公明党の月尾純一朗が一般質問をさせていただきます。 

はじめに、７月１２日に発生した九州北部大水害で亡くなられた方々に心からお悔やみを申し上げ

ますとともに、被災された多くの皆様にお見舞いを申し上げます。大津町でも白川流域、平川流域、

矢護川流域をはじめ、多くの地域でたくさんの方々が災害に遭われました。心からお見舞いを申し上

げます。１日も早い復旧を、共に頑張っていきたいと思います。私は、本年６月の議会で災害時の対

策本部たる役場庁舎の早期の建て替え並びに聞こえにくい防災無線の代わりに防災無線ラジオの取り

組みを提案されていただきました。その直後の７・１２であります。いつ、何が起こるかわからない、

いつ、何が起こってもおかしくない、それは奇しくも我が大津町でも同じであるということが実証さ

れた出来事でもありました。５年や１０年は大丈夫などと言っていないで、町民の安心と安全のため、

１日も早い取り組みをなされるよう町長、執行部に再度提案をしておきたいと思います。「コスモスは

倒れたるままに咲き満てり、とんぼうあまたとまるしづかさ」、嵐に倒れても地面に接した茎から根を
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生やして立ち上がるコスモスの強さを読んだあららぎ派の詩人土屋公平の歌であります。コスモスの

秋は読書の秋であり、食欲の秋であり、スポーツの秋であります。オキストシンというホルモンがあ

ります。オキストシンは、他者への信頼感を増し、人間の行動や精神に、より前向きに影響を与える

とされ、他者と積極的に関わっている人は、このホルモンの分泌が多いと言われています。私も大い

に動き、語り、学ぶ秋としたいと思います。 

本日は、１、加藤清正をＮＨＫ大河ドラマに、２、生涯学習都市宣言を、３、ミストシャワーで子

どもたちを熱中症から守れの３点を町長、教育長にお尋ねいたします。 

第１問目、加藤清正をＮＨＫ大河ドラマについてお尋ねいたします。この質問は、平成１９年３月

の議会で私が一般質問をさせていただきました。答弁の中で、家入町長は本当に素晴らしい方であり、

大津町は恩恵を被っていると思っている。県や熊本市の動向も考慮し、要望される場合は実現に向け

て一緒になって連携を取っていきたいと述べておられます。その後、どのような動きがあったのか、

お尋ねいたします。 

私は、本年８月に京都府長岡京市に文教厚生常任委員会の研修で行かせていただきました。長岡京

市は、委員長報告でもあったとおり、二度に渡り都が置かれたところであり、歴史文化の宝庫であり

ます。さらに、秀吉の大返しで有名な日本を代表する交通の要衝でもあります。市役所の窓からは、

あの天王山を見ることができます。さて、私たちはこの長岡京市で勝竜寺城を視察・研修させていた

だきました。この城は、かの細川ガラシャ夫人が嫁いだ城として有名であり、さらに秀吉が光秀を打

つ山崎の合戦で光秀が本陣を築いたところでもあります。この長岡京市では、明智光秀、ガラシャ夫

人らに有縁の福知山市や亀岡市など８市でガラシャ夫人を大河ドラマにというＮＨＫ大河ドラマ誘致

推進協議会を設置し、２年後のテレビ放映化を目指しています。市の説明の中で、大河ドラマが実現

すれば、その経済効果は計り知れないと言っておられました。まさしくそのとおりであると私も思っ

ています。加藤清正を大河ドラマに出てもらい、再び元気大津の大河の源流を創り出してもらいたい

と思います。おもしろいのは光秀の最後の句は、「時は今 雨が下しる 五月かな」であり、ガラシャ

夫人は「散りぬべき時知りてこそ世の中の花も花なれ人も人なれ」と詠んでいます。二人とも時とい

う言葉を謳い込んでおり、いざというときを大事にしていたし、知っていたんだなと教えられました。

私も政治に関わる者として、この時というものをしっかりと学んでいかなければならないと痛感させ

られました。加藤清正を世に出すとき、大河ドラマに出すときというものもあるんだろうと考えます。

そして、それは５年前に熊本城築城４００年を向かえた今であり、加藤清正生誕４５０年を向かえた

今であると思っております。９月２日まで県立美術館で加藤清正展が催され、私も見に行きました。

全国から多くの方が見に来ておられました。加藤清正の人気は不動であります。また、高まってきて

おります。 

さて、加藤清正とはいかなる人物か、改めて言う必要はないと思いますが、豊臣譜代の剛勇、賎ヶ

岳の七本槍の一人、昭君の間の建設でも知られる忠義の人、築城の名人、治水の神様、加藤清正を称

する言葉は数えきれません。しかし、私たち大津町の人間が忘れてならないのは、４００年後の今日

の大津町の発展の礎を築いた大恩ある人物であるということです。清正は、天正１６年、１５８９年
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６月２７日、二重の峠から初めて大津入りをしました。２７歳のときです。大津覚え書きによると、

清正は道案内のものに、あの草野に白川より水を分け流し田地とする工夫なきかと尋ねたと記してい

ます。大津から熊本市にかけての平野部は、そのほとんどが茅が生い茂った荒れ地であったと思われ

ます。このとき清正は胸中に上井手・下井手の開削という大構想を描いていたとしています。その後、

清正・忠宏・細川氏と受け継がれ、上井手・下井手は完成したのです。あの緑輝く見事な水田地帯も、

加藤清正がいなかったらできていなかったかもしれないのです。ただの茅野が広がっていただけだっ

たら、今の大津町の発展はなかったかもしれません。しかし、本年７月１２日の大雨による大水害で

白川も上井手も下井手も大きな被害を受けました。加藤清正は大津町にとってかけがえのない大恩人

であります。そういう意味で、一日も早い復旧をしていくとともに、このときに加藤清正を大河ドラ

マにという運動を大津町から起こしていくことは、恩に報いる行動として当たり前だと思いますがい

かがですか。平成１９年３月の一般質問でも申し上げているとおり、加藤清正公、忠宏公顕彰会の皆

さんが大河ドラマの実現へ向けて運動を展開しておられます。県も熊本市も動いています。山形県鶴

岡市も動いています。このまま黙って流れを見ていれば、大河ドラマは実現しても、恐らくそのほと

んどは熊本市に取られるでしょう。もしかしから、菊陽町の鼻ぐり井手や杉並木ぐらいは出てくるか

もしれません。大津町は出てこないでしょう。そうならないためにも、待っているのではなく、大津

町からそのうねりを起こしていく必要があるのではないかと思います。加藤清正が馬に乗って二重の

峠を駆け下りてきて、大津平野の一面の茅野原を見下ろしている勇将が画面に出てきたら、阿蘇山と

熊本城の中間にあり、４００年の歴史と文化を育んできた大津町に全国から多くの歴史ファンをはじ

めとする観光客が押し寄せてくる、そういう夢を家入町長とともに見たいなと思いますがいかがでしょ

うか。加藤清正をＮＨＫ大河ドラマにという運動をよそからの呼び掛けや要望を待つことなく、大津

町が積極的に取り組んでいく、そういう考えがないか、お尋ねいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 月尾議員の加藤清正のＮＨＫの大河ドラマの実現についての動き、どうであっ

たかというようなことをまず、１９年３月の議会から、その後の状況について大変申し訳ありません

けれども、大津町自体としては動きを取っておりません。ただし、議員おっしゃるように、熊本市や

県のほうでも動きは、実行委員会をつくりながら１７万の署名を出し、ＮＨＫのほうに要望されてい

るようでございます。我々もその前に菊陽町、そして荒木県議、そして韓国のメディアの代表の方と

さんさん広場で意見交換をやりまして、加藤清正の問題と、それから韓国の状況の問題、そのような

状況の問題もありまして、なかなかタイミング的にどうであるかというようなのも検討しなくちゃな

らないんじゃないかなと。そして、ＮＨＫのメディアの話によりますと、加藤清正、本当に人物がま

じめであるし、土木行政関連等にはたえておりますけれども、ＮＨＫドラマとしては、今、あの当時、

何となく何かが物不足であるというような話を聞いておりますけれども、今、この時代になりますと、

まじめな人の人物像をしっかりとＮＨＫが全国に発信するためには、加藤清正なくてはほかにいない

人物ではないかなというような思いをしますので、もし地元の実行委員会、あるいは推進、そういう

委員会が月尾議員が先頭に立って引っ張っていかれれば、我々もできる限り支援をやっていきたいと
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いうふうに思います。いろんな世界の情勢も、中国をはじめ韓国情勢との竹島問題もいろいろござい

ますので、その辺のところを十分考慮しながらやらなくちゃならないんじゃないかなとＮＨＫも思っ

ておりますけれども、しかし地ごしらえだけはやるべきではないかなという思いもありますけれども、

残念ながら今まで私ども何も仕掛けることができなかったというような状況でございますので、もし

そういう町民の皆さんが一丸となって署名活動をしながらＮＨＫのほうに要望ができれば、これも一

つの県・熊本市・菊陽町・大津町、あるいは南のほうの・・文化の方々と一緒になって要望ができて

いるんじゃないかなというような思いもありますので、今後については検討をさせていただきたいと

いうふうに思います。 

○議 長（大田黒英生君） 月尾純一朗君。 

○８番（月尾純一朗君） 前に進めていただくというご答弁をいただいておりますけれども、私が二度

目の質問をするという意味は７点簡単に挙げさせていただきますと、平成１９年の質問からもう５年

も経っているということです。やはり先ほども言いましたように時が大事でありますし、今を逃がし

たらですね、その時ではなくなってしまうのではないかなという思いがしております。２番目は、加

藤清正の大恩に報いなければならない。恩を返すというのが我々人間の道ではないかなと常に思って

おります。３点目は、歴史文化遺産を知り、後世に残していく、これが大事なことである。このＮＨ

Ｋ大河ドラマに出すことによって、我々自身も、この素晴らしい遺産というものをもう一度見直す機

会があるのではないかなと。また子どもたちにそれを伝えていくことができるのではないかなと思い

ます。４番目は、輝く水と緑、清正がつくった部分もたくさんありますが、その辺をやはり後世に残

していかなければならない。５番目は、１年間に渡って放映されるわけでありますので、テレビを囲

んで大人と子どもたちが一緒に加藤清正を語り、歴史を語り、大津町のことを知っていくと、そうい

う子どもたちに夢を与えられるチャンスではないかなと思っております。また、大津町に来られた新

しい人たちにも、大津町の歴史というものを知っていただき、ずっと大津町に住みたいという思いを

していただくチャンスではないかなと思います。６番目に、私は他の自治体には負けたくないと、熊

本市に取られたり、菊陽に取られたりしないで、大津町が一番加藤清正に対する恩というものに報い

ながら表現していく、それが大津町でなければならないんじゃないかなと思っております。７番目は、

絶大な経済効果というものをやっぱりもう一度しっかりと町は見ていくべきじゃないかなと。企業が

縮小したり撤退したりしていく中で、「元気大津」という言葉が何となく消えそうになる、そういうも

のを防ぐ大きな力になっていくのではないかなと思っております。町長のほうからは取り組んでいく

というご答弁をいただいておりますのでよろしくお願いいたします。 

２番目の質問に移らせていただきます。大津町に生涯学習都市宣言の考えはないかであります。私

は本年８月、長岡京市と同じく文教厚生常任委員会の研修で京都府亀岡市に行かせていただきました。

ガリレア亀岡という大変立派な生涯学習の拠点施設で研修をさせていただきました。まず平成１８年

１２月の教育基本法改正で生涯学習の理念が盛り込まれています。その内容は、国民一人一人が自己

の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたってあらゆる機会に、あらゆる

場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことができる社会の実現が図られなけれ
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ばならないというものです。この改正のはるか以前に、静岡県掛川市や京都府亀岡市では、生涯学習

の重要性を認識し、生涯学習都市の宣言をしています。掛川市は昭和５４年、亀岡市は昭和６３年で

あります。生涯学習とは、一生涯を通じて学び、人生を豊かにすることであります。家庭教育、学校

教育、社会教育、民間が行う各種教育、企業内教育、スポーツ活動、文化活動、趣味・レクリエーショ

ン活動、ボランティア活動などです。町民の誰もがいつでも、どこでも自己に適した手段・方法で学

び続ける町民主体の活動であります。２１世紀は個人の価値観に合わせて心身共に充実した生活を営

む質的な豊かさを実現する時代と言われています。町民一人一人が潤いのある生活を送るためには、

生涯にわたって学び続けなければならないとも言われています。亀岡市では、生涯学習について、超

高齢社会、人口の減少、国際化、情報化、科学技術の革新、環境問題の顕在化など、変化する社会の

中で自己実現を図り、自己の生活を向上させ、発展させるには、絶えず新たな知識や技術を身につけ、

自ら判断し、行動する能力を養うことが重要であり、物の豊かさとともに心の豊かさを育む上で大き

な意味を持つものとしています。亀岡市は、生涯学習都市宣言文の中で、常に今何をなすべきかを問

い掛け合いながら云々としています。今年大津町では１００歳以上の方が１４名おられるとお聞きし

ています。また、いわゆる団塊の世代の皆さんが６５歳以上の高齢者に突入しました。大津町では、

この超高齢化社会の皆さん、そして団塊の世代など、新たに高齢者の仲間入りをされた皆さんに対し

てどのような取り組みを考えておられるか。そして、スポーツや歴史、文化、芸術、環境など、大津

町の素晴らしい宝を後世に継承していくために、生涯学習都市宣言をしていく考えがあるか、お尋ね

いたします。 

次に、ガリレア亀岡のように大変素晴らしい生涯学習の拠点を今すぐつくることはできないとして

も、大津町の生涯学習施設の現状はあまりにも稚拙ではないでしょうか。生涯学習センターは文化ホー

ルの名前を書いただけの実態のない施設です。また、様々な施設がばらばらに散在しています。町民

の生涯学習への認識を高め、より多くの人たちが参加していくためには、町はしっかりとした環境づ

くりをしていかなければならないと思います。将来、生涯学習関係の施設を集約していく考えがある

か、もしくはそれに匹敵するような抜本的な取り組みの考えがあるか、お尋ねいたします。 

次に、大津町には多くのボランティアグループ、ＮＰＯ、その他の市民団体があります。これら団

体の活動交流の場、町民との情報交換の場、県や他の自治体との連携、またその事務局の設置など、

多くの町民を生涯学習へと導いていくきっかけが必要であると思います。大津町にそのような取り組

み、組織づくりなどの考えがあるか、お尋ねいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 月尾議員の生涯学習都市宣言という中で、ご質問されました今度の高齢化社

会における対応について、どう団塊の皆さんにお願いをしていくかという件でございますけれども、

もう議員ご承知のとおり、年金や医療党の社会保障関係等がどんどんと増加傾向にあります。これを

どう抑えるかというのは、まだまだ団塊の皆さん、若うございますので、人生８６歳女性はというよ

うな状況、男性８０歳というような状況でありますので、ぜひ再度社会貢献に頑張っていただけるよ

うな働きかけというか、そういう意識をしっかりと持っていけるような政策というか、対応をしてい
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かなくちゃならないんじゃないかなというふうに思っております。もちろん、そのような施設関連等

の活用も必要になってくるわけでございますけれども、身の丈にあったような施設ということになる

と、今、我々の生涯スポーツに関する起点施設は、大津町の運動公園であり、そして文化教養に関す

る起点施設としては、生涯学習センターを考えておりますので、その他多くの施設関係がございます

ので、その活動関連等は、それぞれの役割分担に基づいて情報を共有しながら、町民それぞれの声を

聞きながら、何をやっていくかというような形を町民の中から上げていかれる、そのようなことがで

きるような支援はやっていかなくちゃならないんじゃないかなというふうに思っております。もちろ

んそのためには、議員おっしゃるような組織関係、いろんな組織が今どんどんとできてきております。

そういう組織の皆さんをばらばらでなく、それぞれの組織の、違った組織もたくさんありますので、

そのような連携というか、協議会というか、そういうものをつくりながら、どのような働きかけで今

後の社会というか、構成を生かしていくかというような形、これにつきましては、やっぱり先人たち

の知恵とこれから後世の人たちの知恵を生かしていけるように組織づくりというか、そういうものの

活性化を図っていく必要があるというふうに思っておりますので、そういう組織統合についての検討

というか、それぞれのまちおこし大学関連等の役割として、今後そのような形の中で組織の統一を図っ

ていければなというふうに思っておりますので、まだまだこれからの人生をしっかりと送っていただ

くためには、高齢者の皆さんの知恵であり、実行力を期待しておりますので、それに対する支援を考

えていかなくちゃならないのは確かでございますので、ぜひ住民の皆さんの力をお借りしながら協働

のまちづくりに邁進していかなくちゃならないんじゃないかなというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） 月尾議員の②と④に関わりまして答弁させていただきます。 

まず、市民ニーズの把握により、生涯学習プログラムの充実を図る考えがあるかということでござ

いますけれども、結論を先に言わせていただきますと、充実を図りたいという考えは十分にあります。

改正教育基本法第３条の条文につきましては、先ほど議員が述べられたとおりでございます。これを

踏まえまして、大津町の教育目標は、家庭・学校・地域・行政の緊密な連携の基に生涯学習社会を目

指した教育の推進をするということであります。議員のご指摘のとおり、高齢化、国際化、情報化、

科学技術の革新等の進展に伴いまして、知識基盤社会となっております。速いスピードで社会は変化

していきます。その変化の中で、それぞれの夢を実現するためや豊かな人生を送るためには、生涯学

習の充実が必要であり、その成果を生かす場や機会を提供することによって、生きがいを見つけるこ

とができるものと考えます。生涯学習は、強制されるものではなく、自発性、自主性による学びや活

動でありますので、住民のニーズに合わなければ用意したプログラムが生かされないと思います。で

すから、広く住民のニーズをどのようにして把握するかが一番の課題であると考えております。現状

では、担当課でプログラムを作成し、開校講座終了後にアンケート調査を実施して事業展開できるも

のについては次年度に活用する方向でプログラム作成につなげているところでございます。その周知

は、月１回発行しております生涯学習情報誌でありまして、これを通して全町民の方々に情報が完全

に行き渡っているとは必ずしも言い切れないと思っております。自主的に学び、活動するのが生涯学
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習の基本でありますが、相互の情報交換がなければ、既成のプログラムも新規のプログラムも活用が

できないので、講座に限らず大きな行事においてもアンケートや意識調査を行い、住民ニーズに即応

できる体制を整えていきたいと考えております。今、新しい講座開設準備をしているものは、ＮＩＥ

の講座でございます。これは、高齢者講座の内容の一つとして、新聞を通して人生を楽しもうという

テーマの基に、熊本日々新聞の新聞活用センターの越地真一郎さんを講師にお迎えしての講演会があ

りました。その講演を聞かれたお一人の方が、新聞のおもしろさと新聞による交流によってつながり

をつくる魅力を感じられまして、もっと新聞を通した学習をしたいという意欲を喚起されたようでご

ざいます。そこで、早速生涯学習課の担当者のほうへ講座開設を要望されました。そして、社会教育

課の中でこの講座が行われています地域が宇城のほうにございますので、そちらのほうにお出掛けに

なられまして、中心になられている方々からいろいろお話を聞かれまして、ご自身でもまたこの講座

を開設したときに仲間となっていただける方を大津町の有志の方々に声掛けをされまして仲間を募ら

れました。一応、人数も十数名に見通しが立ったということ。それから、講師としてお招きしたいと

考えていらっしゃる越路先生のほうも承諾をされたということで、１０月に開校の予定でございます。 

このように、自分から積極的にプログラムを持ち込まれる場合が一番好ましいとは思いますけれど

も、なかなか全員がこのような形にはなっていきません。そこで、住民ニーズをどのような方法で把

握するのか、そしてまたそれをどのようにしてプログラムするか、そのためにはどういう条件整備を

しなければならないか、この後また検討していきたいと思います。しかし、行政だけでは情報不足と

か、必要な人材確保が十分にできないことも考えられますので、議員のご質問にありますように、生

涯学習に取り組まれているＮＰＯとか市民グループの活動との連携、これは有効であると私も考えま

す。そこで、生涯学習に取り組まれている各団体がどのような活動をなさって、いくつぐらいあるの

か、私自身正直なところまだ十分把握できておりませんので、そういった関係の把握とか、また連携

を図る組織のメンバー構成をどうするかとか、連携する内容、それから連携の方法等、今後検討させ

ていただきたいというふうに思っております。そういった連携活動の拠点は、やはり生涯学習センター

が適当ではないかと考えているところでございます。 

○議 長（大田黒英生君） 月尾純一朗君。 

○８番（月尾純一朗君） 町長の答弁の中で生涯学習都市の宣言をするという答えがなかったかと思い

ますので、その辺をもう一度お尋ねしたいと思います。生涯学習については、今多くの町民の皆さん

が何かをしなければならない、何かをしたい、だけど何をすればいいかわからないというような言葉

が聞かれます、思っておられますと思います。これまで第一線でばりばりと頑張ってきた人たちが何

もしないでじっとしていると脳が衰え、手足が衰え、体が衰えてきます。認知症になったり、うつ病

になったりもします。当然、個人にとっても、町にとっても医療費の増大にもつながってきます。町

は、町民の一人一人が生涯学習に取り組めるようにしなければならないと思っております。ぜひこの

生涯学習都市の宣言をするということをもう一度ご答弁をいただきたいと思います。 

また、今、教育長がお話になった、どういう形で事務局というのは進めていけばいいのかというこ

とについては、私たちが研修に行った京都の亀岡のガリレオ亀岡というところの３階に事務局員を３
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名ほど入れて６０団体ぐらいの団体を取りまとめておられますので、そういう勉強もされたらいいん

じゃないかなと思います。町長の答弁を求めます。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 生涯学習宣言都市を宣言するということについては、前向きで検討していき

たいと思いますけれども、今、町が先行してやっても、なかなかそれが住民の皆さんに浸透していく

かというのは疑問であるというふうに今考えておりますので、やはりそれぞれのグループ、それぞれ

の団体、あるいはそういうところからやろうという気持ちが出てきた段階で宣言をしていったほうが、

住民の力、住民の皆さんで行う、そういう行動を願っておるというようなことでございますので、前

向きでそういう方向性については検討をさせていただきたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 月尾純一朗君。 

○８番（月尾純一朗君） 町長がやると言われれば、大津町の職員は皆さん優秀な方がたくさんおられ

ますし、住民もたくさんおられますので、実現をしていくと思います。宣言をする決めた上で何をど

うしなければならないかということは、しっかりと検討をしていけばいいんではないかなと思ってお

ります。 

３問目の質問に移ります。ミストシャワーで子どもたちを熱中症から守れであります。今年の夏は

異常でした。これまで経験したことがない大雨が終わったと思ったら、毎日３５度を超す猛暑の連続、

日本全国熱中症で倒れる人が相次ぎました。消防庁が調べた今年５月末から８月２２日までに熱中症

で搬送された人の数は４万１千２０人、うち死亡者は１４５人、重症が１千４３８人、中程度の症状

が１万４千４４８人なっています。保育園や幼稚園、小学生も悲鳴を上げています。この子どもたち

の命を守り、健康で明るい毎日を提供していく、快適な学習環境を創り出していく、それは私たち大

人の責任であると思っております。私はこれまでの一般質問で、ゴーヤやアサガオによるグリーンカー

テンの提案をしてきました。これはすぐに取り組んでいただき、大いに効果があったと伺っておりま

す。その後、校庭の芝生化を提案しました。これは、まだ町並びに教育委員会のご理解が得られず、

実現には至っておりません。今回は、ミストシャワーについて設置の提案をさせていただきます。ご

存じのように、ミストシャワーとは人工の霧のシャワーです。水道水を微細な霧状にして噴射し、そ

の気化熱によって周辺気温を下げるものです。熱中症対策、低コストの設置費用、使用エネ効果が期

待できるなどの理由から、今、全国の小・中学校、幼稚園及び各種公共施設等で取り組みが進んでい

ます。まず全国の各地からの取り組みの状況をお話させていただきます。神奈川県秦野市では、子ど

もたちの熱中症対策の一環として、市内の小・中学校、幼稚園などに試験的に設置、昇降口や砂場な

ど、子どもたちの行き来が多い場所に設置。野外活動などの際に利用されているひんやりとして心地

よいと好評であります。今後全ての幼稚園、小学校に設置していく考えがあるとのことです。奈良県

では、奈良公園内の藤棚で実施。多くの観光客が弁当を食べにきたり、鹿が休憩に来ているとのこと

であります。京都市では、ＪＲ京都駅前のバス乗り場にドライ型ミストシャワーを設置しています。

私も先の委員会研修で見せていただきました。また保育園、幼稚園、小学校など１００カ所に簡易型

ミストシャワーを設置しています。静岡県沼津市では４つの小学校、５つの中学校に設置しています。
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茨城県取手市では、全市立小・中学校で設置、教育委員会は子どもは一つのことに夢中になると水分

補給を忘れがち。ミストシャワーを使うことで熱中症に気を付けようと思い出してくれればと言って

います。また寺原小の沖田校長は、子どもたちの笑顔を見ているとこっちも暑さを忘れると言ってい

ます。福岡県糸島市では、全２５の小・中学校に設置しています。心もリフレッシュでき、授業への

切り替えもしやすいと喜ばれています。るるご紹介をさせていただきましたが、全国取り組んでいる

自治体、教育現場、子どもたちすべてに共通して言えるのは、設置してよかったという喜びの声であ

ります。 

お尋ねいたします。大津町の宝、子どもたちを熱中症から守るために、公立のすべての保育園、幼

稚園、小・中学校にミストシャワーを設置する考えはありませんか。 

次に、大津町は輝く緑と豊かな水の町であります。大津町には本田技研などの企業関係者が全国か

ら来られます。また、スポーツ関係者の交流も盛んに行われています。また、阿蘇くまもと空港に連

携する観光の玄関口としての機能もあります。これら大津町を訪れる皆さんに大津町の豊かでおいし

い安全な水を紹介する必要があると思います。大津町に来て、ミストシャワーを利用して、ほっと命

が救われる思いがした、そんな一言が聞きたいと思いませんか。役場、町民交流センター、大津駅、

中央公園、スポーツの森などにミストシャワーを設置する考えはないか、お尋ねいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 熱中症予防としてのミストシャワーの設置についてでございますけれども、

議員おっしゃるように、近年において公共の場での設置が増加しておりますので、今後について教育

施設等での検討を今考えているところでございますので、その辺につきまして教育部長のほうから答

弁させます。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 月尾議員のミストシャワー関連について答弁いたします。 

熱中症に対する対応策については、テレビや新聞等で盛んに取り上げられ、熱中症対策のアイデア

用品などの製造販売が盛んになっております。その一つとしてミストシャワーも同様にいろいろな方

法で普及しているようでございます。大規模なものから安価で電気を使わないものまで、様々なもの

があるようでございます。愛知県内の小学校で設置されているところに問い合わせてみたところ、水

道の蛇口と直結し使用するため、噴射には電気が不要であり、水道料金のみで運転可能なものもある

とのことです。１セット約５千円程度というふうに確認をしております。ほかの自治体の実施状況や

その効果、費用などを調査いたしまして、保護者等の意見を聞きながら検討をしたいというふうに思

います。 

○議 長（大田黒英生君） 月尾純一朗君。 

○８番（月尾純一朗君） 町長がいつも言われるように、大津町の子どもは町の宝であります。未来の

宝であります。今、部長のほうからお話があったようにわずか５千円ぐらいで済むし、水道代もわず

かで済むということでありますので、まず子どもたちの命を救う、また学習環境を徹底していくとい

う意味から、全校全施設、私が提案した全ての施設にまず取り付けてみて、それがどういう効果があ
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るのか、なければもちろん取り外せばいいわけでありますし、よければもっともっと充実をさせてい

けばいいというような考えで取り組んでも、これが１台が例えば何億円とか何千万円とかするから試

しにせにゃいかんとかそういうことであれば大変なんですが、５千円ぐらいで済むわけですので、子

どもたちがそれで喜んで勉強にも頑張ってくれればいいんではないかなと思います。全国の取り組ん

でいるところも、すべてよかったというような反応もあっておりますので、ぜひ全部取り組んでいた

だきたいなと思います。また保護者等の意見も聞きたいということでありますので、前向きに進めて

いただきたいと思います。 

以上で終わります。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。３時から再開いたします。 

午後２時５１分 休憩 

                    △ 

午後３時００分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

府内隆博君。 

○２番（府内隆博君） こんにちは。最初に、７月１２日発生しました九州北部豪雨で亡くなられた方、

また被災をされた方に心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。 

２番議員府内隆博が一般質問をさせていただきます。本日は、２問質問をさせていただきます。 

最初に、７月１２日発生しました九州北部豪雨、阿蘇地域をはじめ県内に寛大な被害をもたらしま

した。阿蘇市や南阿蘇村では、死者行方不明者２５名を出し、未だに１人の行方不明者が見つかって

いない。１時間に１１０ミリから１２０ミリの激しい豪雨だったことで、農業関係や宿泊施設、観光

施設など中小企業分野まで災害が広がって、これまでに経験したことがない豪雨、この言葉を象徴す

るように、記録的な豪雨で、土砂崩れや浸水被害が相次いだ。大津町でも白川、矢護川、平川の河川

で氾濫し、４１ヘクタールの農地が護岸とともに根こそぎに流されたり、立木や土砂で埋まるなど、

取水口１２カ所が破壊されたり、阿原目地区では床上浸水被害、北部の真木や古城区でも増水で床上

浸水や家が全半壊するのなどの大きな被害が出た。こうした災害での区長さんや消防団からの行政へ

の災害状況など伝達が正確に伝わったか。また、行政から避難指示や避難場所など確認ができていた

か。早めの避難誘導など、区長さんの判断が今後大切になってくると思う。それと、災害状況を消防

団や区長さんから町に情報が正確に伝わったか、問題はなかったか。そこで大津町洪水土砂災害マッ

プが生かされたか。土砂災害による被害を防ごうと２００１年に土砂災害防止法が施行された。都道

府県が急傾斜地など危険箇所を調査し、それに基づいて土砂災害警戒区域を指定、市町村は指定区域

の危険の周知、警戒避難態勢の整備を進めることになっている。だが、県内の指定の基になる調査が

済んでいるのは約１万３千４０９カ所のうち３割強しか進んでいない。大津町の調査の現状はどうなっ

ているか。今回の災害箇所は指定外の災害が多かったのではないか。いずれにせよ、記録的な豪雨が

増加傾向にあることはデータで裏付けられている。豪雨災害の危険性はこれまで以上に高まっている

ことを踏まえ、対策を考える必要がある。また、大津町洪水土砂災害マップで示した避難場所や避難
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路でよかったか。増水で行けなかった場所はなかったか。今回の豪雨は、夜中から早朝にかけての大

雨、しかも雷雨で道路が川のようになったところもあって、避難場所へ行けなかった人もいたと聞い

ている。避難場所・避難路の再点検をする必要がある。今回の豪雨で、上井手も何カ所も氾濫してお

り、上井手にある運動公園西の大久保のため池が満杯になったそうで、上井手に流れている東山から

の水量も多く、水量も上井手に流れて氾濫の原因になるなど、東山からの水量を調整するため池を引

水東に計画できないか、町の考えを聞きたい。 

１問目を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 府内議員の今回の災害についてのご質問でございますけれども、本当に７月

１２日の猛烈な豪雨が九州北部地区を襲い、各地区で甚大な被害が発生し、特に阿蘇地方を中心に多

くの尊い人命が失われ、今なお行方不明の方もおられることに対しまして、心よりお見舞いを申し上

げます。大津町でも１２日深夜から未明に掛けて、平真城地区で時間当たりの雨量が９８ミリという

大雨に見舞われました。この大雨の影響で、北部の矢護川、平川に加え白川が短期間の間に急激に増

水し、岩坂地区、阿原目地区では床上浸水などの被害が発生し、真木、古城地区では河川近隣の住宅

が全壊２棟、半壊４棟を含む甚大な浸水被害が生じるとともに、流域の農地などにも大きな被害が出

ております。被災された町民の皆さんの生活再建に全力で取り組んでいるところですが、一方で防災、

災害対策に大きな課題が残りました。真木地区では、住宅が流出するなどの被害が発生しましたが、

幸い人的な被害はございませんでした。これは、ひとえに区長さんを中心に消防団、自営消防の皆さ

ん、そして地区の方々が協力して自主的に高齢者などを避難させたことによるものでございます。そ

のほか、地域においても公民館などに自主的に避難された方々もいらっしゃいました。また、明るく

なったころから町民の皆さんからの個別依頼などの電話対応などで騒然とする中に、上井手決壊恐れ

への対応や白川の急激な増水状況確認などに追われ、その結果、災害対策本部設置や避難勧告の発令

が遅れたわけでございますので、大変申し訳なく思っておりますが、７月１７日から２０日に掛けて

小学校校区ごとに校区別災害打合せ会議を行い、区長さんから災害復旧や災害対策情報収集体系や情

報の供給方法や避難箇所などについてのご意見をいただきました。これらの点について十分に検証し、

今後防災体制の見直しを行っていたいと考えています。 

また、東日本大震災や今回の豪雨災害でも地域の助け合いほど、災害どきに威力を発揮する防災対

策はないと言われております。町内でも翌日から区民総出で床上・床下浸水した住宅の片づけに取り

組まれたり、日曜日に区役で後片づけをされた地区など、地域を上げて復旧に頑張っていただきまし

た。公助の機能を強化することはもちろんですが、公助に頼る前に自らの身は自らで守る自助、さら

には地域で助け合い・守り合いという共助の意識を高めていくことや自主防災組織や防災リーダーの

育成などに今後優先的に取り組む必要があると強く感じております。 

次に、土砂災害による被害防止のための土砂災害防止法は、土砂災害から国民の生命及び身体を保

護することを第一の目的としています。大津町でも、地域防災計画をつくり、町民の皆さんと一緒に

防災訓練等を行ってきたところでもあります。同法による土砂災害警戒区域に指定されますと、警戒
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避難態勢の整備を求められますが、これは当然町全体で実行すべきことで、今回の災害を教訓としな

ければなりません。また、開発行為や建築物の構造の規制等もございますので、熊本県や地域の皆さ

ん、防災担当と十分協議の上、今後検討してまいります。災害に伴います具体的な対応などについて

は、所管部長から説明をさせます。 

上井手の水路関連につきます東山側の整備の計画についてでございますけれども、上井手関係につ

きましては、大津町、菊陽町の水田３８２ヘクタールの灌漑用水路として、延長１３.４キロを有して

おりますが、近年老朽化が著しく、周辺の宅地化が進み、上井手水路の流入量が増加していることか

ら、今後、右岸側の土水路が崩壊し、排水をせき止める恐れが高まっております。一度決壊すれば下

流域の住宅、また公共施設、農地及び農業用施設に多大な被害を及ぼす恐れがあると心配されている

ところですが、このため町では平成２０年度から平成２５年度にかけて、県営かんがい排水事業で上

井手水路改修を行っているところでもありますが、東山の調整池の計画については第２期で計画をし

ているということでございます。 

このように、上井手の東山川だけでなく瀬田裏におきましての大規模な防災ダムをつくる必要があ

るというようなことを強く県のほうにこれまで要望をしてきたところでもあります。そういうことで、

今後についての説明は担当部長のほうから説明をさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） ７月１２日発生の豪雨に伴います当日の対応状況についてご説明をさせて

いただきます。７月１２日午前０時３０分に気象台から大雨洪水警報が発令され、午後２時４０分に

は土砂災害警戒情報が発表されております。それを受けまして、水防体制５班、６班を招集いたしま

して待機を行っております。午前４時ごろには真木区で自主避難されているとの情報が入っておりま

したけれども、具体的な人数や被害状況については把握できておりませんでした。午前５時ごろから

道路の冠水や住家への水の流入等の情報が増え始め、その対応に追われている中に上井手の水位が上

昇し氾濫の危険が高いということで水防班全員に出動を命じております。明るくなってきた午前７時

ごろから白川の水位が危険水位であることや各地で崖崩れ、道路の冠水で通行ができないなどの情報

が錯綜し、水防範囲や関係課の職員を配備しましたが、情報の収集や指示命令系統が混乱していたの

も事実でございます。多々良区の公民館が避難所して開放してあることや、消防団から避難を呼び掛

けるとの情報も上がっておりましたが、職員を配置し確認を行うことができませんでした。午前８時

に災害対策本部を設置し、情報の収集・整理を行うとともに、中島区を中心に避難勧告の発令を検討

し、午前８時２０分に避難勧告を行いました。真木区や古城区の避難状況を確認するため職員を派遣

いたしましたが、深刻な被害状況が報告されております。 

避難所の運営につきましては、災害対策本部の住民対策部が対応いたしましたが、はじめての経験

でもあり、様々な課題が残ったと認識しております。それ以外につきましても、いろいろな情報、要

請の中でどの情報が大事なのか、水防班体制や災害対策本部の指揮命令系統、また地区の区長さんと

の連絡方法、消防団員との協力体制、災害備蓄用品の確保など、区長さんの皆さんや職員からも多く

の課題が指摘されております。一つ一つを検証し、これからの防災体制に生かしていきたいと考えて
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おります。 

続きまして、（２）（３）（４）のご質問と関連がありますので、順次ご説明させていただきたいと思

います。 

次に、大津町洪水土砂災害マップの活用につきましては、平成２２年に大津町洪水土砂災害マップ

を作成いたしまして、町内全世帯に配付いたしております。このマップにつきましては、大雨による

河川の氾濫や土砂災害が発生したときに想定される浸水の範囲と深さ、土砂災害危険箇所や避難場所

などを示しております。このマップの活用につきましては、ホームページにも掲載したり、防災会議

等でも周知を行っておりますが、毎年行っております町の総合防災訓練に多くの住民の皆様に参加し

てもらい、いざというときの備えとして、今後さらに活用できるようにしていきたいと考えておりま

す。また、学校での防災訓練などでも活用を検討していきたいと思います。 

（３）の災害対策につきましては、７月１２日の豪雨について気象庁は数年に一度の大雨を想定し

た警報より強い記録的短時間大雨情報を出したが、大雨は短時間で収まらず、その後も１時間に１１

０ミリ以上の豪雨が降り続き、結局記録的短時間大雨情報の発令は３時間余りの間に計７回にも及ん

だと報告しております。そして、さらに強く危機を訴えようと６月に導入したばかりの新防災情報、

これまで経験したことのないような大雨を午前６時４１分に初めて出したとあります。また、昨年は

７月に新潟・福島豪雨による災害や８月には紀伊半島を中心に記録的な大雨が降るなど、数年に一度

程度しか発生しない１時間に１００ミリなどの大雨が観測された地域を対象に出る記録的短時間大雨

情報の発表回数が全国で１００回に達したと気象庁は発表しております。原因としてよく上げられま

すのが、地域温暖化によるものではないかと言われております。本来このような異常気象とは数十年

に１回程度の気象現象あるいは人が一生の間にまれにしか経験しない減少を指すものとして、最近情

報として使用されております。このような洪水などの災害に対処するため、町では水防資材を備蓄し

ておく水防倉庫を森、引水、矢護川、役場の４カ所に配置しております。倉庫には丸太杭やスコップ、

そして土嚢などを備蓄しております。今回ご指摘がありました土嚢につきましては、森の水防倉庫、

矢護川水防倉庫にそれぞれ２００袋ずつ、若草学園南倉庫に約２００袋の備蓄がありました。各地区

や消防団からの要請により、逐次使用した結果、午前８時過ぎには在庫がなくなりましたので、業者

に依頼し１千５００袋を追加し、合わせて大型土嚢も使用し応急措置にあたったところでございます。

土嚢の中には数年経過し劣化したものなど見られましたので、どの程度備蓄しておくのか、新型土嚢

への切り替え、また業者への委託なども含めまして、いざというときに不足しないような体制を取っ

ていきたいと思います。 

（４）の避難場所等につきまして、町が指定しております避難場所につきましては、先ほど説明し

ました洪水土砂災害マップとまた別に地震防災マップに掲載し、全世帯に配付しております。全部で

２２カ所を指定しておりますが、洪水などの災害においては、まず屋内施設を有する場所１７カ所を

避難場所として指定し、地震災害の場合は屋外の施設である町民グラウンドや昭和園などの公園５カ

所を追加し２２カ所としております。平成１６年度から実施しています総合防災訓練で避難方法につ

きましてはそれぞれの地区で一時的に避難し安否の確認などを行うことができる一時避難所を設定し
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てもらい、その後、指定避難場所に移動してもらう訓練を行ってきております。地震災害を想定した

避難訓練でありますが、今回のような豪雨災害の場合でも一時避難所をどこに設定するのか、地区住

民の皆さんで話し合っていただき、自主的に避難できるような態勢を取ることができるよう区長さん

をはじめ民生委員さん、消防団、分団員などのもお願いしたいと思います。 

今回避難された方々や指定避難場所につきましては、増水した川を渡っての避難は危険である、高

齢者は近くの公民館などがよいのではないか、避難所が遠すぎるなど、いろいろなご意見をいただい

ております。一時避難所を指定避難所にすることなども考えられますが、避難が全町的にわたり人数

が多くなったり、また長期化する場合には、避難者への支援など厳しい状況も考えられますので、避

難路の状況などを含めましてどのような形がいいか検討していきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 議員ご質問の土砂災害警戒区域の指定の現状についてお答えいたします。 

熊本県の調査によりますと、土石流危険渓流急傾斜地のような土砂災害危険箇所は、ご指摘のよう

に県内に１万３千４９０カ所あります。この中で大津町には土石流危険渓流が２１カ所、急傾斜地が

７１カ所の計９２カ所が確認されております。県砂防課によりますと、この危険箇所の中からさらに

調査を重ねて、土砂災害警戒区域が指定されることになっております。現在、熊本県内では３千８８

２カ所が指定され、全体の２９％になっております。大津町では２１カ所が指定されておりますが、

町の危険箇所数から見ますと２３％となりまして、県の全体より少し遅れているようです。なお、町

内の土砂災害危険箇所の９２カ所については、土砂災害マップにも同じ箇所が記載してあります。し

かし、既に土砂災害危険区域の指定を受けた２１カ所は家屋や人口の多い町中心部であり、今回の豪

雨により被災した地域と指定された地域とは一致しておりません。今後指定につきましては、町防災

担当の意見を聞くことになっておりますので、地域の皆さんの協力をいただきながら県と協議して調

査を進めてまいりたいと思います。 

以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 先ほど町長が申しましたように、上井手水路は近年老朽化とともに周辺の

住宅化が進み、上井手水路への雨水流入量が増加しているところから、洪水による土水路部分の崩壊

や氾濫が心配されているところです。このため、町ではこれまでも継続的に上井手水路の整備をして

まいりましたが、平成２０年度から平成２５年度にかけて県営かんがい排水事業で上井手水路改修を

行っているところであります。その後についても、平成２９年までは上井手第２期県営新農業水利シ

ステム保全事業、平成３４年までに上井手３期県営新農業システム保全事業が計画されているところ

です。議員ご指摘の東山側からの雨水調整池の計画については、上井手第２期県営新農業水利システ

ム保全事業の事業計画概要書に盛り込んであります。現在進めております第１期計画が終了次第、県

と協議しながら第２期計画に入りたいと考えております。そのときに、調整池も対応したいと考えて

おります。 

○議 長（大田黒英生君） 府内隆博君。 
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○２番（府内隆博君） ただいまの質問に対して、一つずつ答弁をいただきました。その中で、１番目

の区長さんや消防団からの行政への災害状況について、それぞれの区長さんのいろんな立場もござい

まして、いろんなこのたびの災害については大変ご苦労されたと思います。その中で、２３年の６月

に水防計画書という、これが計画されている中で、水位の通報ということで載っておりますけれども、

これは例えば消防団から行政に通報されるのか、もしくは区長さんから行政に、役場に通報されるの

か。それぞれの箇所を書いてありますけれども、中島については七障子橋、外牧については代官橋、

平川については馬場橋、大津町は鶴口橋、吹田については産業橋という、御願所が初生橋ですかね、

そういうことで氾濫注意水位ということをこれは掲げてありますけれども、そういった情報について

はどこがするのか、そこあたりをちょっとお聞きしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） ただいま河川関係の危険水域等の情報関係でございますけれども、それぞ

れに箇所ごとに待機水位、ご指摘いただきましたような氾濫注意水位等が示してありますけれども、

水位の観測者といたしましては各分団長及び水防本部にということで、それぞれにその状況を確認い

たしまして情報収集・整理いたしまして、それに対応するというような形を取っております。 

○議 長（大田黒英生君） 府内隆博君。 

○２番（府内隆博君） 災害発生時の対応についての検証の意味を含めて、反省するところは反省して、

次の豪雨に生かすということで防災訓練等でも生かしていただきたいと思います。それぞれに上井手

の東山川の水量調整池の意見についても県と協議しながら第２期の計画をするということでお話があ

りましたけれども、ぜひ大津町まちづくりの中でも安心・安全ということで掲げてあるならば、雨が

降ったときに心配でならないという上井手の近くの方もおられますし、そういったことでぜひこう早

めの計画をしていただきたいと思います。 

２問目に入らせていただきます。地区担当職員についてということで、毎年、町から行政区を通じ

て、今年の町の仕事、今年は平成２４年度大津町予算概要が各町民に配付されますが、町民の方に理

解をしていただくために、地区担当職員が出向いて説明をしたほうが行政と町民が一体となるまちづ

くりにつながると思われますが、町の考えをお聞きしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 府内議員の地区担当職員の活動等についてのご質問でございますけれども、

この地区担当職員を立ち上げまして４年近くなりますけれども、地区担当職員が出向いて、そして地

域住民の皆さん、あるいは区長さん関係等の意見交換をするという、情報交換というような形を考え

てやらせていただいておりまして、現在、各行政区６５の中で１区、２人の担当を張り付けておりま

す。もちろん、張り付け職員は係長以下の職員で若い職員で、今後のまちづくりに頑張ってもらうた

めの人材育成というようなことで係長以下というような形で派遣しておるわけでございますけれども、

彼たちもよく休日なくボランティア的に地域の意見を吸い上げてきております。彼たちがその意見の

中から係長級における政策会議をつくっておりますので、まちの政策会議にそれぞれの課題事項を上

げていただきながら、その中で予算設置をするべきものについては、課長会議にかける、あるいはそ
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の庁議にかけて予算を立ち上げながら議会関連の皆さんのご理解を得ながら実行していくというよう

なシステムを今つくっております。そういう中におきまして、地区担当職員のがんばり、あるいはそ

の地区の皆さんの熱意、こういうものをしっかりと取り入れながらまちづくりをしたいというふうに

考えておりますけれども、集落における地区においては、大変熱心でありますけれども、街中におけ

る地区においては温度差が大分あるようでございますけれども、そのような状況の中で頑張っておら

れる職員と区長さん、その辺の関係につきまして担当部長のほうから説明をさせていただきます。 

○議 長（大田黒英生君） 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） 地区担当職員制度について若干ご説明申し上げます。この制度は、平成１

６年度から実施いたしましたミニ特区事業を推進するためにミニ特区アドバイザーとしまして町職員

を各行政区に１名ずつ配置したことから始まっております。平成１９年度から地区担当職員と名称を

変えまして、より地域に密着し、地域づくりの支援や地域と町をつなぐパイプ役として配置いたして

おります。その後、先ほど町長が申し上げましたように、平成２１年度から各行政区に２名ずつの配

置に変更いたしております。今年の町の仕事につきましては、住民の皆さんへの行政情報の提供の一

つといたしまして、平成１８年度から町の予算や主な事業の概要を一つの冊子にして各戸に配付して

おります。地域での説明会は、地区担当職員が各行政区の区長さんと協議をしながら開催していると

ころであります。今年度は、６５の行政区のうちに約４分の１の１７行政区で開催をいたしておりま

す。半分以上の行政区では冊子の配付のみに終わっている状況であります。地区担当職員は、地域の

声を聞き、生の声を聞き、地域の連携を深め、地域づくりの支援を行うことも重要な役割でございま

すので、説明会の開催だけでなく地域の実情に応じて支援できるように、各区長さんと協議しながら

推進させていただきたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 府内隆博君。 

○２番（府内隆博君） 先ほども言われたように、区長さん、また行政区によって多少温度差はあると

思います。いろんな方から聞きますけれども、説明がないところについてはですね、なかなか理解し

にくい。どう言ったらわかるだろうかという話も聞きますし、それがまた、町民に理解されてこそ素

晴らしいまちづくりができるんじゃないかという思いもございますので、これからもまた地区担当職

員についても、どうかできるだけ多くの行政区へ出向いて説明会なりをしていただきたいという思い

でございます。 

これで終わります。 

○議 長（大田黒英生君） これで、本日の一般質問は終わりました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これで散会いたします。 

午後３時５９分 散会 
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議 事 日 程（第３号） 平成２４年９月１９日（水） 午前１０時 開議 

 

日程第１ 一般質問 

 

               午前９時５９分 開議 

○議 長（大田黒英生君） これから、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、議席の配付のとおりです。 

 

日程第１ 一般質問 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第１ 一般質問を行います。 

順番に発言を許します。 

金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） おはようございます。１番議員金田俊二が通告にしたがって一般質問をさせて

いただきます。 

まずもって７月１２日、菊池北部地区豪雨災害による被災された町民の皆さん方にお見舞いを申し

上げますとともに、併せて他市町村で尊い命を亡くされた皆さんに対しまして、追悼の意を申したい

と思います。 

大津町で家屋の流失があったものの人命に関する被害がなかったのも、区長さんの機転や周辺住民

の皆さんの助け合いがあったからこそという話を聞いて、コミュニティの希薄さが危惧される中でま

ちづくりにおける一点の巧妙を見たような気がしているところです。また、町の職員、消防団、建設

業組合の皆さんなど、今回の災害に対して献身的な対応をされたことに対して敬意を表し、その上で

今回の豪雨災害を教訓として、今後どのように行政として危機管理を行っていくかについてお尋ねし

たいと思います。 

まず、災害対応備品の確保は十分だったのか。私も１２日の夜、被災者が避難している公民館で土

嚢の要請をしたんだけれども、土嚢はもうないという返事が役場のほうから返ってきたと。私もその

ことを聞いて、即座に担当課に連絡したところ、同様のお話でございました。災害査定のときも、災

害があったとき査定官がまいります。そのときに災害査定官はどのことに目を付けるかといったら、

この災害において、町は、あるいは地元は一生懸命努力したんだという、その姿を見てとります。土

嚢を築いて、夜中からずっとやったという、そういうことをやれば査定官も、これは満杯取るという、

補助を付けてやろうという、そういったこともあり得ます。そういった意味でも、ぜひ土嚢を築くべ

きだという要請もしたところです。また、それ以上に現地は非常に厳しい状況だったということもご

ざいます。そういうことで、今、土嚢について申し上げましたけれども、ほかの備品についてはどう

だったのかという、そういうことをお尋ねしたいと思います。 

次に、避難場所の指定は適切だったのかという問題です。災害後に住民の方からお電話がありまし
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て、今回の災害で感じたことがあります。大津小学校が避難場所に指定されていますが、一番低いと

ころでとても避難できる場所ではなかった。災害に応じた避難場所を考える必要があるのではないか。

岩戸の里にも、たしか４、５名の避難者がいたというふうに聞いております。白川が蛇行するところ

に直接水が打ち当たる、そして今回の災害もあっております。そういったことで、全体的に災害に応

じた避難場所を考える必要があるのではないかというふうに思うわけです。その点についてもお伺い

したいと思います。 

次に、この写真、ちょっと遠いのでわかりづらいと思うんです。これは、平川、御所原の６月１３

日の災害前の写真です。ヨシがうっそうと繁っております。先ほど町長にも見せたところですけれど

も、そういった状況が災害前にありました。こちらのほうが災害後です。ヨシはもう流れてしまって、

土砂、石が堆積しております。そういった中で、これはヨシがあるときも、かなり土砂が堆積してい

たと。長年積もって堆積したという状況です。今回また、今回の災害で土砂が積もっている状況になっ

ております。今回の溢水も、普段から川底を整備していたら、多少は免れていたのではないかという

ふうに思うわけです。今回、災害で土砂が人家の屋敷に堆積し、それを除去するために消防団員や住

民の皆さんが復旧作業に携わっておられます。このような状況はほかの地域でもあったのではないか

と思いますが、川底の整備など国・県と協議して対応すべきだと思いますが、町長のお考えをお聞き

します。 

次に、農地災害に対する配慮ということですが、先月２０日の臨時議会でも申し上げたところです

が、農地災害の見舞金における１反未満の支出について、要項を変えれば可能であり、検討するとい

う答弁がなされました。その結果は、昨日の同僚議員の一般質問でも、今検討中だというふうに述べ

られましたけれども、わかる範囲でどういう考えでおられるか、町長の意見をお聞きしたいと思いま

す。 

さらに、大津町におけるかつての激甚災害、たしか昭和５５年災のときに、特に農業用施設災害に

ついて、上井手の頭首工、そういった災害について、個人負担を町が肩代わりして農家の負担を軽減

したという、そういうこともかつてあったというふうに思います。今回、激甚災害の指定を受けて、

場合によっては増高申請等により負担割合がわずか数％になる可能性も秘めております。災害の大き

さによってはかなりの負担にそれでもなるというふうに想定されます。かつて自己負担額を町が肩代

わりしたような、そのような対応を考えられておられるか、現段階の町長の気持ちをお伺いしたいと

思います。 

最後に、今回の災害で文化財の被災はなかったのか。私の知る限りでは、真木の弘化橋などが、こ

れは弘化ですので幕末、江戸時代の末にできた橋だというふうに、眼鏡橋ですけれども、それが上の

ほうの石が取れて若干眼鏡橋がちょっと沈んだ、片方が、右岸側が沈んでいるという、そういった状

況になっております。この文化財の今後の復旧等についてどういう姿勢でのぞまれるか、お伺いした

いと思います。 

第１問目を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 
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○町 長（家入 勲君） 皆さん、おはようございます。最初に、金田議員の今回の災害についての対

応についてご質問がございましたので、その件について答弁を申し上げたいと思いますけれども、７

月１２日の九州北部豪雨災害は、大津町におきましても大きな爪痕を残しまして、住宅等への被害、

あるいは道路や橋梁の損壊、また白川をはじめ矢護川、平川の護岸をはじめ甚大な被害を受けました。

農業の被害も大きく、農地約６０ヘクタールが流木や土石で埋まり、激甚災害の指定を受けました。

被災された町民の皆さんの生活再建に向け、見舞金の支給や復旧に全力で取り組んでいるところでご

ざいます。今回の豪雨災害の対応につきましては、各区長さんからの話や消防団、そして職員への調

査などで災害対策体制や情報収集、情報の共有方法や避難場所など多くの課題が指摘されました。こ

れらの点については十分に検証し、今後防災体制の見直しを行っていきたいと考えております。また、

安全・安心なまちづくりのために、真木地区で自主的に避難され被害を未然に防がれたように、災害

から身を守るためには自助、そして地域の連携や協力による助け合う共助の精神が何よりも必要では

ないかと思います。そのためには、常ごろからの地域のつながりを強くしておくことが大事ですし、

また区長さんなど地域の防災リーダーを養成し、自主防災組織の結成と活動が低迷している組織の活

性化なども取り組んでいきたいと思います。それぞれの地域には高齢者や障害のある方、そして乳幼

児など緊急避難時に支障を要する災害弱者がおられます。災害時の要援護者支援をどのように行って

いくかも大きな課題でありますが、時や場所を選ばずに自然災害は襲ってまいります。住民の皆さん

の生命や財産を守っていくためにも、できるところから早急に改善していきたいと思います。議員の

ご指摘の河床の堆積物の除去ですが、白川につきましては県のほうで箇所を変えながら定期的に行わ

れております。また、白川と矢護川の上流部は普通河川で町管理でありますが、県の砂防指定地にも

なっておりますので、県へ河床掘削の要望を行ってきたところでありますが、予算の都合もあり、で

きていないところであります。今回の災害で河床に多くの流木や堆積土砂が残っている箇所がありま

す。河床の掘削はかなりの費用がかかりますので、今後県とも相談させていただきながら、町と県と

の役割分担を行い、水害を引き起こす原因にならないように堆積物の除去に努めていきたいと思いま

す。 

次に、平川の小林地区の宇土橋から下流の整備につきましては、護岸の被害箇所の復旧や堆積物の

除去につきまして、今後早期の復旧を要望してまいります。 

次に、農政災害に対する配慮が必要ではないかということでございますけれども、大津町農業災害

見舞金支給要綱について、見舞金の面積要件を１千平米以下に拡大したらどうかというご指摘もあっ

ておりますので、今後検討させていただきたいと考えております。 

なお、今回の災害については大規模でありますが、国の災害復旧対策の対象にならない災害も相当

数あると思われることから、別途大津町独自の農地及び農業用施設小規模災害復旧要綱を検討してお

りますので、そちらのほうで対応できればと考えております。 

それぞれの指摘事項につきまして、各担当部長のほうから説明をさせていただきます。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） おはようございます。金田議員の安心・安全なまちづくりにつきましての
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１番目の災害対策備蓄資材についてでございますが、水防資材関係につきましては、町内４カ所の水

防倉庫に備蓄をいたしております。土嚢につきましては、森の水防倉庫、矢護川水防倉庫にそれぞれ

約２００袋ずつ、それから若草学園南倉庫に約２００袋の合計６００袋近くの備蓄がありました。し

かし、住宅への浸水防止や河川の氾濫防止など、各地区や消防団からの要請によりまして逐次使用し

た結果、在庫がなくなり業者に依頼いたしましたが、新たにつくるのに時間がかかり、結果として町

に依頼したが土嚢がなかったという状況になってしまいました。これからの対策といたしましては、

ある程度の備蓄は必要だと考えますが、土嚢の中には劣化したものなどみられますので、どの程度備

蓄しておくのがよいか、新型土嚢への切り替えはできないか、また業者へ委託することなど含めまし

て、いざというときに不足しないような体制を取ってまいりたいと思います。 

次に、避難所についてでございますが、町が指定しております１７カ所の避難所は、屋内施設を有

する各小・中学校や生涯学習センターなどが主な場所であります。岩戸の里につきましては白川沿い

の施設でありまして、水害時には菊阿体育館とすると大津町地域防災計画には記載しているところで

ございますが、全戸配付いたしました洪水土砂災害マップにはこのことが記載されておりませんでし

たので、広報やホームページで修正をしていきたいと考えております。 

今回の豪雨災害でいろいろな課題が残りましたが、避難所もその一つと考えております。上井手が

決壊した場合の避難所が老人福祉センターでいいのか。また、ご指摘のとおり引水区においても上井

手が道路より上を流れておりますが、大津小学校は引水地区の中でも低い位置にあります。 

このように一つ一つ検証いたしますと、避難所につきましては一時避難所の設置や避難経路も含め

まして全町的な見直しを行いたいと考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 金田議員のご質問の河床の整備についてお答えいたします。 

今回の豪雨災害は、激甚災害指定を受けるほどの大きな災害でありまして、町内全域に渡って被害

を受けたところです。特に河川とその流域は未曾有の被害でした。町内を流れる大きな河川としては、

１級河川である白川、矢護川の一部及び日向川がありまして、県の管理河川になっております。また、

平川や矢護川の上流部などは普通河川として町の管理となっております。その中で、平川や矢護川は

上流に土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所がありますので、土砂災害防止のために砂防法に基づ

く砂防指定地としてこれまで県で護岸整備などが行われてきたところです。このため、今回の被災箇

所につきましても、今後県で多くの復旧事業が行われることになっております。 

ところで今回の豪雨によりまして、白川をはじめ河川の河床が土砂堆積により浅くなった箇所が数

多く見られます。白川などの１級河川につきましては、県に河床掘削を要望していくことにしており

ますが、平川と矢護川の上流部の普通河川につきましては、砂防指定地との関係がありますので、県

と調整しながら対応が必要と考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 金田議員の質問の中で、農地災害に対する配慮が必要ではないか。大津町

農業災害見舞金支給要綱は、平成１１年１０月に制定されております。農地に対する見舞金は、１０
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００平米当たり５万円で１０万円を限度としております。見舞金の対象の農地については、本人の申

告や区長さんを通じて調査しております。それにより、個人ごとに被災農地の整理を行い、先の臨時

議会で見舞金の予算の承認をいただいているところです。今月１４日から現地調査を行うなど被災農

地の確認を行い、その後、個人ごとに見舞金請求をしていただくなど支払い手続きを進めることにし

ております。見舞金の面積等の要件も含め、先ほど町長が述べられたとおりでございます。話の中で、

５５年８月の災害のことが出ました。その時点で受益者負担金等、あるいは軽減する措置はないかと

いうことでございましたが、そのことを調べてみますと農業用施設やあるいは農業用水路等につきま

しては、町のほうが負担金を見ております。ただ、個人所有の農地等の堆積土、あるいは畦畔の石積

みなどは、そのときの決算書を見てみますと負担金をいただいているところです。昨年の農災につき

ましては１件ございまして、そのときは５０％の農家の方の負担金でございましたが、町のほうに負

担金を納入されているところでございます。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） おはようございます。金田議員の質問の中で、文化財への影響はなかった

のかについて答弁いたします。 

７月１２日九州北部地区豪雨による大津町指定文化財への影響につきましては、平成７年３月に指

定しております矢護川に架かります弘化橋が被害を受けております。この橋は、弘化年間１８４４年

から１８４８年に建造された石造めがね橋で、その後、町道西前原線の改良により橋梁上部及び橋台

部分をコンクリートで包み込んで道路橋となっております。今回の水害でコンクリート欄干の流失と

橋台の石積みの一部が流失し、復旧を計画しているところです。めがね橋部分の解体復旧工事は困難

ですので、現況で最小限に往時の景観を損なわない復旧を考えております。なお、上部橋梁は道路と

しての復旧になる予定であると確認しております。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 災害対策備品についてですけれども、毎年町で防災会議、それから水防会議、

そういったものがあっています。その前に、役場の職員は水防倉庫あたりのチェック、それから以前

は水位を表示する橋がありますけれども、水位を表示する部分、ロープで命綱を使って職員がペンキ

で描いていくということもしていました。そういったことは、ここに水位をチェックする場所がある

んだよということを職員自身が知っていくということも含めてあったと思います。今、ひょっとした

らやってないのかなと思いますけれども、危機管理というのはそういう普段の仕事から生まれてくる

のではないかと思います。劣化した土嚢があるというのは、これは本当チェックができてないという

照査じゃないかなと思います。こういうことがないように、災害というのはいつくるかわからないと

いうことで万全に期すという、そのことが必要であると私は思います。最近の異常気象で集中豪雨や

ゲリラ豪雨などが方々で出ています。想定外では済まされない自体が各地で発生するというふうに言

われています。東北大震災では、想定外の地震と大津波とよく言われてきました。私は、想定外とい

う言葉に若干違和感を覚えています。自然の猛威に対して謙虚に受け止め、あらゆることを想定して

万全を期す、それが危機管理だと思うわけです。その上で、自然の猛威に対して適わないと人が思っ
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たら、今回の真木地区の判断のように逃げるしかない。しかし、備えだけは十分にしておくべきだと

いうふうに思うわけです。さらに、昨日の同僚議員の質問でもありましたので答弁は求めませんが、

気になることが町全体の災害の状況をリアルタイムに把握する体制があったのかという問題です。下

町の住民の方にお聞きしますと、菊陽町では朝早くから防災無線で避難を呼び掛ける放送があってい

たと、大津町は何もなかったというふうに言われました。恐らく職員は土嚢をつくるために作業をし

ているもの、それと中心街である上井手が決壊するのではないかという、そういった中で上井手に集

中する職員が結構いたのではないか。そういった懸命にやっている姿は、私自身も想像できます。住

民の皆さんからの情報等も含めて、リアルタイムの状況を把握すべきであると私は思うわけです。一

つだけお伺いします。町職員の体制、水防班、班編制されています、恐らく全班今回は来ていると思

います。全班何名だったのか。それから、水防班に入ってない職員の体制、私はこういった非常事態

については、ほとんどの事務というのはもう滞った状態で、住民のお客さんも来ないという、そうい

う状況になると思います。そういった中で何人の人がこの災害に携わったのか。総人数によっては、

先ほどの水位計を見る役割を持つ人を支持して、今こういう状態だということを通告することもでき

るかと思います。そういったことで、何人体制で、どういう形で職員は臨んだのかというのをお伺い

したいと思います。 

もう一つ、私が聞く前に小林地区のことを町長言っていただいたんですけれども、小林地区は、私

が役場職員時代に災害関連事業で何キロと石積みをして、これは県の事業で国の補助金をもらってやっ

てきました。ところが、一番最下流、大津地域の最下流、小林地区ですけれども、小林地区は下流の

古閑原地区まできっちり大津町の部分だけしてしまうと、下流の古閑原地区はたまったもんじゃない

と。災害整備ができていないんで、我々のほうに被害が被るということで３００メーターぐらい大津

町の区間、残していたんですね。それが長年土砂が堆積したりして、河床が上がって、そして今回、

小林地区の一番西の家は玄関からもう７、８０センチぐらいのところまで水が来てしまったという、

そして土砂を排除するという、そんな作業も後でやっているという、ぎりぎりのところで行政も予算

支出しているんで、一度終わったらそこに目が向かないところもあるかと思います。ただ、そこに住

んでいる人はいつも、毎年河床をさらえるように言っていたんだけどというようなことと。特に、農

集の処理場、農業集落排水の処理場をあそこにつくるときにそういった要望をしたというふうに言っ

ておられました。ぜひ地元の要望に従って、毎年さらうとかですね、私も道路整備、道路対策室長の

ときに下水道の課長の要請に応じて、うちには予算がないから道路対策室のほうでやってくれないか

ということでユンボを入れてやった記憶もあります。そういったことを毎年やっていけば、今回のこ

とも若干緩和されたのかと思ったりなんかもするところです。そういったこと。それから、災害関連

で残っている３００メーター区間、地元からは、もう下流は整備してあるんで、今後やるべきだと、

そういう要望も出ているようでございます。これは事業主体をどこにするかと、町でやるのか、それ

とも災害関連みたいに県に要望してやるのか、早急な対応が必要ではないかというふうに思っており

ます。そのことについてもお伺いしたいと思います。 

それから、文化財の弘化橋、私のところにはがきが来まして、弘化橋は大津北部で最古のめがね橋、
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何とか永久保存の視点で現状視察の上、文化歴史建築土木関係の専門家の診断をしていただく必要が

あるんじゃないかというようなお言葉もいただいております。専門家の診断となるとお金がかかるか

と思いますけれども、町が指定した文化財です。そんなことも考える必要があるんじゃないでしょう

か。私にはがきをくれた人は、いろんな委員会で提言をなされているようでございます。こんなこと

も言われております。いろんな委員会での提言がどう判断され、検討されているのか不明なので、言

いっぱなしの状況はどうすれば解決できるのでしょうかと疑問符を付けて訴えられております。この

方は、先ほど申したように各種委員会等に積極的に関わって提言をされている方だろうと思いますが、

かなり町の姿勢に不満を持っておられるような文面でございました。私は結論はどうであれ、住民の

皆さんが提言したことについては、その結論に至る経過も含めて説明する責任が行政としてあるとい

うふうに思います。せっかく町のためを思って提言していることがどうなっているのかわからないと

いう、そういうことを住民が思わない、思わせない、そういった行政のあり方、そういうのを考えて

いくべきではないかというふうに思います。先ほども町長言われました。また昨日の同僚議員の質問

に対しても、自助・公助・共助の精神を強調されました。どうも安易に自助・公助・共助ということ

が、行政はぎりぎりのところで町の住民のためにやった上で、皆さん、もうここは皆さんが自助でもっ

てやってほしい、あるいは共助でやってほしいと、そういうことを実際、地でいくような行政を今後

やっていってほしいなと、単なる精神論だけではなく、具体的なところでそういう自助・公助・共助

と、そういったものを創り上げていくという、そういう気持ちが大事じゃないかと思います。そうい

うことも含めて、再度質問したいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 金田議員の今回の九州北部豪雨に伴いましての職員の体制等に伴いまして

のお尋ねでございますけれども、７月１２日当時につきましては、水防班関係、関係する職員の現場

対応が約１００名対応させていただいております。それから、各消防団関係が約２２７名で１２日に

つきましては豪雨に対応した人員体制でございます。それから、先ほどの水防倉庫関係の確認でござ

いますけれども、毎年水防倉庫関係、また危険箇所の調査を行っておりまして、今年は５月に消防団、

それから水防関係担当者、それから総務の防災関係含めまして、各水防倉庫を一応全部危険箇所、そ

れから土嚢関係も見ておりますけれども、先ほどご指摘がございました劣化につきましても、今後そ

のようなことがないようにいたしまして、いざというときに不足しないような形での危機管理体制を

整えていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 金田議員のご質問の平川小林地区の関係につきましては、護岸の整備、護

岸の復旧、それから堆積物の除去について、早期の復旧を今県の方にお願いしております。それから、

砂防事業によります護岸の整備事業についても、今回の災害の査定のほうに載せていただくように現

在お願いしているところでございます。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 今回、町が指定した文化財に影響があったのは１カ所だけでございました
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けども、今後についてもですね、文化財を多く指定しております。今回、文化財保護委員を中心に調

査をいたしたところでございます。今回のめがね橋部分についてはですね、そのめがね橋の解体復旧

というのが非常に厳しい、困難というふうなことでございますので、現況で最小限に往時の景観を損

なわないような復旧で考えていきたいということでお願いしたいと思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） かなり技術的にできない、ばらすということも返って危険だということで、往

時の様子をできるだけ残るような形でということです。コンクリートをどぼんと詰めて、そんなこと

はないだろうというふうに思いますけれども、地元の皆さんにも理解を得ながらやっていくというこ

とが大事かなというふうに思います。 

次の質問に移ります。人口減少社会が予想される時代のまちづくりあり方。大津町では非常に人口

が増えています。そんな中で、こんな質問をするのは大変申し訳ないなと思っております。しかし、

中核工業団地のルネサスエレクトロニクス、１年をめどに工場を譲渡するという方針を出しておりま

す。ここに、７月３１日現在の年齢別人口をグラフ化しております。大津町は本当にすごいと思いま

す。特に下の赤で囲んでいる１５歳から５９歳まで、非常に多い状況です。２千人前後と各５歳刻み

の年齢を集計しますと２千人前後が集中していると。もちろん団塊の世代である６０から６４歳も２

千人を超えています。そういった状況で、大津町は企業を中心に働く場があるというようなことを私

自身も感じているところです。しかし、このまま平行移動で移動すれば本当に喜ばしいことかと思い

ます。ある学者であり、もと大臣官房審議官は、２０５０年には日本の人口は８千万人になってしま

うと。今１億２千万人が、あと３８年後には８千万人になるという少子高齢化を分析してそういうふ

うに言われております。人口が増加する時代には、企業は大量生産して、大量消費が見込まれてどん

どん発展していった。しかし、人口減少社会では、まず物をつくる人がいなくなる、少なくなる。同

時に消費する人も少なくなる。そんな中で、企業は特に製造業、これまで売上高ばかりに注目してい

たのを利益率という、どれだけ利益を生むかということに注目して会社運営をしていくというような、

そのためには規模を縮小するという、そういう宿命が今企業の中には出てきているというふうに思っ

ています。ルネサンスエレクトロニクス、あるいは本田技研の他工場への配置転換、あるいは北九州

に本社を持つ会社が拠点を大津町から本社に移すという、そんなこともあっています。そのことが人

口減少社会の兆候かどうかというのはまだわかりませんけれども、企業は今厳しい状況にあると思う

ところです。昨日の新聞でもＵＤトラックスという日産系の企業が国内市場の停滞、３万８千台売っ

ていたのが今はもう１万台切れているという、そういう状況の中で数百人規模の人員削減を行うとい

うことも報道がなされております。また、外国を拠点にする企業行動も為替相場の影響で今後増えて

いくという形になると思います。私はここでそういった人口論議をするつもりはございません。ただ

そういうリスクを今背負っているんじゃないかということを十分わきまえたまちづくりを行っていく

ということが必要じゃないかということを訴えたいと思います。昨日、同僚議員も第３次産業をもっ

とやるべきだと、私も共感をしているところです。今からは投資産業ではなく消費産業に移っていく

という、そういった時代も出てきていると思います。企業誘致を通して人口の増加を保ってきました
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けれども、全国的に人口減少が予想される中で、これまでどおり人口が増え続けるか疑問だと思うわ

けであります。循環型のまちづくりや農業の再生、環境・福祉・林業の復活などを通して、自前で自

立したまちづくりをやっていく必要がないかというふうに思います。私はここでは、１次産業、農業

について申し上げたいと思いますけれども、農業は多くの関連産業を持っていると思います。今度、

運動公園入口の５７号線交差点のところに中九州クボタが進出します農機具、あるいは農業装置の製

造業、それから堆肥、農薬等の化学産業、それから食品加工業、運送業などが農業を核として大津町

が形成する一大経済圏みたいなところも可能性としてはないというふうに思っております。今、国の

補助制度で４５歳以下の新規就農者に年間１５０万円、５年ですかね、助成金を出す制度があります。

もちろん若い就農者を育てるという意味で非常に重要なことだと思います。この間研修にいった鹿児

島の日置市、これは国の補助金もなく単独でそういったことをもう既にやっておられました。しかし、

今、若者ばかりじゃなく高齢者の中で、その労働力を活用するということも考えられるのではないか

というふうに思います。年間５０万円でもいい、新規就農高齢者に対して助成するということも考え

られるのではないかと思います。今の農業は本当、７０歳以上、８０歳ぐらいまでの人が支えられて

いるところが結構多いと思います。その中で、その人たちを指導者して新規就農者を育てていく、高

齢者はどんどん毎年増えていきます。そういった人をサイクル的にやっていけば、日本の農業もそう

いった形成はできるんじゃないかと。私は関わっている森のまもりびとという、これは林業で間伐と

かやっていますけれども、退職したご年輩の方が木を運んだりとか、そういったこともボランティア

で今やっておれます。何かやりたいという人はいっぱいおられると思います。そういった状況を把握

して、町がどういった形でそういう人たちを働きやすい条件をつくっていくのかというのが、高齢者

社会の中で一つの課題ではないかというふうに思います。企業の永続を祈るという、そういった状況

の中で、持続可能な循環型の社会、福祉・環境・林業等の再生で癒しのある田園都市、そういったこ

とを目指して町は奮闘していくべきだというふうに思うわけです。多少お尋ねする部分が曖昧な部分

がありますけれども、町長のそういった循環型、今の企業のあり方、予測、そういったものも含めて

ご答弁をいただきたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 金田議員の人口減少社会が予想されております。その中でのまちづくりとい

うようなことでございますけれども、おっしゃるように自前で自立したまちづくりを考えていく必要

があるという質問でございますが、本当に自然豊かな大津町の特徴を生かしたまちづくりという観点

では、私も全く同じ思いをしております。豊かな自然を生かした農業・農林業の再生とともに、環境

に配慮したまちづくりが必要であると考えておりますので、議員と同じような考えの中で、ちょっと

違うかもしれませんが、昨年の７月に内閣官房国家戦略室が人口減少社会における地域づくり、まち

づくりのモデルに関する検討という資料を出しておられます。この中で、真の豊かさを社会の根底で

支えてきたのは、単なる経済成長や福祉政策のみならず、地域における様々なコミュニティの醸成さ

れる人と人との絆であったのではないか。そして、真の豊かさを享受し続けるためには、人と人との

絆の土壌である地域づくり、まちづくりが不可欠として、６つの提言を行っておられます。その提言
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の中には、共助を生かせるまちづくりというのがあり、住民数が減り、高齢者が増加していく中では、

住民同士の共助が重要であり、そのための空間づくり、システムの設計が求められていると思います。

また別の提言では、身の丈にあったまちづくりとして、人口減少社会の下では過剰な投資は現在の住

民の負担とともに、将来の住民にも維持管理費などの負担を強いることになる既存の施設などについ

ても柔軟な発想で転用などを工夫するべきであるとしてあります。この提言にあるように、私はこれ

まで地域のことは地域で話し合い、実践していただくことを目標に地域福祉を推進し、また地域づく

り支援事業や地域通貨「みずみず」事業などを通して、地域での絆づくりを進めてきました。また、

包括支援センターや子育て健診センター、歴史文化伝承館など、既存の施設の活用を実践してきたと

ころであり、将来を見越した政策ではなかったのかと思っております。幸い大津町は人口増加を続け

ており、先人人口推計を行ったところ、５年から１０年先まではまだまだ人口が増え続ける予想をし

ていますが、南部や北部地域では既に人口が減少を続けており、これまでやってきたことをしっかり

と今後とも継続していくことが真の豊かさ、まちづくりにとって重要ではないかと思います。そのよ

うな思いの中で、やはり今後の社会における高齢者や障害者の皆さんとの雇用を確保するというため

には、先ほど議員おっしゃったように、中九州クボタが大分・熊本を中心として大津に事務所を開設

しておられますけれども、その会社が、例えば大津町の農地を２ヘクタールや３ヘクタールお借りし

ながら新たな産業の挑戦をやっていこうというお話も聞いております。そのような新たな産業の中に、

障害者施設、あるいは高齢者の皆さんがそこで働けるような場所になっていただけるものじゃないか

なというふうに思っております。そういういろんな企業の中、あるいは農業生産、いろんな形の中で、

今後高齢者の皆さんの働く、あるいは障がい者の雇用を確保するような産業育成を今後とも推進して

いかなくちゃならないというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） ５年、１０年は人口まだ大丈夫と。これは、企画部長にお聞きしますけれども、

大津町は人口推計、５年、１０年、向こう何年ぐらいの推計取って今の町長の。 

○議 長（大田黒英生君） 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） 今、お尋ねの人口関係ですけれども、全く企画部の私案としまして推計を

させていただいております。その中では、今、町長が申し上げましたように、１０年までは人口が減

まではいかない、増加あるいは現状を維持するのではないかというような形で推測しているところで

ございます。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 今、企画の私案ということですけれども、こういったことは客観的な部分でし

かるべき専門家あたりと相談するというのが必要じゃないかと思います。大津町、本当にそうなのか

ということも客観的に見る必要があるだろうと。そのことをまず申し上げて、先ほど町長言われまし

たように、そういうことも見越した形でやっているんだと言われています。ここの問題については、

私、この場でもう時間的な制約もありますので申し上げませんけれども、そういう気持ちであるとい

うことはわかりましたので、次の質問に移りたいと思います。 
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教育予算のあり方ということについてお尋ねいたします。オークスプラザの雨漏り、私も何度もオー

クスプラザを利用するんですけれども、雨が降ると、しょっちゅうバケツを置いているという状況が、

もうかなり長い間続いています。同様に、学校教育現場でもガラスが割れたり、雨漏りなどの対応が

即できるような状況ではないような気がしているんです。私はこれまで大津町の学校予算がないと以

前から聞いていました。これは、学校の先生は大津町だけではなく、他市町村の学校にも赴任してい

くという、そういう中で実感として、経験として言われているものがほとんどでございます。最近は、

他市町村の方から大津町の学校はかわいそうという言葉も聞くことがありました。これはどういうこ

とかと、私もほかの市町村に聞いたんですね。予算、どんな組み方しているのって、大津町とちっと

も変わりませんよと、そんな返事が、他市町村の学校教育課あたりに聞いてもそんな返事がまいって

きました。ところが問題は、やっぱ予算要望だろうと思います。これは、学校が本当に予算要望して

きたのかというのもありますけれども、予算要望の段階で、恐らく財政のほうが査定する側は現状に

目を付けて、現状はどうかということで査定しているんじゃないかと。将来、日常的に予測して、毎

年修繕費このくらい要るよねとか、あるいは教材費このぐらい要るよねと、そんな柔軟な予算の組み

方を立ててないんじゃないか。だから、即対応できないという状況ではないかというふうに到達しま

した。そのことについて、予算要望のあり方と教育長の見解を求めていきたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） おはようございます。金田議員の教育予算のあり方についてのご質問に対

してお答えいたします。 

ご指摘のオークスプラザの雨漏りにつきましては、本当にご迷惑をお掛けいたしております。玄関

入ってすぐのこのフロアの上は天窓になっております。その枠組みのコーキングが劣化しておりまし

て、わずかな隙間から雨が浸みて漏っている状況でございます。激しい雨のときにはバケツを置かな

ければなりません。経費削減のために、職員が何度か修理を実施してみましたが、軽微な修繕対応の

ため、今もって雨漏りがまだ解消できておりません。今後修理のための予算化をして、支給対応して

いきたいと考えております。 

次に、学校現場におけるガラス破損等への対応でございますけれども、ガラス破損等につきまして

は、金額的にも小額でございますし、安全上、即対応しなければなりませんので、各学校へ学校管理

運営費として措置しております予算で、それぞれの学校で修理してもらっております。ただ、雨漏り

等の修繕費は別途教育委員会事務局が管理運営を行っているところでございます。緊急性のあるもの

につきましては、即対応するように努めています。しかし、額が大きいものにつきましては、補正を

お願いして対応しているのが現状でございます。安全で良好な教育環境をつくるためには、当初予算

の段階で学校現場の実態をもっと精査したり、その段階で見通せないものの発生にも対応できるよう

に、もっと柔軟な予算の組み立てはできないか、今後検討してまいりたいと思っております。 

また、教材費としての予算も学校現場の要望を踏まえて組んでいるところではございますけれども、

町の厳しい財政状況下であり、十分には要望に応えきれていません。効果的な指導によって児童生徒

の学びの意欲を高め、学力の充実を図るためには、教材・道具の整備は欠かせませんので、学校規模
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や学校経営の特色に応じた予算配分と柔軟な予算運用を図らなければならないと思っております。そ

れぞれの学校が校長のリーダーシップの下に、大津町の教育基本構想や学校の教育目標の具現化に取

り組むための予算措置をするのは教育委員会の役目でありますので、予算確保につきましては、今後

も努力をしてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 時間がありません。もう一つだけ、質問という形にならないと思います。大津

中に昨年まで美術教室がプレハブ校舎でありました。今、何も使っていません。先だって、昼間に震

度３ぐらいの地震があって、生徒が見て、もうゆらゆらして危険で怖かったという話をしていたとい

う状況です。もう要らなくなって中もかなり傷んでいるようですので、その辺の不要な校舎というの

は早めに撤去すべきだと思います。併せて、議会の中でもありましたように、幼稚園の駐車場とか、

迂回するスペースとか、こうしたらいいんじゃないかと議員の中からも提案があったりなにかしてい

ますので、そういう壊した上でそういうところも利用できるんじゃないかなと思いますので、検討を

お願いしたいと思います。 

それから予算査定、今、教育長が言われたように、これは査定する側の問題でもあるわけです。そ

ういった教育の現場を見通しながら、査定の場ではそういった配慮をしていくべきだということを申

し上げて、私の一般質問を終わりたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。１１時１０分より再開いたします。 

午前１０時５９分 休憩 

                    △ 

午前１１時１１分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

新開則明君。 

○７番（新開則明君） こんにちは。７番議員の新開則明が通告順に従いまして一般質問を行いたいと

思います。本日は、次の３点について質問します。１問目、災害時の対応を問う、２問目、町政８年

間を問う、３問目、生徒の登下校を問うを質問します。 

まずもって、７・１２災害に遭われました皆様方に心よりお見舞い申し上げたいと思います。１問

目の災害時の対応を問うでございますが、質問が他の議員さんと重複する点をご了解願いたいと思っ

ております。この災害は、九州北部豪雨と呼ばれておりまして、熊本、福岡、大分の３県の被害が集

中してひどかったようであります。３県の人的被害で、死者、行方不明者、負傷者が数多く出ました

ことは、大変残念なことでありました。３県の被害は、８月１３日現在で１千６５５億円と言われ、

熊本６１２億円、福岡５６２億円、大分４８１億円と予測され、特に農業・漁業被害が目立っており、

被害を受けた施設は復旧の目処は今すらほとんど立っていないのが現状のようです。熊本県におきま

しても被害総額の６割以上が農水産被害とされているようでございますが、雨量にしてみましても時

間当たり約１２０ミリが球磨村付近で１２日午前１１時、産山村付近で１２日午前６時、阿蘇市付近



 117

で１２日２時３０分、大津町付近で１２日４時３０分に１２０ミリが記録されております。また阿蘇

市においては二度にわたり１２日の６時に再び１２０ミリ以上の雨を記録し、今までにない雨量であっ

たようでございます。豊肥本線におきましても、大津駅から宮地駅間は復旧しておりますが、宮地駅

から緒方駅間では土砂の流入や路盤の流出が激しく、復旧は２０１３年８月末になると予測され、長

期間にわたる復旧工事に４５億円の予算が見込まれているようです。大津町におきましても人的被害

の死者こそ出ませんでしたが大きな被害が出ており、人的被害１件、住家の全壊２件、住家の半壊が

１件、住家床上浸水３２件、住家床下浸水が４６件となり、阿原目地区、真木地区をはじめ、大津町

全域にわたって被害が発生し、多大な被害が出たのは大変残念なことでありました。この大きな被害

となる前に、住民の全世帯から今までにない雨の降り方であると感じておられ、降り始めから情報の

提供は心待ちされていたことと思います。消防団も巡回や周りの調査、詰所での待機を深夜の時間帯

まで大変な苦労もあったのではないかと思い、消防団に対しましては感謝申し上げたいと思っており

ます。全町内の地域への７・１２水害における注意報、警戒警報、避難等の情報連絡及び消防団との

連携はスムーズにあったか伺いたいと思います。また、河川域における被害も大きく、岩戸の温泉を

はじめ白川の左右の水田や矢護川水系の水田等が目を疑うほど変更しているのは驚きでした。水田に

立木や岩石、砂利、砂等が一面に散乱しているのは、雨量の量がいかに大量であったかを物語ってい

るようです。豪雨のため、至るところで道路の通行不能となり、やむなく迂回路を探して時間を掛け

られた方もおられると思います。中でも日暮橋や代官橋の地盤の崩壊によるものや路肩崩壊や土石流

の流入による通行不能な路線があったことは確かではなかろうかと思っております。通行不能は即座

に困る結果となり、地域住民をはじめ日常利用する人、通勤する人や通学生は戸惑う結果となったこ

とと思います。これらの通行不能による迂回路の表示及び通勤通学の対策はあったのか、お伺いした

いと思います。 

また、災害による家屋や田畑の復旧をしなければなりませんが、家屋においては災害適用法がなく、

保険会社の総合保険に入っておられる方は対象になり、支払金で復活できるかと思いますけれども、

町からの見舞金として家屋の流出、全壊、半壊、床上浸水など、段階ごとに支払われるようでござい

ますが、田畑の復旧には激甚災害の適用がされることと思います。国が９０％を負担し、残りが県と

市、あるいは受益者負担と理解しておりますが、以前の水害においては受益者負担はなかったように

も聞いております。また、作付けした農作物については、共済を掛けておられれば収穫不能から部分

的収穫可能部分等まで段階ごとの共済補償になることかと思いますが、それにしても完全復旧までに

は長期になることも覚悟しておかなければなりません。先祖代々受け継いだ土地であれば、土地に対

する愛着心は大きく、次の世代へ受け継いでいくことを望んでおられる方は数多いと思います。早急

に復旧して、災害前のような実りある田畑に復旧できることを願っておる次第です。このように、復

旧される家屋や田畑の自費部分と災害復旧対象部分はどうなっているのか、伺いたいと思います。 

１問目の質問を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 新開議員の災害時の対応についての一般質問でございますけれども、７月１
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７日に行いました校区別災害打合せ会議で、区長さん方から災害復旧や災害対策体制、情報収集体制

や情報の共有方法などについてたくさんのご意見をいただきました。このような非常時には、町の災

害対策本部と区長との連携が密に取られる連絡体制のシステム化を考えてほしい。あるいは危機管理

をもっと徹底してほしい、防災行政無線が聞き取れなかった、自主避難をさせる判断基準が難しいな

ど、実際の体験に基づいた貴重な意見ばかりでございました。これらの皆さんの意見を参考にして、

避難勧告の発令基準や連絡システムの作成、現地対策本部の設置マニュアルなど、より具体的な対応

策を練っていきたいと考えております。災害、豪雨災害や地震災害など、いつ、どこで、どのように

起きても不思議でない昨今でありますし、防災に取り組むものと同時に少しでも災害を減らすという

減災についても考えていかなければならないと思っております。今後についても、十分検討してまい

りますけれども、その対応関連等については、担当部長のほうから説明をさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 新開議員の迂回路の表示等についてお答えいたします。 

今回の豪雨災害によりまして、普段から利用している道路が通行できなくなり、通勤・通学などに

使われていた皆さんは大変不自由な思いをされたことと思います。今回の豪雨では、多くの道路が被

害を受けてしまい、道路の損壊、また民地の崩壊による土砂や河川の氾濫による道路の通行不能が多

数生じました。通行に支障があるものや完全に通行できないなど、役場へ連絡があったもの、また職

員の見回りにより報告があった箇所数は町内で約２００カ所になっております。報告を受けた後、す

ぐに現地に向かい、コーン等による通行止めの表示を行い復旧作業を始めております。被害箇所が多

かったため、迂回路の表示等は行っておりませんし、また通勤・通学の対策においても、特に講じて

おりません。ただし、国道・県道等については、それぞれ管理者にすぐ連絡をし、また主要道路にお

いては通行者が多いため災害の連絡があった箇所について早期に対応に向かっております。具体的に

は、１２日午前中に主要道路の調査を行い、１２日午後からは土木部と経済部の職員を８班に分けて

町内全域の調査を行いました。翌１３日は橋梁と河川の調査を行っております。道路の通行には、災

害以外の緊急時、例えば火災や急病人搬送等の対応も考えられますので、区長さん方と連絡を取りな

がら、なるべく早く通告止めの解除ができるように可能な限り障害物の除去を行い、ほとんど連絡が

あった日、または翌日には応急的にでも通行可能な状態にしております。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 新開議員の質疑の中で、道路の通行不能による通学路関連のご質問にお答

えいたします。 

７月１２日の豪雨に伴う通学路、学校施設等の調査を通学前に各学校及び学校教育課で実施いたし

ました。大津小学校、大津中学校においては、安全が確認できるまで時間を遅らせての登校、その他

の学校は休校の措置を取らせていただきました。翌日からは通学路の安全が確保されましたので、通

常どおりの登校となりました。今回の豪雨で代官橋が破損し、平行して設置してあった歩道橋も流さ

れ、県道外牧大林線が全面通行止めとなったため、１３日金曜日から夏休み前の２０日金曜日までの

５日間につきましては、速やかに町内タクシー３業者へ登下校時の送迎の委託契約を行い、錦野地区
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の児童１０名をタクシーによる登下校時の送迎を実施いたしました。夏休みに入り、７月２７日金曜

日、１７時代官橋が大型車２トン車以上を除く車両の通行が可となりました。夏休み明けの錦野地区

の小学生１０名の登下校の交通手段について、東小の校長、教頭と検討し、地元と協議していただく

ようお願いをいたしたところでございます。その間、菊池地域振興局土木部維持管理課に連絡を取り、

今後の対応、スケジュールについて確認をいたしました。「現在、事前協議中で、設計・積算・数量等

を上げている。早ければ今年中、もしくは今年度中に整備完了となる。しかしながら、歩道橋設置を

含む全面的な整備については、今年度中は厳しいと思われる」との回答をいただきました。代官橋に

ついては、登校時間帯において熊本市方面から阿蘇方面への通勤等の車両によるショートカットでス

ピードが出ており非常に危険であります。そのため、安全対策として代官橋の右岸・左岸の２カ所に

安全標識の設置のお願いをいたしまして、現在設置されております。錦野の平野建築事務所前から代

官橋経由で東小までの距離が約８００メートルであり、当面登校時の対応については地元区長、保護

者、民生員の協力を得て、代官橋付近の交通指導をお願いし、校長等が迎えに行き、下校時の対応は

学校で対応することになりました。なお、今後代官橋の橋梁改修工事時やケース次第ではタクシーで

の対応をお願いしたいということでございました。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 農業災害関係でございます。今までと同じ答弁のこともありますが、ご了

解ください。 

今回、白川や矢護川、平川の決壊や氾濫による多くの農地が土砂の流入や農地の流出の被害を受け

ております。議員おっしゃるとおり、１日も早い復旧を図らなければなりません。今回の被害があま

りにも甚大かつ膨大であるため、災害事務が膨大に上り、農地や農業用施設の災害査定前の対応に追

われております。国も５００万円以下の災害復旧事業費の査定は、現地査定は行わず机上査定で対応

するなど、敏速化を図るとの通知が来ております。国の災害採択基準の事業でありますが、１カ所４

０万円以上となっております。１カ所の工事とは、同じ工種で１５０メートル以内の間隔で連続して

いるものということであり、１カ所が４０万円に満たなくても合計して４０万円以上であれば金額的

には採択基準になります。ただ水田であれば畦畔、あぜが残っていた場合や道路・水路等については

法面だけの災害でその機能が現在維持されていれば災害として認められないなどの基準がございます。

また、災害復旧工事は原型復旧が原則となっております。土手をブロック積みに復旧することは認め

られておりません。農業災害復旧事業の自己負担でございますけれども、通常災害の場合、農業用施

設が６５％、農地が５０％の国庫補助率であります。今回は激甚災害の指定を受けておりますので、

これから補助の嵩上げが行われますが、国の災害査定が行われておりませんので、まだ金額について

は確定しておりません。ただ、受益者負担金等で今までなかったということが出ておりましたけれど

も、全議員さんご存知のとおり個人負担については昨年も含めまして町のほうに納入されております。

また普及等の長期的になることはということですけれども、これも３年間以内には完了するという運

びであります。災害見舞金等の要綱でございますけれども、１千平米当たり５万円で、１０万円を限

度としております。 
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○議 長（大田黒英生君） 福祉部長中尾精一君。 

○福祉部長（中尾精一君） 新開議員の質問の中の復旧される家屋の対応についてお答えいたします。 

今回の災害での家屋の被害状況は、住家の流出１棟、全壊１棟、半壊１７棟、床上浸水が１６棟で

す。納屋等の被住家では、流出２棟、全壊７棟、半壊が７棟です。町日赤共同募金会より対象世帯に

災害見舞金としてお見舞いをしております。家屋の復旧につきましては、被災者生活再建支援制度で

の対応ができます。該当する住宅の被害は、住家の流出・全壊及び大規模半壊が該当になりますが、

該当者の方や関係者の方との協議では、制度を活用して住宅の再建をされる方は現在おられない状況

でございます。今後も引き続き協議を続けさせていただきます。 

また、住家の半壊・床上浸水で支援制度に該当しない家屋のリフォーム等の修理代助成として、熊

本県が新たな支援制度を創設されます。９月の熊本県議会開会日に可決されております。今後、制度

の活用等につきましては、内容等の周知を徹底するとともに、関係者との十分な協議を行いながら該

当の漏れがないように対応してまいります。 

○議 長（大田黒英生君） 新開則明君。 

○７番（新開則明君） 何人かの議員さんの質問と同じ答えであったようですけれども、大変こう丁寧

に説明いただきましてすみませんでした。 

それともう一つわからないのは、農業補償の中で、多分収穫皆無として水田の稲が対象と思います

けれども、収穫皆無になった場合、共済金は大体反当どれくらいくるのかが１点。 

それから、防災無線の連絡の方法があったかと思いますが、あんなひどい雨が降るときには防災無

線は何も聞こえんだったという方がかなりおられました。部落の人が言うて回ったという地域も耳に

しております。防災無線のあり方として今後どうお考えかをお聞きしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 農業共済関係の補償関係の質問でございました。これは、あくまでも共済

掛金をしておかなければ対象にならないということです。大津町の状況を見てみますと、今回の７月

１２日部分については水稲だけが共済事務所に確認しますと対象になっていると。農業用施設とか、

あるいは当然大豆等なんかも作付けあっておりませんので、水稲だけの確認をしたところでございま

す。今、議員がおっしゃるとおり皆無ということで、要は収穫ゼロということでございます。それに

ついては７万円から７万５千円のところで補償が出るということでございます。また、途中でまだ水

稲関係の作付け等が全部が全部ではなくて、半分被害等を受けている水田につきましては、共済組合

が今から現地を回って、最後の１０月の時点でいろいろその一筆一筆ごとの金額を査定するというこ

とでございますので、全部については、まだ今からの確定になるかと思います。今言いましたように、

皆無についてはもう金額がそういうところで決まっているところでございます。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） ただいま新開議員さんのほうからご指摘いただきました豪雨のとき防災無

線が聞こえなかったというようなことでご指摘ございますけれども、これまでご説明の中にございま

したように、区長さん方への災害状況のご説明あたりのときにも、やはり区長さん方から雨の降る状
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況で聞こえなかったというようなご指摘もいただいております。また、これまでそういった形での無

線の状況、あり方につきましては、個別無線の設置もそういった形でご要望あたりの意見もあってお

りましたので、今後災害時、またはいろんな面で住民の方にきちんとその無線の状況がお伝えできる

ような形を今後検討してまいりたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 新開則明君。 

○７番（新開則明君） 災害時には、適切な対応を早急にしていただきたいと思います。 

２問目に移ります。２問目の町政８年間を問うでございますが、家入町長におかれましては、現在

まで８年間、日本一のまちづくりを念頭に、元気大津をスローガンに掲げ、様々な事業に取り組まれ、

ハード面、ソフト面、幅広く躍進されたことは評価したいと思います。今回の豪雨に対しましても、

町中心街の氾濫を防げたのは、確かに上井手流域における雨水調整池の取り組みや各地における宅地

浸透枡の設置の効果があったものと思われますが、これも一つの行政主導の現れ方だと伺えます。い

ずれにしましても、災害に対する施策は、常に考慮していかなければならないと思っております。家

入町政の中でも、企業誘致に対しましては本田技研の拡張工事やソーラー部門の新設工事、中核工業

団地においては残地の区画の工場誘致、南部工業団地においては緑地帯及び空地の部分まで最大の誘

致をしておられます。室工業団地の充実にも努められ、企業部門は大きく躍進を現在も続けているよ

うです。道路関係につきましては、本田技研３２５号線より国道への直結となり、交通混雑が解消さ

れ、本田技研南通りの４車線化による輸送力の強化となっております。三吉原北出口線の全線開通に

よるミルクロードへの利便性が大変よくなりました。また、西鶴中井迫線の全線開通による北部地域

をはじめとする国道５７号線への利便性、現在工事途中であります大津駅楽善線の取り組みがなされ

ておりますけれども、ここが開通しますと南北道として役割は期待できそうであります。また、下水

道に関しましては、町内の下水道の接続向上を図りながら、農業集落排水事業として錦野浄化センター

の稼働により、鳥子川、錦野、外牧、内牧が整備され、杉水平川地域の集落排水工事、矢護川地域の

集落排水工事が進み、随分下水道整備も前進してきております。農業関係では、迫井手地区の圃場基

盤整備事業で岩坂地区が取り組まれ、利用しやすい素晴らしい圃場が完成するものと思われます。平

川台地におかれましては、農道の整備が進み、作業しやすい農道になったことと思います。また、建

物関係を述べてまいりますと、公民館分館の開所により、地域活動、空手、社交ダンス、文化サーク

ルができるようになり、大津駅南口にビジターセンターができまして、南口からの利用者の便利のよ

さとバスロータリーセンター、空港ライナーの設置で空港との連携がスムーズになり、くまモンタク

シーが活躍中であります。また、まちづくり交流センターの開所によりましては、町民交流、商店街

の活性化を主に、経済の進展になりそうに期待されます。また、少し行った東側には歴史文化伝承館

の開所により、町内で発掘された土器や石器の展示とともに拓本があり、また日本唯一の民芸である

梅の造花が展示され、会員の技術の研鑽と中学生への生涯学習の一環として、技術の共修への取り組

みがなされ、日本一の伝統工芸であることを全国にアピールしたいと頑張っておられます。また、行

財政改革では歳出削減が行われ、総合交流ターミナルや若草学園は指定管理者へ移行され、下水道浄

化センターの管理は包括的民間委託へ移行され、老人ホームすぎなみ園は施設民営化に移行されて設
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備も大変よくなりました。福祉や教育面でもアルコール工場跡地の改修、子育て健診センターの整備、

防災公園としての整備をされ、それから中学校のすぐ側でございますけれども、教育センターの開所

による子どもの不登校やいじめ問題への取り組み、町内の小・中学校への防犯カメラを設置していた

だき、児童の安全を図り、学校教育指導員、学習支援指導員及び校務員、司書を配置して児童の学力

向上に努められました。また、美咲野の分離校の建設、東小・北小の耐震改修工事に取り組まれ、ま

だ申し上げられませんがいっぱい事業としてありますけれども、大変多くの事業に取り組まれたこと

は言うまでもありません。事業に対しまして、すべて評価すべき事業とは思っておりますけれども、

町長自身が８年間に取り組んでこられた数々の事業の中で町民から高く評価されている事業はどんな

部門と思われますか。伺いたいと思います。 

また、福祉や教育にも前進的な事業が見られますが、改善すべき点は考えられているのか、伺いた

いと思います。 

多くの事業の中で残されている課題への取り組みが必要かと思いますが、どう対応されていきます

か、伺います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 新開議員の大津町政に対する８年間の実績関連等について、大変今、申され

たように、振り返ってみますと本当にいろいろとやってきたんだなという思いをしておりますけれど

も、これはやっぱり議会の皆さんと、それから町民の皆さんのご理解とご協力があってこそできたも

のと感謝を申し上げたいと思います。これからもやはり議会、町民の皆さんの声をしっかり聞きなが

ら、まちづくりに推進をしていかなくちゃならない、そういう思いであります。今、いろいろとまち

交事業や村交事業におきましてのそれぞれの町民の皆さんが困っていると思われるようなことをさせ

ていただいております。例えば文化ホールの座席の改良とか、音響効果の改善や、あるいはテニスコー

トの改修などもやらせていただいておりますけれども、まずはやっぱり私思うのは、集中改革プラン

ということで、事務事業の編成関係の統廃合等をやらせていただいておりまして、総合窓口が推進と

いうことで、２回の機構改革を行いながら、ワンストップサービスによる証明書発行等の窓口の一元

化、あるいは子育てに関する窓口関連の集約など住民サービスの向上に取り組んだこと、または道路

整備の一元化というようなことで、農道や町道、林道関連の仕事をする窓口を一元化しながら、また

優先度の評価による計画的な道路整備計画を行ってきているところでもあります。議員おっしゃるよ

うに民間委託の推進も行ってきておりまして、指定管理者制度を導入というようなことで、総合交流

ターミナル施設や農産物処理工場、加工施設や市民リフレッシュ農園、あるいはふれあい公園や大津

小学校区学童児童施設のつくしんぼクラブや室小学校区の室小ジョイキッズクラブ、あるいは大津町

老人福祉センター、大津町高齢者いきがいセンター、大津町わかくさ児童学園、あるいは楽善ふれあ

い関連の指定管理制度をやらせていただいておりますし、あるいは民間でできるものは民間でという

ような形で、老人ホームの民営化を進めておりますし、今後についても若草学園の民間委託を検討さ

せていただいております。あるいは、地区公民分館の民営化推進ということで、杉水公民館分館を上

杉水区に移管をしたり、あるいは大津町浄化センター室中継ポンプ場への包括的民間委託制度を導入
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しておりますし、環境保全関連等につきましても包括的民間委託制度を導入し、それぞれの民間委託

におきますコスト減関連等について、それぞれの専門業者にお願いする中で相当の利益というか、コ

スト減を図っているということでもありますし、また矢護川簡易水道の組合の経営状況等の今後の心

配もありましたので、大津菊陽水道企業団への編入関係もやらせていただいておりますし、地区のご

理解とご協力で編入ができておるというような状況でございますし、また町有林の長期施業委託とい

うことでも、町有林の管理委託を森林組合関連等とやらせていただいております。定員管理の適正化

についても、当時なったとき定員２１２名でございましたけれども、現在では２０１名で職員管理を

やらせていただいております。それから、職員に対する手当の総点検ということで、給料の適正化と

いうことで、特殊勤務手当ての見直しということで、保育園や老人ホーム、下水道の特殊勤務手当を

廃止したり、あるいは調整給の見直しということで、若草学園職員の調整給の削減をしておりますし、

高齢層の職員の昇級停止ということで、平成１８年度から人事院勧告に準じて５５歳を超える職員の

昇級を抑制しております。職員手当の見直しということで規則を改正し、平成１８年度から勧奨退職

者以外の理由による２０年以上の勤務をして退職する場合や勧奨による退職する場合の退職時の昇級

を廃止しております。このように、それぞれの職員に対するご理解を得ながら、各種手当関連等につ

いてもしっかりとやらせていただいております。また、職員の頑張りによりまして、有料広告の導入

ということで、有料広告の調査研究を行い、平成１９年度から大津町ホームページにバナー広告を導

入し、毎年報告収入が増加しているというような状況でございまして、今後についてもしっかりとＰ

Ｒをやっていきたいというふうに思っております。 

そういう意味の中で、近隣町村へ出張する職員の日当手当の見直しを行いながら、旅費に関する条

例を改正し、県内の出張時の日当支給を平成１８年４月から廃止しております。またもちろん、特別

職の昇級を見直しまして、平成１８年度から町長の給料を１０％、副町長と教育長７％を削減してお

るというような事務的な改善を行わせていただいております。 

あと、インフラ整備とかいろんな形については、もう議員おっしゃるとおり、それぞれの事業をしっ

かりとさせていただいております。大きな道路から町内の幹線道路をはじめとする危険であるとか、

不便であるというようなところについて、逐次やらせていただいております。例えば、塔の迫関係の

翔陽高校の西側の道路の改修工事もやらせていただいており、あるいは農道関係についても南部工業

団地の通勤を兼ねたところの南部中央農免道路の振興というような形、あるいは平川団地における農

道排水関連の状況等もございますので、いろいろなところでそれぞれの事業をさせていただいており

ます。そういう意味におきまして、本当に住民の皆さんのご理解、あるいはご協力によってできたも

のでありますので、これからは自治体間の競争でございますが、地域のことは地域で考え行動する、

そのような時代が来ておりますので、大津町まちづくり基本条例の理念に基づき、それぞれがそれぞ

れの役割を認識し、協働でまちづくりに携わっていくこと、まさに住民自治、団体自治の役割をしっ

かりと明確にすることが大切であると考えております。 

以上のような課題に対しても、各種施設等の整備を図りながら今後のまちづくりに向け、地域の特

性を活かしたまちづくりを町民の皆さんとともに、お互いに知恵を出し合い、汗をかきながら、創意
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工夫を重ねていかなければならないというふうに思っております。人材育成をはじめとする子どもた

ちの育成を図るために、課題でありました北小学校関連の合併問題も北小学校の大規模改修事業で今

ご理解を得ながら教育環境を進めさせていただいておりますけれども、先ほどの質問にありましたよ

うに、学校環境整備関係等については、今、逐次全体的に調査をさせていただいておりますので、そ

のような中から順番を決めながら新たな取り組みを財政状況を検討しながらやらせていただきたい。

今後についても、美咲野団地、宝の島というか、あの美咲野団地ももう完売しておりまして、９月末

には事務所も引っ越して新たにあそこに歯科の病院ができるというような話でございますけれども、

新たなやはり人口増の計画もしていかなくちゃならない。それとともに新たな企業の誘致、あるいは

特産関係の企業の頑張りを期待するというか、そういう話も今逐次あっております。そういう雇用の

確保とともに福祉関係の充実を図っていかなくちゃなりませんので、それぞれの健康増進を兼ねなが

ら、医療費、あるいはその辺の体制をしっかりと整えるための今後の課題がたくさん残されておると

思いますので、今後について高齢化社会に対応できるような施策をしっかりと今後考えていかなくちゃ

ならない、そういう思いをしておりますので、大津町の自然保護をしっかりと確保しながら新たな大

津町の魅力あるものをつくっていかなくちゃならないというふうに思っておりますので、今後とも議

員各位の皆さん、そして町民の皆さんのご理解を得ながらまちづくりに頑張っていきたいというふう

に思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 新開則明君。 

○７番（新開則明君） 事業の中でも多分にしてまだ課題が残っているかと思いますが、町長のやる気

はどれぐらいあるか、もう一回お聞きしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 皆さんのご協力、ご理解があれば、再度皆さんとともに大津町、元気な施策

を提案しながら、住民の皆さんとご相談しながらやっていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 新開則明君。 

○７番（新開則明君） それでは、３問目に移ります。３問目の生徒の登下校等でございますが、全国

における登下校時には大変痛ましい事故が発生しておりますが、４月下旬に京都府、千葉県、愛知県

におきましては、登校中の児童生徒が生命を失われ、大変残念な事故となっております。生命の尊さ

と登下校に対する安全性を日ごろから心掛けなければなりません。文部科学省の通学路の交通安全の

確保に関する有識者会議において、教育委員会、道路管理者、警察など、関係機関や地域住民等が連

携して安全対策を講じるよう指摘されておりますが、児童生徒、保護者に対する実践的な交通安全の

教育指導の重要性と必要性が提起され、児童生徒の発達に応じた安全指導、安全学習が重要視され、

その際主体的に行動する力を身につけさせるということが示されております。学校教育における安全

教育に関する指導時間を設け、交通安全指導員などが学校と連携して児童生徒や保護者指導も必要か

ということが２項目に示されております。 

このようなことから、地域の条件、通学路の未整備、歩道の危険性、信号機の未設置等による不備

な点もあるかと思いますが、一歩ずつ改善していかなければならないと思います。保護者も子どもの
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登校時の心配は排除できないものがあると思われます。私たちの地域においては、登下校するとき、

集合場所に全員集まったら保護者が小旗を持って先頭に立ち、松古閑地蔵堂前から昭和橋を渡り、上

井手側沿いを室の塔の迫橋の手前まで、橋を渡るまで同行されている姿をよく見かけております。ま

た日吉ヶ丘の住民の皆様によるボランティアと思いますが、登校の安全を指導いただき、楽善スポー

ツ店前の横断歩道を安全に登校指導が行われております。また、楽善食堂前の交差点では、楽善地区

の方による指導が見受けられておりますが、通行量の多い交差点では安全策ではないかと感じている

次第です。 

このように、登下校するとき、保護者の指導と協力が行われている地域は町内においてどれぐらい

の地域が見受けられるのか、お伺いしたいと思います。 

また通学路としての登下校で楽善スポーツ店前の交差点ですが、普通の交通の往来も最近は一段と

多くなりました。運送業者、通勤者、農耕車、レジャー車など、左右を確認して渡るのが容易なこと

ではありません。先ほど申し上げましたように、日吉ヶ丘の皆様による登校指導が行われております

が、信号機がない交差点ですので大変重要な役目をしていただいていると感じているところです。こ

の交差点におきましては幾つもの事故を見かけておりますが、大きな事故が発生する前に通学路でも

あり、信号機を設置しなければ大変危険を感じているところです。この交差点につきまして、最近側

溝及び歩道の部分の改修がなされて、環境的にはきれいになり、使いやすくなったと思います。この

ままの交差点では、いつ事故が起きてもおかしくない地形であります。信号機を取り付けるには直角

交差点でなければならないということであれば、地形の改良を先に取り組むべきではないでしょうか。

平成１８年１２月の定例会で一般質問をしておりますが、６年前になりますけれども、この交差点に

ついては信号機について何の進歩も見えておりません。往来の激しい利用度の高い楽善スポーツ店前

の交差点の信号機の取り付けは一体どうなっているのでしょうか。また、横断歩道の線引きにつきま

しても、町内には相当数の横断歩道があると思いますが、横断歩道の線引きは人と車社会を事故から

守る大切な目印でもあるし、重要な役割をしているものであります。私たちも線引きのないところで

手を挙げて横断されている姿をよく見かけ、危険性を感じることが幾度もあります。まして通行量の

多い交差点や通学路は最も危険であると思っております。特に楽善地域の西嶽団地から旧「まきば」

畜産組合の精肉店ですけれども、今はありませんけれども、行く横断は大変危険を感じております。

通学にも使うし、人の出入りも多いところであります。また、ほかに横断歩道の線引きや側車線の白

線が消えかかっている部分の修正が必要ではないかと思います。横断歩道の新設の線引きや消えてい

る白線の修正の必要な調査は行われているのか、お伺いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） 新開議員の登下校するとき保護者の指導と協力が行われている地域はどれ

ぐらい見受けられるかというご質問に対してお答えいたします。 

議員がおふれになられましたように、全国各地で児童らを巻き込む痛ましい交通事故が相次いで発

生しております。このような事態を踏まえ、国や県も積極的に通学路の点検をし、安全確保に向けた

取り組みを始めました。その一環として、大津町におきましても先日国土交通省、それから県の菊池
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地域振興局、大津警察署、それに大津町教育委員会、それから町の道路整備課、総務課等が一緒にな

りまして、前もって各学校から通学路の危険箇所として上げられていましたところの現地調査が行わ

れました。この調査結果に基づいて、今後の対応がなされることになっております。 

また、県と県ＰＴＡ安全互助会の事業で子ども見守り支援事業というのが行われておりまして、取

り組み計画書を添付して申請をしますと、１校について３万円の補助が出ます。町内のすべての小学

校はこの事業に参加をしております。その補助金は地域の人や保護者による安全指導用の法被、それ

から帽子、たすき、それから交通安全旗、こういったものの購入に充てて活用させていただいている

ところでございます。 

ところでご質問の件ですけれども、いずれの小学校でも保護者による登下校指導及びあいさつ運動

が実施されております。輪番によります指導でございます。学校によりまして、毎日やっているとこ

ろ、それから週１回やっているところ、年に数回とその回数はばらつきがあります。また、指導に立

たれる場所は交通量の多いところの交差点、横断歩道を中心に学校と協議しながら指定して行われて

いるところでございます。箇所数は、これも学校によってかなり幅がございます、２カ所の学校もあ

りますし、多いところは２０カ所に及んでいる学校もございます。保護者以外の地域有志による活動

は、危険箇所における旗振り、それから見守り、同伴登校や通学路の巡回パトロールなど、ほぼ毎日

行われております。このように、時代を担う子どもたちの命を守るために、保護者をはじめ地域の方々

の温かい献身的なご支援を得て大きな交通事故等が起こってないことを心からありがたく思い、感謝

に堪えません。今後も子どもたちへの安全指導や見守りをお願いするのと併せまして、子どもたち自

身が自分の命は自分で守るための安全教育の徹底と通学路の安全施設の充実に努めてまいりたいと考

えております。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 新開議員の子どもたちの安全のための信号機や横断歩道の設置の件でござい

ますけれども、もう議員いつも通られるからご承知のとおり、三吉原の道路改良の折りに交差点とい

うことで南の方を若干広く買っておりまして、返ってああいう大きい状況であると事故関連が起こる

のは十分ありますので、今その事故防止のための一環として工事をさせていただいております。警察

のほうともご相談をずっとやってきておりますけれども、残念ながらそこの交差点よりも美咲野団地

の中を走っておる県道、矢護川大津線でございますけれども、この県道の中に美咲野の西側の団地の

皆さん、子どもたちが学校へ通学するのにどうしても信号が必要という教育委員会からの要望もあっ

ておりますので、そちらのほうにぜひ信号機をつくっていただくように大津署のほうの警察署長や交

通担当課長のほうに強く申しておりますので、ちょっとそちらのほうの交差点については遅れてくる

んじゃないかなというか、順番としては美咲野のほうを今要望一生懸命、我々としてはやっていると

いうような状況でございます。 

また、楽善の南のほうの十字路でございますけれども、白線関係についてですね、昔はボランティ

アで交通安全協会の関係の方々が白線を自分たちで引いたりいろいろやっておられますけれども、こ

れは白線内で、横断歩道で事故が起きた場合はですね、やはり個人的にやっていると問題だそうでご
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ざいますので、住民の皆さんの要望が県のほうの規制課のほうに届いていく中で許可をもらうという

ような形でないと、もしも事故が起きたときに道路法上の問題、いろんな問題がございますので、そ

ちらのほうについてはですね、案外可能性は近いというふうに思っておりますので、そういう交通安

全関連等の対策については十分通学路をはじめとする高齢者の皆さんの車から分離するような社会を

つくりたいという意味におきまして、しっかりと歩道整備なり何なりをやっていきたいというふうに

思っておりますので、まずは美咲野の日吉ヶ丘の、あるいは楽善の皆さんのボランティアで交通指導

をお願いしていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 新開則明君。 

○７番（新開則明君） スポーツ店前の交差点の信号機は、以前から述べておりますけれども、なかな

か直角交差点ということをお聞きしておりますので、それになるまでには結構対策が必要かと思いま

す。信号機は今言われましたように美咲野が先になっても、地形の変更から先に進めなければ、いつ

まで経ってもできないのではないかと思います。非常に危険ですので、この地形の変更の可能性はあ

るのか、その辺をお聞きしたいと思います。 

それから、横断歩道の線引きにつきましては、先ほど「まきば」のところだけを私は言いましたけ

れども、ほかの調査は行われているのか、お伺いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 信号機につきましては、先ほど町長の答弁がございましたとおり、やはり

現状では優先すべきところもあるということでございますので、今後現状の交差点につきましては安

全性を図るような形でですね、やはりそういった形での対応を今後考えていく必要があるかなという

ふうに思います。 

それから、横断歩道の線引きにつきましてでございますけれども、白線の修正の必要な調査につき

ましては、先ほども「まきば」のご指摘がございましたけれども、ここにつきましては横断歩道の新

設、それから既設横断歩道に引いてあります白線ということでございますけれども、まず横断歩道に

つきまして警察に確認いたしましたところ、車道幅が５.５メーター未満であったり、道路の外側線が

あればそれから５.５メーター未満であれば難しいとの警察の見解でございました。現状でのご指摘に

ついては、そういった基準からいきますと難しいというふうに思いますけれども、ただ地元区長さん

あたりから役場の総務課のほうに要望を出していただき、また取りまとめて大津警察署へ申請をいた

しまして、申請箇所を警察で現地調査をするということでの手続きになっております。 

それから、申請に伴います設置場所を県警本部へ上申がございましたら、県警本部の現地調査で設

置必要な場所を県公安委員会へ送って、公安委員会のほうで必要と判断した場合に交通規制課のほう

で設置工事を行うというような形での流れとなっております。 

それから、横断歩道の線引きにつきましては、消えかかっている白線の調査につきましては、その

対応といたしまして地元警察で毎年１回４月または５月に調査を行いまして、その後、消えかかって

いる箇所を県警本部に上申し、その後、また県警本部で調査し、必要があればその線引きを決定され

るというようなことでございました。 
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それから、道路の外側線につきましては、線引きが必要なものにつきましては区長さんからご申請

いただければ、町が調査して対応してまいりたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。午後は１時１５分から再開いたします。 

午後０時５９分 休憩 

                    △ 

午後１時１５分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

吉永弘則君。 

○３番（吉永弘則君） こんにちは。通告順に従いまして、３番議員吉永が質問をしたいと思います。 

その前に、７月１２日に豪雨によって被災されました皆さん方に慎んでお見舞い申し上げたいと思

います。 

それでは、１番目の中小企業の育成をということで伺いたいと思います。本町の振興総合計画が平

成１８年に制定され７年が過ぎております。基本目標などは順調に推移しているかと思いますが、特

に将来目標人口が後期計画でプラスに修正されたということは大変喜ばしい成果だと思われます。 

ところで、本年の４月の下旬の熊日紙上で伸びゆく町の光と課題ということで、５回に渡って連載

されました。これは、合志市と菊陽町の現状でありましたが、本町のことも取り上げてほしかったか

なと思われました。その中で、地下水が豊富で熊本空港や九州自動車道インターが近いことから進出

企業が多く、大規模企業の多くが立地している。このことは、本町も同様かと思います。ただ大企業

が支える産業構造は、本社の不振があれば一気に変わる恐れがあるということです。 

そこで、地元に密着した中小企業の育成が重要であるということで、菊陽町では昨年、中小企業振

興条例を制定し、中小企業の受注機会を増やすなど、町や住民の協力を促し、地域経済の足腰を強化

する姿勢を明確にしております。大津町は菊陽町と同様でなくても、本町独自の内容で中小企業が自

主的に行う事業、例えば商店街活性化のための商店街とのふりあいを深める行事や活性化のための調

査事業、また２つ目に工業振興のための新製品の研究や開発事業、３つ目に中小企業者が組合等を組

織する事業、４つ目に人材育成のための中小企業団が設置する中小企業大学での研修参加事業などに

対して経費の一部を考えたらということです。こうした事業は一時的ではなく、長く続けることによ

り効果があるものと考えております。本町において、中小企業振興対策を講ずべきと思いますが、こ

れに対して伺います。 

また、本町では企業誘致課を設置し、進出企業の誘致に取り組んでおられますが、配置職員は課長

を含めて２名です。大都市の本社に出向いて本町のアピールや有利性などを説明し、商談するには十

分ではないと思われます。今後は新規分野の企業進出が望まれます。特に、脱原発と言われておりま

す電力分野、これにはソーラー、小水力、風力などがあります。また、子育て・高齢者介護等の福祉

分野、教育文化等の分野、そういった中で誘致課職員は、浅く広く視野を持って商談に望まなければ

なりません。本町は交通環境などいろいろなアクセス面でも優れております。企業誘致に成功すれば、

雇用、人口、税収といった面でさらなる期待が膨らみます。これらを生かすためにも積極的な活動を
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展開し、充実した人材配置を期待するものであります。 

以上、伺いたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 皆さん、こんにちは。吉永議員の中小企業の育成についてのご質問でござい

ますけれども、これまでの町政の柱として企業誘致を進めてきた成果は大きいと思っておりますし、

雇用の場が確保され、地域経済が活性化されたことにより、さらに人口増にもつながったと思ってお

ります。しかし企業の業績は世界経済の動向に大きく左右される場合がございます。今まさにリーマ

ンショック以降の不況や長引く円高による影響が、町内企業に多くの影響し、厳しい経済状況が続い

ていると伺っているところですし、そういう中におきまして、中小企業の育成についてのお尋ねです

が、これまでの町政活性化の大きな要因として、中小事業者の皆さんの支えがあってこのように発展

していることに感謝をしているところでございますが、大企業にとっても欠かせない存在であるもの

と思います。議員のご質問のとおり、中小企業の研修や開発事業については、企業体力を向上させ強

くするという意味においては必要なことと思います。研修の開催については、現状では商工会や町企

業連絡協議会等の組織の中で、会員企業等の研修などを行っていただいている状況でございます。ま

た、研究開発についてですが、新たに追加価値の高い新製品を開発するためには、多くの経費や技術

力が必要になります。町には助成制度は設けておりませんが、国や県の助成制度がありますので、商

工会では現在国の補助金を利用して小規模事業者地域力活用新事業展開支援事業を利用し、農産物を

生かした特産品開発の事業が行われております。製造業では中小企業の育成を支援するリーディング

企業育成事業に取り組まれており、１件１千万円を限度とした助成制度が創設されておりまして、現

に大津町からも２件が事業認定を受けられているようです。今後も国や県と連携をしながら、町とし

ても連携しながら中小企業の育成に努めていきたいと思います。 

次に、企業誘致課の職員の充実についてのお尋ねで、定員適正化計画に基づき、適正な定員管理を

行っているところでありますが、現体制の中で専門知識の取得の充実などを図るとともに、横の連携

を密にして、さらに企業誘致活動に取り組んでいきたいというふうに思っております。 

そのような中におきまして、今後につきましては専門職の臨時職員関係を雇用しながら、新たな企

業、中小企業の育成にも力を入れていければなというふうに思うし、そのような臨時職員関連等の研

修等も今後検討しながら、大津町地域の企業の活性化につながっていければなというふうに思ってお

りますので、今後の検討事項としたいというふうに思っておりますし、詳細につきましては担当部長

より説明をさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） 吉永議員の中小企業への研修あるいは開発などの助成についてお答えいた

します。 

その前に、昨年度の企業の立地の動向につきまして若干ご説明をさせていただきます。九州全体で

の工場立地の状況といたしましては、立地件数が９１件で、昨年より６件の増となっております。一

方、熊本県の立地協定件数は３４件です。内訳といたしまして、新規立地が１１件、増設が２３件で、
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生産ラインの増強などであります。業種別では、半導体関連が１０件と最も多くなっております。ち

なみに大津町では増設協定４件となっており、昨年よりも１件の増となっております。これにつきま

して、県企業立地課では、リーマンショックの後を考えれば健闘していると、企業訪問などの誘致活

動が実ったと発表いたしております。 

では、先に町長が申し上げました製造業などの開発に関する件のリーディング企業育成支援事業に

ついて概要をご説明させていただきます。この助成制度は、平成２２年度に創設されております。支

援の対象といたしましては、県内で主たる事業活動を行っている中小企業であること。今後１０年以

上事業所を有する見込みがあること。半導体など県が定める重点成長５分野で高付加価値を生み出し、

県の経済を牽引していくリーダー的企業であることなどの要件がございます。補助率は３分の２で上

限が１千万円及び２００万円の二通りの助成事業があります。これまで３年間で４４件の中小企業が

認定を受けられておりまして、大津町からも２つの企業さんが認定を受けておられ頑張っておられま

す。製造業関連の開発であり、多額の経費はもちろんでありますが、開発の成果の評価に対しまして

高度な技術力が求められますので、町村独自の助成については難しいものがあると考えております。 

次に企業誘致でございますが、現在２名体制で企業連絡協議会などの企業間交流の場や企業フォー

ラム・展示会等への参加等の機会において投資情報、企業立地情報を収集している状況でございます。

また、熊本県の東京事務所や大阪事務所との情報交換も注視いたしております。ただ、国内での大型

投資は減少している状況が続いており、今は町内企業を守ることも大変重要であると考えております。

これまでは企業間の取引きやお付き合いによる新規立地等もあっております。また、企業訪問での増

設投資決定ということもあっておりますので、まず企業訪問を継続して一生懸命やっていくことが大

切であるというふうに考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 吉永弘則君。 

○３番（吉永弘則君） 非常に今は大企業がですね、非常にやはり不安定な状況が出ております。そう

いった中で、いかに中小企業を伸ばしていくかというのが今後の大きな課題ではないかと思います。

中小企業といってもいろいろあるかと思います。地元に密着した中小企業というのがたくさんありま

すけれども、そういった密着した中小企業を今後いかに伸ばしていくかが本町の今後の大きな課題で

はないかと思っております。そういった意味で、ぜひ中小企業連絡協議会、町もつくっております。

そういった中で、横の連絡を密にしてですね、ぜひ中小企業の振興に町としてもあたっていただきた

いなと思っております。 

それから、誘致課職員の件でございますけれども、現在、新規部門でソーラーあたりの進出のお話

が何件かあっておるかと思います。そういった意味でですね、やはりそれなりの知識を持っていただ

きながら、そういった進出企業あたりに対するアタックをしていただかなければならないかなと思っ

ております。そういった意味でも、今、町長が言われましたように、臨時職員でも専門分野にそういっ

た形で勉強させて考えておきたいということで言われておりますので、ぜひこの企業誘致、これにつ

いては、先ほども言いましたように、いろんな面でプラスになります。先ほどの質問の中でも、１０

年ぐらいは人口は増えるか横ばいということで言われましたので、こういった企業誘致活動あたりを
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することによって、伸びゆく町、元気な町ができるんじゃないかなと思っております。これについて

は、きのうの同僚議員もこういった税収面、いろんな面において企業誘致あたりには力を入れてほし

いということも言っておりますので、ぜひ当町としてもその方向で今後検討をしていただくならなと

考えております。 

それでは次に行きます。２問目、職員にまちづくり研修の参加派遣をということで質問したいと思

います。まちづくりのために若手職員を視察研修させることについて、町長の考え方を伺いたいと想

います。これからの自治体は、自らの総意と工夫によって個性豊かなまちづくりを進めなければなら

ないと言われ、１０年度には自治体の取り組みいかんによっては、自治体間に相当な差がつくだろう

と言われております。個性豊かなまちづくりを進めるということは、新たな発想でなければなりませ

ん。新たな発想を中高年層に求めることは酷であろうかと思われます。他県のある市では、３５歳以

下の職員を対象に、まちづくり探偵団派遣事業を実施しているそうです。若い職員にはいろいろなア

イデアがあっても発表する場がなく、上からの指示によって黙々と仕事を処理していく。そのうちに

中年になり、枠にはまった職員になっていくのが実態ではないかと思います。 

そこで、まちづくり活性化のため、若手職員を視察研修に派遣することについてはいかがでしょう

か。行政主導ではなく、民間団体や住民が協力してまちづくりに取り組んでいる実態を見るには、職

員の視点を転換させることにもなろうかと思いますし、経費も多額なものにはなりません。毎年数名

を派遣することについて伺いたいと思います。 

また、まちづくりのためのアイデア募集であります。これは１回限りのものではなく、毎年定期的

に募集することにすれば、常に問題意識を持つことにより、よいアイデアが出てくるであろうし、ま

ちづくりに参加しているといった意欲も湧くのではないかと思います。町長の考え方を伺いたいと想

います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 吉永議員の職員によるまちづくり研修関連等の育成でございますけれども、

ただいま大津町におきましては職員の自己申告、あるいは自主目的のための研修をやらせております。

そういう中で、自分の仕事以外の関係についても、自己申告で研修に行っている職員がたくさんおり

ますので、そういう職員のやる気、あるいはいろんな考え方が変わってくるものというふうに思って

おりますので、今後も自己研修の推進を図っていきたいというふうに思っております。 

また、住民の皆さんから、あるいは職員から素晴らしいアイデアをというような形で、いろんな形

の中で、いろんな行事の中においてのアイデア関連等のアンケート調査をやっておりますので、その

辺の調査に基づきまして担当のほうでしっかりと検討をしながら、今後のまちづくりに生かしていけ

るというような状況ではないかなと思います。いろんなまちづくりございますけれども、やはり雇用

とか福祉とかいろんなものを考える中で、連携が必要であるというふうに思います。先ほど申しまし

たように、ある企業を呼んできて、その企業の中で働く雇用確保については、大津町には大変障がい

施設もたくさんありますので、障がい者たちが自立して生活できるような一環としての雇用、こうい

うのを施設と企業との協定とか、そういうものの中で生まれてくるんじゃないかなと。もちろんそれ
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には高齢者の皆さんもそこに雇用に加わり、障がい者や高齢者、それに従業員の皆さんとともに、しっ

かりとその仕事に打ち込んでいける、そういうような交流をすることによって、生きがいの社会がで

きてくるんじゃないかなというふうに思っておりますので、そういうような推進も今後図っていかな

くちゃならないというふうに思っております。そういう意味におきまして、そんな企業を我々も地元

に誘致する、そのためにはそれなりの町民の皆さんの意見や企業の皆さんとの連携をしっかり取りな

がら誘致企業というか、そういう誘致企業課だけでなく、すべての職員が一本にまとまってそういう

方向に行けるというようなことを日ごろから心付けながらまちおこしに頑張っていけるような人材を

今後とも育成していかなくちゃならないというふうに思っております。 

現況の内容については、また担当部長の方から説明をさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） 職員からの意見、アイデアの募集でございますけれども、現在、通常の業

務の改善案を求めるものといたしまして、事務改善提案制度というものがございます。この制度は、

主に町の事務処理に関することで事務の能率の向上や経費の削減策等の提案を求めるものでございま

す。しかし、議員お尋ねのように、職員からのまちづくりや行政運営全般に対しての提案制度を設け

たらどうかということでありますが、いくつかの自治体で既に取り入れられております。このことに

より、職員自らの創造力や研究心及び町政運営の参加意欲を高めることができるものと思っておりま

す。そのことが町政の発展と行政運営の改善や効率化につながるものと考えられますので、先進市町

を参考に検討させていただければと思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 吉永弘則君。 

○３番（吉永弘則君） このまちづくりというのは、本当に幅広いものでですね、なかなか簡単にまち

づくりといってもこれといった大きな結論が出るものではありません。しかし、特に若手職員ですね、

若手職員から見たまちづくりあたりは本当に大切ではないかなと、そういったふうに思っております。

特にそういった先進市町村がたくさん全国にはあるかと思います。そういった先進市町村あたりに研

修に行っていただいて、特に若手職員が今発表する場がないというのは、もうこれは実態ではないか

と思います。いろんな形でですね、町の全職員、特に若手職員あたりに発表するような機会、文化ホー

ルでも結構です。そういった場でも、いろんな面においての発表するような機会を与えて、職員の資

質の向上に少しでもつながるような方向をまちづくりのためにつかっていただくならと思っておりま

す。今、答弁がありましたように、今後十分そういった方向で検討していきたいというようなことで

ございますので、ぜひまちづくりのために、また若手職員育成のために頑張っていただくならと思っ

ております。 

最後の質問は、もうはっきり言って昨日から今日に掛けてですね、５、６名の方が今回の豪雨につ

いての質問をさせておりますので省略したいと思いますけれども、今回の豪雨では、隣の地区までも

避難するのが困難という実態ではなかったかなと思っております。そういったことで、今は校区単位

ぐらいで避難場所を設けておられますが、これではちょっと無理なことかなと思いますので、できれ

ばですね、集落単位での避難予定場所の設置を検討していただくならと思います。それぞれの区長さ
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んたちと協議して、神社とか、場合によっては個人の納屋、これについてはその個人さんの了解を得

なければなりませんけれども、そういった了解を得てでもですね、緊急時の避難予定場所として登録

していただくような方向も必要かなと思っておりますので、その点もひとつお聞きしたいと思ってお

ります。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 吉永議員の避難関係でございますけれども、おっしゃるとおりでございまし

て、遠くへ行けないという阿原目地区におきましても高齢者の方がそういうようなお話で、岩坂集会

所のほうへ避難するということで、あそこを避難箇所にしたという例もありますし、また吹田関係に

つきましては、吹田の民家の家に一時避難をされるというようなこともあっておりますので、議員おっ

しゃるように、その地域地域の中での一時避難と申しましょうか、安全性の高いところに避難してい

ただくようなことについては、今後区長をはじめ地域の皆さんとの話し合いの中で、今後の避難場所

の検討をする中で、しっかりと捉えていきたいなというふうに思っております。今回の防災、いろい

ろな計画を今までずっとやってきておりましたけれども、全部が全部と言うわけにはいきませんけれ

ども、避難の場所関連等については、本当に再度しっかりと見直しをしていかなくちゃならないとい

うことを反省しておりますので、今後については関係区長さんと話し合いながら、その辺のルート関

係等もしっかりと検討しながらやらせていただきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 吉永弘則君。 

○３番（吉永弘則君） 特に私の地区も代官橋はちょっと通れなくなったし、もう学校の避難場所も行

けんし、内牧の岩戸温泉にも行けなかったということでですね、本当に集落単位で避難するしかない

ような孤立地帯でございます。そういったことで、今、町長のほうからも十分今後検討してその方向

性をつくりたいというようなことでございますので、ぜひこの災害を教訓として、そういった方向性

をしっかり位置付けていただくならと考えております。 

これで終わります。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。１時５０分より再開いたします。 

午後１時４１分 休憩 

                    △ 

午後１時５０分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

手嶋靖隆君。 

○１１番（手嶋靖隆君） こんにちは。まず先立ちまして、７月１２日の九州北部地区豪雨によります

激甚災害で被害を受けられました方々に対してお見舞い申し上げたいと思います。一刻も早く復興さ

れますことを念じ申し上げるとともに、亡くなられた方々に対しての衷心より哀悼の意を表します。 

まず、今回２項目、通告に従いまして一般質問を行いたいと思います。まず、高齢者社会における

対応策について、それから耐震促進計画の策定の現状を問うということでございます。 

まず、高齢化社会における対策についてですが、我が国では高齢化の進行は、平成２３年末までに
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高齢化率２３％に達し、４.３人に１人が高齢、いわば長寿社会を向かえております。平成２７年には、

いわゆる団塊の世代が６５歳以上高齢者になり、高齢化の進展に著しいものがあり、今後一層進行が

予測される中で、平成２年老人福祉法の改正で、各都道府県・市町村老人保健福祉計画を策定されて

おりますが、県・市町村が高齢者の福祉サービス、保健サービスを一体性で連携し、統一的計画がな

されてまいりました。それ以来、年月の経過により、政府が示したゴールドプランの目標数値を自治

体に下ろし、活動や施設の数を並べただけで、その質、活動の内容が乏しく、地域の実態に合致しな

い点が伺われます。国が示したマニュアルに県市町村が従っただけではないかなという感じもいたし

ます。地方自治体の本体が問われることから、一方では全国的に高齢化の進行は、要支援・要介護の

認定者の増加、保険給付費の増加、被保険者の保険料の負担とともに各自治体に大きな負担となり、

保険制度の継続性に重要な課題と言えます。本町におきましては、高齢化率が２３年度以降１８.６％

で、後期高齢者は３千４００人ほどになっておりますが、総人口の１割を超えているというような現

状を考えまして、総合振興計画、福祉計画ともに第５期平成２０年度から平成２６年度までの見直し

が実行されました。今後高齢化社会進行の中で、複雑多様化する高齢化意識に対応するために何が必

要で、何が必要でないのか。また、その活動の質の向上を図るために何をすべきか、財源はどのよう

にするか、これらのものをこれから考えていかなければならないんじゃないかなということでもござ

います。長寿社会においての高齢者の意識を的確に汲み取りながら、実効性のある方策を見直して今

後の展開を求められています。よって、今後の高齢社会における環境整備の行政におかれた実情に応

じた創意立案が不可欠と思われます。生活意識の価値観にどう対処されるのか、町長の私見を伺いた

いと思います。 

①としまして、住民参加型の生涯教育の充実の取り組みについて、②安心した高齢者を迎えるため

のまちづくりについて、③」高齢者の就業機会の拡大について、それから④ふるさと農園の開設につ

いてを伺いたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 手嶋議員の高齢化社会に対する対応等についてのご質問でございますけれど

も、議員おっしゃるように高齢化の人々に対する支援をどうやっていくかということでございますけ

れども、住民参加型の生涯学習の充実についてということになると、各種スポーツ教室を開催してお

りますが、あるいは健康体力づくりの意識が高まってきたものと考えるということは、体育館のトレー

ニングルーム等での６０歳以上の方が全体の２５.１％が利用されているというようなことで、平成１

６年度の１３％よりかなり増加しておるなというような統計が出ております。また生涯学習の面では、

高齢者学級をはじめとする各種講座や自主講座にも多くの方が参加されて、学習によって教養を取得

されておられるようでございます。安心して高齢者になるまちづくり、一人暮らしの老人対策、ある

いは高齢者の就業機会の拡大につきましては、現在介護予防事業や健康づくり事業を推進するととも

に、地域福祉実践や推進地域での活動や交流により災害時の見守りや住みやすい地域づくりに努めて

おります。また地域での一人暮らしの高齢者に対しての対応としましては、民生委員、地域福祉推進

員等による自宅訪問や見守りや各種行事への参加の勧誘等による交流や懇談を行っておりますが、高
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齢者の生きがいと健康づくりの中で、自らの生活を豊かにする活動を推進していく老人クラブ連合会

の活動や地域の老人クラブの活動が地域での生活に重要だと思っております。生きがい対策の中での

就労等については、シルバー人材センターでの就労の推進や役場の無料就労相談所での相談対応を行っ

ているところであります。 

市民農園の開設についてでございますが、市民農園の目的を理解した上で、現在も現役として元気

に農業を続けられている人や農業の経験のある方を活用し、高齢者の生きがいづくりとして、空いて

いる農地等を利用した農業体験教室やサークル活動等を検討したいと思います。高齢者が何を望まれ

ているのか、地域での役割は何か、今後も地域行政関係機関団体と連携を取っていき、高齢者一人一

人が何らかの形で人のお役に立っていると思われることが健康寿命を延ばす秘訣であると、健康づく

りではないかというふうに思っております。例えば、大津町におきましても新たな人たち、都会の町

の人と、それから集落の農業を行っている人との関係の交流をしっかり図ることによって、町の人た

ちが農家へ出向いての、例えば唐芋の選別などの作業の手伝いをしながら、そしてそこに生まれるお

互いの農家の皆さんと、あるいは都会の皆さんとの一人一人の交流・絆が深まってくることによって、

その中で喜びやあるいは仕事で汗を流す中でいろんな会話ができる中で、素晴らしい仲間意識ができ、

そして元気な老人が創り上げられていくんじゃないかなという思いをしておりますので、変わった方

向の交流をしっかりとまた検討をしていかなくちゃならないんじゃないかなというふうに思っており

ます。現状等については、また担当部長のほうから説明をさせていただきます。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長中尾精一君。 

○福祉部長（中尾精一君） 手嶋議員の質問の中の住民参加型生涯学習の充実につきましてですが、先

ほど町長のほうが申した部分と重複しますけれどもご了承を願いたいと思います。 

現在、生涯スポーツの高齢者を限定とした各種教室は開催しておりませんが、平成２３年度総合体

育館トレーニングルームには６０歳以上の方が４千３６１人で、全体の２５.１％が利用されておりま

す。ほとんどの方が毎週定期的に来館されております。平成１６年度が１３％でしたのでかなり増加

しており、健康体力づくりの意識が高まってきていると考えます。その中で、毎週実施しております

ストレッチ教室などの健康プログラムの人気があり、徐々に参加者が増えております。また、６０歳

以上で構成されたスポーツ団体も増加しております。グラウンドゴルフやソフトボール等を中心に、

公園の各種スポーツ施設を毎週定期的に利用されております。昨年は６０歳以上のトライアスロンシ

ニア世界大会やハイシニアのソフトボール全国大会にも県代表として出場されるなど活躍されており

ます。また、生涯学習としては、高齢者学級の１０３名をはじめとする各種講座や自主講座にも多く

の方が参加されて、学習によって教養を習得されております。６０歳以上を対象とした公民館におけ

る講座開催は、７９講座に約１４９名、パソコンは１１講座に５２名の参加があっています。このこ

とから、住民参加による生涯学習としての意識も高まってきていると考えます。 

次に、安心して高齢者になるまちづくりでは、現在、２０地区で実施している介護予防等のミニデ

イサービスでの健康づくりや７地区で実施しておりますふれあいサロンでの交流、それから１１地区

１３行政区での地域福祉実践及び推進地区での活動により、地域交流、災害時の見守り、住みやすい
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地域づくりを支援しております。また、地域の一人暮らしの高齢者の方に対しての対応としましては、

民生委員、地域福祉推進員や地域で組織された見守りの隊などによる自宅訪問、見守り、声掛けや各

種行事等への参加の勧誘等による交流懇談を行っております。 

それから、高齢者のいきがいと健康づくりで、自らの生活を豊かにする活動を推進しておられる老

人クラブ連合会は、登録３１団体、会員数１千１７名です。活動内容としましては、スポーツ大会、

福祉交流会、シルバーヘルプ活動等をされております。ただ、毎年団体、会員の減少が課題になって

おります。活動や交流会等の内容の検討と地域の状況等を確認しながら、今後の活動に生かしていく

必要があると思います。 

次に、高齢者の就業機会の拡大につきましては、現在の生きがい対策の中の就労等について、シル

バー人材センターで２２０人の方が登録され、実人員が１５９名で、約７２％の就業率になっており

ます。また、役場の無料就労相談所にも多くの方が相談に来られておりますが、少数の方の就労に留

まっております。 

４番目の市民農園の開設についてですが、高齢者の方で現在も現役として元気に農業を続けられて

いる人も多く、地域農業の中心として頑張っておられます。高齢者の生きがいづくりとして、空いて

いる農地等を活用し農業指導をしていただき、農業体験教室やサークル活動等をしていくのも一つの

方法だと考えます。市民農園の目的でもある、日ごろ農業に触れる機会のない方への緑地空間やレク

リエーション機会の提供を通じて、健康でゆとりのある生活確保等に生かしていければと考えます。 

高齢者が今何を望まれているのか、地域での役割は何か、今後とも地域、関係団体と連携を取りな

がら、高齢者の生きがいづくりと健康づくりに取り組み、安心して楽しく暮らせる地域づくりに努め、

国民健康保険をはじめとする医療給付費の抑制のためにも検討していく必要があると思います。 

以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 手嶋靖隆君。 

○１１番（手嶋靖隆君） 所管部長より詳しくご説明いただきました。ありがとうございました。ただ、

今後進めていく場合ですね、特に心配しておりますのが高齢者クラブですね、これがもう減少してい

るということですが、３１団体、１千１７名ということですからかなり減っているなという感じがい

たします。やはりこういう活動をする場合にはある程度組織が充実している、そして増加していくと

いうのが当然でありますけれども、なぜこういう団体が減るのかなということでございますし、ただ

運営上、この関係かなと。今後、今は１人当たり５００円ですか、言っておりますけれども、これの

増加ということも考えなければならないんじゃないかなというような感じもいたします。その点がど

ういうふうになっているのかと、それからシルバー人材センターにつきましては、会員は毎年増加し

ているということでもございます。ただ、話を聞きますと週に２回しか行けないというような人もお

るようでございますが、自分に合った仕事がないというような現状のようでございます。確かに業務

の適合性というのがありますけれども、やっぱり特殊な仕事関係というのが出ますと、どうしても専

門分野でないもんですから経験者がいないということもあろうかと思いますが。そういうことを踏ま

えまして、やはり平均して４日間ぐらい出るような体制が必要になってきます。そういう就労ができ
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るような体制づくりを、今後、またシルバーの中でも訓練を重ねながら、多様化できるような人材育

成に今後努めていただくことも大事だろうと思います。これも行政の指導によってですね、今後して

いただきたいと思います。 

多くの方々がこういういろいろなことに参加することによって、一つのコミュニケーションになる、

体力の増進になる、それぞれできるわけでございますので、そこら辺が一番大事だろうと思いますし、

またシルバーの内容等についてもですね、やはり小・中学校あたりの、いわば体験農園ですか、そう

いうことに関しても一つの課外教育として活用、交流を深めていく必要もあるかと思います。そうい

うことによって、子どもたちとのコミュニケーションも十分取れますし、健全な青少年育成に寄与で

きるんじゃないかなというふうに感じております。 

それから、先ほど市民農園ということで、これはちょっと農振、いろいろな関係ありますけれども、

いわば空き地、遊休地、それから休耕田等もありますけれども、手近なものを一応町が借りてですね、

それを面積としては１人当たり１アール程度の区画をしながら、自由に野菜を植えながら、また休憩

所を設けて楽しく語り合う。生産の楽しみを今後の生きがいに感じるような、そういう施設を設けて

ほしいということでもございます。そういうことによってですね、やはり自分は生かされているんだ

なということを感じも今後高齢者も持っていただくということが大事だろうかと思います。 

これまでの高齢者の福祉は、いわば病弱、それから介護、療養、それから援助を中心として対策を

講じられてずっときましたが、これからは共に元気な高齢者らしい高齢者をつくる。生きがいある人

生をおくるのがいいわけでございますが、それぞれの今後の福祉も多額の必要がずっと入りますし、

公的なサービスもこれ以上も限界に来ているような状況でもありますので、そこら辺を踏まえながら、

みんながお互いに助け合いながら、助け合う精神で今後進めていくということが大事であろうかと思

います。やはり利己的な考え方の持ち主というのが最近多くなってまいっておりますので、やはりこ

れはもう社会の変動によって人間性というのが乏しくなっているんじゃないかと思います。その福祉

を通じながら、やはり他人の痛みがわかる、また思いやる心で支え助け合うまちづくりをするという

ことが今後高齢者にとって大事であろうかと思います。サービスを受けながら、自立して豊かな老後

を送る。自助の心を受けながら、公助の心を共有しながら、行政とともに、高齢者の心の十分つかみ

ながら高齢者のまちづくりを今後進めていただきたいというふうに思います。 

２項目目に入ります。耐震促進計画策定の現状を問うということでございますが、国土交通省の住

宅や公共建築物の耐震化目標を定めている耐震改修促進計画については、市町村策定状況は４月１日

現在をまとめた県内の４５市町村内では３５市町村は策定済みで、策定率は７８％で、全国平均の９

０％を下回っており、都道府県別にしましても全国で６番目に低い状況であるという報告がなされて

おりました。平成１６年度新潟県の中越地震、それから平成１７年度の福岡の西北沖地震、強い地震

が続いていたこともありまして、改正耐震改修促進法が平成１８年１月に施行されました。都道府県

は計画策定を義務づけされてきた経緯があるかと思います。策定率は、沖縄県が１２％でワースト１

位ですけれども、福岡が２３％、鹿児島県が５３％と低い中で熊本県が７８％でございますが、前年

度に比べて１８ポイントほど改善されているというようなことでございます。未策定は１０町村まだ
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あるようでございますけれども、いずれもこの平成２４年度中には策定されるものと思われます。一

方、一戸建ての住宅の耐震改修費を補助する制度を設けている県内の市町村の割合は１３％、全国平

均でしますと７３％というふうに進んでおりますが、大きく下回っております。この対策の遅れが目

立っている報告が先般なされておりましたけれども、本町におきましてはですね、この耐震計画は先

般から一応状況を聞いておりますけれども、明確な回答というのはなかなかないようでございますし、

どういうふうになっているのかなということでお尋ねしたいと思います。また、一戸建て住宅の耐震

調査の現状に併せてですね、耐震改修費の補助制度の活用方策を考えておられるのか、その取り組み

について伺いたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 議員のおっしゃる耐震促進計画については、平成２２年３月に策定しており

まして、その核となる地震防災マップを昨年全戸に配布をいたしまして、またその耐震促進計画の全

容につきましても、町のホームページに記載しているところでございます。国が求めている基準は平

成２７年度で９０％になっておりますので、なるべく早くこの目標に達せられるように啓発に努めて

いきたいと思っております。耐震調査につきましては、近隣の市町村でも取り組みが行われておりま

すが、なかなか進んでいないような状況でございますけれども、その辺の状況につきましては担当部

長のほうから説明をさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 手嶋議員の一般質問にお答えいたします。 

大津町の耐震化につきましては、平成２４年１月１日現在で旧建築基準法における家屋が３千９２

戸、新建築基準法に基づく家屋が６千１０３戸で、耐震化率は６６.３％になっております。国が目指

す平成２７年度における９０％にはまだまだ遠い状況ですので、今後さらなる啓発に努めていきたい

と考えております。 

議員ご質問の近隣市町村における耐震補助の状況ですが、合志市と菊池市が平成２１年度から耐震

診断調査の補助制度を創設しておりますが、本年度まで申請は上がっておりません。また、菊陽町が

平成２３年度に耐震診断調査の補助制度を創設しており、２件の申請がなされているようです。この

ような状況ですので、国の補助要綱に基づく耐震改修補助制度に関しましては、各市町とも現在のと

ころ申請はなされておりません。ただし、熊本市におきましては、平成２２年度において耐震診断調

査で１４件、耐震改修で４件の補助件数が上がっているようです。このように、国の耐震改修補助に

つきましては、国の補助率が非常に低いため申請する方が少ないのではないかと思っております。な

お、耐震改修は大きな費用を伴いますが、耐震診断調査につきましては木造戸建て住宅において１件

当たり１０万円から２０万円程度とあまり費用がかからないため、徐々に制度の創設を行い取り組む

自治体が増えている状況でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 手嶋靖隆君。 

○１１番（手嶋靖隆君） 質問ではありませんけれども、県下の状況がどういうふうに進んでいるのか

ということもちょっと調べてみました。これについては、実際そのあってからでは遅いわけでござい
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ますので、やっぱり事前にその対応を十分しておかなければならないと思います。県は平成１９年度

に耐震改修の促進計画を策定されまして、平成２７年の３月までに耐震化率を９０％とすると目標を、

先ほど部長も言われましたように掲げておるようでございますし、一応それに対しましても補助制度

を設けるようにということでまとめてきております。徐々に増加しているということでございますが、

まだまだ浸透十分ではないように思います。特に一番早く取り組んでいますのが熊本市の場合ですけ

れども、平成２０年度から平成２１年度に診断をしながら補助制度を設けて利用促進をＰＲしている

ということを聞いております。特に熊本市は、昭和４０年を中心として東部地区に住宅が拡大し、高

齢者だけ住んでいる場合が多い地区がございます。その子どもたちの世代に語りかけて、高齢になる

と地震の際、逃げるスピードも遅くなるわけでございますので、その現状を踏まえながら、事前に耐

震改修をしておけば完全に倒壊しない状況の中で近所の人と共助をしながら避難することができると

いうことでですね、まず診断を受けてほしいということで呼び掛けてまいったということでございま

す。耐震の改修補助状況につきましては、先ほど言われましたように熊本市も３分の２の事業の中で

８万円を限度で調査がなされております。改修は２分の１で６０万円を限度で支給されているという

ことでございました。特に隣接ですけれども、菊陽町では診断事業費の３分の２に対して８万６千円

を限度で改修費の調査をしているということでございます。改修につきましては２３％で５０万円を

限度で設定しているということも聞いております。県下市町村でも４月１日時点で一戸建て住宅の耐

震改修補助制度を設けているのは熊本市、それから山鹿市、宇城市、菊陽町、甲佐町、苓北町の６市

町でございます。宇城市は特に共同住宅の補助制度も設定したということを聞いております。この耐

震推進ですけれども、やはり平成２３年度３月１１日の東日本の大震災をきっかけにですね、古くなっ

た我が家、耐震は大丈夫だろうかなと、そういう不安を感じている人も多いようでもあります。該当

する住宅は、建築基準法が改正され、耐震基準が強化された昭和５６年５月以前に着工した木造住宅

に対しては、県内でも自治体が耐震診断や改修への補助制度を設ける動きが広がっているというよう

なことでございます。地震に対する備えが急がれている、現実的な実践が伺われます。事前に取り組

む体制が各県であるということでもありますので、やはり取り組みを急いでやるということ。特に大

津町は９集落はほとんどのやっぱり３０％以上が古い建物でございますで、やはり震度４ということ

になりますと倒壊するんじゃないかなというような現状でございますので、そこら辺を踏まえながら、

今後行政の指導の立場の中で、推進・指導方お願い申し上げて終わりたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） これで、本日の一般質問は終わりました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これで散会します。 

午後２時２３分 散会 
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平成２４年第４回大津町議会定例会請願・陳情審査報告書 

 

受理年月日 

請願、陳情 

番    号 

件      名 審 査 の結 果 
所  管 

委 員 会 

平成２４年 

５月２５日 

陳   情 

第 １ 号 

消費税率引上げに反対する意見書を求

める陳情書 
不 採 択 

総 務

常任委員会

平成２４年 

７月２７日 

陳   情 

第 ２ 号 

熊本県へ子ども医療費完全無料化を就

学前まで拡充することを求める意見書提

出に関する陳情 

継 続 審 議 
文 教 厚 生

常任委員会

平成２４年 

７月３０日 

陳   情 

第 ３ 号 

陳情書 

「上井手改修について」 
継 続 審 議 

経 済 建 設

常任委員会

平成２４年 

８月７日 

陳   情 

第 ４ 号 

空港ライナーの有料化に関する陳情 不 採 択 
総 務

常任委員会

    

    

    

 



会 議 に 付 し た 事 件 

 

議案第６２号 

議案第６３号 

議案第６４号 

同意第 ４号 

都市計画道路駅前楽善線道路改良工事（２工区）その１請負契約の締結について 

美咲野小学校２次造成２期工事請負契約の締結について 

美咲野小学校他備品（情報教育機器等備品）購入について 

大津町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 
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議 事 日 程（第４号） 平成２４年９月２０日（木） 午前１０時 開議 

                                   

日程第１ 諸般の報告 

日程第２ 各常任委員会の審査報告について      質疑、討論、表決 

日程第３ 委員会の閉会中の継続審査申出書について  議決 

日程第４ 委員会の閉会中の継続調査申出書について  議決 

日程第５ 議案第６２号 都市計画道路駅前楽善線道路改良工事 

（２工区）その１請負契約の締結について 

日程第６ 議案第６３号 美咲野小学校２次造成２期工事請負契約の締結について 

日程第７ 議案第６４号 美咲野小学校他備品（情報教育機器等備品）購入について 

日程第８ 同意第 ４号 大津町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

一括上程、提案理由の説明、質疑、討論、表決 

 

                  午前１０時００分 開議 

 

○議 長（大田黒英生君） これから、本日の会議を開きます。 

 

     日程第１ 諸般の報告 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第１ 諸般の報告をします。 

 本日の議事日程並びに報告内容及び平成２４年第２回大津町議会定例会の会議録は、議席に配付の

とおりです。 

 

     日程第２ 各常任委員会の審査報告について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第２、各常任委員会の審査報告についてを議題とします。委員会審査

報告書は、議席に配付のとおりです。これから、各常任委員会における審査の経過並びに結果につい

て、各委員長の報告を求めます。 

 経済建設常任委員長坂本典光君。 

○経済建設常任委員長（坂本典光君） おはようございます。ただいまから経済建設常任委員会に付託

されました案件について委員会での審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。 

 当委員会に付託されました案件は、議案第５５号関連、議案第５７号、議案第５８号、議案第６０

号、認定第２号関連、認定第４号、認定第５号、認定第７号、認定第９号、陳情第３号の１０件であ

ります。 

 当委員会は、審議に先立って、９月１０日、１１日の午前中に関係する３４カ所の現地調査を行い、
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１２日、１３日に委員会Ｃ室で執行部より説明を求めながら審議を行いました。 

 以下、その審議経過の概要と結果を要約してご報告します。 

 議案第５５号関連は、平成２４年度大津町一般会計補正予算（第５号）についてであります。 

 農業委員会関係では、委員より、耕作放棄地などの農地の調査は農業委員会で行っていると思うが、

現状は如何か。また、補助金との関連は如何かとの質疑に対して、執行部より、耕作放棄地の調査は

年１回、農業委員会委員全員でパトロールを行っている。その調査から耕作放棄地として指定した農

地が補助事業の対象農地となるとの答弁がありました。 

 経済部農政課関係で、委員より、林業振興費の緊急雇用に係る里山保全事業委託は、福島県の災害

地からの町内転居者を雇用するのかとの質疑に対して、執行部より、緊急雇用による委託事業となっ

ているが、福島県からの町内転居者の方を優先雇用されるか現時点ではわからないとの答弁がありま

した。 

 経済部商業観光課関連で、委員より、広域連携プロジェクト推進事業では、県北１１市町との説明

であったが、大津町は県北になるのかとの質疑に対して、執行部より、熊本県が策定した「政令指定

都市誕生後の県内各地域の将来像」では、県内を６つの地域に分けてあり、県北に玉名、菊池、鹿本

の振興局があり、そのため大津は県北になる。県北には新幹線の玄関口として玉名、大津は空港の玄

関口となる。今年は、現在観光客の宿泊後の行動がわからないので、熊本に来てもらって宿泊された

後どのような動きをするのかを広域で調査するとの答弁がありました。 

 土木部環境保全課関係で、委員より、家庭用雨水浸透ますの補助は、１世帯当たり何基まで対象と

なるかとの質疑に対して、執行部より、４基が上限であるとの答弁がありました。 

 土木部道路整備課関係で、委員より、護岸雑草処理業務委託の単価はいくらかとの質疑に対して、

執行部より、白川と同額の１平方メートル当たり５０円との答弁がありました。 

 採決の結果、議案第５５号関連については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第５７号は、平成２４年度大津町外四ヶ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計補正予算（第

１号）についてであります。 

 採決の結果、議案第５７号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第５８号は、平成２４年度大津町公共下水道特別会計補正予算（第２号）についてであります。 

 質疑はありませんでした。 

 採決の結果、議案第５８号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第６０号は、平成２４年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第２号）についてでありま

す。 

 委員より、落雷による施設の修繕だが、原因と今後の対策はどうするのかとの質疑に対して、執行

部より、原因は電柱から電話回線を通じて落雷したものと考える。落雷防止は現在検討しているとの

答弁がありました。 

 採決の結果、議案第６０号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 決算の認定に先立ち、議員必携の第３編第３章の「決算の認定」を複写し配付しました。また、「主
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要な施策の成果」の事業の成果、補助の成果及び今後の方針などを主眼として質疑を行ってほしい旨

伝えました。 

 認定第２号関連は、平成２３年度大津町一般会計歳入歳出決算の認定についてであります。 

 経済部農政課関連で、委員より、畜産業費の畜産振興対策事業補助金で、牛の導入事業、改良事業

も大切だが、受精卵移植事業も補助対象にすることはできないか。本町は、県畜産農業協同組合と旧

錦野村を範囲とする南阿蘇畜産農業協同組合があり、それぞれ助成を行っている。県家畜市場も大津

町にあることから、町から県畜産農業協同組合への合併を再度働きかけてはどうか。 

 自給飼料増産総合対策推進事業補助金について、事業対象者は県外の法人で肉用牛の流通も県内流

通ではない。この事業の妥当性はどうかとの質疑に対して、執行部より、受精卵移植事業は、東肥畜

産農業協同組合当時から県下に先駆けて助成を行ってきた経過がある。普及・技術も含め一定の成果

があったことから現在助成は行っていない。 

 合併については、本町の南阿蘇畜産組合員の方々も高齢化は進んでいるものの、阿蘇地域という熊

本畜産の中心である地域で、大津町の牛という誇りとプライドを持って畜産経営に取り組んでおられ

ることから、もうしばらく推移を見守りたい。 

 自給率増産対策事業については、ご指摘の面もあるが、放牧地が瀬田・立野牧野組合の牧野を利用

した事業となっており、原野の維持管理にも貢献をしているところだ。また、県からも事業地として

の推薦もあったことから補助事業として取り組んでいるとの答弁がありました。 

 経済部商業観光課関係で、委員より、岩戸渓谷周辺整備事業が完了して、７月の水害により崩れた

がが、雨が降って山から水が流れてくるのはわかっているはずなので、コンクリートで止水壁を設け

るべきではなかったかとの質疑に対して、執行部より、南側の駐車場を四、五年前に補助をもらって

整備を行った。その後、数年間は山から水が出なかったので、山水の対策をせずに舗装をしたとの答

弁がありました。 

 委員より、交流センターがオープンしたが、愛称のＰＲが不足している。今後は交流センターを十

分に活用し、町民に喜ばれる施設になるようにしてもらいたいとの質疑に対して、執行部より、交流

センターの愛称「大津町交流会館」のＰＲが不足しているのでＰＲをする。４月から現在までの使用

状況は、男約１千８００人、女約２千３００人の方に利用してもらっている。また、現在は多くの方

に交流センターを知っていただくために、様々な団体や使用目的も緩めて利用していただいている。

平成２５年度には自主的に事業や団体の交流ができるように多くの人に利用してもらい調査をしてい

るところだとの答弁がありました。 

 委員より、ビジターセンターの駐車場の利用についてどうなっているのかとの質疑に対して、執行

部より、１０月から３月まで２,２７６台の利用があり、月平均３８０台である。そのうち８３％が２

０分以内の無料駐車で、１７％に当たる３９７台が料金を払っている。駐車場の上限については、駅

周辺に駐車場がないので、役場や駅周辺などの全体的な土地利用で検討していく予定がある。上限が

ないことについては、看板を設置して注意喚起を行っている。また、ながく駐車している車はシルバー

人材センターや観光案内から役場に連絡をしてもらうようにしているとの答弁がありました。 
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 土木部環境保全課関係では、委員より、し尿運搬補助金については、１千万円を超える補助金を出

しているのだから、補助金支出調に記載があってしかるべきと思うが記載されていない。補助金が妥

当な金額かどうかを明らかにすべきではないかとの質疑に対して、執行部より、条例で定めた積算根

拠に基づいて支出しているとの答弁がありました。 

 土木部道路整備課関係では、委員より、国道５７号線整備促進期成会の関連だが、事業の進捗状況

はどうなっているのかとの質疑に対して、執行部より、平成２９年度までに全線改良の予定で、平成

２６年度までに阿蘇大津ゴルフ場の前まで改良される予定だと答弁がありました。 

 委員より、立野ダムの期成会関連になると思うが、町道石坂線の改良はどうなっているのかとの質

疑に対して、執行部より、立野ダム事業の進捗が止まっているため、町道石坂線についても同じく止

まっている状態であるとの答弁がありました。 

 土木部都市計画課関係では、委員より、町づくり交付金の事後評価委員会の評価書は完成している

のかとの質疑に対して、執行部より、評価委員会の意見書ができており１ページにまとまっていると

の答弁がありました。 

 委員より、北より南へ抜けられないのか。今のままだと駅前楽善線が生かされないとの質疑に対し

て、執行部より、長期的な展望として駅の移転の提言があったが、南北をつなぐには駅を移転させる

ことになり、莫大な費用がかかる。今回、短期的な施策として、まち交を利用して南口を整備しまし

たとの答弁がありました。 

 委員より、都市計画道路はこれで終わるのかとの質疑に対して、執行部より、楽善線で終わりだと

答弁がありました。 

 採決の結果、認定第２号関連については、全員賛成で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 認定第４号は、平成２３年度大津町外四ヶ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計歳入歳出決算

の認定についてであります。 

 採決の結果、認定第４号は、全員賛成で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 認定第５号は、平成２３年度大津町公共下水道特別会計歳入歳出決算の認定についてであります。 

 採決の結果、認定第５号は、全員賛成で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 認定第７号は、平成２３年度大津町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定についてであります。 

 採決の結果、認定第７号は、全員賛成で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 認定第９号は、平成２３年度大津町工業用水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてであり

ます。 

 委員より、前年と比べると使用水量が極端に増えているがとの質疑に対して、執行部より、濱田重

工が一番増えている、景気が上向きになり予想以上に増えている。平成２４年度は基本水量を見直し

をされるなど、あまり超過にならないように企業も考えておられるとの答弁がありました。 

 採決の結果、認定第９号は、全員賛成で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 陳情第３号は、上井手の改修についてであります。 

 採決の結果、陳情第３号は、全員賛成で継続審議すべきものと決しました。 
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 当委員会に付託されました案件は以上です。 

 議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同いただきますようお願い申し上げまして、経

済建設常任委員会の報告を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 文教厚生常任委員長永田和彦君。 

○文教厚生常任委員長（永田和彦君） ただいまから、文教厚生常任委員会に付託されました案件につ

きまして、委員会での審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。 

 当委員会に付託されました案件は、議案第５５号関連、議案第５６号、５９号、６１号、認定第２

号関連、認定第３号、６号、８号、陳情第２号の９件であります。 

当委員会は審議に先立って、９月１０日に関係する１６カ所の現地調査を行い、１１日から１３日

にかけて、役場４階大会議室で執行部より説明を求めながら審議を行いました。 

 以下、その審議経過の概要と結果を要約してご報告申し上げます。 

 議案第５５号関連、平成２４年度大津町一般会計補正予算（第５号）についてでありますが、福祉

部健康福祉課関係では、委員より、予防接種で対象者と実際接種している人数、パーセントがわかり

ますかとの質疑に対しまして、執行部より、今回、補正計上した予防接種は、新規事業であり、これ

からの接種となります。対象者は、生後３カ月から７歳半までとなり、かなりの人数となります。こ

れまでのポリオ生ワクチン接種は集団接種としていました。これからは個別接種となり医療機関での

接種となります。医療機関での予約が必要となり、他の定期予防接種との併合もあり、接種率は上昇

すると予測していますと答弁がありました。 

 委員より、対象年齢がかなり幅広いことから、①自分が受けたかどうかわからなくなるのではない

ですか。また、そのようなことを防ぐ方法はどうしていますか。２番目に、国民皆背番号制度などの

制度に入れ込む方法については検討されていますかとの質疑に対しまして、執行部より、１番目の予

防接種に対しまして、接種したかどうかは母子手帳記載事項で確認し、母子手帳がないと受けられな

い仕組みとなっております。また予防接種時に母子手帳に記載するように義務付けられています。現

在、１０歳までは役場で記録しています。大学入学時に、予防接種履歴が必要となる場合があるので、

保護者が保管しているケースが多いと思われます。２番目の質疑に対しましては、全国や九州で開催

される予防接種担当者会議等では、統一的に記録されるような検討がされているようではありますが、

制度自体が確立されていないので、まだ実現性はありませんとの答弁がありました。 

 福祉部保険医療課関係では、質疑はありませんでした。 

 教育部子育て支援課関係では、委員より、児童虐待防止強化事業における保育所等の巡回は、何人

ぐらいを予定しているのですか。また、町で児童虐待の実態はあるのかとの質疑に対しまして、執行

部より、一人、若しくは必要があれば町雇用の精神保健福祉士や障害者支援センター職員が同行した

いと考えておりますと。また、児童虐待の町の実態につきましては、昨年６２件の相談があり、うち

２人が児童相談所に一時保護され、一人は自宅復帰しましたが、もう一人は、現在も児童養護施設に

入所中ですとの答弁がありました。 

 委員より、保育料徴収事務委託について、近隣の市町もやっているのか。また、町が負担すべき経
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費なのかとの質疑に対し、執行部より、近隣の菊陽町、合志市、菊池市、いずれにおいても事務委託

を行っており、委託金額につきましては、本町より高い状況です。また、必要性については、園長よ

り直接保護者に指導していただくことが有効です。今後も保育園と連携を図り、収納の確保と保護者

の利便性の増進に努めていきたいと思っていますとの答弁がありました。 

 委員より、必要性はわかるが、法人の経営者としてもきちんと管理すべきものではないか。一般の

納税者の立場になって考えると、少しでも余分な支出を抑える必要があるとの質疑に対し、執行部よ

り、児童福祉法に基づき、町が入所決定に徴収すべきものだと考えていますが、収納の効率化を図る

ために、園にも委託しているところですとの答弁がありました。 

 委員より、新規保育所、よろこび保育園でありますが、負担金の積算人数が毎月９０人とのことで

ありますが、１０月から９０人が入所するのかとの質疑に対し、執行部より、現在のところ、１０月

に９０人の入所は厳しい状況ですが、来年３月までの半年間の増減を見込んで、一月平均９０人で積

算しています。また、町の現在の状況につきましては、入所申込者が１２３人、うち待機児童が４５

人いますが、よろこび保育園の開所により、待機児童が１２人程度に減少すると予測され、保育所入

所を待っている皆さんにとっては、緩和が図られるものだと考えておりますとの答弁がありました。 

 委員より、以前に、既存の保育所から請願が提出されていたと思いますが、よろこび保育園が開所

することで融和は図られるのかとの質疑に対しまして、執行部より、町内園長会を開催しており、本

年度当初に新規保育園の開所については説明をしており、異論はありませんでしたとの答弁がありま

した。 

 教育部学校教育課関係では、委員より、室小学校校門カーブミラー設置工事ですが、学校敷地内に

設置するのですかとの質疑に、執行部より、西の門柱の学校敷地内に設置しますと答弁がありました。 

 委員より、今回、小中学校の修繕料がかなり計上されておりますが、このようなものは、本来、当

初予算で計上して、新年度に備えるべきではないでしょうか。マニュアルなどを作成して、施設の維

持補修については計画性を持つべきではないかとの質疑に対しまして、執行部より、遊具の補修につ

いては、今回、遊具の安全点検の業務委託報告をいただいてから計上させていただきました。雨漏り

補修についても、今年の梅雨時期や先の豪雨後の対応として計上しております。施設の管理について

は、通常は各学校で行ってもらっていますし、教育委員会としても、学校訪問時に各所を見回って点

検しているところですと答弁がありました。 

 委員より、スマイルプロデューサー賃金について説明してくださいと求められ、執行部より、スマ

イルプロデューサーとは、町教育支援センターで教育相談員さんらとともに、学校に登校できない児

童生徒の家庭への訪問支援を主に業務にあたることを目的としており、平成２２年度の国の住民生活

に光をそそぐ交付金を利用して、平成２３年、２４年度２カ年間の人件費として基金を創設し、業務

を行ってきました。この事業もやっと効果が表れだし、教育委員会としても、この事業の継続を検討

していたところ、平成２５年度の緊急雇用創出事業の追加募集がありまして、認めていただきました。

ただし、今回の追加事業は、平成２４年度から開始する事業が条件で、１２カ月間の雇用期間の人権

費等を１００％補助するという条件でしたので、雇用期間を平成２５年３月から平成２６年２月まで
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の１２カ月間としましてので、平成２５年３月の１カ月分の賃金を今回計上させていただきましたと

答弁がありました。 

 委員より、大津北中学校校舎内の水道増設工事でありますが、現地調査で確認した場合は、生徒た

ちが集中して混雑するのではないでしょうかと質疑があり、執行部より、場所については、学校とも

何度も打ち合わせを行った上で、いくつか案がありましたが、総合的に見てあの場所が最善だと判断

しましたと答弁がありました。 

 委員より、学校の樹木の伐採などは、その都度、補正などで要望が上がるようですが、どうしてい

るのですか。自分たちの学校に愛着を持ってもらうためにも、除草など子どもにできることは子ども

にさせたり、保護者に協力をいただいてもいいのではないでしょうかと質疑があり、執行部より、各

学校が愛校作業として保護者に協力を呼びかけて行うほか、本年度はシルバー人材センターに４月か

ら９月の６カ月間業務委託を行って、除草や中低木程度の剪定作業などをしていただいております。

また、年に１回は大津町建設業組合のボランティア作業で、重機などを使った高所の作業などをして

いただいているところです。樹木等の管理については工夫が必要かと思いますので、検討させていた

だきます。また、愛校作業での怪我については、ＰＴＡ安全互助会で補償を受けるようになっており

ますと答弁がありました。 

 教育部幼稚園関係では、危険箇所の対応については、ブルーシートで囲うなど、十分な安全対策を

行うようにしなければならないのではないかという質疑がありました。この点につきましては、現地

調査の時点で、ジャングルジムにロープを張って入れないようにしてあり、間から児童が入るのでは

ないかという恐れがありましたので、出た質疑であります。執行部より、早々にブルーシートで覆い

ます。また、危険であることを皆様にわかるように使用禁止の看板を掲示しますと答弁がありました。 

 教育部生涯学習課関係では、委員より、伝承館の光熱水費について、伝承館には太陽光発電がある

が、どの程度まかなえるのか。また、梅の造花保存会が定期的に使用しているが、町の事業に協力を

して、教室などを開催している。冷房代を支払うのはどうかとの質疑に対して、執行部より、太陽光

発電は、事務室の冷房と蛍光灯の電気をまかなっております。梅の造花保存会については、部屋代の

減免で、使用時間に応じて料金をいただいておりますと答弁がありました。 

 委員より、町の事業に協力している体験教室等については冷房代も減免できないか。このままでは

活動の継続が難しい。何か団体が収入を得る方法はあるのかとの質疑に対して、執行部より、梅の造

花の販売において収益を上げていただくようお願いしております。生涯学習課では、梅の造花を観光

客や町民に対してＰＲして協力しておりますと答弁がありました。 

 委員より、江藤家住宅の修理についてですが、修理後は、展示スペースとする計画のようですが、

中の片付けをして、他の修理箇所がないか調査する必要があるのではないかとの質疑に対して、執行

部より、中の片付けも今回の予算にあります。近々、文化庁の視察があるので、相談しながら施設改

修計画を立てていきたいと思っておりますと答弁がありました。 

 委員より、だからこそ下の部分を片付けてから予算を立てるべきではないでしょうか。中の部分は

見たのですが、修理をするには、これで大丈夫という状況にしなければならない。貴重な文化財と認
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識しているので、日頃から見せられる状態にしておかなければならないと思うと意見がありました。 

 最後に、伝承館のエアコンの使用料の算出はどうしているのかと委員より質疑がありまして、執行

部より、利用団体が嘱託職員に使用を申し出ることで、使用を開始し、終わったらまた報告してもら

い、その時間を記録して請求しておりますと答弁がありました。 

 教育部図書館関係では、質疑はありませんでした。資料の提出が求められ、各委員に配られました。 

 教育部給食センター関係では、質疑はありませんでした。 

 採決の結果、議案第５５号関連については、全員賛成で原案のとおり可決するべきものと決しまし

た。 

 議案第５６号、平成２４年度大津町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）についてであります。 

 委員より、時間外手当の７０万円増額について、病欠の職員の業務を残りの職員でカバーするため

ということですが、経費の積算上プラス・マイナスはどうなのかとの質疑に対し、執行部より、休職

期間中の給与は８０％であります。臨時職員１名をお願いしておりますので、その分を含めればプラ

スになります。ただ、休職中の給与については、生活の保障となりますので単純比較はできないと考

えていますとの答弁がありました。 

 委員より、病気療養中の方は大変だと思いますが、経費の面でプラスになるということについては、

しっかりと認識していただきたいとの意見がありました。 

 採決の結果、議案第５６号は、全員賛成で原案のとおり可決するべきものと決しました。 

 議案第５９号、平成２４年度大津町介護保険特別会計補正予算（第２号）について。 

 委員より、現在、大津町には認知症の方、若年認知症の方はどれぐらいいるのかとの質疑に対して、

執行部より、第５期介護保険計画に認知症のⅡａ以上の方は１千１００人と記載しております。６５

歳以上の人口が６千２００人なので高齢者の約６人に１人は認知症と考えられます。若年性の認知症

については、把握しておりません。今後、糖尿病、脳血管疾患等からくる認知症がありますので、予

防事業を行い啓発していきたいと考えておりますとの答弁がありました。 

 委員より、認知症の方の入院期間を２カ月間とするというのは投げやりに聞こえます。自宅に戻る

ような対応はできるのですかとの質疑に対し、執行部より、厚生労働省がそういった方針を出してき

ました。今はできていませんが、今後、その対応を進めるつもりですとの答弁がありました。 

 委員より、国から投げられた内容ですね。介護保険料については、住民負担として限界に達してき

ていると思います。負担が増えないように、予防など取り組みを進めてくださいとの意見がありまし

た。 

 採決の結果、議案第５９号は、全員賛成で原案のとおり可決するべきものと決しました。 

 議案第６１号、平成２４年度大津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について。 

 委員より、後期高齢者医療の被保険者、男女の内訳はどうなっておりますか。また、保険料はどう

なっていますかとの質疑に対し、執行部より、平成２４年３月末時点での被保険者数は３千４７７人

で男性２千２０８人、女性１千３４２人です。保険料については、２年に１度改定があり、本年度は

改定の年度にあたります。具体的には、均等割４万７千９００円、所得割９.２６％です。また、均等
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割については、所得によって９割から２割までの軽減措置がありますとの答弁がありました。 

 採決の結果、議案第６１号は、全員賛成で原案のとおり可決するべきものと決しました。 

 次に、認定作業に移りました。 

 認定第２号関連、平成２３年度大津町一般会計歳入歳出決算の認定についてでありますが、認定作

業は、予算を執行した結果、どのような成果を挙げたかを示す成果報告書でもあります。各資料に基

づきまして、行政効果や経済効果を検証し、審議いたしました。別冊の主要な施策の成果等を見なが

ら、この中では、事業の内容、対処、成果、そして今後の方針なども詳しく書いてあります。そういっ

たものを照らし合わせながら作業を進めました。 

 福祉部健康福祉課関係では、委員より、子ども手当の不用額が大きい理由は何ですかとの質疑に対

し、執行部より、制度改正等により当初見込み額が大きかったためです。また、若干名の手続きがお

済みでない方については、何度も通知をしているところでありますとの答弁がありました。 

 委員より、健診で悪いところが見つかる率はどれくらいですか。各検査項目ごとの率はどうですか

との質疑に対し、執行部より、各検査項目で重篤な症状で見つかる率は少ないですとの答弁がありま

した。 

 委員より、心配ごと相談で多い悩みは何ですかとの質疑に対し、執行部より、一番多いのは家庭に

ついてです。２番目が健康関係、３番目が人権・法律、財産、生計となっております。年代別の相談

件数は、４０代の方が一番多く、２３５件の相談のうち６１件となっており、８０代、５０代、７０

代、３０代、６０代と続きますとの答弁がありました。 

 委員より、心配事相談員に弁護士はいますかとの質疑に対し、執行部より、民生委員と学識経験者

の１０名であります。弁護士の必要があれば、町の法律相談をご案内しておりますとの答弁がありま

した。 

 委員より、日常生活用具については、色々な種類があると思いますが、研究していますかとの質疑

に対し、執行部より、給付する日常生活用具については、技術の進歩、ニーズの多様化もありまして、

国の要綱等で認められている範囲内において、真に必要と認められる場合は、種目を追加しています

との答弁がありました。 

 委員より、予防接種事故の取りまとめはどこがしますかとの質疑に対し、執行部より、発生時に健

康福祉課で行っていますとの答弁がありました。 

 委員より、新しい内容の検診をしてほしいという要望はないですかとの質疑に対し、執行部より、

少数意見ですが、女性乳がん検診のマンモグラフィの適用を拡大してほしい、子宮頸がん検診と、併

せて体がん検診も加えてほしいとの意見がありますとの答弁がありました。 

 委員より、検診について、他の自治体で大津町以上の予算を組んで、新たな内容の検診をしている

ところはないんですかとの質疑に対し、執行部より、検診内容は、菊池圏域ではほとんど同じであり

ますとの答弁がありました。 

 委員より、総合的、大所高所から考えて、国が示すだけのものではなく、医療費削減の意味からの

検診内容の充実が必要ではないですかとの質疑に対し、執行部より、詳細試算はしておりませんが、
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削減効果は期待できると思われますとの答弁がありました。 

 委員より、自立支援医療（更生医療）の対象者は身体障害者手帳所持者となっておりますが、手帳

を持っている全員が対象者ですかとの質疑があり、執行部より、身体障害者手帳に記載されている障

害原因と因果関係のある障害に対し、確実な治療効果が期待されるものに限り対象となる医療です。

そのため、身体障害者手帳を持っていることが前提になりますと答弁がありました。 

 福祉部保険医療課関係では、委員より、スプリンクラーの件について、現地に行って説明を受けた

が、人の命は施設の大きさに関係しない。若草学園は発電機を取り付けていた。消防法により取り付

けなくてもいいという線引きは入所者の数なのか、面積なのか伺いたいと質疑があり、執行部より、

消防法施行令第１２条により、延べ面積１千平米未満は、特定施設水道連結型スプリンクラー設備と

なり、非常電源の設置は義務付けられておりませんと答弁がありました。 

 委員より、現地を見て、グループホーム灰塚の施設長は、そこを理解されていなかった。説明をき

ちんと業者がしていないのか、説明されて、それを理解されていないのかがわからない。管理者には

きちんと理解していただかないといけないと思います。また、きちんとそこのところは指導をお願い

したいという意見がありました。 

 委員より、老人福祉費負担金について、歳入の不納欠損は、町民の負担となり、どういう状況で不

納欠損したのですかと質疑があり、執行部より、過年度分の不納欠損したものは、扶養義務者の負担

金ですが、その方が、住所はそのままで所在不明となったため、やむなく不納欠損しておりますとい

う答弁がありました。 

 委員より、税務課でも滞納処分等いろいろな方法で徴収を進めておられる。事例を積み上げ、こう

いう場合はどう対応するというマニュアルをつくるなど、対策を進めてくださいという意見がありま

した。 

 委員より、老人クラブ補助金について、どのような活動に利用されているのか。また、どのように

補助金額の算出を行っているのかと質疑があり、執行部より、各老人クラブでの補助金を使っての主

な活動は、健康づくりのグラウンドゴルフなどスポーツ活動、地域貢献として児童見守り、清掃活動

です。補助金額の計算は、一つのクラブ当たりに６万円、会費を払っている会員１人当たり５００円

を加算し計算しますと答弁がありました。 

 委員より、老人クラブは何歳から入るものですか。会員数減少については手だてを持っております

かと質疑があり、執行部より、６０歳から入れます。ただ、加入者は少ない状況です。会員数の減少

については、先日、老人クラブの会長会議の際に相談しました。意見として、老人クラブ活動を広報

紙でＰＲしてほしいということ、補助金申請、実績報告書などの書類の簡素化の要望がありました。

ＰＲは取材などを行って広報に掲載していきたいと考えております。補助金申請などは、昨年様式を

簡素化しており、これ以上簡素化は困難ですと説明をしていますと答弁がありました。 

 委員より、１００歳の方の状況はどうですか。敬老事業の記念品の中でのスポーツという内容はど

ういう意味ですかと質疑があり、執行部より、生活の状況としては、施設入所や家庭でゆっくりと生

活されている方が主です。敬老事業記念品は、主に老人クラブ連合会が主催するグランドゴルフなど
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のスポーツ大会の参加賞などに使っていただいておりますと答弁がありました。 

 委員より、ふれあいミニディ事業と、楽善ふれあいプラザ委託はどういう内容ですかと質疑があり、

執行部より、ふれあいミニディ事業は、社会福祉協議会に委託しております。現在１９地区で実施し

ております。地区数も年々減少しており、その原因として、支援する方がいないということが挙げら

れております。包括支援センターとして、６０歳の退職者に的を絞り、介護予防サポーター養成の講

座を実施しており、地域活動支援の受け皿づくりに努めております。楽善ふれあいプラザは、秋桜（コ

スモス）会に指定管理委託しており、これより光熱費や消耗品等の費用に使われておりますと答弁が

ありました。 

 委員より、一般会計からの繰出金で法定外の繰出金はどのようになっておりますか。また、ここ５

年程度の法定外の繰出金の状況について説明してくださいと質疑があり、執行部より、平成２３年度

での法定外の繰出金は１億１千万円です。また、ここ５年間では、これ以外の法定外の繰出しはあり

ません。２３年度での法定外繰出しの要因としては、２１から２２年度で医療費が急激に増加したた

め、国保基金の取り崩しや、２３年度で保険税の引き上げを行っておりますが、それでも財源の不足

が見込まれたために法定外での繰入をお願いしたものでありますと答弁がありました。 

 シルバー人材センターへの補助金に関して、状況を教えてくださいと委員より質疑があり、執行部

より、会員数は微増しており、受託業務も少しずつ増加しております。簡易な労働作業として、植栽

の伐採や町からの緊急雇用を利用したものなどが増えておりますと答弁がありました。 

 教育部子育て支援課関係では、委員より、家庭的保育事業施設整備等補助金について、補助の条件

と今後の展望はどうなっているのかと質疑があり、執行部より、条件としては、保育士の資格を有し、

家庭的保育者等の研修を修了した者などの要件に該当する人としております。今後の展望としまして

は、待機児童の解消と保護者ニーズに向けて、事業を拡大していきたいと考えておりますと答弁があ

りました。 

 委員より、その場合、地理的に分散することも考えているのかと質疑があり、執行部より、保護者

の利便性だけを考えると、町の中心部がいいと思われますが、家庭的保育事業の適した地域性なども

考慮していきたいと考えていますと答弁がありました。 

 委員より、保育者が改修事業補助を受けた後に家庭的保育事業の継続ができなくなった場合の契約

はどうなるのかと質疑があり、執行部より、補助金決定通知書に、条件として、交付決定日から５年

以上は、必ず本事業に供すること。また、５年未満の事業廃止の場合は、改修事業費に係る補助金を

返還することを明記しておりますと答弁がありました。 

 委員より、この事業は発展途上であります。５年の間に、家庭事情も変化するだろうし、自宅では

限界があると思います。県主導でなく、町で見極めて随時事業を実施してほしいと質疑があり、執行

部より、その点については、研修会等に家庭の状況が変わる可能性があること、また、常に危機管理

を想定しての保育環境などについて学んでもらい実施していただいているところでありますと答弁が

ありました。 

 委員より、一時預かり事業について、利用状況実態調査はやっているのか。また、適切な利用状況



 158

かと質疑があり、執行部より、実態調査はやっていませんが、各保育園長などから状況報告をいただ

いております。各園からは、保護者の養育のうえで子育て支援ということを助言してもらっておりま

すと答弁がありました。 

 委員より、大津保育園園舎が増設されたが、将来的にはどのように考えているのか。また、人数が

増えたことで駐車場の不便は生じていないかと質疑があり、執行部より、待機児童を解消するために

増設を行ったもので、定員を９０名から１２０名に増員いたしました。町が園舎増築を行う場合は補

助金がありませんので、経費の安い方法で、しかも短時間で施工でき、少しでも早く待機児童の解消

を図る必要があると考え、園舎借上げによる増設を行いました。将来的に子どもの数が減少すれば、

定員減を行っていきます。駐車場については、場所が限られているので、駐車の仕方や送迎時の車の

入れ替えなど、工夫をしながら使用しております。将来的には検討しなければならないと思っており

ます。また、子どもたちが横断歩道を渡る時の安全対策については、保育園の職員が横断歩道に立ち、

安全確保に努めておりますと答弁がありました。 

 教育部学校教育課関係では、委員より、伝統文化鑑賞公演はどんなものを行っているのですかと質

疑があり、執行部より、小学６年生の国語の教科書に日本の伝統文化を紹介するところがありますの

で、大津町では、平成２２年度から町内小学６年生の児童を対象に実施しております。内容は、狂言

の公演を菊池市の狂言「みのる会」にお願いし、文化ホールの本格的な舞台装置で番組を２つと体験

コーナーを行っていますと答弁がありました。 

 委員より、緊急雇用について説明をお願いしますと質疑がありまして、執行部より、学校等環境整

備作業員は、町立幼稚園２園と小中学校８校、計１０施設の除草や中低木の剪定など、草木が伸びる

４月から９月の半年間、６人を雇用して学校等の環境保全を行ってもらっております。学校生活支援

補助員は、各学校の普通学級において生活面などに支援を必要とする児童生徒の状況に応じて９人を

配置しております。大津小学校校内安全指導員は、児童数が１千人を超えて過大規模校である大津小

学校について、他の学校と同様、校務員は１名配置しておりますが、給食配膳準備や雑務的なものが

とても多くなっておりますので、緊急雇用により１名雇用させていただきました。 

 委員より、緊急雇用創出基金事業の本来の意義について、何が成果として残っていたかを確認して

おかなければならないと思います。何かありますかとの質疑に対し、執行部より、学校生活支援補助

員についてですが、様々な特徴の強い子どもがいるクラスは、担任だけでは授業が成り立たなくなっ

ています。学力向上のためには、補助員の配置が必要であると教育委員会として考えていたところ、

緊急雇用創出事業が始まり、これを活用して配置させていただいたところであります。学校生活支援

補助員については、この事業がなくなっても、ぜひ続けていきたいと思っていますと答弁がありまし

た。 

 委員より、大津南小学校を現地調査した際、木の根っこがタイルを押し上げて段差になっていたり、

グレーチングがぐらつくところがあり、危ないと思いました。補修の予定はありませんかとの質疑が

あり、執行部より、大津南小学校については、施設が全般的に老朽化しており、全体的に調査して計

画・検討していきたいと思います。子どもたちの安全確保は大事ですので、怪我につながるようなと
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ころは早急に対応しておりますと答弁がありました。 

 委員より、美咲野小学校建設事業ですが、事故や近隣からの苦情はありませんでしたかと質疑があ

り、執行部より、お陰様でありませんでしたと答弁がありました。 

 委員より、美咲野小学校、使用木材製品加工業務委託ですが、町有林のヒノキを加工して建設に使

用されましたが、全部使用できましたか。買い足した物とかはありませんでしたかと質疑がありまし

て、執行部より、木材の加工については、菊池森林組合が請け負い製品加工を行いました。７月から

人工乾燥を行い、木の性質を見ながら加工を行いましたが、割れや反り、大きな節もあり、全部を使

用することはできませんでした。壁材はすべて使用しましたが、床材については、購入材に変更して

おります。溝切りの加工や用途については、建設工事の請負業者と私たち３者で工事の工程を確認し

合いながら、何度も打ち合わせを行い、後で支障が出ないように工夫して使用しておりますと答弁が

ありました。 

 委員より、美咲野小学校の工事契約で変更はありませんでしたかと質疑があり、執行部より、内容

の変更はありませんでしたが、金額の変更は、校舎の建築本体工事で、場内の地盤が悪く、敷き砂利

を多く見たことと、内装木材の買い足し分などでさせていただきましたと答弁がありました。 

 委員より、中体連出場補助金ですが、部活動として１泊で練習試合に行くときなどは対象にならな

いのですかと質疑があり、執行部より、補助金の執行については、内規を設けていまして、補助の対

象は中体連の大会と規定させていただいておりますと答弁がありました。 

 委員より、中学校費に和太鼓借上げ料がありますが、どのような効果があるのですかと質疑があり、

執行部より、中学校の音楽の授業に「日本の文化を知る」というものがあり、琴や三味線、和太鼓か

ら選択して学習することになっております。琴や三味線は指導するのに、かなり難しいですが、和太

鼓については、生徒たちも体を動かし、みんなで音を合わせて合奏するので、とても取り組みやすい

楽器であると言えますと答弁がありました。 

 委員より、歳入の町有林立木売払収入（学校分）について説明してくださいと質疑があり、執行部

より、美咲野小学校建設のために伐採した町有林材について、内装材として使用できなかった、径の

小さい物や杉材について売払いさせていただきましたと答弁がありました。 

 学校教育課幼稚園関係では、委員より、光熱費の使用料はどのような状況ですかと質疑があり、執

行部より、水道料については、プールが主ですが、料金については、地下水を使用しておりますので

影響はありません。プール栓の操作は、中学校と同じであります。電気料は減額補正しておりますと

答弁がありました。 

 委員より、園医報酬４人と薬剤師報酬１人の説明をお願いしますと質疑があり、執行部より、園医

は、内科医２人と歯科医２人、大津と陣内幼稚園２園分であります。内科医は年に２回、歯科医は年

に１回実施しています。薬剤師は、大津幼稚園分であります。陣内幼稚園は南小学校にて対応してい

ますと答弁がありました。 

 委員より、薬剤師による水質検査は簡易的で、専門機関が行うもので、項目によって金額が違って

くる。どの程度の項目で実施されているのかと質疑があり、執行部より、学校保健法に沿うものです。
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薬剤師が採取して、専門機関で検査されております。年２回の実施であります。水質検査は手数料に

含まれていますと答弁がありました。 

 教育部給食センター関係では、委員より、残菜引き取り委託金額が以前は３０万円だったと思うが

減額になった理由はと質疑があり、執行部より、平成２３年度の予算の際に減額をお願いしました。

この委託につきましては、廃棄物運搬処理許可が必要と環境保全課から指摘があり、本年度、申請手

続きを行っていただくよう指導しております。しかし、その後、高齢により本年度で養豚業を辞める

との相談もあり、今後の対応を検討しているところですと答弁がありました。 

 委員より、残菜の処理委託について、法的に問題があったならば、今後の対応について適正な対応

をお願いしたいと質疑があり、執行部より、適正な処理を行います。法令遵守をしていきたいと答弁

がありました。 

 委員より、光熱水費が２０数万円余っているがどうしてですかと質疑があり、執行部より、光熱水

費は電気料金と上下水道料金です。月額では約５５万円の支出になり、使用量に応じて変動がありま

すので、年間を通じて使用量が少なかったための残額になった分ですと答弁がありました。 

 委員より、警備委託と清掃委託はどんな内容ですかと質疑があり、執行部より、警備委託は、毎日

の業務終了後の警備委託です。清掃委託は年２回施設内の清掃で、床清掃ワックス・窓ガラス清掃・

ステンレスフード清掃などですと答弁がありました。 

 委員より、非常勤職員１７人の実働体制はできているのかと質疑があり、執行部より、非常勤職員

は、週４日勤務です。全体を２班に分けて、パンとご飯の日では出勤人数を変え、おかずメニューの

内容によっては人員配置を変えております。毎日２名の班長が翌日の作業工程の打ち合わせを行い、

毎日、午後３時からの全体ミーティングで今日の反省と明日の作業工程や作業動線について指示、確

認し調理業務を行っておりますと答弁がありました。 

 委員より、平成２３年度の給食運営で、食材の不具合いは起きていないのかという質疑に対し、執

行部より、平成２３年度には、食材を提供できなかったことはありません。以前に中学校のおかずで

問題あり提供できず、後日、デザートで対応しました。平成２４年度は１件食材の焼き豆腐がありま

したが、木綿豆腐を代用して給食提供には影響がありませんでしたと答弁がありました。 

 教育部生涯学習課関係では、委員より、矢護川コミュニティセンター、野外活動等研修センターの

有効利用について２３年度はどのような取組みをしてきたかと質疑があり、執行部より、矢護川コミュ

ニティセンターについては、現状維持し、使用していただいた。また、野外活動等研修センターにお

きましては、本年度からチャレンジキャンプの利用を開始しました。また、自衛隊の利用や地元グラ

ウンドゴルフの利用があっておりますが、今後、利用を増やすためにＰＲに力を入れていきたいと思

います。ただ、交通の便が悪いので、その辺のところも考慮して地道に頑張りたいと思いますと答弁

がありました。 

 委員より、以前、大村町長の時に検討委員会を作って取り組むということだったが、その後の取り

組みはどうなっているのかと質疑があり、執行部より、進展しておりませんと答弁がありました。 

 委員より、文化振興補助金の内訳はどうなっているのかと質疑があり、執行部より、梅の造花保存
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会、不知火光右衛門顕彰会ともに１５万円を支出しておりますと答弁がありました。 

 委員より、今後、団体が活動していくうえで、増額要望があると思うがどう対処するのかという質

疑に対し、執行部より、梅の造花から材料代の高騰の話があり、本年度１０万円の増額をしておりま

す。不知火光右衛門については、現状維持です。今後、活動状況をみて検討していきたいと思います

と答弁がありました。 

 委員より、社会教育総務費の中で、施設改修補助金は公民館費の方で支出したほうがいいのではな

いかと質疑があり、執行部より、地元におきましては、地区公民館として利用されております。本来

の目的からすれば、公民館費にあたるように思われますが、公民館費の方では、中央公民館、地区分

館の維持管理費をあてており、役場管理以外の地域の公民館は、社会教育生涯学習施設という捉え方

から社会教育費の方でみていますと答弁がありました。 

 委員より、決算書は誰もがわかるように作るのが目的であって、第三者が見てわかるように作って

もらいたいと要望がありました。 

 委員より、昭和園テニスコートは、どの位でネットを張り替えているのか。利用状況はどうなって

いるのかと質疑があり、執行部より、人工芝に張り替えた後は、利用は、３倍になっている。ネット

は、使用後ゆるめるようにしております。大体３年ごとの張り替えになると思いますと答弁がありま

した。 

 教育部公民館関係では、委員より、室公民館の移設後、住民からの声はどのような声があるのかと

の質疑があり、執行部より、移動後の苦情はありません。ただ、今後、高齢化が進み、分館に行く方

法は検討していかなければならないと思っております。利用状況については、移動前と変わってない

と答弁がありました。 

 委員より、前の分館利用の倍になるように取り組んでもらいたいと要望がありました。 

 教育部図書館関係では、委員より、本の貸し出しをされていますが、返ってこない本はどれぐらい

ありましたかとの質疑に対し、執行部より、平成２３年度末の不明本は１６５冊ですと答弁がありま

した。 

 採決の結果、認定第２号関連は、全員賛成で原案のとおり認定するべきものと決しました。 

 認定第３号、平成２３年度大津町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを報告いたし

ます。 

 委員より、諸収入の収入未済３千６４０円の経過について説明してくださいとの質疑に対し、執行

部より、平成１９年９月に県からの通知により、当該医院に診療費の返還請求を送付しております。

その後、再三にわたり、電話や郵便により督促を行うも連絡がとれないために、現地を訪ねましたが、

医院そのものが取り壊されておりました。その後も住所地宛に郵便での督促を継続しておりますが、

支払に至っていない状況ですとの答弁がありました。 

 委員より、特定健診の受診の状況はどうなっていますかとの質疑に対し、執行部より、平成２３年

度の特定健診の受診者数は１千８５８人で受診率は３７.９％であります。また、人間ドックについて

は５８５名の方が受診されていますとの答弁がありました。 
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 委員より、受診率を向上させるために何か工夫しておりますかとの質疑に対し、執行部より、受診

率の向上を図るために、受診機会を年間３回設けまして、複数回の受診機会を得られるようにしてお

ります。具体的に、７月のふるさと総合健診、１０月にがん検診とセットにした複合検診、さらに２

月に漏れ健診を実施して、それぞれ勧奨通知を行っておりますとの答弁がありました。 

 委員より、鍼灸施術費の不用額について説明してくださいとの質疑に対し、執行部より、被保険者

一人当たり、年間３０枚を限度に交付しております。実際に使用されたものが６６１枚で、不用額は

交付した鍼灸券の未利用によるものであります。また、これとは別に医療費の療養費で医師の診断に

より鍼灸等を受診できます。今後も制度の周知を行っていきたいと考えておりますとの答弁がありま

した。 

 委員より、平成２３年度の実質収支額２億４千４０３万７千円について、予想より多かったという

ことですが、一般会計繰入金を５千万円返す額の根拠は何ですかとの質疑に対し、執行部より、平成

２４年度の当初予算でお願いしておりました、法定外の繰入金を返すものですとの答弁がありました。 

 採決の結果、認定第３号は、全員賛成で原案のとおり認定するべきものと決しました。 

 認定第６号、平成２３年度大津町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてであります。 

 委員より、団塊の世代の６０歳から６４歳の人口はわかりますかとの質疑に対し、執行部より、年

齢別人口の８月３１日現在のもので回答いたします。６０歳４６１人、６１歳４３０人、６２歳４６

４人、６３歳４６０人、６４歳４１３人ですと答弁がありました。 

 委員より、主治医の意見書手数料の件数について教えてくださいとの質疑に対し、執行部より、約

１千２６０件ですとの答弁がありました。 

 委員より、はつらつ元気づくり事業について教えてくださいと説明が求められ、執行部より、この

事業は、社協に委託しております。要介護認定で非該当になった方や１人暮らしの高齢者等に対し、

運動、口腔、栄養、認知症予防の訓練を実施しておりますと答弁がありました。 

 委員より、ほっとライン整備事業について教えてくださいと質疑があり、執行部より、以前、緊急

通報装置と言っていたものであります。緊急時の対応を行うベルと電話機ですと答弁がありました。 

 委員より、福祉用具はどんな物ですか。同様に、住宅改修はどんなものが多いですか。指定業者は

決まっておりますかとの質疑に対し、執行部より、福祉用具購入の主なものは、入浴用の椅子や浴槽

内の椅子です。町内に２つの指定業者があります。住宅改修の主なものは、段差解消、転倒防止のた

めの手すり、上り框、車椅子用のスロープ等の設置です。業者の指定はありませんが、個人の大工の

方への支払いはできないので会社等となります。１人２０万円が限度額で、その場合１８万円はサー

ビス費で、２万円は個人負担となりますと答弁がありました。 

 委員より、親の介護を長男がみていたが、次男がみる場合があります。その時は再度利用できます

かとの質疑に対し、執行部より、本人、長男、次男の住まいが一緒の場合は、本人に対しての限度額

になりますが、長男の家から次男の家に移り住民票も移動する場合は、再度２０万円までの利用がで

きますと答弁がありました。 

 採決の結果、認定第６号は、全員賛成で原案のとおり認定するべきものと決しました。 
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 次に、認定第８号、平成２４年度大津町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてであ

ります。 

 委員より、後期高齢者医療の被保険者で、一部６５歳以上７５歳未満の方とはどういう方のことで

すかとの質疑に対しまして、執行部より、後期高齢者医療の被保険者は、原則７５歳以上の方を対象

としておりますが、６５歳以上７５歳未満の方で一定の障がいを持たれた方、具体的には、身体障が

い者手帳の障害の等級が１から３級及び４級の一部についても任意で加入することができますと答弁

がありました。 

 採決の結果、認定第８号は、全員賛成で原案のとおり認定するべきものと決しました。 

 認定作業を行うにあたって、約１１０億円以上の認定作業でありましたので、かなり時間を要しま

したが、この場で紹介するのは今申し上げたとおりであります。 

 次に、陳情第２号、熊本県へ子ども医療費完全無料化を就学前まで拡充することを求める意見書提

出に関する陳情についてであります。 

 委員より、助成対象が県より以下の市町村はありますかとの質疑に対し、執行部より、県より以下

のところはありません。最低が就学前までの助成です。現状、１人で最高どれくらい医療費がかかっ

ているかということでは、１人の方で、５月に１２万３千３００円、７月に１０万２千円、９月に１

０万７千円となっております。５万円以上でみてみますと、５月に８件、６月３件、７月５件、８月

４件、９月７件と高額な費用負担になってきている状況にありますとの答弁がありました。 

 委員より、県が予算化するとなると、どれぐらいになるのかとの質疑に対し、執行部より、相当な

金額になると思われます。大津町だけでも１億円ぐらいかかっていますから、相当な額になると思わ

れます。このような状況で簡単には県も踏み切れないと思いますとの答弁がありました。 

 委員より、あらゆる情報を収集して審議しないと一概に判断はできないとの意見がありまして、ま

た、委員より、３歳まで見ているのだから、あと４歳、６歳までの間をどこからかの予算で事業仕分

けをして持って来ないといけないとの意見もありました。執行部より、大津、菊陽、合志は、子ども

が増えている地域なので、非常に財政的に厳しい状況であり、県が見てくれるようになれば、非常に

有難い部分はありますとの答弁がありました。 

 委員より、県もどこかの予算を回してこないといけないとの意見もあり、執行部より、実際、不公

平になってきているところはある。財政力によっては、中学生、小学生と就学前とばらばらなのでと

の答弁がありました。 

 委員より、継続審議ということではどうでしょうかということの発言があり、審議の結果、陳情第

２号は、全員賛成で継続審議にすべきものと決しました。 

 閉会中の継続審議申出書も提出しております。 

 当委員会に付託されました案件は以上であります。 

 議員各位におかれまして、当委員会の決定にご賛同いただきますようお願い申し上げまして、文教

厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。１１時半より再開いたします。 
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午前１１時１９分 休憩 

△ 

午前１１時３２分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 総務常任委員長大塚龍一郎君。 

○総務常任委員長（大塚龍一郎君） おはようございます。あと２２分間ほどご辛抱をお願いいたしま

す。ただいまから、総務常任委員会報告を行います。 

 当委員会に付託されました案件は、議案第５１号、議案第５２号、議案第５３号、議案第５４号、

議案第５５号関連、認定第２号関連、陳情第４号並びに継続審議となっております陳情第１号であり

ます。 

当委員会は審議に先立ち、９月１０日に７カ所の現地調査を行い、１１日、１２日に委員会室にお

いて、執行部に説明を求めながら議案の審議を行いました。以下、審議の主な経過と結果についてご

報告いたします。 

 議案第５１号、大津町防災会議条例の一部を改正する条例について。 

総務課より説明後、委員より、今回の九州北部豪雨に伴う防災体制について、周辺自治体との情報

共有及び連携が重要である。いち早く状況を把握することで、災害の防止につながるのではないかと

の質疑に対し、執行部より、災害等に関わる状況で、近隣市町村や地域の情報等について、周辺自治

体や関係機関と連携し、早期に把握することで、災害の未然防止等に繋がるものであり、今後、防災

体制の見直し強化を図っていきますとの答弁がありました。 

 委員より、避難所の周知、見直しが必要ではないかとの質疑に対し、執行部より、一時避難所とし

て各地区の方々が集まる身近な場所を決めていただき、そのあとに公共の避難所へ移動していただく

ようお願いしている。避難所の見直しについてでございますが、上井手が決壊下場合には、老人福祉

センターや大津小学校は浸水する可能性もありますので、今後の検討が必要ではないかと思いますと

の答弁でした。 

 採決の結果、議案第５１号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第５２号、大津町災害対策本部条例の一部を改正する条例について。 

 委員より、自主防災組織と災害対策本部との連携はできているかとの質疑に対し、執行部より、町

内に５１団体の自主防災組織がありますが、ミニ特区事業のときに作られたものであります。地域に

よって活動内容の温度差が激しいので、活性化を考えたいと思いますとの答弁でございました。 

 採決の結果、議案第５２号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第５３号、大津町暴力団排除条例の一部を改正する条例について。 

 委員より、町民から暴力団関係の相談があった場合、町の相談体制はできていますかとの質疑に対

して、執行部より、熊本県暴力追放運動推進センターでの専門的な対応や警察と連携しながら対応・

支援をしていきたいと考えておりますとの答弁でした。 

 採決の結果、議案第５３号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 
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 議案第５４号、訴えの提起について（町営住宅の明け渡し及び延滞家賃の支払並びに損害賠償の請

求）について。 

 住民課より説明の後、委員より、今回の５名以外にどのくらい滞納処分者がいますか。簡易裁判所

にどの程度されましたかとの質疑に対し、執行部より、簡易裁判所への支払督促申立てを行っている

滞納者は１７名で、申立額は合計９１０万６２０円です。その内、強制執行が可能となっている滞納

者が１６名で、地方裁判所へ債権差押命令の申立てを行っている滞納者が２名ですとの答弁でござい

ました。 

 委員より、分割納付者はどのくらいいますか。滞納者にはどのような対応をしていますか。分納も

家賃プラスアルファでなければ分納の意味がない。強制執行すべきだと思うとの質疑に対し、執行部

より、分納納付者（世帯）は５０件です。毎月の督促状発送件数は平均１１９件で金額にしまして１

８６万９千２３２円です。毎月の催告書発送件数は平均１１０件で過年度分を含めまして合計金額が

１千３６５万２千５３５円です。現在は、催告通知及び保証人通知は毎月実施していますとの答弁で

した。 

 委員より、これまで滞納者の理由を鑑みて何年も滞納を許してきた経過を反省し、町の財産である

町営住宅の家賃を安易に滞納させないように、少額の対応のときに法的措置も含めて、早くから対応

すべきではないかとの質疑に対し、執行部より、今後も支払督促申立、並びに債権差押命令の申立を

継続するとともに、入居者の公平性を欠かないように法的措置も含めて対応していきますとの答弁で

した。 

 採決の結果、議案第５４号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第５５号関連、平成２４年度大津町一般会計補正予算（第５号）について。 

 総務課、税務課、住民課、いずれも質疑ございませんでした。 

 企画課では、委員より、今回、補正後の財政調整基金の積立残額についての質疑がございまして、

執行部より、補正後の財政調整基金の年度末残高見込みは、２１億８千４５７万２千円となりますと

の答弁でございました。 

 採決の結果、議案第５５号関連は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 認定第２号関連、平成２３年度大津町一般会計歳入歳出決算の認定について。 

 総務課では、委員より、西原カントリー土地賃借料収益分収金について、支出が１６２万円と説明

がありましたが、収入はいくらですかとの質疑に対し、執行部より、収入は２７０万円入ってきます。

そのうち１６２万円を大津西原共有原野入会権者協議会に支払っていますとの答弁でありました。 

 委員より、昨年の職員の採用数及び退職者はどうなっていますか。中途退職はいますかとの質疑に

対し、執行部より、４月１日の採用は１１名です。退職者は８名です。昨年度は１名が不祥事で、そ

れ以外に結構年配の職員が１名辞めています。勧奨退職で辞めた職員もおります。過去には、１、２

年で辞める職員がいましたが、最近はおりませんとの答弁でした。 

 委員より、選挙における投票所の見直しは検討しているかとの質疑に対し、執行部より、現在、町

内には１７カ所の投票所を設けています。現在、選挙管理委員会において、投票区の再編についての
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検討がなされている状況ですとの答弁でした。 

 委員より、女性団員は何人か、また、消防学校に行っているのかとの質疑に対し、執行部より、約

場職員１４名、一般５名の合計１９名です。今年から消防学校へ行きますとの答弁でございました。 

 税務課では、委員より、地方税審査システム利用の状況はそうなっていますかとの質疑に対し、執

行部より、平成２２年度から利用を開始し、初年度の利用は給与報告３１７件、法人税申告５０件で

した。平成２３年度では、給与報告４５７件、法人税申告３６４件で、今後も利用は伸びると思われ

ますとの答弁でした。 

 委員より、固定資産の滞納繰越額が多いのはなぜですかとの質疑に対し、執行部より、他の税に比

べて１件の調停額が大きいのが主な理由です。課税額の大きな企業等の納税が滞りますと、納税額が

一気に大きくなりますので、今後注意していきますとの答弁でございました。 

 住民課では、委員より、パスポート交付までの所要日数は何日ですかとの質疑に対し、執行部より、

土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除き、１１日ですとの答弁でございました。 

 人権推進課では、委員より、高齢者の見守り隊はどういう活動をしていますかとの質疑に対し、執

行部より、人権啓発福祉センター職員１名と地域ボランティア１名で、毎週水曜日の午前中に南杉水

区の一人暮らしの高齢者宅を訪問し、安否確認を行い、困りごと等の相談を受けていますとのことで

ございました。 

 委員より、人権対策費の団体助成補助金で、部落解放同盟大津支部に助成されておりますが、人権

啓発福祉センターと共同して活動されていますか。また、支出は適切に行われていますかとの質疑に

対し、執行部より、人権ふれあいフェスティバルやグラウンドゴルフ大会など共催で開催しておりま

す。支出については、町の監査を受け、適正に執行されているとの答弁でございました。 

 企画課では、委員より、まちおこし大学の運営謝礼の内容につきまして、執行部より、平成２０年

度に開校したまちづくり大学は、まちづくり学部と人づくり学部で構成され、まちづくり学部は、町

内で活動されている既存団体に登録していただき、その情報交換の場として位置付けされており、人

づくり学部では、人づくりの場として、まちづくり学部の登録団体にも講師として学科コースの運営

をお願いしております。人づくり学部で講師となる運営団体には、公募により申し込みがあった学科

生を対象に、学科コースを運営していただくことに対する謝礼として１回当たり５千円を支払ってい

るとの答弁でした。 

 委員より、地域づくり活動支援事業の推進についての質疑があり、執行部より、現在の地域づくり

活動支援事業は、平成２２年度から今年度までの３年間の事業です。今年度が事業見直しの年度でご

ざいます。今年の３月に区長さんを対象にアンケートを実施、結果は、全体では補助率や補助限度額

について半分以上の方が「今のままでよい」という意見でしたが、事業を実施されている地区では、

補助率や補助限度額を上げてほしいという意見が多い傾向がございました。３月のアンケートは約４

割の回答率でしたので、再度、区長さん方に全体の意向などを確認しながら事業の推進を図りたい。

事業実施に伴う事業費の地元負担については、平成２３年度実績で、補助金額１６１万３千円に対し、

全体事業費が４１８万６千円で、およそ２５７万円が地元負担となっていますとの答弁でした。 
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 委員より、現在の地域づくり活動支援事業は、以前のミニ特区事業と比較して実施状況はどうです

かとの質疑に対し、執行部より、平成１６年度からのミニ特区事業では、対象事業費の全部が補助金

で実施できたため、ほとんどの行政区で取り組まれていました。補助率が３分の２となった前回の事

業では、年平均で２８行政区、補助率が２分の１となった現在の事業では、平成２３年度実績で全体

の約３割の１９行政区で取り組まれており、実施地区数は減少しております。また、事業実施地区に

ついては、町中心部での取り組みが少ない傾向でありますとの答弁でございました。 

 企業誘致課では、委員より、企業からの問い合わせ等はあっているのかとの質疑に対し、執行部よ

り、昨年度が電話やメール等での問い合わせが３６件ありました。今年度は、これまで直接が５件、

電話・メール等で８件、資料送付が３件の問い合わせがあっていますとの答弁でした。 

 会計課では、委員より、基金の金融機関別の預金割合はどうなっているか。第一信用金庫が借入割

合が高いが金融機関からの借入利率によるのかとの質疑に対し、執行部より、起債の借入れの割合に

応じた預金をしております。借入れについては、毎回利率の見積りを依頼し、利率が低い金融機関か

ら借入れを実施しているとの答弁でございました。 

 採決の結果、認定第２号関連は、全員賛成で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 次に、陳情第４号、空港ライナーの有料化に関する陳情について。 

 執行部の説明によりますと、今年の４月から協議会を設置し、県、町、空港整備協議会等５団体で

財源をそれぞれが負担し運営しております。タクシー会社からの苦情は今のところありません。リム

ジンバス利用者は伸びております。競合する特急バスとは、九州横断バスのやまなみ号、大分市を結

んでいるやまびこ号がそれぞれ熊本空港から大津駅を通り、１日１５便あります。その部分について

は、少し競合するかもしれませんが、そのバスに乗って通常のお客さんが利用されるのはあまりない

と考えています。熊本市からその方面に行かれる方が利用されていると思います。特段、大津から熊

本空港までの区間だけを利用されている方はそんなに多くはないと考えております。委員の中からも、

本来の目的外の利用に対し、空港内売店での買い物は目的外とされております。また、蒲島知事の目

玉の施策で、社会実験でもあり、有料化したらヒットしないし、無料ということでインパクトになっ

ております。大津町は、熊本空港利用の玄関口となっており、ＪＲ利用者を増やす目的もある等の意

見がございました。 

 採決の結果、陳情第４号は、全員賛成で不採択とすべきもの決しました。 

 陳情第１号、消費税率引上げに反対する意見書を求める陳情書について。 

 ６月定例会で継続審議になった分でございます。消費税は上げなくてはどうしようもありません。

既に国会で決定しているものでございます。消費税が１０％に上がると建築業界は大変だと思うが、

これは住宅関係等については、特別措置がくだされるものと思う等の意見が出ました。 

 採決の結果、陳情第１号は、全員賛成で不採択とすべきものと決しました。 

 当委員会に付託されました案件は以上でございます。 

 議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同いただきますようお願い申し上げまして、総

務常任委員会の委員長報告を終わります。 
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○議 長（大田黒英生君） 以上で、各常任委員長の審査報告は終わりました。 

 これから各常任委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） ３点にわたりまして、反対の立場から討論を行います。 

 第１点目は、平成２３年度の一般会計歳入歳出決算の認定についてであります。２３年度の一般会

計では、保育所の緊急整備やあるいは国民健康保険特別会計の法廷外繰出金など、これまで繰り出し

はまかりならんと言っていた点が改善されたことは評価できることでありますが、しかし、これは一

般会計の中で改善するべき点を指摘して討論をいたしたいと思います。 

 その１点目が同和問題を一刻も早く解決をするということであります。同和対策特別事業に関する

法律が平成１４年の３月３１日をもって失効をしております。ちょうど本年度で１０年が経過をいた

しました。しかしながら、相変わらず、法律施行時の頃を引きずったままの事業が続いております。

この点で、いわゆる狭山事件のあった埼玉県の本庄市では、来年度から運動団体及びその上部団体が

主催する話し合い、研修会、総会、これらのものに一切事業には対応しない。また、運動団体に対す

る補助金はすべて廃止をすると。今後は同和問題もあらゆる人権問題の中の一つとして教育及び啓発

を中心とした取り組みを進めると決定をしたそうであります。また、隣保館については、公民館など

の施設として一般的な利用を検討しているということです。 

 また、熊本県の山鹿市では、いわゆる人権教育ということで課外授業をですね、こういったものを

廃止を決定しました。また、運動団体に対する補助金も平成２７年度、あと３年後に廃止をする方針

が出されたそうであります。 

 私は、一般的な人権対策に反対するものではありません。しかし、２３年の決算を見て、直接同和

事業関連の予算だけを見ましても、民間の運動団体であります部落解放同盟に２８７万円の補助、特

定地域に限られる人権教育交流支援事業に１０５万円、人権同和教育推進協議会に６０万円、これだ

けでも毎年４５２万円の税が支出をされているわけです。 

 また、隣保館の利用は、来館者が１万人近いと報告がなされておりますが、この隣保館の使用料は

年間わずか３万５千７００円しかございません。社会教育的行事の使用は、私はもともと本来無料で

あるべきと思いますが、一方で、町の学校施設使用料は１７２万円、社会教育施設使用料は８６５万

円町民が負担をしております。町民の人権を等しく守るというのでありますならば、隣保館だけ無料、

減免措置をしないで、全町的に減免するのが公平な人権政策ではありませんか。 

 また、町は子育て支援日本一のスローガンを掲げております。保育所の新設など、前進面が見られ

ますが、しかし、大津町の保育料金がとりわけ所得の低い世帯にとって非常に高いことは事実であり

ます。熊本市、合志市、菊池市よりも所得の少ない世帯ほど保育料が高くなっております。熊本市と
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比較すると３歳未満児で１カ月５千５００円、年間で６万６千円高い、３歳以上の子どもで５千８０

０円高い、年間で６万９千６００円高くなっております。３歳未満と３歳児を二人預けますと、１カ

月８千５４０円で、年間で１０万円以上も保育料が高くなっているではありませんか。 

 町長は、保育料値下げを検討する、そのような答弁をなされてまいりましたが、改善の方針が示さ

れておりません。安心できる保育、とりわけ保育というのは、女性の働く権利、女性が子どもを産ん

でも引き続き働く権利、また、社会に出て、社会的に貢献をする、そういう意味で欠かせない施設で、

サービスであります。 

 また、男女共同参画都市宣言、大津町が宣言しておりますが、この宣言にふさわしい改善を求める

意味から、この平成２３年度の一般会計決算認定について反対の理由とするものであります。 

 また、認定第６号、大津町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてでありますが、ご承知の

とおり、介護保険は老後の安心という名目で制度が設定されましたが、３年ごとに保険料が引き上がっ

ております。これから団塊の世代が高齢者になって、高齢者が増えていくことは確かに事実でありま

す。しかし、人数が増えれば増えるほど自動的に保険料がこれからもさらに引き上がっていく、こう

いう仕組みになっております。つまり、裏を返せば、団塊の世代がこれから高齢者が増えれば、保険

料がさらに引上げられ、一方でサービスが切下げされると。これではまともな社会保障とは言いがた

い。原因は、大半は国にあるわけですけど、私は、この制度を本来の社会保障に改善を進めるために、

反対を表明するものであります。 

 最後に、認定第８号、平成２３年度大津町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてで

あります。 

 今年から人間ドック助成の改善もみられておりますが、制度のこの根幹は、現在の姥捨て山と言わ

れたように、７５歳以上の高齢者と７４歳以下の一般国民との間に医療の差別を持ち込んだのが最大

の欠陥だと言わなければならないと思います。高齢になっても、まさに人間の尊厳を守る。これこそ

私たちが生きていく上で人間の尊厳、人権の最たるものであると思うわけです。そういう意味から、

後期高齢者医療制度は、一刻も早く廃止をさせるべきであると、そういう立場から反対を表明するも

のであります。 

 以上で討論を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに討論ありませんか。 

 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 平成２３年度の一般会計の認定について、中でも保育料関連について賛成の

立場からの討論を行いたいと思います。 

 そしてまた、介護保険の２３年度の認定についても賛成の立場をとりたいと思います。 

 一般会計におきまして、ただいま反対討論といたしまして、保育料ということで出てきました。こ

の介護の認定も同じことでありますけれども、この料金というものは、働く人に対しての給料、報酬、

そういったものにもあてはまるものであります。実際、介護保険の運営を今見ますれば、今この厳し

い経済課で大津町のこの庁舎の入口に雇用募集の貼り紙がしてありますが、こういった介護関係に関
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する募集はあります。しかしながら、働く人というものは、その働く、介護関係に働く内容と給料の

バランス、そういったものが悪いかのかどうかでなかなか介護関係のサービスはそういった形で充実

しないと。やはり、その働き加減に応じた報酬はなされるべきであります。ですから、その介護保険

を今から先も維持していくためには、そういった受ける側の方々も大切にするのは、これはもう当た

り前のことでありますけれども、そういった施設や、そういったその条件整備というものをやってい

かないと、その制度自体を運営する方々がいなくなってしまうということも考えられます。ですから、

そういった意味におきましても、この高齢社会におきまして、この制度を維持していかなければなら

ないということで３年に一度の見直しという形で増額になるのは致し方ない部分も出てくるのではな

いかと思い、賛成の立場を表明いたします。 

 また、一般会計におきましての保育料のことでありますけれども、これに関しましても、やはりそ

の条件整備の中にハードとソフト、それに働く方々というものをやはり組み込んでいって、そのサー

ビスを充実させなければならない。サービスを充実させるためには人が要ります。場所も要ります。

時間的なものも多く要ります。そういったものを考えれば、経費的なものの負担というものは、やは

り公的に皆様方の税金で、相互扶助の精神で出す部分、そしてまた、自己責任、親として出す部分、

そういったものというのはきちんと線引きをしなければ何もかも曖昧にするわけにはいきません。で

すから、負担とそういった保護を受ける部分というものは大切でありますから、バランスをとるため

にもそういった積算がされて、計算がなされて、この決算に至ったと認識しております。そういう意

味合いにおきまして、賛成の立場をとるものであります。 

 皆様方のご賛同よろしくお願い申し上げます。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに討論ありませんか。 

 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 私は、認定第２号、平成２３年度大津町一般会計歳入歳出決算の認定について、

賛成の立場で討論したいと思います。 

 先ほど反対の討論がありましたけども、その中で、確かに時代は変わってきているというふうに思

います。しかしながら、その時代に合わせた人権教育、そういったものが今現在南杉水の地で行われ

ているということを申し上げたい。先ほど総務委員長の報告にもありましたとおり、人権のまちづく

りで一人暮らしの高齢者の訪問、南杉水で実施していることなど、その中で、解放同盟は重要役割を

担っているというふうに考えます。 

 さらに、人権啓発福祉センターとの協働という面でも報告がありました。地域での人と人との豊か

な関係づくりということでグラウンドゴルフ大会、人権ふれあいフェスティバルなどでも重要な役割

を担っていると私は思っております。したがって、コミュニティづくりで大津町における先駆的な役

割を担っているというふうにも思っております。大津町でもこの地域、町長も言われております、モ

デル地区として位置づけて今後も町全体に広げていくと、普及するというふうなことを言っておられ

ますし、さらに努力する必要があるだろうと思います。 

 それから、子ども会での学習会等も将来これらの活動を支える事業として存在するものであり、充
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実した中身にしていくべきだというふうに思います。 

 それから、使用料の負担等も言及されましたけども、どっちに合わせるかという、そういうことで

しょうけども、私は町民の利益ということであれば平等であるべきであるというのは、確かにそうだ

とは思います。しかしながら、だからといって、補助等を打ち切るべきだという論法にはならないだ

ろうと思います。現況を見つめながら、住民のためにさらに検討していくということも必要だとは感

じておるところですけども、今回の認定については賛成したいということを表明したいと思います。 

 議員各位の賛同をよろしくお願いたします。 

○議 長（大田黒英生君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 しばらく休憩いたします。午後は１時１０分より再開いたします。 

午後０時０８分 休憩 

△ 

午後１時１３分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

これから採決を行います。 

 まず、議案第５１号、大津町防災会議条例の一部を改正する条例についてを採決します。この採決

は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第５１号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第５２号、大津町災害対策本部条例の一部を改正する条例についてを採決します。この

採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定す

ることに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第５２号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第５３号、大津町暴力団排除条例の一部を改正する条例についてを採決します。この採

決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第５３号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第５４号、訴えの提起について（町営住宅の明け渡し及び延滞家賃の支払い並びに損害



 172

賠償の請求）を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決で

す。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第５４号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第５５号、平成２４年度大津町一般会計補正予算（第５号）についてを採決します。こ

の採決は起立によって行います。本案に対する各委員長の報告は可決です。各委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第５５号は、各委員長の報告のとおり可

決されました。 

 次に、議案第５６号、平成２４年度大津町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）についてを採

決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告

のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第５６号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第５７号、平成２４年度大津町外四ヶ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計補正予

算（第１号）についてを採決します。この採決は簡易表決によって行います。本案に対する委員長の

報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５７号は、委員長の報告のとお

り可決されました。 

 次に、議案第５８号、平成２４年度大津町公共下水道特別会計補正予算（第２号）についてを採決

します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告の

とおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第５８号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第５９号、平成２４年度大津町介護保険特別会計補正予算（第２号）についてを採決し

ます。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のと

おり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第５９号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 
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 次に、議案第６０号、平成２４年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第２号）についてを採

決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告

のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第６０号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第６１号、平成２４年度大津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）についてを

採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報

告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第６１号は、委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、認定第２号、平成２３年度大津町一般会計歳入歳出決算の認定についてを採決します。この

採決は起立によって行います。この決算に対する各委員長の報告は認定するものです。各委員長の報

告のとおり認定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、認定第２号は、各委員長の報告のとおり認定

することに決定されました。 

 次に、認定第３号、平成２３年度大津町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決

します。この採決は起立によって行います。この決算に対する委員長の報告は認定するものです。委

員長の報告のとおり認定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、認定第３号は、委員長の報告のとおり認定す

ることに決定されました。 

 次に、認定第４号、平成２３年度大津町外四ヶ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計歳入歳出

決算の認定についてを採決します。この採決は起立によって行います。この決算に対する委員長の報

告は認定するものです。委員長の報告のとおり認定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、認定第４号は、委員長の報告のとおり認定す

ることに決定されました。 

 次に、認定第５号、平成２３年度大津町公共下水道特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決し

ます。この採決は起立によって行います。この決算に対する委員長の報告は認定するものです。委員

長の報告のとおり認定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、認定第５号は、委員長の報告のとおり認定す
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ることに決定されました。 

 次に、認定第６号、平成２３年度大津町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決しま

す。この採決は起立によって行います。この決算に対する委員長の報告は認定するものです。委員長

の報告のとおり認定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、認定第６号は、委員長の報告のとおり認定す

ることに決定されました。 

 次に、認定第７号、平成２３年度大津町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決

します。この採決は起立によって行います。この決算に対する委員長の報告は認定するものです。委

員長の報告のとおり認定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、認定第７号は、委員長の報告のとおり認定す

ることに決定されました。 

 次に、認定第８号、平成２３年度大津町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてを採

決します。この採決は起立によって行います。この決算に対する委員長の報告は認定するものです。

委員長の報告のとおり認定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、認定第８号は、委員長の報告のとおり認定す

ることに決定されました。 

 次に、認定第９号、平成２３年度大津町工業用水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてを

採決します。この採決は起立によって行います。この決算に対する委員長の報告は認定するものです。

委員長の報告のとおり認定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、認定第９号は、委員長の報告のとおり認定す

ることに決定されました。 

 次に、陳情を採決します。 

請願・陳情審査報告書は、議席に配付のとおりです。 

まず、陳情第１号、消費税率引上げに反対する意見書を求める陳情書についてを採決します。この

採決は起立によって行います。本件に対する委員長の報告は不採択です。委員長の報告のとおり決定

することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、陳情第１号は、委員長の報告のとおり不採択

することに決定しました。 

次に、陳情第４号、空港ライナーの有料化に関する陳情についてを採決します。この採決は起立に

よって行います。本件に対する委員長の報告は不採択です。委員長の報告のとおり決定することに賛
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成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、陳情第４号は、委員長の報告のとおり不採択

することに決定しました。 

 

日程第３ 委員会の閉会中の継続審査申出書について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第３、委員会の閉会中の継続審査申出書についてを議題とします。 

 各委員長から、議席に配付しました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があっております。 

 お諮りします。各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査をすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続審査とすることに決定しました。 

 

日程第４ 委員会の閉会中の継続調査申出書について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第４、委員会の閉会中の継続調査申出書についてを議題とします。 

 各委員長から、議席に配付しました申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出があっております。 

 お諮りします。各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査をすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査をすることに決定しました。 

 

日程第５ 議案第６２号から日程第８ 同意第４号まで 

     一括上程、提案理由の説明、質疑、討論、表決 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第５、議案第６２号、都市計画道路駅前楽善線道路改良工事（２工区）

その１請負契約の締結についてから日程第８、同意第４号、大津町教育委員会委員の任命につき同意

を求めることについてまでの４件を議題とします。 

 お諮ります。議案第６２号から同意第４号までの４件は、会議規則第３９条第２項の規定によって、

委員会付託を省略し、会議で審議を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第６２号から同意第４号までの４

件は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 提案理由の説明を求めます。町長家入 勲君。 
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○町 長（家入 勲君） 皆さんこんにちは。本定例会に追加提案を申し上げます案件の説明の前に、

一言お礼を申し上げます。 

 本定例会にご提案申し上げました、全ての案件につきまして、ご議決、ご認定をいただき、誠にあ

りがとうございました。議員の皆さんのご意見、謙虚に承らせていただきます。今後もご指導、ご助

言をよろしくお願い申し上げます。 

 早速、追加提案いたしました案件の提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第６２号、都市計画道路駅前楽善線道路改良工事（２工区）その１請負契約の締結について及

び議案第６３号、美咲野小学校２次造成２期工事請負契約の締結についてでございますが、この物件

は、７月１７日に条件付一般競争入札の公告を行い、８月３１日に入札を実施いたしました。 

 入札の結果、議案第６２号、都市計画道路駅前楽善線道路改良工事（２工区）その１請負契約の締

結については、（株）荒牧組・（有）小西建設建設工事共同企業体、代表者、菊池郡大津町大字外牧３

３９番地、株式会社荒牧組、代表取締役荒牧鉄也様と１億５９万円で工事請負契約を、また、議案第

６３号、美咲野小学校２次造成２期工事請負契約の締結については、村上・木村建設工事共同企業体、

代表者、菊池郡大津町大字中島８８番地、村上建設株式会社、代表取締役村上裕輝様と７千６６５万

円で工事請負契約をそれぞれ締結したいと思うものでございます。 

 議案第６２号及び議案第６３号につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または

処分に関する条例第２条に定める予定価格５千万円以上の工事請負契約でございますので、議会の議

決を求めるものでございます。 

 次に、議案第６４号、美咲野小学校他備品（情報教育機器等備品）購入についてでございますが、

この物件の指名業者につきましては、現在までの指名・入札実績を総合的に勘案し、８月３１日に指

名競争入札を実施し、入札の結果、上益城郡益城町田原２０８１番地１２、株式会社エヌジェーケー

熊本営業所、代表者所長江口孝博様から１千５２２万５千円で購入契約を締結したいと思うものでご

ざいます。 

 議案第６４号は、備品の購入でございますので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、同意第４号、大津町教育委員会委員の任命につき、同意を求めることについてでございます

が、現委員の井野美幸様が平成２４年９月２４日をもって任期満了となられますので、新たに、菊池

郡大津町大字引水５５７番地１３、河北恵理様を教育委員会の委員として任命いたしたいと思うもの

でございます。 

 地方教育行政の組織並びに運営に関する法律第４条第４項において、委員のうちに保護者である者

が含まれるようにしなければならないとなっており、河北恵理様は、以前から幼稚園、小・中学校の

ＰＴＡ役員や部活動の保護者会役員を経験され、現在も大津小学校のＰＴＡ役員をされるなど現役の

保護者でもあり、教育に対する熱意も強く、人格、識見ともに高く、教育委員会の委員として適任と

存じます。 

 任命につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会
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の同意を求めるものであります。 

 以上、案件につきまして提案理由の説明を申し上げましたが、ご審議の上、ご議決、ご同意を賜り

ますようよろしく申し上げます。なお、契約案件につきましては、所管部長をして詳細説明をさせま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） こんにちは。議案第６２号、都市計画道路駅前楽善線道路改良工事（２工

区）その１請負契約の締結についてご説明申し上げます。 

 議案集は１ページから２ページ、説明資料が同じく１ページから２ページになります。今回の工事

請負契約案件は、都市計画道路駅前楽善線道路改良工事（２工区）その１で、建設工事の種類といた

しましては、土木一式工事になります。公共工事等の入札に際しましては、ご存じのとおり、大津町

財務規則入札心得、その他関係規定等により、その業務を行わせていただいております。また、一般

競争入札及び条件付一般競争入札については、大津町一般競争入札等に係る事務手続き処理要領で公

共工事等の入札及び契約手続きの一層の透明性及び競争性を確保するために一般競争入札及び条件付

一般競争入札の手続き等について規定いたしております。その中で、対象となる工事等を予定価格が

５千万円以上の建設工事、共同企業体への発注工事といたしております。そこで、今回の調達方法は、

条件付き一般競争入札により入札を行っております。 

 それでは、入札に関係する分についてご説明を申し上げます。 

 なお、工事概要等につきましては、後ほど土木部長からご説明をいたします。 

 説明資料の１ページをお願いいたします。 

 まず、工事に係る競争入札参加資格の要旨についてご説明させていただきます。 

 建設工事の種類は、土木一式になります。 

 共同企業体の構成員数は、２者若しくは３者といたしております。 

 次に、格付等級等でございますけれども、その企業体、共同企業体の格付構成を代表構成員（構成

員１）が町格付Ａ、構成員２が町格付Ａ又はＢ、構成員３が町格付Ｂといたしております。この組み

合わせにつきましては、大津町建設工事等請負業者の選定運用基準の規定並びに建設省の共同企業体

運用準則では、上位等級及び第２等級に属する者の組み合わせが原則となっており、これに準じた格

付Ａ又は格付Ｂの組み合わせといたしました。 

 また、営業所の所在地は、代表構成員及び構成員２、構成員３ともに大津町内に主たる営業所を有

することといたしております。 

 施工実績に関する事項では、入札参加者の施工実績として、企業体の代表構成員は、平成１４年度

以降、元請けとして熊本県内において完成した土木一式工事で、請負金額が６千万円以上の施工実績

を有することといたしております。 

 また、配置予定技術者に関する事項では、その資格要件として、①で、左記の「施工実績に関する

事項」同等以上の実績を満たす工事の施工経験を有すること。原則として、全工程に従事しているこ

とを要するものであります。②で、土木一式工事に係る監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了
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証を有する者。③では、当該入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものとして、全ての条

件を満たす技術者を選任で配置できることなどを入札の参加要件として平成２４年７月１７日に条件

付一般競争入札の公告を行いました。 

 次の２ページをお願いいたします。 

 工事の概要及び入札結果についてご説明いたします。 

 工事名は、都市計画道路駅前楽善線道路改良工事（２工区）その１です。 

 工事内容については、記載のとおりですが、詳細については後ほど土木部長からご説明いたします。

本案件は、共同企業体の発注ということで、事前に競争参加資格の確認を行っておりますが、申請を

行った７者全てに入札参加資格が確認されました。その後、８月３１日に入札参加者７者で入札を実

施いたしました。入札参加者及び出資割合等、入札金額、入札比率については記載のとおりでござい

ます。入札の結果、(株)荒牧組・(有)小西建設建設工事共同企業体、代表者、大津町大字外牧３３９

番地、株式会社荒牧組、代表取締役荒牧鉄也様が１億５９万円で落札となりました。工期は、議会議

決承認を経て、町長が契約を成立させる旨の意思表示を通知した日の翌日から平成２５年３月１５日

までといたしております。 

 なお、予定価格につきましては、左下の欄に記載いたしております。 

 続きまして、議案第６３号、美咲野小学校２次造成２期工事請負契約の締結についてご説明申し上

げます。 

 議案集は３ページから４ページ、説明資料が７ページから８ページになります。 

 今回の工事請負契約案件は、美咲野小学校２次造成２期工事で、建設工事の種類といたしましては、

土木一式工事になります。公共工事等の入札に際しましては、先ほどの議案第６２号でご説明させて

いただきました関係規定と同様に、大津町財務規則、入札心得、その他関係規定等並びに一般競争入

札及び条件付一般競争入札については、大津町一般競争入札等に係る事務手続き処理要領で公共工事

等の入札及び契約手続き等の一層の透明性及び競争性を確保するために、一般競争入札及び条件付一

般競争入札の手続き等について規定しております中で、対象となる工事等を予定価格が５千万円以上

の建設工事、共同企業体への発注工事といたしております。 

 そこで、今回の調達方法は、条件付一般競争入札により入札を行っております。 

 それでは、入札に関係する分についてご説明申し上げます。 

 なお、工事概要等につきましては、後ほど教育部長からご説明をいたします。 

 説明資料の７ページをお願いいたします。 

 まず、工事に係る競争入札参加資格の要旨についてご説明をさせていただきます。 

 建設工事の種類は、土木一式になります。 

 共同企業体の構成員数は、２者といたしております。 

 次に、格付等級等でございますけれども、その共同企業体の格付構成を代表構成員（構成員１）が

町格付Ａ、構成員２が町格付Ｂといたしております。この組み合わせにつきましては、大津町建設工

事等請負業者の選定運用基準の規定並びに建設省の共同企業体運用準則では、上位等級及び第２位等
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級に属するものの組み合わせが原則となっており、これに準じた格付Ａまたは格付Ｂの組み合わせと

いたしました。 

 また、営業所の所在地は、代表構成員及び構成員２ともに大津町内に主たる営業所を有することと

いたしております。 

 施工実績に関する事項では、入札参加者の施工実績として、企業体の代表構成員は、平成１４年度

以降、元請けとして熊本県内において完成した土木一式工事で、請負金額は６千万円以上の施工実績

を有することといたしております。 

 また、配置予定技術者に関する事項では、その資格要件として、①で、左記の「施工実績に関する

事項」同等以上の実績を満たす工事の施工経験を有すること。原則として、全工程に従事しているこ

とを要するものであります。②で、土木一式工事に係る監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了

証を有する者。③では、当該入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものとして、全ての条

件を満たす技術者を選任で配置できることなどを入札の参加要件として平成２４年７月１７日に条件

付一般競争入札の公告を行いました。 

 次の８ページをお願いいたします。 

 工事の概要及び入札結果についてご説明いたします。 

 工事名は、美咲野小学校２次造成２期工事です。 

 工事内容については、記載のとおりですが、詳細につきましては、後ほど教育部長からご説明いた

します。 

 本案件は、共同企業体への発注ということで、事前に競争参加資格の確認を行っておりますが、申

請を行った７者全てに入札参加資格が確認されました。その後、８月３１日に入札参加者７者で入札

を実施いたしました。入札参加者及び出資割合等、入札金額、入札比率については記載のとおりでご

ざいます。入札の結果、村上・木村建設工事共同企業体、代表者、大津町大字中島８８番地、村上建

設株式会社、代表取締役村上裕輝様が７千６６５万円で落札となりました。工期は、議会議決承認を

経て、町長が契約を成立させる旨の意思表示を通知した日の翌日から平成２５年３月１２日までとい

たしております。 

 なお、予定価格につきましては、左下の欄に記載いたしております。 

 続きまして、議案第６４号、美咲野小学校他備品（情報教育機器等備品）購入についてご説明を申

し上げます。 

 議案集は５ページから６ページ、説明資料は１１ページになります。 

 初めに、私の方から入札手続き及び結果についてご説明申し上げます。 

 この備品の調達は、美咲野小学校に校務用と教育用パソコン及び大津北小学校には、校務用パソコ

ン並びに２校へのパソコン導入に伴う周辺機器等を購入するものであり、電子計算機機器類を取り扱

う業者からの調達となります。 

入札の方法については、まず一般競争入札の実施を検討しましたが、一般競争入札では、公告以外

にホームページや西日本建設新聞により入札参加者を求めますが、備品購入ということで、地元を含
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めた入札参加者が公告に気付かないケースが想定されること。また、指名することにより、町内業者

の受注機会の確保に配慮することができること。必要十分な数の業者が指名願いを提出していること

など、以上の理由により、一般競争入札よりも指名競争入札による調達が町にとって有利であること

から、今回の調達方法は指名競争入札による調達を行うことといたしました。 

業者の選定につきましては、大津町業務委託契約等に係る入札参加資格に関する要綱第５条の規定

に基づく入札参加者名簿に登録された者のうちから県内に事業所があり、条件を勘案しながら実績等

を備えた９者を選考し、８月３１日に入札を実施いたしました。 

説明資料の１１ページ、備品購入の概要及び入札結果についてご説明させていただきます。 

備品名は、美咲野小学校他備品（情報教育機器等備品）でございます。 

内容ついては、後ほど教育部長からご説明いたします。 

購入金額は１千５２２万５千円です。 

納期は、平成２４年１２月１８日までといたしております。 

 購入の相手方は、上益城郡益城町田原２０８１番地１２、株式会社エヌジェーケー熊本営業所、代

表者所長江口孝博様でございます。 

 指名業者につきましては、先ほどご説明いたしました方法で選考いたしました町内に事業所を有す

る２者と県内に事業所を有する７者の合計９者を指名いたしております。指名業者及び入札金額、入

札比率については、記載のとおりでございます。入札の結果、辞退されている指名業者が４者あり、

詳細につきましてはわかりませんが、８月３０日付と８月３１日付での辞退がそれぞれ２者ありまし

た。 

なお、予定価格については、左の下の欄に記載いたしております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 議案第６２号、都市計画道路駅前楽善線道路改良工事（２工区）その１の

請負契約の締結について、その工事内容を説明資料綴りに基づき説明いたします。 

 資料の３ページをお願いいたします。 

 この駅前楽善線は、平成２０年１月１６日付で当初計画からの路線見直しの許可を受け、同年２月

６日付で国の事業認可を受けた都市計画道路になります。起点を県道大津植木線と県道大津停車場線

の交差点から中点を町道三吉原北出口線と町道杉水大津線の交差点までの総延長が１千１４メートル、

片側１車線、幅員１２メートルで計画された道路です。 

 ４ページをお願いいたします。 

 平成２０年度から２２年度までは、主に用地買収等を行ってきておりまして、工事につきましては、

平成２３年度から着手したところです。平成２３年度は起点側から約１００メートルの道路工事と橋

梁工事を施工し、一部道路の供用開始をしております。今回の工事につきましては、工事の起点を上

井手とし、北に延長１４５.６メートルを施工するものです。工事の概要としましては、駅前楽善線の

計画が現在の室谷川という水路を横断するようになっておりますので、水路の付け替えと駅前楽善線
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本線の東側の擁壁工となっております。ただし、付け替え水路につきましては、今回の工事では、現

在の水路との接続は行いません。 

 ５ページをお願いいたします。 

 工事の内容としましては、土工事として切削工の土量が２千８８１立米、床堀工で４千２１４立米、

埋戻工で１千９１６立米となっております。水路については、Ｕ型カルバートと一部ボックスカルバー

ト、Ｌ＝１２０メートルを設置するようにしております。さらに、擁壁については、起点側に一部重

力式擁壁、Ｌ＝２.６メートルと、さらにプレキャストＬ型擁壁を道路側に７２.６メートル、宅地側

に７２.５メートルの長さで設置し、また、終点側に補強土壁溝３１０平方メートルで施工するように

なっております。また、擁壁の基礎部分については、地盤改良工を深さ２メートルから８メートルの

範囲で４千４５０立米行うようにしております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 付替水路の断面については、現在が土水路や一部石積みブロックの護岸となっておりますが、その

断面を確保し、幅１千５００から高さ１千２００サイズの製品を採用しております。また、縦断勾配

につきましては、水路自体に３カ所の各５０センチの段差を設けることにより、流速を遅くし、また、

上井手の時間当たりの流入量を大幅に減らすことにより、従来よりも上井手への負荷を軽減するよう

にしております。 

 以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 議案第６３号、美咲野小学校２次造成２期工事について説明いたします。 

 この工事は、本年度予定する美咲野小学校用地の２次造成工事で行う外構や外柵、建物周りの舗装、

屋外運動場、多目的広場のゾーンの整備のうち、２期工事として上層路盤工と表層工などの舗装工と

フェンス設置等の安全施設工を中心に整備を行うものです。 

 説明資料の８から１０ページをお願いします。 

 舗装工については、コンクリート舗装、アスファルト舗装、インターロッキング工、点字ブロック

設置を計画していますが、１期工事で施工する下層路盤に続き、上層路盤工と表層工を今回の工事で

行います。 

 説明資料９ページの舗装計画平面図をご参照ください。学校用地北西の児童校門から校舎昇降口ま

ではインターロッキング舗装とし、校門から昇降口までは点字ブロックを設置します。用地北側と用

地西の車両用門は、コンクリート舗装といたします。校舎周辺の駐車場部分は車道用アスファルト舗

装、校舎南棟とグラウンドの間は歩道用アスファルト舗装とします。美咲野小学校の特徴として、学

校用地を周回する園路を設けますが、その園路は歩道用アスファルト舗装とします。 

 説明資料１０ページの安全施設配置平面図をご参照ください。 

 安全施設工については、園路の内側に高さ１.２メートルのメッシュフェンスを６７０メートル設置

し、通用門や管理用門も含めて５カ所に門扉を設けます。校舎北にある受水槽及び受電設備には、安

全対策として高さ１.８メートルのネットフェンスを設置します。なお、これから来年４月の開校まで
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に複数の事業について数多くの施工業者が工事を行うことになりますので、全ての関係者で工程等の

調整を密に行いまして、全体の事業に支障がないように努めていきたいと思います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第６４号、美咲野小学校他備品（情報教育機器等備品）購入について説明をいた

します。 

 説明資料の１１ページをお願いします。 

 本件については、町内各小学校と同様に、先生方が校務用に使用するパソコン、児童が学習用に使

用するパソコン及びプリンターなどを購入するための契約であります。なお、本備品購入についても

前回の家具購入と同じく、１品当たりの単価が３万円以上、小計で２０万円以上のものについては、

学校教育施設整備事業債の対象となります。購入パソコン及び周辺機器の仕様について内容を記載し

ておりますが、その中で、内容１の校務用パソコンについては、現在、町内の教職員数が学級数の増

や加配などにより増えたため、台数が不足しています。この不足分の補充用として大津北小学校分の

パソコン１３台とプリンター２台をほかの各学校に配備し直し、大津北小学校については、今回、同

一機種、同一仕様として新たに１３台とプリンター２台を購入、配備するものです。美咲野小学校に

ついては、教師用の校務用パソコンを３１台、児童の教育用パソコンを４０台、プリンターについて

は、校務用、教育用とも８台を購入します。なお、大津北小学校と美咲野小学校は既に校内のＬＡＮ

が進んでおりますので、あわせて購入するハブとルーターを使って接続設定を行います。また、保証

期間としては５年間としています。 

 以上が今回の備品購入の概要です。よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 提案理由の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 議案第６４号について質疑をいたします。 

 まず１番目に、この入札金額のところ、説明資料ですけれども、見てみますれば、何といっても辞

退が４社もあるということについての理由、どういう状況で辞退が出たのかというのをまずお聞きし

たいということと。 

  こういったパソコンあたりを購入される際に、今までも質疑等々で申し上げたことがあるんですが、

ソフトフェアの中で、マイクロソフトのオフィスプロフェショナルというものを入れ込まれますけれ

ども、それにプラスして必ずといっていいほど文書作成のソフトウェア一太郎、こういったやつをで

すね、買われます。今までが一太郎というその文書作成ソフトウェアで作成していたからという理由

だったかと思いますけれども、マイクロソフトのオフィスのプロフェッショナルというのは、有名な

ワードが付いておりますので、その中途半端と申しますか、どちらかに統一すべきではないかなとい

う部分があります。文書あたりはデータをコンバートすることもできますので、必ずダブって買われ

るんですね。その日本仕様と申しますか、国の使い方、県の使い方、またこの菊池郡市とかですね、

このうちの庁舎の中では一体何を使っているのかというのを照らし合わせてですね、どちらかにきち
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んとしなければ、何かむだがあるような感じがしますので、この点について質疑いたします。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 永田議員ご質疑のパソコン購入に伴います辞退の件でございますけども、

ここに記載してあります９者の中で４者が辞退されております。まず、富士電機ＩＴソリューション

株式会社、同じく株式会社ＲＫＫコンピューターサービス様が８月３０日付、それから、有限会社文

洋堂様、ＮＥＣネッツエスアイ株式会社様が８月３１日付で都合により入札を辞退しますとの入札辞

退届書が提出をされております。その内容につきましては、なぜ辞退されたかというのは、ちょっと

わかりません。 

  よろしくお願いします。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 永田議員の質疑にお答えいたします。 

  永田議員おっしゃるようにですね、一太郎、それから大津町関係ではもうワードになっております

けれども、本来はですね、一本化した方が一番いいわけでございます。教育用ノートパソコンにつき

ましてはもうこう見ていただきますように一太郎入っておりません。校務用の方に一太郎が入ってい

るわけでございます。校務用と教育用の違いはそこだけでございます。これにつきましては、国・県

あたりがですね、そういうまだ一太郎の使用頻度が高うございます。特に、今ほとんど報告書、メー

ル等がですね、一太郎で来ていると。そして、報告書も一太郎でしなければいけないということでや

むを得ずこういうことでお願いをしているところでございます。 

  よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 再度質疑いたします。 

  最初の入札辞退の件でありますが、これで問題となる点というのは、この我が町のですね、地場企

業の方が、地場の会社がですね、辞退されているという点です。やはり最初の議案等々で、やっぱり

地場企業育成というものは必ず考えるべきであり、こういった辞退というのは、内容が不明であると

いうのはどうしても解せないと。この入札の仕方が悪かったから辞退が発生したのかなと。この指名

業者というものも、そうなると選別の仕方というものも考えなくてはならないのかなと。例えば、予

定価格を公表してなかったせいか、一番下の株式会社キンキあたりは入札比率というものが１０２.

６１％という、ある程度これだけの額になるならば、指名業者となるならですね、ある程度の積算と

いうのをやって、こういった金額を出してくるということ自体、もう指名業者を外すべきではないか

なと思ってしまいます。 

  それと、勘ぐればですね、この辞退をしましたということによって、それこそ談合が行われている

と、案に認めている形になりはしないかという点です。このことについては、不可侵で我々は辞退し

ます。あなたたちが取ってください。その代わり、別件では我々がしますからあなたたちが辞退して

くださいというふうになりかねないかなという、何か案に認めるような形の結果ではないかなと思い

ますが、その点については、そういったもしもこれはという考えをやはりこの入札する側も持たなけ
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れば、それこそ良質な競争自体は行われないと、そういうふうに考えられます。ですから、やはり地

場企業育成という点におきまして、地場の業者が辞退するという時点で、もう既にクエスチョンマー

クです。おかしいというふうに考えられます。この点について改善しなければ、今後もこういったこ

とを、ああそうですかで済ませていけるんだろうなと思われるかもしれませんが、それは議会はそう

いったことはできませんので、これ自体でこれがもうおかしい入札に考えられるのではないでしょう

か。再度質疑いたします。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 永田議員ご質疑の今回の入札の状況でございますけども、ご指摘いただい

ておりますように、地場企業の育成というのは非常に大切だと思っております。今回、先ほどちょっ

とご説明をいたしましたけども、今回につきましては、ご存じのように、法令に基づきまして大津町

が発注します業務の委託契約、物品の調達に係る契約等で一般競争入札、それから指名競争入札に参

加するものの資格に関して必要な事項を定めます大津町業務委託契約等に係る入札参加資格に関する

要綱によりまして参加登録をしてある中から、今回該当します業者さんが電子計算機機器類を取り扱

う業者という形で登録をしてありますので、その業者の方の指名を行っているところでございます。

なお、その業者の方につきましては、当然、これまでの実績、それから履行契約等を確認いたしまし

た上で参加いただいているというような状況でございます。ご指摘いただいておりますように、今後、

入札業務につきましては、さらに適正な状況となりますように努めてまいりたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 再度質疑いたします。 

  ９社中に４社辞退したということで、８月３０日と８月３１日に２者ずつということですね。この

時点で異常ということを感じられて、この指名競争入札を一旦中止することはできなかったのかなと。

辞退が多いということ自体、それこそおかしいということで、もうここでやめますと、一般競争入札

に変えますと、そういった形にするべきではないかなという自己防衛です、言うならば。そういった

ものをやっぱり必要ではなかったかなと思われますが、この８月３０日、８月３１日時点でですね、

一旦中止ということはできなかったのでしょうか、質疑いたします。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） ただいまのご質疑にお答えいたします。 

  今ご指摘いただきましたように、その９者のうちに４者辞退ということでございますけども、現時

点でその８月３０日、８月３１日ということで辞退届け出されましたわけですけども、取りやめると

いうことにつきましては、最低５者あれば入札ができますので、その時点でその内容的に参加される

方の資格の内容につきまして、特に要件が備わってないというような状況ではございませんでしたの

で、要綱に基づいて入札を実施いたしたところでございます。 

○議 長（大田黒英生君） 手嶋靖隆君。 

○１１番（手嶋靖隆君） 議案第６４号について伺いたいと思います。 

  今の入札の選定基準かれこれにつきましては、今永田議員の方から言われたわけですが、ちょっと
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私もこれを見て、ちょっと入札のですね、率のばらつきがあるなということと、突出してですね、一

番下の（株）キンキさんですか、これがちょっと不法だなという感じがいたしました。ただ、それと

辞退があるということですね、これ自体がどうかなと思いまして、今お聞きしましたので大体わかり

ましたけれども。 

  それから、この今回入札で取られました株式会社のエヌジェーケーさんですか、この会社の今まで

の情報機器取り扱いの実績というのはどのくらいあるのか。 

  それから、納品後のメンテナンス等はどういうふうに契約の中に読み込んであるのか。そこら辺を

お聞きしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 議員ご質問の最初の株式会社エヌジェーケーの納入実績等につきましては

私の方でお答えさせていただきます。 

  まず、今回の入札、落札されました株式会社エヌジェーケーの納入実績でございますけども、これ

までに芦北町役場との契約におきまして、パソコン購入ということで、契約額が９千９６１万９千円

が実績として挙がっております。また、大津町におきましても、平成２１年度に町立の小中学校用に

パソコン４１１台を納入されているというような状況がございます。 

  以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 手嶋議員の質疑にお答えいたします。 

  設計書の中に仕様書がございます。その仕様書の中でですね、納品から５年間、それから毎月最低

１回、定期的に学校を訪問し、その中で質疑応答、操作アドバイス及び授業に支障のないよう機種の

調整を行うということで、それから、学校教育課の中にも専門の職員がおりますので、そことの連携

も図っていくということでうたっております。 

  以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 手嶋靖隆君。 

○１１番（手嶋靖隆君） 一応保守関係については実績等もあるということでございますし、平素の連

携でやるというふうになっているようです。いろいろ今後ですね、いろいろファイルの中の削減とか、

それからプログラムを新しくまたするとか、いろいろ出てくると思うんですね。そういうときにどう

その対処していただくかということもちょっと心配だったもんですから、それをお尋ねしたわけです。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 

金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 議案第６２号についてお尋ねいたします。 

  たしか、この駅前楽善線、以前は遊水池といいますか、調整池といいますか、そういう計画もあっ

たように思いますけども、今回は流路工のみで対応するということかなと思います。先ほどの部長の

説明だと、流れを若干弱めるために落差工という形で対応していると。ところが道路を広くすれば単

純な素人目で見ても道路を広くすればそこに集まる水というのは多くなるだろうと。いかに落差工を
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付けても水の量は変わらない、むしろ増える。道路を広くしたことによって増える。あるいは、斜面

からそこに集まる量というのは、水は増えるんじゃないかなと。今回、排水トラフで設計では、底盤

が１千５００、内径で１千５００、それから高さが１千２００、かなり大きい。それから、カルバー

トボックスも１千５００の１千８００ですか、かなり大きい材料を使っていると。さらに、排水トラ

フの部分については、法面でもっても水が拾えるように擁壁、製品のＬ型の擁壁を使っているという

ような、水に対しては結構大きな断面を予測されていると思います。その中で、従来よりも上井手に

対する負荷というのは少なくなっているという、軽減するという、そういったことが先ほど説明があっ

たわけですけども、ひょっとして、舗装を透水性にするのかとか、そんなことも含めてあるのかなと

思ったんですけれども、その辺のご説明をご質疑したいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 金田議員の質疑にお答えいたします。 

  今回、今までの道路よりも当然楽善線大きくなっておりますけども、今まで集まってきている水と

いうのはそのまま広くなってもですね、流れるのは流れますので、その分について水が特別に多くな

るというのは考えておりません。今回、特に当初考えておりましたのは、楽善の交差点、あそこに集

まる水が非常に多いので、その分をどのように処理しようかということをいろいろ考えておりました

けれども、そのために調整池も考えたんですが、その調整池のところでですね、非常に浸透が悪いと

いう形で、やはり楽善線じゃなくて三吉原線の中で処理しないとちょっと難しいんじゃないかなとい

うことで、調整池については考えておりません。 

  それから、先ほど流量関係を上井手のために勾配を非常に緩くしたと申し上げたんですけども、大

体１メーターの長さに対して８ミリ、だから１センチもいかないという形で、非常に緩やかにしてお

ります。だから断面的にはですね、今までの室谷川という水路があるんですけども、それよりも小さ

くしておりますし、流れを非常に緩やかにするということで、その分によって１秒当たりに流れ込む

量というのが非常に少なくなっているということで、上井手に対する負荷を小さくしているというこ

とで考えたところでございます。 

  以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 確認ですけども、楽善のところに現道ではかなり水が溜まっているという状況

だと思います。これは通学路というところも含めて子どもたちが歩くのに大変苦労しているというよ

うな状況で、確認ですけども、その水は、駅前楽善線じゃなくて従来の北出口線ですか、そっちに流

すということでしょうか。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） お答えします。 

  三吉原北出口線沿いのですね、浸透ケースは割といいほうですので、そちらの方で今検討を進めて

いるところです。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 議案第６２号、都市計画道路駅前楽善線道路改良工事（２工区）その１請負契約の締結についてを

採決します。この採決は起立によって行います。議案第６２号は、原案のとおり決定することに賛成

の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第６２号は、原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第６３号、美咲野小学校２次造成２期工事請負契約の締結についてを採決します。この

採決は起立によって行います。議案第６３号は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願い

ます。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第６３号は、原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第６４号、美咲野小学校他備品（情報教育機器等備品）購入についてを採決します。こ

の採決は起立によって行います。議案第６４号は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願

います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第６４号は、原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、同意第４号、大津町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決します。

この採決は起立によって行います。本件は、これに同意することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、同意第４号は、同意することに決定しました。 

○議 長（大田黒英生君） これで本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。 

 平成２４年第４回大津町議会定例会を閉会します。 

午後２時２０分 閉会 
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